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――――――――――――――――――――― 
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 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 公安委員長        板井 良助 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 労働委員会会長      深田 茂人 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 開会に先立ち、先般新たに公安委員会委員に

選任された久家里三君から御挨拶があります。

久家里三君。 

久家公安委員会委員 昨年末、１２月２３日付

けで公安委員会委員に就任いたしました久家里

三と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

―――――→…←――――― 

午前１０時１分 開会 

元吉議長 ただいまから令和６年第１回定例会
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を開会します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 日程に入るに先立ち、令和６年１月

１日に発生した能登半島地震により被災された

方々に御見舞い申し上げるとともに、犠牲とな

られた方々に対し、深く哀悼の意を表するため

黙祷をささげたいと思います。 

 皆様、御起立をお願いします。黙祷。 

  〔黙祷〕 

元吉議長 黙祷を終わります。 

 着席をお願いします。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 次に、諸般の報告をします。 

 まず、監査委員から、地方自治法第１９９条

第９項の規定により、令和５年度行政監査の結

果及び高齢者福祉課など５か所の定期監査の結

果について、また、同法第２３５条の２第３項

の規定により、昨年１１月、１２月及び本年１

月の例月出納検査の結果について、それぞれ文

書をもって報告がありました。 

 次に、知事から、損害賠償の額の決定につい

てなど５件の報告がありました。 

 なお、報告書は、いずれも議案書の末尾に添

付しています。 

 次に、会議規則第１２５条第１項ただし書の

規定により、お手元に配布の表のとおり議員の

派遣をしました。 

 以上で報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第１号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

元吉議長 日程第１、会議録署名議員の指名を

行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規

定により、中野哲朗君及び猿渡久子君を指名し

ます。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 会期決定の件 

元吉議長 日程第２、会期決定の件を議題とし

ます。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日か

ら３月２７日までの３１日間としたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は３１日間と決定しました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 第１号議案から第４７号議案まで 

      （議題、提出者の説明） 

元吉議長 日程第３、第１号議案から第４７号

議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第 １号議案 令和６年度大分県一般会計予算 

第 ２号議案 令和６年度大分県公債管理特別

会計予算 

第 ３号議案 令和６年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算 

第 ４号議案 令和６年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算 

第 ５号議案 令和６年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計予算 

第 ６号議案 令和６年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計予算 

第 ７号議案 令和６年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計予算 

第 ８号議案 令和６年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計予算 

第 ９号議案 令和６年度大分県県営林事業特

別会計予算 

第１０号議案 令和６年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計予算 

第１１号議案 令和６年度大分県港湾施設整備

事業特別会計予算 

第１２号議案 令和６年度大分県病院事業会計

予算 

第１３号議案 令和６年度大分県電気事業会計

予算 

第１４号議案 令和６年度大分県工業用水道事

業会計予算 
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第１５号議案 包括外部監査契約の締結につい

て 

第１６号議案 大分県部等設置条例の一部改正

について 

第１７号議案 行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の

利用等に関する条例等の一部改

正について 

第１８号議案 知事等の損害賠償責任の一部免

責に関する条例等の一部改正に

ついて 

第１９号議案 大分県使用料及び手数料条例の

一部改正について 

第２０号議案 大分県の事務処理の特例に関す

る条例の一部改正について 

第２１号議案 大分県住民基本台帳法施行条例

等の一部改正について 

第２２号議案 大分県用品調達特別会計条例の

廃止について 

第２３号議案 病院及び診療所の人員及び施設

等に関する基準を定める条例の

一部改正について 

第２４号議案 大分県国民健康保険財政安定化

基金条例の一部改正について 

第２５号議案 大分県厚生年金住宅貸与条例の

廃止について 

第２６号議案 指定居宅サービスの事業に係る

申請者の要件並びに人員、設備

及び運営に関する基準等を定め

る条例等の一部改正について 

第２７号議案 指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準を定

める条例の廃止等について 

第２８号議案 大分県安心こども基金条例の一

部改正について 

第２９号議案 大分県婦人相談所の設置及び管

理に関する条例等の一部改正に

ついて 

第３０号議案 児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部

改正について 

第３１号議案 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律に基づく任意入院者

の症状等の報告に関する条例の

一部改正について 

第３２号議案 指定障害福祉サービスの事業に

係る申請者の要件並びに人員、

設備及び運営に関する基準等を

定める条例等の一部改正につい

て 

第３３号議案 権利の放棄について 

第３４号議案 大分県安全・安心まちづくり条

例の一部改正について 

第３５号議案 県有地の信託の変更について 

第３６号議案 情報通信技術の効果的な活用の

ための規制の見直しに伴う関係

条例の整備について 

第３７号議案 令和６年度における農林水産関

係事業に要する経費の市町村負

担について 

第３８号議案 大分県漁港管理条例等の一部改

正について 

第３９号議案 令和６年度における土木事業に

要する経費の市町村負担につい

て 

第４０号議案 工事請負契約の締結について 

第４１号議案 工事請負契約の締結について 

第４２号議案 大分県道路占用料徴収条例の一

部改正について 

第４３号議案 工事請負契約の締結について 

第４４号議案 大分県建築基準法施行条例の一

部改正について 

第４５号議案 大分県公立学校情報機器整備基

金条例の制定について 

第４６号議案 土地の取得について 

第４７号議案 大分県地方警察職員定数条例の

一部改正について 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。令和６年第１

回定例県議会の開会にあたり、県政執行の方針

とともに、ただいま上程された諸議案の説明を
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申し上げ、皆様の御理解と御協力をお願いしま

す。 

 昨年４月、多くの県民の皆様から負託をいた

だき、県政をお預かりしてから、はや１０か月

が経過しようとしています。この間、県政ふれ

あい対話などを通じて地域をくまなく回り、皆

様の声を伺いながら、今、現場が抱えている課

題の一つ一つに向き合ってきました。また、本

県の未来を見据えたあるべき姿についても、様

々な会議を立ち上げ、議論を深めてきました。 

 就任２年目を迎える本年は、そうした声や議

論を推進力として、新たなステージへと船出す

る重要な年になります。時あたかも、日本経済

は、四半世紀にわたるデフレから完全に脱却す

るまたとない好機が到来しています。今こそ、

物価上昇を乗り越える力強い賃上げと脱炭素や

デジタル化など攻めの投資を加速させ、本県経

済の好循環を生み出していかなければなりませ

ん。また、想定を上回るスピードで進む人口減

少への対応も待ったなしであり、子どもや高齢

者、障がい者などを社会全体で支え合う持続可

能な共生社会を実現していく必要があります。

このような時代認識の下、全ての県民が幸せに

暮らすことができるよう、あらゆる方々と連携

しながら、積極果敢に県政のかじを取っていき

ます。 

 そうした気概を持って、「安心」「元気」

「未来創造」の大分県づくりへの羅針盤となる

新長期総合計画の策定を進めています。今回、

先んじて編成した来年度予算では、計画の目指

す姿の実現に向けた施策をできる限り計上する

ことに意を用いたところです。 

 以上のような考えでまとめた、私にとって初

めての本格的な編成となる令和６年度一般会計

当初予算案は、６，８９８億８００万円であり、

前年度の７月現計予算と比較すると、４．８％

の減となっています。 

 新型コロナウイルス感染症関連の予算が大き

く減少する中で、公共事業を増額するとともに、

特別枠「新おおいた創造挑戦枠」には、過去最

多に並ぶ事業本数となる１３３事業、２８億円

を意欲的に盛り込みました。 

 歳入では、財政調整用基金の取崩額を前年度

と同額の７５億円としています。あらかじめ確

保していた特定目的基金などを活用しながら、

取崩しを極力抑制したところであり、目標であ

る来年度末の基金残高３３０億円は確保できる

見通しです。県債残高についても、臨時財政対

策債等を除く実質的な残高が、目標とする６，

５００億円以下となるよう適正管理に努めまし

た。 

 とはいえ、今後は、社会保障関係費はもとよ

り、官民を通じた賃上げに伴う人件費の増加や

県土強靱化の推進等による公債費の増嵩といっ

た義務的経費の負担に加え、物価高騰などへの

対応も重くのしかかってきます。そうした中に

あっても、県勢発展に向けた施策を積極的に展

開するためには、確固たる財政基盤を構築して

おくことが肝要です。このため、新長期総合計

画とあわせて、新たな行財政改革の計画を策定

し、前進と改革の攻守両面から、新しい大分県

づくりを進めていきます。 

 以下、予算案について、新規重点事業を中心

に概要を説明します。 

 初めに、誰もが安全で安心して暮らせる大分

県づくりについてです。 

 さきほど黙祷をささげていただきましたが、

元日早々、能登半島を襲った地震では、自然災

害の恐ろしさを改めて思い知らされました。一

日も早い復旧・復興を願いつつ、県民の安全を

守るため、県土強靱化を押し進め、頻発・激甚

化する災害への備えに万全を期していきます。 

 災害時の情報伝達にも力を入れます。特に、

昨年の梅雨前線豪雨のように急激に雨量が増え、

河川氾濫の可能性が高まる際には、住民が自ら

危険を察知できる、分かりやすい情報の提供が

効果的です。そのため、避難判断の基準となる

水位を設定している河川の護岸や橋脚に、水位

を表示するマークを記し、河川監視カメラを通

して可視化することで、早期避難につなげます。

また、災害情報や映像を関係機関と共有する防

災情報通信システムについても、無線回線の大

容量化や高所カメラの高解像度化などに着手し、

災害への対応力を向上させていきます。 
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 危機管理の点では、新たな感染症への備えを

忘れてはなりません。一連のコロナ対応で得た

経験を糧として、改定作業を進めている感染症

予防計画に基づき、体制整備を急ぎます。医療

提供体制については、医療機関等と協定を締結

し、発生から６か月以内に５２５床の入院病床

を確保できるようにします。さらに、県衛生環

境研究センターの検査能力を高めることにより、

大分大学などと合わせて、一日最大１，１００

件のＰＣＲ検査が可能な体制も整え、県民の安

全・安心の確保に努めます。 

 少子高齢化・人口減少に対処すべく、三つの

日本一を目指す取組を一層深めていきます。子

育て満足度日本一では、まず、子育てに係る経

済的支援を強化します。そのうち、子ども医療

費については、県内全域で中学生までの助成が

行われていますが、保護者からは、経済的な負

担が増える高校生まで拡充してほしい、地域に

よって差がないようにしてほしいという多くの

声をお聞きしました。こうした要望を踏まえ、

県では、どこに住んでいても等しく支援が受け

られるよう、新たに高校生の年代を対象に加え

ることにより、全ての市町村における制度拡充

を後押しします。学校給食費も、子育て世帯に

とって大きな負担となっています。そこで、県

が最大限できることとして、４月から特別支援

学校など県立学校の給食費を無償化することと

します。 

 障がいのある子どもの子育て支援も充実させ

ます。医療的ケア児を養育する家族は、大変な

御苦労をされています。このため、訪問看護サ

ービスを利用した一時的な休息時間の確保や宿

泊学習における付添いに要する経費を措置する

ことで、少しでも負担軽減を図りたいと考えて

います。同様に、障がい児を受け入れる保育施

設でも、保育士の見守りがより必要となること

から、清掃や配膳等を行う保育支援者の雇用を

促進します。様々な困難を抱える子どもたちへ

の対策を強化する中、昨年１月、虐待により幼

い命が奪われる痛ましい事件が起きました。児

童虐待は、子どもの心身を深く傷つけ、成長に

大きな影響を及ぼすものであり、断じて許され

るものではありません。県では、有識者も交え

た本事案の検証等に基づき、児童福祉司や心理

司をさらに増員するとともに、精神科医師など

との連携を強め、こうしたことが再び起きない

よう全力を尽くします。増加する一時保護への

対応も急ぎます。入所児童の個室を増設するほ

か、新たに緊急対応用の居室を設け、児童が安

心できる居場所を確保します。 

 ヤングケアラーに関しては、令和３年度に行

った実態調査以降、県による教員等への研修の

実施や専門アドバイザーの配置に加え、市町村

における窓口の設置など、徐々に支援体制が整

ってきました。来年度は、改めて実態把握に向

けた調査を実施し、市町村をはじめ関係機関と

も共有しながら、子どもの意向に寄り添った対

応に努めていきます。 

 コロナ禍を経て、健康への意識が高まってお

り、男女そろっての健康寿命日本一を目指す取

組が、ますます重要になってきました。生涯を

通じた健康づくりは、その根幹をなすものであ

り、住民に身近な市町村と連携しながら推進し

ていくことが大事です。このため、県が設定し

た１３の健康指標の改善や通いの場の魅力向上

などに取り組む市町村をしっかりとサポートし、

子どもから大人、高齢者まで、県民総ぐるみで

健康づくり運動を展開していきます。 

 高齢者等の健康を支える医療と介護の充実も

欠かせません。医療の面では、需要が増す在宅

医療の提供体制を強化します。医師会などと協

力して、地域における医療従事者のネットワー

クを構築するとともに、遠隔診療時に介助を行

う看護師を訪問看護ステーション等が派遣する

連携体制を整えていきます。あわせて、小規模

な訪問看護ステーションにおける人材育成も支

援しながら、地域で支え合う体制づくりを進め

ます。 

 介護の分野では、喫緊の課題である介護人材

の確保に取り組む中、外国人材が貴重な戦力と

なってきています。そこで、介護施設が負担し

ている渡航費用等への助成制度を拡充するほか、

県内養成施設が行う受入環境整備を新たに支援

することなどにより、外国人に選ばれる大分県
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を目指します。 

 障がい者が心豊かに暮らし働けるよう、従来

の取組を発展させた障がい者活躍日本一に挑戦

します。 

 ４月から、法定雇用率の段階的な引上げとあ

わせて、週２０時間未満の短時間勤務を行う精

神障がい者等が新たに雇用率に算入されます。

知的・精神障がい者の雇用率向上が課題である

本県としては、この機を逃さず、経営者や人事

担当者への働きかけを強め、積極的な雇用につ

なげていきます。また、就労継続支援事業所に

よる新たな分野の開拓や農福連携、受注機会の

拡大などを進めることで、福祉的就労の場も広

げます。 

 こうして就労を促進しながら、日常生活はも

とより、芸術文化やスポーツ活動を支える環境

づくりにも努め、障がい者が安心して活躍でき

る社会を実現していきます。 

 多様な価値観を認め、互いに支え合う社会の

構築も大切なテーマです。県では、その一環と

して４月から、パートナーシップ宣誓制度を導

入することとしています。来年度は、まず、制

度の意義、性的少数者への配慮などをまとめた

冊子の配布や講演会の開催等を通じて、社会全

体の理解増進を図ります。あわせて、当事者の

安心感の醸成や困りごとの解消にも注力します。

相談窓口の対応時間を拡大するとともに、関係

団体と連携して交流の場を設けることなどによ

り、性的少数者が安心して暮らせる環境づくり

を進めます。 

 また、増加する住まいの確保に困りを抱えた

方へのサポートも充実させます。解決にあたっ

ては、住宅以外にも課題のあることが多く、様

々な主体で協働していく必要があります。その

ため、市町村を中心に関係機関が連携した居住

支援協議会の立ち上げや活動を後押しし、支援

の輪を広げていきます。 

 次は、県民が元気に活躍できる大分県づくり

です。本県産業が、物価高騰や人材不足を克服

し、持続的に成長できるよう、全力を挙げます。 

 農林水産業においては、もうかる産業を実現

し、成長産業化へとつなげる取組を強力に推進

します。 

 まず、今回を最後のチャンスとして取り組ん

でいる農業の再生です。短期集中県域支援品目

である、ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベ

リーツの生産拡大に向け、これまで予算を集中

的に投入した結果、拡大目標面積の達成にあと

一歩のところまで来ています。総仕上げの年と

なる来年度は、高糖度かんしょの出荷増に対応

した広域選果場の整備などを支援することで、

本県の顔となる園芸品目に押し上げます。加え

て、今後のさらなる拡大には、大規模農地の確

保が欠かせないため、市町が行う未利用農地等

を活用した園芸団地化プランの作成を後押しし、

計画的に農地を集約していきます。 

 畜産では、所得向上を目指し、生産基盤の強

化と低コスト化を促進します。新規参入、規模

拡大に挑戦する生産者の牛舎整備や繁殖雌牛の

導入、増頭を支援するほか、未利用草地の活用

や放牧による生産コストの低減を進め、経営力

を高めていきます。 

 林業に関しては、令和４年の素材生産量が過

去最高となりました。この高い水準を維持する

ためには、大径化した高齢林の積極的な活用が

不可欠であり、今年度の補正予算において、大

径材を住宅用のツーバイフォー材に加工する製

材機械の導入を支援したいと考えています。あ

わせて、早生樹による再造林に必要となる苗木

の生産を拡大し、持続可能な循環型林業を確立

していきます。 

 水産業では、全国豊かな海づくり大会が本番

を迎えます。当日は、式典や漁船による歓迎パ

レード、放流行事などに加え、各地で県民参加

型のイベントを行い、盛り上げていきます。ま

た、大分の豊かな海を子どもたちにつないでい

くことも大事です。そのため、県下全ての小中

学校で給食への県産魚の提供とあわせて海づく

り教室を開催し、大会の基本方針をしっかりと

伝えながら、次世代へバトンを継承します。 

 こうして農林水産業の振興を図りつつ、一層

の担い手確保・定着に努めます。就農準備資金

等を受給しながら研修に取り組む子育て世帯に

対し、新たに県独自の給付金を上乗せするとと
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もに、産前産後における代替労働力の確保に対

する支援も拡充するなど、きめ細かく応援して

いきます。 

 県内の景気は、緩やかな回復基調が続いてい

るものの、県経済の要である中小企業・小規模

事業者の多くは、長引く物価高騰やコロナ禍で

借り入れた資金の返済に直面しており、資金繰

りが心配されます。さらに、昨年末から続いて

いたダイハツ九州の生産停止についても、本日

ようやく一部の生産が再開されましたが、裾野

の広い産業であるため、その影響が懸念される

ところです。そこで、来年度も、県制度資金に

８００億円の新規融資枠を設定するとともに、

借換え等に対応可能な資金の継続や中小企業活

性化資金の融資要件緩和などを通じ、経営を下

支えします。他方、県の事業を活用して新商品

の開発やデジタル化等に取り組む事業者向けの

資金を創設し、新たな挑戦もしっかりと応援し

ていきます。 

 その上で、県経済を民需主導の自律的な成長

路線へと戻すためには、賃金と物価の好循環を

つくり出すことが重要です。先の報道では、本

県における昨年１０月までの１年間の実質賃金

の上昇率が、物価の伸びを上回ったとされてい

ます。ようやく好循環の兆しが見えてきたとこ

ろであり、今後はさらに対策を加速させていき

ます。まずは、賃上げを実施する場合に補助率

などをかさ上げする賃上枠の設定を１０事業に

拡大します。加えて、事業場内最低賃金の引上

げを支援する国の業務改善助成金に対しても、

上乗せする奨励金の上限額を引き上げるなど、

一層の拡充を行い、積極的な対応を後押ししま

す。 

 そして、こうした賃上げを本県の多様な産業

を担う人材の確保につなげていかなければなり

ません。そうした中、県内ものづくり産業を支

える工科短期大学校では、少子化や国の給付型

奨学金の支給対象外となっていることなどから、

定員割れの状況が続いています。このため、学

ぶ意欲のある生徒への修学支援として、県独自

の給付型奨学金制度を新設することで、入校生

を増やし、県内企業にとって即戦力となる高度

人材を育成します。また、外国人材についても、

在留資格制度の見直しが検討されており、就労

と生活の両面から環境整備を充実させ、一層の

確保に努めます。 

 このように、喫緊の課題である産業人材の確

保や労働環境の改善等を図るため、雇用労働政

策課を産業人材政策課と雇用労働室に再編し、

体制を強化します。 

 ４月から開催される福岡・大分デスティネー

ションキャンペーンは、観光立県大分県の復活

を確かなものとする大事なイベントです。これ

まで磨き上げてきた観光素材と県民総参加での

おもてなしの両面から旅行者をお迎えし、また

来たいと思っていただけるよう、総力を挙げて

取り組みます。キャンペーン終了後は、そのレ

ガシーとして、１０万人を超えるおもてなし宣

言団体の登録者や県内を訪れた方々に加え、県

にゆかりのある著名人により、本県の魅力を発

信する取組をスタートさせ、リピーターの確保

を目指します。あわせて、ＪＲ九州等と連携し

たプロモーションも切れ目なく実施し、さらな

る誘客に努めます。 

 インバウンドでは、ソウル線の増便や台湾と

のチャーター便の運航など、追い風が続いてお

り、この機を逃さず、東アジア等への情報発信

を強化し、リピート層を中心とした取り込みを

加速させます。増加が著しい米国でも、新たに

戦略パートナーを配置するとともに、県産品の

輸出拡大等も含めたプロモーションを実施する

ことにより、さらなる誘客を促進します。 

 大阪・関西万博からの誘客に向けた準備にも

力を入れます。中でも、アドベンチャーツーリ

ズムは、今議会に議員提案として、その推進に

関する条例が上程される予定であるなど、大変

注目を集めています。このため、インバウンド

を中心としたツアーに対応可能なガイドを育成

するほか、令和７年に創建１，３００年を迎え

る宇佐神宮等をいかしたカルチャーツーリズム

にも取り組み、県内周遊による地域活性化を図

ります。 

 こうした産業振興に加え、芸術文化やスポー

ツの持つ力も、地域の元気づくりに欠かすこと
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ができません。芸術文化では、人々に生活の楽

しさや心の安らぎをもたらす力をいかすべく、

誰もが多彩で質の高い芸術を身近で鑑賞し、体

感できる環境づくりを進めます。来年度は、本

県が世界に誇る別府アルゲリッチ音楽祭やデス

ティネーションキャンペーンなどと連携したコ

ンサート等を開催することにより、まちなかの

至るところで芸術に触れる機会を創出します。 

 また、県芸術文化の拠点の一つである県立総

合文化センターは、長らく御不便をおかけしま

したが、ようやくリニューアルオープンします。

そこで、そのこけら落としにあたり、親子をペ

アで招待したいと考えています。 

 昨年末、本県の中学２年生が全国体力テスト

において、男子が全国１位、女子も４位となる

うれしいニュースが飛び込んできました。また、

先月には、全日本空手道選手権の女子個人形で

４連覇を果たした大野ひかるさんに、スポーツ

分野では初めてとなる県民栄誉賞を授与しまし

た。 

 このようにスポーツへの関心が高まる中、夏

には、高校生にとって最大のスポーツ大会であ

る北部九州総体２０２４が開催されます。上位

入賞に向け、引き続きしっかりと競技力向上に

取り組むとともに、来県される方々を主役であ

る高校生が最高のおもてなしでお迎えし、大会

の成功と大分の魅力発信に努めていきます。 

 そして、パリオリンピック・パラリンピック

も開幕します。日本代表選手の活躍する姿を見

るのが待ち遠しいところですが、こうした国際

大会に挑む本県ゆかりのアスリートをサポート

していくことも大事です。そのため、国際大会

に出場する経費の一部を助成することで、一層

の活躍を後押しし、本県スポーツの振興を図り

ます。 

 こうして「安心」「元気」の取組を着実に進

めながら、新たな魅力を生み出す「未来創造」

の大分県づくりに挑戦していきます。 

 まず、その基盤となる交通ネットワークにつ

いてです。地域交通を取り巻く環境は、輸送人

員の減少に加え、乗務員不足や脱炭素への対応

など、大変厳しい状況となっています。そこで、

乗務員の免許取得やＥＶ車両の導入費用等を助

成することにより、県民生活に欠かせない地域

交通をしっかりと下支えします。また、特に、

乗合バスは、環境への負荷低減にも資する移動

手段であることから、期間限定で無料運行を実

施し、交通渋滞の緩和などの効果を検証すると

ともに、需要の喚起を図ります。 

 御心配をかけているホーバークラフトに関し

ては、安全第一を徹底しながら、本年秋までの

運航開始を目標に準備を進めています。他方、

就航後の利便性を向上させるには、西大分ター

ミナルからの二次交通の在り方が重要となって

きます。そのため、当面、大分駅とを結ぶシャ

トルバスを運行し、利用ニーズを把握した上で、

有効となる対策を講じていきたいと考えていま

す。 

 そして、将来を見据えた広域交通ネットワー

クの構築にも力を入れます。このうち、中九州

横断道路では、昨年末に大分宮河内－犬飼間の

ルート案が決定しました。事業化への大きな前

進であり、一日も早い全線開通に向け、引き続

き、国に強く要望していきます。 

 東九州新幹線等の整備計画路線への早期格上

げや豊予海峡ルート構想の推進についても、積

極的に要望を重ねているところです。来年度は、

県内の企業にアンケート調査を実施し、その声

も反映したパンフレットを作成することで、よ

り訴求力のある要望活動を行います。あわせて、

ＰＲ動画などによる情報発信を充実させるほか、

整備効果と課題等をテーマとした説明会やシン

ポジウムを継続して開催することで、理解促進

と機運醸成にも注力します。 

 以上、申し上げたように、地域交通の維持・

確保や広域交通ネットワークの構築に向けた取

組を今後さらに推進するため、企画振興部に交

通政策局を設置し、組織体制を強化します。 

 こうして交通基盤を整え、本県のポテンシャ

ルを高めながら、仕事や人を呼び込む好循環に

つなげていきます。企業誘致では、半導体関連

産業を中心に投資が活発化する中、これまで行

ってきた工業用水や土地に関する調査結果を踏

まえ、適地への詳細調査を実施し、開発に向け
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た動きを加速させます。また、市町村による工

業団地整備についても、適地調査をはじめ、用

地測量などを補助対象に追加するとともに、イ

ンフラ整備等の補助率や上限額を引き上げ、今

後３年間で集中的に支援します。 

 過去最多を上回るペースで推移している移住

に関しては、さらなる高みを目指し、新たなタ

ーゲットへの働きかけを強めます。現在、力を

入れているＩＴ人材の確保については、資格取

得と移住を一体的に支援するスキルアップ移住

が好評で、順調に進んでいます。そうした中、

より多くの消費者に訴え、商品やサービスの購

入を促すＷｅｂマーケティングの分野が注目を

集めてきていることから、コースを新設して人

材の獲得と育成に努めます。 

 未来を創造する上で、２０５０年カーボンニ

ュートラルを避けて通ることはできません。特

に、本県のみならず、日本の産業を支える大分

コンビナートの取組は、その主軸となるもので

す。このため、産学官が連携して、先月取りま

とめたグリーン・コンビナートおおいた推進構

想に基づき、水素の供給や利活用、カーボンリ

サイクルなどを柱とした対策を進めていきます。

来年度は、民間企業による設備等の導入可能性

調査や実証を支援するとともに、今後の整備に

向けた補助制度を創設し、投資を積極的に呼び

込みます。 

 県全体でも、こうした動きを前進させます。

水素の利用促進に向けては、燃料電池乗用車等

に加え、新たに燃料電池トラックの導入を支援

するほか、工場から排出される二酸化炭素につ

いても、施設園芸での有効活用に向けた検証を

行うなど、需要を創出していきます。さらに、

本県の地熱は、発電電力量日本一を誇る豊富な

資源であり、安定供給が可能なことから、県内

事例の視察や地熱利用設備の導入支援等を通じ

て、広く県内へ普及を図ります。 

 急速に進展する先端技術やデジタルの力を積

極的に取り込み、新たな価値を創出していくこ

とも重要です。中でも、空飛ぶクルマをはじめ

としたエアモビリティ市場は、高い成長が見込

まれる魅力的な分野であり、県では、昨年、国

産機の開発を目指す企業等と連携に関する覚書

を締結するなど、取組を本格化させています。

今後は、こうした動きを県内企業の挑戦に結び

付けていくことが大切です。そこで、関連する

技術・製品等の研究や商用サービスの開発に挑

む事業者を応援することにより、次世代空モビ

リティ産業への参入を促進していきます。 

 同様に、宇宙産業についても、引き続き、宇

宙港実現に向けた法整備など、関係者と連携し

て国等へ働きかけながら、関連ビジネスの振興

や人材育成にしっかりと取り組みます。 

 そのような中、産学連携をさらに進めるべく、

今月９日には、東京大学先端科学技術研究セン

ターとの間で、連携と協力に関する協定書を取

り交わしたところです。同センターの知見を活

用し、具体的なプロジェクトにつなげることで、

地域課題の解決や新産業の創出を図っていきま

す。 

 他方、企業が生産性を向上させ、持続的に成

長していくためには、ＤＸの推進が不可欠です

が、中小企業などでは、人材やノウハウ不足も

あり活用が進んでいない状況にあります。この

ため、本年度から、デジタルツールの導入と人

材育成を一体的に支援する取組を開始したとこ

ろ、想定を上回る要望が寄せられており、来年

度は予算枠を拡大し、デジタル化を一気に加速

させます。 

 本県の宝である全ての子どもたちの夢を叶え

るため、未来を切り拓く力と意欲を育む教育県

大分の創造に全力を挙げます。生徒数が減少す

る中、どの地域においても、生徒が希望する教

育を受けられるよう、遠隔授業が可能な環境を

整えていくことが肝要です。そのため、従来か

ら実施している商業や福祉といった専門科目な

どに加え、県下全ての普通科高校においても、

習熟度に応じた英語や数学などの授業を受けら

れる体制づくりに着手し、令和７年度には開始

したいと考えています。 

 不登校等の児童生徒に対する学びの支援も強

化します。登校はするものの教室に入れない生

徒に学習支援などを行う登校支援員を増員する

ほか、フリースクールに通う児童生徒に対して
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も、ＩＣＴを活用した学習支援システムを配備

することにより、学習機会の充実を図ります。 

 こうした中、公立中学校における休日の部活

動を地域クラブ活動に移行する取組が進められ

ています。しかしながら、指導者や受皿となる

クラブの確保に課題を抱えている市町村も多い

ことから、調整を担うコーディネーターの配置

などを支援することで、地域への円滑な移行を

後押しします。 

 私立学校は、公立学校とともに、本県教育の

推進に大きな役割を果たしていただいています。

引き続き、運営費助成をはじめ、授業料減免支

援による保護者負担の軽減に取り組むとともに、

ＩＣＴ機器導入に対する助成制度を拡充し、教

育環境の充実を促進していきます。 

 次に、予算外議案について、主なものを説明

します。 

 第２２号議案大分県用品調達特別会計条例の

廃止については、新たに運用を開始する財務総

合システムにより、現在、特別会計を通して行

っている物品の集中調達業務が可能となること

から、廃止するものです。 

 第４５号議案大分県公立学校情報機器整備基

金条例の制定については、義務教育段階の公立

学校に通う児童生徒の一人１台端末を計画的に

更新するため、国の補助金を受け入れて基金を

設置するものです。 

 以上をもって提出した諸議案の説明を終わり

ます。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。 

元吉議長 これをもって提出者の説明は終わり

ました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上で本日の議事日程は終了しまし

た。 

 お諮りします。明２７日及び２８日は、議案

調査のため休会としたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明２７日及び２８日は休会と決定し

ました。 

 次会は、２９日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時３６分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第２号） 

 

令和６年２月２９日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第２号 

            令和６年２月２９日 

              午前１０時開議 

第１ 第４８号議案から第６０号議案まで 

   （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第４８号議案から第６０号議案まで 

     （議題、提出者の説明） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第２号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第４８号議案から第６０号議案ま

で 

      （議題、提出者の説明） 

元吉議長 日程第１、第４８号議案から第６０

号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

第４８号議案 令和５年度大分県一般会計補正

予算（第４号） 

第４９号議案 令和５年度大分県公債管理特別

会計補正予算（第１号） 
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第５０号議案 令和５年度大分県国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号） 

第５１号議案 令和５年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計補正予算（第

１号） 

第５２号議案 令和５年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計補正予算（第

１号） 

第５３号議案 令和５年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計補正予算（第

１号） 

第５４号議案 令和５年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計補正予算

（第１号） 

第５５号議案 令和５年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計補正予算（第１号） 

第５６号議案 令和５年度大分県県営林事業特

別会計補正予算（第１号） 

第５７号議案 令和５年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計補正予算（第

１号） 

第５８号議案 令和５年度大分県港湾施設整備

事業特別会計補正予算（第２号） 

第５９号議案 令和５年度大分県用品調達特別

会計補正予算（第２号） 

第６０号議案 令和５年度大分県病院事業会計

補正予算（第１号） 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。ただいま追加

提案した議案は、第４８号議案から第６０号議

案までの１３件であります。 

 その主なものとして、第４８号議案令和５年

度大分県一般会計補正予算（第４号）について

御説明します。 

 物価が継続的に上昇する中、これから春季労

使交渉が本格化していきます。県では、物価上

昇を上回る賃金引上げの実現に向けて、賃上枠

の設定など独自の対策を強力に推進するととも

に、労務費の円滑な価格転嫁の促進に全力で取

り組んでいるところです。本日開催される政労

使会議においても、改めて積極的な検討をお願

いしたいと考えています。 

 他方、物価高騰の影響を大きく受けている方

々への対応も大事です。これまで、国の支援制

度を補完すべく、公的価格として利用料金が定

められている福祉・医療施設などの電気代等を

はじめ、様々な負担軽減策を講じてきました。

そのような中、公教育の一翼を担う私立大学等

では、こうした運営経費の増を授業料に転嫁す

ることは難しく、経営が逼迫しています。この

ため、今回、光熱費高騰分の一部を助成し、教

育・研究活動を支えていきます。また、畜産で

も、飼料価格の高止まりにより、厳しい状況が

続いていることから、自給飼料の生産拡大に挑

戦する農家を応援することで、経営の安定化を

図ります。 

 こうして賃金と物価の好循環を創出しながら、

裾野の広い産業である県観光の復活を目指して

います。福岡・大分デスティネーションキャン

ペーンの成功に向け、今月は、ＪＲ大阪駅のア

トリウム広場において、市町村や民間事業者と

共に観光フェアを開催し、本県の魅力をＰＲし

てきました。さらに、開始まであと１か月とな

る明日以降は、ＪＲグループの重点宣伝地域と

なることから、全国各地で大々的な広報を展開

し、ラストスパートをかけていきます。 

 今後は、こうした情報発信を継続しながら、

実際の誘客につなげるとともに、訪れた旅行者

に県内を周遊していただき、キャンペーンの効

果を県全体に波及させていくことが重要です。

そのため、予定していた宿泊クーポン等の発行

を見直し、送客実績に応じて旅行会社を支援す

るほか、宿泊予約サイトと連携したポイント還

元プロモーションを実施します。加えて、県内

主要宿泊地からのバスツアー造成や着地型商品

の販売にも力を入れる観光関係者を支援するな

どして取り組んでいきます。 

 次に、昨年末の国の経済対策に呼応した諸施

策についてです。本県では、既に国土強靱化５

か年加速化対策など、大部分を前倒しして受け

入れ、事業に着手していますが、今回はこれに

続くものを計上し、安心元気・未来創造の大分
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県づくりを進めます。 

 安心の分野では、まず、全ての子どもが健や

かに生まれ育つことができる環境整備に努めま

す。生まれつき代謝異常などの疾患を持つ新生

児を早期に発見し、その後の治療につなげるた

め、治療法が確立した疾患について、公費負担

で行う血液検査の対象に追加します。 

 また、介護職員の働きやすい職場環境づくり

も急ぎます。要望の多い介護ロボットなどの導

入に対する助成枠を大幅に拡大することにより、

職員の負担軽減を図る事業所を後押しします。 

 元気分野においては、農林水産業の成長産業

化を加速させるため、ねぎやベリーツの参入企

業が行うハウス整備をはじめ、大径材加工拠点

の設置や林業専用道の整備等への支援を前倒し

て実施します。 

 未来創造では、県立高校でのデジタル等成長

分野を支える人材育成を強化します。高性能パ

ソコンや３Ｄプリンターなどを配備し、ＩＣＴ

機器を活用した生徒の興味関心を高める学習環

境を充実させます。 

 以上が歳出の主な増額分ですが、他方、新型

コロナウイルス感染症関連予算や執行段階にお

ける節約等を減額した結果、補正予算額の合計

は、３６２億４，４１６万４千円の減額となり

ます。 

 このほか、特別会計では、公債管理特別会計

など１１の会計で、２６億５，４５２万円を増

額するとともに、病院事業会計でも８億７，２

０６万９千円を増額します。 

 以上をもって提出した議案の説明を終わりま

す。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。 

元吉議長 これをもって提出者の説明は終わり

ました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上で本日の議事日程は終了します。 

 お諮りします。明３月１日は議案調査のため

休会としたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明３月１日は休会と決定しました。 

 なお、３月２日、３日は県の休日のため休会

とします。 

 次会は、３月４日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時６分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第３号） 

 

令和６年３月４日（月曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第３号 

             令和６年３月４日 

              午前１０時開議 

第１ 第１６号議案、第４５号議案及び第４８

号議案から第６０号議案まで 

   （議題、質疑、委員会付託） 

第２ 議員提出第１号議案 

   （議題、提出者の説明、質疑、委員会付

   託） 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第１６号議案、第４５号議案及び第

４８号議案から第６０号議案まで 

     （議題、質疑、委員会付託） 

日程第２ 議員提出第１号議案 

     （議題、提出者の説明、質疑、委員

     会付託） 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

 監査委員事務局長     河野 圭史 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第３号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第１６号議案、第４５号議案及び

第４８号議案から第６０号議案ま
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で 

      （議題、質疑、委員会付託） 

元吉議長 日程第１、第１６号議案、第４５号

議案及び第４８号議案から第６０号までを一括

議題とし、これより質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。共産党の堤です。

補正予算等に対する質疑を行います。 

 まず、大分県として、賃金と物価の好循環の

創出に向けて、賃上枠の設定や価格転嫁などに

取り組んでいますが、根本的には経済の在り方

を変えることが必要だと考えます。 

 物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、

まず物価を下げるために、消費税の減税を実施

すること、そして、今年の確定申告から実施さ

れる中小零細事業者へのインボイスによる実質

的な増税を中止することが必要です。 

 また、異常な円安を生じさせている長期にわ

たる金融緩和を注視するとともに、この１０年

間に積み上げられた内部留保に対する課税を強

化し、一方で、中小企業への支援を拡充しつつ

最低賃金の１，５００円の引上げに取り組むこ

となど、働く庶民の懐を暖めることが景気回復

等につながります。 

 経済成長が止まり、失われた３０年と言われ

た経済失政を転換することが必要です。知事の

答弁を求めます。 

 以下、対面にて。 

  〔堤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの堤栄三君の質疑に対する

答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。堤栄三議員の

経済政策についての質問にお答えします。 

 国内の景気は、雇用・所得環境が改善される

中、緩やかな回復が続くことが期待されていま

す。加えて、県内景気も日本銀行大分支店が６

か月連続で緩やかに回復しているとするなど、

回復基調にあります。 

 国においても地方においても重要なことは、

３０年来続いてきたコストカット型経済から、

持続的な賃上げや活発な投資が牽引する成長型

経済へと変革していくことだと考えています。 

 このため、本県は、商工業や観光業の振興、

農林水産業の成長産業化など、中小企業や小規

模事業者への支援をさらに加速していきます。 

 また、賃金と物価の好循環の実現に向けては、

先月末に宮﨑厚生労働副大臣にも出席いただき、

大分県版の政労使会議を開催しました。賃上げ

の必要性について関係者で共有するとともに、

出席者からは関係者の方向性が一致してきたと

の発言もいただいたところです。引き続き労務

費等の価格転嫁円滑化にも取り組んでいきます。 

 国は、日本経済を新たな成長型経済に移行さ

せるべく、物価高対策や中小企業の賃上げの環

境整備、国内投資の促進策等を拡充しています。

県としても、こうした施策を取り込みつつ、成

長の果実が事業者や生活者に分配される好循環

の実現を目指していきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 緩やかな景気回復の基調にあると判断

されているが、自主的にいろんな中小零細企業

の話を聞くと、それを実感としてなかなか感じ

られない。特に輸入物価等、つまり原材料の高

騰によって、転嫁ができれば確かに売上げは伸

びる。しかし、それにつれてお客さんがやっぱ

り減ってしまう。それで利益が減少するという

ことが身近に起こってきています。特に宿泊業

とか小売業とかサービス業とかがそういう状況

に陥っているわけですよね。 

 私が思うのは、国は賃上げのためにいろいろ

制度を、県もそれを受け入れて、生産性を上げ

れば、また賃金上げをすれば、いろんな補助金

を出しますよとなっているが、今なかなか生産

性向上で設備投資しようという中小企業はまだ

まだ少ない。それで、単発的な賃上げのための

補助金ではそれ１回で終わってしまう。 

 だからそういう点では、持続的に景気回復す

るためには、賃上げがずっと続いていかなけれ

ばならない。中小企業に対する支援策がなけれ

ば、それはできないんですね。 

 今の春闘の中で、大企業は結構金額的に何万
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円も変わっていますよね。ただ、それがなかな

か中小企業にいかない。正にそれが中小企業の

大変な状況です。 

 私はそういう点では、今、インボイス制度が

始まって、申告が始まっていますが、これは一

つ非常に大きな問題として、インボイス制度は

廃止しないと、僅か２００万円の売上げで消費

税が４万円も５万円も出るんですよ。これは６

年間の時限ですから。それが時限の特例がなく

なれば、正に２０万円なら２０万円の消費税を

納めないといけない。全く赤字で経営が成り立

たないような状況でも払わないといけない。 

 という点で、インボイスとか消費税の減税と

かを国に求めないといけない時期に来ていると

思うんですね。そこら辺について、再度答弁を

求めます。 

元吉議長 若林総務部長。 

若林総務部長 消費税に関わる議題でした。ま

ず、消費税の減税を求めるべきではないかとい

うことでしたが、これまでも答弁しているとお

り、消費税については、持続可能な社会保障制

度の確立と安定財源の確保のために設けられて

いるもので、将来世代に過重な負担を背負わせ

ないという観点からも、これについては慎重に

考えるべきものと考えています。 

 また、あわせて御指摘があったインボイスの

導入中止を求めるべきではないかということに

ついて、この制度はあくまでも複数税率の下で

適正な課税を確保するための制度で、現時点で

はそのような考えは持っていません。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 社会保障のために使われてこなかった

というのはこれまでもずっと議論してきたし、

インボイスというのは複数税率とかね、では、

何で６年間もそういういろいろな特例措置を設

けるの、複数税率にしたからといってね。正に

中小零細業者が大変だから、できないから特例

措置を２割減免、８割減免を持ってきたわけで

しょう。そういうことをやっぱり言わないと、

ただ単に複数税率だからということで、インボ

イスが必要だという理屈だけでは通用しない、

全く通用しないということを強く求めておきま

す。 

 次に行きます。 

 二つ目には、２０１９年度から整備されてき

た小中学校の一人１台端末の問題についてです。

今後、端末の更新が順次進められます。今回の

議案は、国の補正予算で設置された今後の機器

更新に必要な財源を受け入れるために基金条例

を制定するものです。今後の機器更新にあたり、

以下について答弁を求めます。 

 ２０２２年１月７日の教育データ利活用ロー

ドマップでは、教育データの相互流通性の確保

に必要なデータの標準化が構想されています。

教育のデジタル化によって、誰もが、いつでも

どこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社

会として、学校に限定されない家庭、民間事業

者、自治体等の組織を超えたデータの共有・活

用を推進しようとしています。 

 こうした動きは、教育ＤＸとの名目で、結果

的に教育関連企業のもうけのために情報が流用

されることにつながると思いますが、教育長の

見解を求めます。 

 さらに、個人情報は一度漏えいしたら取り返

しがつきません。セキュリティ対策が必要と考

えますが、対応はどうでしょうか。 

 また、先日、東京都世田谷区教育委員会が学

習端末に検索閲覧機能を検討との報道がありま

したが、内心の自由と個人情報が閲覧されると

いう状況になりかねません。県内の教育委員会

におけるこのようなフィルタリングソフト等の

使用及び今後の導入の検討状況について見解を

求めます。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 ３点についてお答えしま

す。 

 まず、１点目の教育データの利活用について

ですが、教育関連企業の営利目的に使用するも

のではなく、個人情報保護のルールにのっとっ

て行われるべきものと考えています。 

 現在、国の有識者会議においても議論されて

おり、その推移を見守りたいと考えています。 

 次に、２点目の個人情報のセキュリティ対策

については、大分県学校情報セキュリティ対策
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基準等に基づき個人情報を取り扱うよう指導し

ています。 

 一人１台端末に係る個人情報の流出事故は、

これまで県内では発生していませんが、今後も

個人情報の取扱いには十分留意していきます。 

 ３点目の県内の教育委員会におけるフィルタ

リングソフト等の使用状況に関しては、現在、

検索閲覧機能を利用しているのは３市町となっ

ています。いずれの市町も、使用にあたっては

保護者の同意を得ており、今後、導入を検討す

る場合には、保護者の十分な理解を得た上で対

応するよう、引き続き指導していきます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 フィルタリングソフトは３市町が入っ

ているということだが、具体的にどういう形で

活用されているかが分かれば教えてください。 

 それと、民間企業のもうけの対象うんぬんと

いう話はないと言われましたが、将来的にはロ

ードマップの中にはそう記載されているわけで

す。これは経済産業省が進めていますからね。

だから、そういう点では非常に危惧はあるが、

その危惧に対して、そういう活用はないと言い

切れるのか、その２点。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 まず、検索機能の利用で

すが、児童生徒の見守りのための利用というこ

とで、例えば、児童生徒が自殺やいじめ等の文

言をインターネットで検索した場合に、管理者

である市町村教育委員会に通報される仕組みと

なっており、早期発見、早期対応を図っていま

す。 

 次に、教育データの利活用、民間企業の営利

活用になるのではないかという御懸念ですが、

このロードマップでは、現在、学校や自治体で

ばらばらの記載方法になっているデータを標準

化することで、民間事業者を含む関係機関で相

互運用等を確保し、利活用を容易にすることを

目指しているものであると認識しています。 

 何よりも学習者である子どものため、そして、

利活用に際しては個人情報保護のルールにのっ

とって行われることが前提であると認識してい

ます。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 さきほども言ったとおり、経産省がＧ

ＩＧＡスクールを成長戦略として教育ＤＸを進

めようとしているところが問題なんです。そこ

ら辺はぜひ今後、問題があるというところは認

識していただきたいと思います。 

 では、次に行きます。 

 介護職員の不足の問題についてです。今回の

補正予算には、介護現場革新推進事業として、

ＩＣＴ導入や介護ロボット導入などへの補助金

が計上されています。介護現場では低賃金、非

正規などで介護職員の成り手が不足しているの

が実態です。そのために補助的な機器を導入し

対応しようとしていますが、導入できるところ

はいいですが、小規模の施設はそれさえもまま

ならないのが実態ではないでしょうか。 

 介護職員は、人の命、生活に欠くことのでき

ない仕事に従事するという自負の下、頑張って

おられます。特に訪問介護職員では事業所の８

割近くが人員不足と答えています。この根本を

解決しなければ、いくら高額の機器を入れたと

しても職員不足は解決しません。 

 しかし、政府は２０２４年度の訪問介護の基

本報酬を２％から３％引き下げる改定を行って

います。現在、訪問介護の人手不足は深刻であ

り、ヘルパー不足によって全国でも６７件の倒

産が生じています。今回の基本報酬の引下げは、

さらなる職員不足や倒産につながってしまうの

はないでしょうか。県として、どのように介護

職員の確保と労働条件の改善を図っていくので

しょうか、答弁を求めます。 

 二つ目には、今回の補正予算案には新興感染

症等対策推進事業が計上されています。感染症

の予防とまん延防止のために施設改修などを実

施するのは必要なことです。しかし、コロナも

体調いかんでは重症化や死亡するケースもあり、

また、変化株ＪＮ．１系統等が発生するなど、

まだまだ収束している状況ではありません。 

 そこで、今後の感染症対策に関し質問します。 

 現場の医療スタッフの方々はその対応に奮闘

されてきましたが、これまで３年間のコロナ対

応で蓄積された多くの教訓と反省点などを、今
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後の感染症対策にどのようにいかしていくので

しょうか。 

 コロナの医療費負担について、５類移行後は、

高額療養費制度を除いて１割から３割の負担と

なっています。また、ワクチン接種も来年度か

ら７千円前後の負担となると言われています。

これらによって受診控えが起こり、重症化や死

亡のケースも出てくるのではと危惧しますが、

その対策はどう考えているのでしょうか。 

 また、大分県南部にお住まいの方が、ワクチ

ン接種後、死亡し、リスク説明不足であったと

いう記事が出ていました。このような痛ましい

事故は全国でも起きています。県としてワクチ

ン接種のリスク等をどのように説明し、周知徹

底しているのか。 

 以上、答弁を求めます。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 ２点質疑いただきました。 

 まず１点目ですが、現在、介護施設ではＤＸ

の導入意欲が大変高く、今年度の当初予算を上

回る要望をいただいていることから、新年度に

先送りすることなく、全ての施設を助成できる

よう、今回、この事業では初めて１億２，３０

０万円の補正予算を提案していますが、議員か

らは、訪問介護事業所の介護報酬の改定とその

影響としての職員不足など、幅広な質疑をいた

だいたのでお答えします。 

 まず、今回の介護報酬改定では、議員御指摘

のとおり、訪問介護の基本報酬は引下げとなっ

ている一方で、処遇改善加算は他のサービスと

比べて最も手厚く設定され、加えて、中山間地

域への訪問介護を行った場合の加算も新設され

ており、そうした地域を多く抱える本県として

は評価できる点もあると捉えています。 

 県内４３０ある訪問介護事業所では、既にそ

の９割以上が処遇改善加算を取得していますが、

小規模事業所を含め、こうした新たな加算制度

を今後十分活用できるための支援が必要と考え

ています。 

 このため、現在、高齢者福祉課内に専任職員

２人を配置しており、年間延べ２千件以上の訪

問や電話等により、処遇改善に消極的な事業所

への助言や、具体的な事務指導に力を入れてい

ます。また、加算が取れて、それが確実に賃金

引上げに充てられるよう、事業所の指導監査に

おいて重点的に確認し、必要に応じて改善も促

すなど、今後も引き続き、介護職員の処遇改善

に取り組んでいきます。 

 なお、県では、今回、６月からの処遇改善加

算の改定に先駆け、訪問介護も含めた介護職員

全体の賃金を４か月前倒しで先月２月分から月

額平均で６千円引き上げるための補助金を、既

に昨年１２月補正で措置しており、処遇改善を

後押ししながら介護職員の確保を図っていきま

す。 

 ２点目、感染症対策です。今回提出の補正予

算案は、新興感染症全般の予防、まん防止対策

として、医療機関の施設設備整備を支援するも

のですが、議員から質疑いただいた新年度以降

のコロナ対策、ワクチンの接種リスクの周知な

ど３点についてお答えします。 

 県では、昨年５月の５類移行後、新型コロナ

ウイルス感染症対策を１０月に一部見直しの上、

この４月から通常の感染症対応に移行します。 

 県内では、今なおコロナ感染者が確認されて

いますが、医師会等の御協力もあり、通常の医

療体制の中で特段の混乱は起きておらず、イン

フルエンザ等と同様の保険診療に円滑に移行で

きるものと考えています。 

 ワクチン接種の費用は、今のところおおむね

７千円程度と見込まれていますが、一部公費支

援が継続する高齢者等の自己負担は、かなり軽

減される見通しとなっています。 

 また、ワクチン接種前には、皆さんも御記憶

があろうと思いますが、副反応等のリスクにつ

いて書かれた説明書を必ず交付し、御本人の理

解と同意を得た上で接種を進めてきたところで

す。 

 これまでのコロナ対応を通しての諸課題につ

いては、県感染症対策連携協議会などでいただ

いた様々な御意見を現在策定中の感染症予防計

画に逐次反映しており、それに基づき速やかに、

十分な検査能力、必要な病床等を確保していき

ます。 
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元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 処遇改善の問題ですが、これは一つ、

常勤職換算で処遇改善というのは、今１人当た

り６千円ぐらいとお話がありました。確かに処

遇改善は常勤職換算される。しかし、介護事業

所では非正規職員が多いんですよね。なかなか

全員に処遇改善がそのまま行き渡るような状況

ではないんですね。さらに、事業所のコスト負

担も増えてくるというものにも充当されるもの

ではありません。結局、基本報酬の減は事業所

の経営に直接影響するものであって、ここを解

決しなければ職員不足は解消されないと思うん

ですね。再度その問題について答弁を求めます。 

 あと、平均賃金は、全産業と大分県の介護職

員の平均値がどうかというと、７万７千円ぐら

いの差があるんですね。これを解決していかな

いと、つまり待遇を改善していかないと、なか

なか成り手が少ないという点は非常に根本的な

解決策が出ない。ただ、いろいろ処遇改善して

しまうと、国が補助金としてちゃんと出せばい

いが、利用者負担になってしまうと元も子もな

いわけですから、そういう点で、７万７千円の

差をいかに縮めていくか、処遇改善についても

利用者負担にならないようにどうするかを考え

ないといけないと思うが、どうでしょう。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 いろんな職員の働き方があ

る中での非正規の方、かなり介護現場もたくさ

ん入っていただいています。 

 いろんな形がある中で、非正規の方への賃金

の配分も、さきほど言った事務監査の際には、

重点項目チェックリストみたいなものを作って

おり、それでしっかり見ることで個別に押さえ

ていく、その中で少しでも前進させていくこと

をしっかりやっていきたいと思いますし、専任

職員を置いていますが、そういった方が個別に

話を聞いて回る中で、今、議員御指摘の個別の

問題もしっかりと耳に入るようにしていきたい

と思っています。 

 それから、介護職の賃金、処遇改善、確かに

全産業との比較をいつも我々も気にしていると

ころですが、一つ数字を御紹介すると、平成２

７年から令和４年まで、７年間ありますが、こ

の間の月額の賃金がどうなったかを言うと、介

護職の賃金改善が７年間で３万２千円強、３万

３千円弱で、ここは１６％程度伸びています。

全産業は２万２千円程度の伸びで、全産業の伸

び率が８.７％で、その格差はまだありますが、

少しずつここを縮めていくような流れになって

いる点も御紹介したいと思います。 

 また、全産業との格差だけで見ると、７年前

の平成２７年当時、全産業との格差は、いろん

な数字はありますが、その当時は５万１，６０

０円ぐらいと捉えていましたが、令和４年で見

ると４万９７０円、４万１千円で、この格差だ

けで見ると１万６００円程度縮小しているとい

うことで、さきほど言った改善の結果としての

格差を縮めていく形で今後もしっかりやってい

きたいと思っています。 

元吉議長 堤栄三君。 

堤議員 職員の意義はさきほど言いましたが、

結局、職員が働きがいのある職場を目指して頑

張っていただきたいと思います。 

 以上で質疑を終わります。 

元吉議長 以上で通告による質疑は終わりまし

た。 

 これをもって質疑を終結します。 

 ただいま議題となっている各案は、お手元に

配布の付託表のとおり所管の常任委員会に付託

します。 

―――――→…←――――― 

 

 
付        託        表 

件          名 付 託 委 員 会 

第 １６ 号議案 大分県部等設置条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ４５ 号議案 大分県公立学校情報機器整備基金条例の制定について 文 教 警 察 

第 ４８ 号議案 令和５年度大分県一般会計補正予算（第４号） 全 委 員 会 
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第 ４９ 号議案 令和５年度大分県公債管理特別会計補正予算（第１号） 総 務 企 画 

第 ５０ 号議案 令和５年度大分県国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

福祉保健生活環境 

第 ５１ 号議案 令和５年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予

算（第１号） 

福祉保健生活環境 

第 ５２ 号議案 令和５年度大分県中小企業設備導入資金特別会計補正予

算（第１号） 

商工観光労働企業 

第 ５３ 号議案 令和５年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正予

算（第１号） 

商工観光労働企業 

第 ５４ 号議案 令和５年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正

予算（第１号） 

農 林 水 産 

第 ５５ 号議案 令和５年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算

（第１号） 

農 林 水 産 

第 ５６ 号議案 令和５年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１

号） 

農 林 水 産 

第 ５７ 号議案 令和５年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予

算（第１号） 

土 木 建 築 

第 ５８ 号議案 令和５年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算

（第２号） 

土 木 建 築 

第 ５９ 号議案 令和５年度大分県用品調達特別会計補正予算（第２号） 総 務 企 画 

第 ６０ 号議案 令和５年度大分県病院事業会計補正予算（第１号） 福祉保健生活環境 

 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 議員提出第１号議案 

      （議題、提出者の説明、質疑、委

      員会付託） 

元吉議長 日程第２、議員提出第１号議案を議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。木付親次君。 

  〔木付議員登壇〕 

木付議員 おはようございます。政策検討協議

会の木付です。 

 ただいま議題となった議員提出第１号議案お

んせん県おおいたアドベンチャーツーリズム条

例の制定について、提案理由の説明をします。 

 全会派から選出された委員で構成する政策検

討協議会では、本条例の制定に向け、関係者や

有識者、県執行部から意見を聞きながら、検討、

協議を重ねてきました。 

 本県は、瀬戸内海、阿蘇、くじゅうの二つの

国立公園及び耶馬日田英彦山、日豊海岸、祖母

傾の三つの国定公園をはじめ、おおいた姫島、

おおいた豊後大野の二つの日本ジオパークや祖

母・傾・大崩ユネスコエコパークを有し、山岳

や森林、草原、渓谷、河川、海岸、海洋など、

とても豊かな自然に恵まれ、四季折々の美しい

景観の下、ロングトレイルなど自然を活用した

観光が根付いています。 

 また、宇佐・国東半島に広がる六郷満山文化

をはじめ、様々な歴史文化や温泉利用の文化を

育んだ地域であり、自然や文化、アクティビテ

ィーを体験するアドベンチャーツーリズムの推

進において大きな可能性を秘めています。 

 アドベンチャーツーリズムには、人々の自然

や文化を愛し保全する心を醸成し、心豊かな人

材を育成するとともに、観光・地域振興に活用

することで地域に経済的な豊かさをもたらし、

人々の生活と密接に関係する地域資源が磨かれ

持続可能な地域であり続けることに寄与するな

ど、様々な期待が寄せられています。 
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 アドベンチャーツーリズムを推進することに

より、人々と自然・文化との触れ合いを通じた

豊かな人材の育成、自然・文化の保全及び地域

活力の創造を実現するためにこの条例を制定す

るものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略させていただきます。 

 何とぞ慎重に御審議の上、御賛同賜るようお

願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し

ます。 

 なお、本案は所管の商工観光労働企業委員会

に付託します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上で本日の議事日程は終了しまし

た。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１０時２８分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第４号） 

 

令和６年３月５日（火曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第４号 

             令和６年３月５日 

              午前１０時開議 

第１ 第１６号議案、第４５号議案、第４８号

議案から第６０号議案まで及び議員提出

第１号議案 

   （議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

   採決） 

第２ 第６１号議案 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

   決） 

第３ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第１６号議案、第４５号議案、第４

８号議案から第６０号議案まで及び

議員提出第１号議案 

     （議題、常任委員長の報告、質疑、

     討論、採決） 

日程第２ 第６１号議案 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

     採決） 

日程第３ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

 監査委員事務局長     河野 圭史 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 
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―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第４号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第１６号議案、第４５号議案、第

４８号議案から第６０号議案まで

及び議員提出第１号議案 

      （議題、常任委員長の報告、質疑、

      討論、採決） 

元吉議長 日程第１、日程第１の各案を一括議

題とし、これより各常任委員長の報告を求めま

す。福祉保健生活環境委員長今吉次郎君。 

  〔今吉議員登壇〕 

今吉福祉保健生活環境委員長 福祉保健生活環

境委員会の審査の経過と結果について御報告し

ます。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案４件です。 

 委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第４８号

議案令和５年度大分県一般会計補正予算（第４

号）のうち本委員会関係部分、第５０号議案令

和５年度大分県国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）、第５１号議案令和５年度大分

県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第

１号）及び第６０号議案令和５年度大分県病院

事業会計補正予算（第１号）については、原案

のとおり可決すべきものと、いずれも全会一致

をもって決定しました。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

元吉議長 商工観光労働企業委員長清田哲也君。 

  〔清田委員登壇〕 

清田商工観光労働企業委員長 皆さんおはよう

ございます。商工観光労働企業委員会の審査の

経過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案４件です。 

 委員会は昨日開催し、木付県議会政策検討協

議会会長ほか同協議会委員及び部局長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、議

員提出第１号議案おんせん県おおいたアドベン

チャーツーリズム条例の制定について、第４８

号議案令和５年度大分県一般会計補正予算（第

４号）のうち本委員会関係部分、第５２号議案

令和５年度大分県中小企業設備導入資金特別会

計補正予算（第１号）及び第５３号議案令和５

年度大分県流通業務団地造成事業特別会計補正

予算（第１号）については、原案のとおり可決

すべきものと、いずれも全会一致をもって決定

しました。 

 以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。 

元吉議長 農林水産委員長阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕 

阿部（長）農林水産委員長 おはようございま

す。農林水産委員会の審査の経過と結果につい

て御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

ました議案４件です。 

 委員会は昨日開催し、部長ほか関係者の出席

説明を求め、慎重に審査した結果、第４８号議

案令和５年度大分県一般会計補正予算（第４号）

のうち本委員会関係部分、第５４号議案令和５

年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補

正予算（第１号）、第５０号議案令和５年度大

分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１

号）及び第５６号議案令和５年度大分県県営林

事業特別会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり可決すべきものと、いずれも全会

一致をもって決定しました。 

 以上をもって農林水産委員会の報告とします。 

元吉議長 土木建築委員長太田正美君。 

  〔太田議員登壇〕 

太田土木建築委員長 おはようございます。土

木建築委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案３件です。 

 委員会は昨日開催し、部長ほか関係者の出席

説明を求め、慎重に審査した結果、第４８号議

案令和５年度大分県一般会計補正予算（第４号）

のうち本委員会関係部分、第５７号議案令和５

年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正
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予算（第１号）及び第５８号議案令和５年度大

分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第２

号）については、原案のとおり可決すべきもの

と、いずれも全会一致をもって決定しました。 

 以上をもって土木建築委員会の報告とします。 

元吉議長 文教警察委員長森誠一君。 

  〔森委員登壇〕 

森文教警察委員長 皆さんおはようございます。

文教警察委員会の審査の経過と結果について御

報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は昨日開催し、教育庁理事及び警察本

部長ほか関係者の出席説明を求め、慎重に審査

した結果、第４５号議案大分県公立学校情報機

器整備基金条例の制定について及び第４８号議

案令和５年度大分県一般会計補正予算（第４号）

のうち本委員会関係部分については、原案のと

おり可決すべきものと、いずれも全会一致をも

って決定しました。 

 以上をもって文教警察委員会の報告とします。 

元吉議長 総務企画委員長小川克己君。 

  〔小川議員登壇〕 

小川総務企画委員長 おはようございます。総

務企画委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案４件です。 

 委員会は昨日開催し、部局長ほか関係者の出

席説明を求め、慎重に審査した結果、第１６号

議案大分県部等設置条例の一部改正について、

第４８号議案令和５年度大分県一般会計補正予

算（第４号）のうち本委員会関係部分、第４９

号議案令和５年度大分県公債管理特別会計補正

予算（第１号）及び第５９号議案令和５年度大

分県用品調達特別会計補正予算（第２号）につ

いては、原案のとおり可決すべきものと、いず

れも全会一致をもって決定しました。 

 なお、第１６号議案については、福祉保健生

活環境委員会に合い議し、その結果をも審査の

参考にしました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

元吉議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し、

これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。日本共産党の堤

です。 

 今議案に提案された先議に対する討論を行い

ます。 

 まず、第４８号議案２０２３年度大分県一般

会計補正予算（第４号）について、問題点と要

望について賛成の立場から討論を行います。 

 今回の補正予算では、昨日の私の質疑でも指

摘しましたが、小中学校生徒への一人１台端末

整備基金造成や新興感染症対策推進事業など、

子どもの学習情報の民間企業での利活用や、コ

ロナ感染症での受診控えなど心配されるものも

あります。また、介護現場でのＩＣＴ化やロボ

ット化など労働環境整備を否定するつもりはあ

りませんが、介護人材の安定的な確保のために

も基本報酬の引上げを、また、利用者等への負

担増ではなく、国として助成等を行うよう求め

るべきです。このような危惧については、今後

予算の執行にあたり注意していただきたいと要

望します。 

 さらに農林水産業振興策として、ベリーツや

ブドウなど認定農業者等が行う園芸産地づくり

支援や大径材の利用促進、畜産振興事業などが

ありますが、２０２２年の大分県農業の産出額

は九州最下位となり、これまで以上の農林水産

業の振興が必要です。特に国連が進める家族農

業１０年の基本に沿った農政を行うよう要望し

ます。 

 また、先天性代謝異常等の早期発見のために

新生児マススクリーニング検査の対象拡大や電

気代などの高騰対策として私立大学への助成、

障がい者福祉施設整備事業など必要な予算もあ

ります。 

 今後とも福祉や暮らし応援の予算に重点的に
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取り組むよう要望し、賛成討論とします。 

 第４５号議案大分県公立学校情報機器整備基

金条例の制定について、小中学校の一人１台端

末の整備のための基金造成条例です。質疑でも

指摘しましたが、教育データが民間教育産業の

もうけの対象にされる危惧があります。さらに

個人情報の漏えい問題もありますが、これらの

危惧を払拭し、教育振興のために端末を使用す

ることを求め、賛成討論とします。 

 最後に、第５３号議案２０２３年度大分県流

通業務団地造成事業特別会計補正予算（第１号）

及び第５７号議案２０２３年度大分県臨海工業

地帯建設事業特別会計補正予算（第１号）、第

５８号議案２０２３年度大分県港湾施設整備事

業特別会計補正予算（第２号）は、大企業優先

の予算であり、反対します。 

 以上で討論とします。（拍手） 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし

た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第１６号議案、第４５号議案、第４８

号議案から第５２号議案まで、第５４号議案か

ら第５６号議案まで、第５９号議案及び第６０

号議案について採決します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議員提出第１号議案について採決しま

す。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、第５３号議案、第５７号議案及び第５

８号議案について起立により採決します。 

 各案に対する委員長の報告は可決です。各案

は、委員長の報告のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数です。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 第６１号議案 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

      論、採決） 

元吉議長 日程第２、第６１号議案を議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。ただいま上程

された人事議案について説明します。 

 第６１号議案教育委員会委員の任命について

は、林浩昭氏の辞職に伴い、補欠の委員として

岡田豊弘氏を任命することについて、議会の同

意をお願いするものです。 

 岡田氏は、長年にわたり児童養護施設におい

て様々な困難を抱える子どもたちを支援してこ

られ、その児童福祉分野の知見を教育分野でい

かしていただきたく、提案しました。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し

ます。 

 お諮りします。本案は、委員会付託を省略し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 本案は、これに同意することに御異議ありま

せんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれに同意することに決定し

ました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 代表質問 

元吉議長 日程第３、これより代表質問に入り

ます。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

阿部英仁君。 

  〔阿部（英）議員登壇〕（拍手） 

阿部（英）議員 皆さんおはようございます。

自由民主党の阿部英仁です。 

 代表質問をさせていただきますが、本日は傍

聴席には、これまで長きにわたって私をこの議

場に押し上げていただいた多くの支援者の皆さ

ん方にお越しいただきました。遠いところから

ではありますが、心から感謝、お礼を申し上げ

ます。本当にありがとうございました。 

 さて、私は平成３年に初当選して以来、議員

生活も３３年が経過しようとしていますが、今

回、久々に質問の機会をいただきました。これ

までも幾多の質問をさせていただきましたが、

今回は、議員生活でも３本の指に入るほど緊張

しています。 

 一つ目は、平成３年９月に、地方の時代を目

指し、初めての一般質問をさせていただいたと

きです。その後、首都移転や道州制の中での九

州府構想等の議論が沸き起こりましたが、今も

って地方の時代にはほど遠く、一極集中は続い

ています。 

 二つ目は、平成２５年の第４回定例会の一般

質問初日に、県民２６万人の署名を背景に、県

立武道館構想について提案させていただいたと

きです。今日では県立武道スポーツセンターと

して完成し、多くの方に御利用いただいていま

す。 

 そして、今回の代表質問は、その２回と並ぶ

ほど私にとっては大事ですが、元気もりもり、

前向きに議論させていただきます。 

 さて、今年の元旦は、大分では小春日和を思

わせる穏やかな一日でしたが、北陸では能登地

方を震源として最大震度７という極めて強い地

震が発生し、２４０人以上の尊い命が失われ、

約１，３００人の方々が負傷されました。また、

住宅等の崩壊や、火災による焼失、停電や断水

等によって、今なお多くの方々が厳しい環境の

中、避難生活を強いられています。 

 まずは、犠牲になられた方々に心からお悔や

みを申し上げるとともに、被災地の皆さんに御

見舞い申し上げます。 

 思い返せば、阪神・淡路大震災から今年で２

９年が経過しています。この間に、東日本大震

災の津波等による大きな被害、熊本・大分地震、

さらには、毎年のように発生する豪雨災害など、

我が国は数多くの災害に見舞われてきました。 

 私は、県政の最も重要な使命は、県民が安心

して暮らすことができるよう、安心・安全の県

民生活を守っていくことだと思います。今年は

新年早々から、その重要性も再認識することと

なりました。 

 こうした点も交えながら、県民の暮らしを守

り、県勢を発展させていく方策等について、幅

広な観点から議論させていただきます。 

 最初に、県政の基本方針について伺います。 

 まずは、県政運営についてです。 

 県民の大きな期待を受けて初当選された佐藤

知事が掲げられている、誰もが安心して住み続

けたい大分県、知恵と努力が報われる大分県、

誰もが訪れたい大分県づくりに全力を尽くすと

いう基本方針については、我が会派も大いに賛

同しています。 

 こうした中、想定を上回るスピードで進む人

口減少や、長引く物価高など、本県を取り巻く

状況は厳しさを増しています。一方で、経済の

側面で見れば、デフレ心理とコストカットの縮

み志向に支配されていた３０年間から脱却し、

持続的な発展を目指す千載一遇のチャンスでも

あります。 

 このように、変化の著しい情勢は、本県が飛

躍できるのか、はたまた他地域との競争に敗れ

埋没してしまうのかの、正に分水嶺にあると言

っても過言ではなく、本県のかじ取り役である。 

知事の力が試されるときと思います。 
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 知事が就任されてから早くも１年が経過しよ

うとしており、全県を見据えた中で、そろそろ

どのような取組を行うべきか見えてきたのでは

ないかと思います。そして、その対策にあたっ

ては佐藤知事の独自色を打ち出すなど、広瀬県

政とは違った面もあってもよいのではないかと

思います。 

 これまでの県政のよいものは継承し、変える

べきものは勇気を持って変える。今こそ、その

決断力と行動力を示していただきたいと思いま

す。 

 まずは、この１年を振り返って、県政のかじ

取り役としての知事の思いをお尋ねするととも

に、今後の県勢発展に向け、どのように県政を

運営していくのか、お考えをお聞かせください。 

 次に、今後の財政運営について伺います。 

 令和６年度の一般会計当初予算案では、誰も

が安心して元気に活躍できる大分県、知恵と努

力が報われ未来を創造できる大分県の実現に向

け、人口減少対策の強化や産業の振興を進める

とともに、未来へつなげる投資を促進するとさ

れています。 

 特に、子育て家庭への支援策の充実や、農林

水産業の成長産業化、商工・観光関連産業の振

興、多くの分野で不足する人材の確保対策、さ

らには、人や物の流れを活性化するための広域

交通ネットワークの構築、先端技術・ＤＸの推

進などにおいて、意欲的な新規事業が盛り込ま

れており、知事就任後初めての当初予算編成に

おける意気込みが感じられます。 

 一方、ここで気になるのは財政健全化の動向

です。財源不足を補う財政調整用基金について

は、行財政改革推進計画における残高の目標額

である３３０億円を確保できる見込みとなって

いますが、特に心配なのは、人件費や公債費な

どの義務的経費が約９０億円も増加しているこ

とです。 

 義務的経費が増加するということは、歳入が

大幅に増加しない限り、政策的な経費に必要な

財源を圧迫することを意味します。必要な政策

を実行するにあたり、財政的側面がその足かせ

になるようなことがあってはなりません。また、

今後も社会保障費の増加が見込まれており、さ

らに、災害対応などの予期せぬ財政需要に応え

るためにも、引き続き歳入・歳出両面からの行

財政改革の取組が求められると思います。 

 こうしたことを踏まえ、今後の財政運営につ

いてどのように考えているのか、また、その見

通しについて伺います。 

 次に、危機管理について伺います。 

 まずは、自然災害に備えた県土づくりについ

てです。 

 冒頭でも災害の話題に触れましたが、我が国

は国土の７割が山地であるため、河川は急勾配

で流れも速く、氾濫などが起きやすい地形です。

また、活発な地殻変動によって複雑・不安定な

地形・地質が形成されており、豪雨による土砂

災害も発生しやすくなっています。急傾斜地な

どの土砂災害警戒区域の箇所数が全国でも多い

本県において、土砂災害による被害をいかに軽

減していくかは大きな課題です。 

 このように、地震や火山、台風、豪雨、そし

て、それに伴う土砂災害等、警戒すべき災害は

多岐にわたりますが、県民の命を守るためには、

そのいずれにも万全の対策を取っていかなけれ

ばなりません。まず重要なことは、こうした自

然災害に負けない強靱な県土づくりです。 

 昨今、各種災害の危険性が切迫感を増してい

る中にあっては、県土強靱化に向けた歩みを止

めず、むしろ、さらに加速化していく必要があ

ると思います。 

 また、防災機能を最大限発揮させるために、

これまで整備してきた堤防や砂防施設等の老朽

化対策も大事です。緊急輸送道路上の橋梁の耐

震化対策などを万全にしておくことが、ひいて

は災害時の被害軽減にもつながっていきます。

新たな整備だけでなく、こうしたインフラのメ

ンテナンスについては、災害への対応という観

点からも対策を充実させていく必要があると思

います。 

 こうしたことを踏まえ、自然災害に備えた県

土づくりにどのように取り組んでいくのか伺い

ます。 

 災害対応の高度化についても伺います。 
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 自然災害への対応にあたっては、県土の強靱

化、つまりハード対策とあわせて、発生時の円

滑な避難の促進などのソフト対策を充実させる

ことも欠かせません。そのために、まず考える

べきことは、情報の収集と伝達についてです。 

 災害時の情報は全ての基礎であり、正確な情

報を早期に把握することは、的確な災害対応の

展開のために不可欠です。限られた時間の中で

多くの情報を収集し、災害の状況を予測しなが

ら方針を決定して、対応に当たらなければなり

ません。また、対応方針や被災状況等の情報を

速やかに被災地や関係者に伝達、共有する、そ

うした取組が不安を少しでも和らげることにつ

ながります。 

 さらに、収集した情報などを避難促進に確実

につなげていくことも重要です。特に、大規模

災害による被害者は高齢者の割合が高いと言わ

れており、高齢者の早期避難の促進や支援体制

をいかに構築していくかは大きな課題です。 

 また、県内でも大分市の三佐や家島における

命山など災害に対する様々な備えを行っていま

すが、重要なことは、そうした対策を地域住民

にしっかりＰＲして安心につなげることです。 

 加えて、今回の能登半島地震では、半島にお

ける災害対応の困難さが浮き彫りになりました。

半島という地理的な制約から、孤立化の想定な

ど、その条件や環境を考慮した対策が求められ

ていると思います。 

 そうしたことに備えるため、半島防災におい

ては、道路ネットワークの強化等とあわせ、即

応可能な対策として、陸路に代わる輸送ルート

の確保等も検討していく必要があります。 

 こうしたことを踏まえ、災害対応の高度化に

どのように取り組んでいくのか伺います。 

 続いて、新興感染症への対応について伺いま

す。 

 自然災害に加えて、県民の安全・安心に対す

る脅威として近年警戒感が高まっているのが新

興感染症です。人類は新しい薬やワクチンなど

様々な手段を駆使して感染症と戦っていますが、

病原体の進化の速度も速く、新しいタイプの感

染症が次々と現れるようになってきています。 

 世界的には、２１世紀に入っても何度かの新

興感染症によるパンデミックが発生していまし

たが、幸いなことに我が国では他国と比べれば

大きな混乱には至りませんでした。しかしなが

ら、コロナ禍でそうした状況も一変し、我が国

でも新興感染症への対応は国民の大きな関心事

となりました。コロナへの対応で顕在化した医

療、検査などの課題に取り組み、平時、有事に

おいて実効性のある体制を構築していかなけれ

ばなりません。 

 本県でも令和６年度当初予算案において、新

興感染症等対応の事業が計上されていますが、

県民の不安を払拭するためにも、取組内容など

を丁寧に説明していく必要があると思います。 

 そこで、新興感染症への対応にどのように取

り組んでいくのか伺います。 

 次に、人口減少対策についてです。 

 まずは、旧町村部等地域の振興について伺い

ます。 

 平成１０年代、全国的に進められた市町村合

併において、本県の市町村数は、それまでの５

８から１８になり、減少率で全国５位、市町村

数の少なさでは全国４位と、ある意味では優等

生とも言える取組を行ってきました。 

 これにより、一定程度の人口確保や歳出の圧

縮などによる基礎自治体にふさわしい行財政基

盤の確立などのメリットもあった一方、旧町村

部等では、役場がなくなったこと等による影響

で人口の流出が進み、過疎化に拍車がかかるな

ど負の側面が顕著に表れてきています。 

 実際に、私の出身地である杵築市山香町では、

杵築市との合併により人口が急激に減少、高齢

化にも拍車がかかっており、商業などの地域経

済も危機的な状況になっています。こうした中

で、私の母校の小学校、中学校も１０年以上も

前に廃校になってしまいました。 

 県においては、合併後から旧町村部地域の活

性化に向け様々な施策を実施してきたと思いま

すが、一朝一夕には厳しい状況が改善するとい

うことにはなっていません。 

 それは、昨年１２月に公表された国立社会保

障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人



第１回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 30 - 

口、令和５年推計にも表れています。本県の２

０５０年の人口は、２０２０年と比較して２５.

１％の減少となっていますが、特に、全国にお

ける東京一極集中の状態と同じように、本県に

おいても、大分市などの一部の都市への人口集

中がさらに加速していくことが見込まれていま

す。 

 このように、人口減少下において、同時並行

で一極集中が起きるということは、それ以外の

地域、いわゆる周辺部地域においての人口減少

が加速度的に進展してしまうということであり、

地域の維持すら危ぶまれる状況になるのではな

いかと危惧しています。 

 折しも、県が昨年実施した新たな長期総合計

画策定に向けた県民意識調査における地域別の

ニーズを見ると、大分市を含む中部地域では、

子育てに係る経済的支援が最多となっているの

に対し、比較的中山間地が多い豊肥地域や西部

地域では、地域間を結び、暮らしを支える道路

整備や地域交通の維持などが上位に来ています。

こうした県民のニーズから見ても、本県の活力

を維持、向上していくには、周辺部地域におけ

る重点的な社会資本整備や振興策が、これまで

以上に必要不可欠だと改めて痛感したところで

す。 

 今回の市町村合併は、広瀬前知事の下で進め

られましたが、知事が交代した今こそ、現状を

鑑みてもう一度検証し、どのような対策が必要

なのかを改めて議論する必要があるのではない

かと思います。その上で、急激な人口減少や高

齢化の進展など危機に直面する周辺部地域の振

興策について、もう一度しっかりと対策を練っ

ていくことが必要ではないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、本県が進めてきた平

成の市町村合併に対する知事の評価を伺うとと

もに、旧町村部地域を含めた地域の振興にどの

ように取り組んでいくのか、お聞かせください。 

 次に、子ども・子育て世帯への支援について

伺います。 

 人口の自然増に向けて取り組むべきは少子化

対策です。国のこども未来戦略でも、少子化は

我が国が直面する最大の危機であり、若年人口

が急激に減少する２０３０年代に入るまでが、

少子化の状況を反転させることができるかどう

かの重要な分岐点であるとされています。 

 少子化対策で重要なことは、若者・子育て世

代の所得を伸ばさない限り、少子化を反転させ

ることはできないということです。そのために、

国の方針では、若い世代の所得を増やすこと、

社会全体の構造、意識を変えること、そして、

全ての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援す

ることの三つを基本理念に掲げ、集中的な取組

を行うこととしています。 

 本県においても国の対策と歩調を合わせつつ、

さらに知恵を絞り、他地域に先んじた積極的な

少子化対策を打ち出していく必要があると思い

ます。そして、その際の重要な観点は、いかに

子ども・子育て世帯に十分な支援を行っていく

かということではないでしょうか。 

 一方で、その支援対象範囲が広いことなどか

ら多額の財源が必要となります。従来の社会保

障費についても高齢化の進展等による増加が見

込まれており、子育て支援の充実はさらなる財

政負担となる懸念もあります。子ども・子育て

世帯に対する支援の充実によって、県の財政が

不安定になっては本末転倒なので、財政の健全

性も勘案しながら、持続可能な制度を構築して

いく必要があります。 

 こうしたことを踏まえ、子ども・子育て世帯

への支援についてどのように取り組んでいくの

か伺います。 

 次に、交通政策について伺います。 

 まずは、東九州新幹線についてです。 

 知事が掲げる未来創造、さらに従前から本県

が目指してきた大分県版地方創生を実現するた

めには、交通ネットワークの強化が不可欠です。 

 特に県民の利便性向上や本県活性化に重要な

ものが、新幹線の整備です。新幹線は、我が国

の基幹的な高速輸送体系であり、地域間の移動

時間を大幅に短縮させ、地域社会の振興や経済

活性化に大きな効果をもたらします。これまで

東九州新幹線の実現に向け、我が会派も様々な

要望活動を行うなど全力を尽くしてきました。 

 東九州新幹線が基本計画路線に位置付けられ
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たのは１９７３年であり、もう５０年が経過し

ています。この間に整備新幹線の整備は着々と

進められ、九州内においては、本県と宮崎県、

沖縄県以外は新幹線が開業している状況です。

他地域とのこの格差は、本県の活性化を図る上

で大きな足かせになってしまう懸念があります。

本県の産業競争力、また、地域としての魅力を

維持、向上していくため、本県における早急な

新幹線整備は喫緊の課題です。 

 東九州新幹線については、県内での議論を深

める中で、従来議論してきた日豊本線ルートに

加えて、久大本線ルートの議論も出てきており、

先般公表された両ルートの費用対効果の試算も

踏まえ、今後、議論が深まっていくことと思い

ます。また、豊予海峡ルートなども含めた効果

や課題などの議論も進められていると伺ってい

ます。 

 一方で、これまでの経緯を踏まえると、まず

は東九州新幹線の早期実現に全力を傾けるべき

と私は思います。 

 そのために重要なことは、ルート案などの議

論を深めるとともに、その議論をいかに早急に

県民意見として集約し、さらに他県とも協調し

て国等に対し強く働きかけられるかです。また、

議論が活性化することはよいことですが、先般、

宮崎県が八代への横断ルートにも言及したよう

に、九州横断の様相も出てくるなど議論の幅が

広がり過ぎているきらいもあります。あくまで

も基本計画路線は、福岡県を起点として、大分

市付近、宮崎市付近を通り、鹿児島市を終点と

するものであり、この基本軸を大切にしながら

福岡県や宮崎県などとも連携して進めるべきで

す。 

 知事は、県政を力強い推進力で新しいステー

ジに発展させていくと言われていました。正に、

東九州新幹線こそ知事の推進力、リーダーシッ

プを発揮していただく最大のテーマだと思いま

す。 

 こうしたことを踏まえ、改めて東九州新幹線

の実現に向けどのように取り組んでいくのか伺

います。 

 次に、道路ネットワークの整備について伺い

ます。 

 私は議員となって以来、一貫して社会基盤の

整備をライフワークとしてきました。中でも、

地域の競争力を左右するのが道路ネットワーク

です。広域的な道路ネットワークを構成する高

規格道路等の整備は、人流、物流の円滑化や活

性化によって地域の経済活動を支えるとともに、

激甚化、頻発化、広域化する自然災害からの迅

速的な復旧・復興を図る上で大変重要なもので

す。 

 これまでの道路ネットワークの整備により、

県民の利便性は向上し、県北の自動車関連産業

に代表されるように産業分野や、また観光面で

も、その効果が実感できるようになってきてい

ます。しかしながら、まだまだ取り組むべき課

題があります。 

 縦軸を形成する東九州自動車道が全線開通し

ているものの、これを補完し、横軸を構成する

中九州横断道路や中津日田道路は整備途上です。

中九州横断道路については、県内唯一の未事業

化区間である大分宮河内インターチェンジから

犬飼インターチェンジの早期事業化が課題でし

たが、昨年末、我が会派の要望どおりのルート

が採用されることとなり、吉野地区へのインタ

ーチェンジも計画されるなど、さらなる進捗が

期待されています。また、事業中である竹田阿

蘇道路についても、早期の開通を目指していく

必要があります。 

 中津日田道路については、田口インターチェ

ンジから青の洞門・羅漢寺インターチェンジの

間がこの３月にも開通予定ですが、早期の全線

開通を目指して、本格化している日田山国道路

のトンネル工事などの円滑な進捗を図っていく

ことも重要です。 

 東九州自動車道では、一部区間で４車線化事

業が着手されています。しかし、暫定２車線区

間が多く残され、速度低下、対面通行による重

大事故の発生など、定時性や安全性の確保に加

え、想定される南海トラフ地震など災害時の対

応にも課題があります。 

 さらに、こうした広域の道路ネットワークに

加え、県民が日々の通勤や通学、買物や病院へ
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の通院等で利用する生活道路の整備も重要です。 

 こうしたことを踏まえ、道路ネットワークの

整備に今後どのように取り組んでいくのか伺い

ます。 

 続いて、大分空港へのアクセスについて伺い

ます。 

 主要空港へのアクセスは、都市や地域の魅力

にも直結すると言われており、その改善は本県

の活性化に大きく寄与すると思います。こうし

たことから、県民や観光客の利便性を確保する

ためには、大分空港へのアクセスの手段として

は、多様な選択肢があることが望ましいと思い

ます。 

 私は、大分空港の最大の競争相手は、昨年１

２月に滑走路の延長工事に着手するなど、近年、

機能強化を図っている北九州空港だと思ってい

ます。北九州空港の利便性が向上し続けている

中、我が大分空港も各地域からのアクセス手段

の充実など利便性の向上を図り、対抗していか

なければなりません。 

 本年秋に予定されているホーバー就航後にお

いても、地域によっては主要なアクセス手段は

空港バスや自家用車などになります。ホーバー

の就航に伴いアクセスバスの便数が減少するこ

とも想定されますが、欠航時の代替手段にもな

るので、便数の確保はもとより、各方面への路

線の再編やＪＲ杵築駅の活用など、県内各地か

ら大分空港へのアクセスがさらに向上するよう

取組を進めていただきたいところです。 

 さらに、大分空港道路の整備も大変重要です。

４車線区間の延伸やワイヤーロープなどによる

安全性確保、路面の舗装等の環境整備などにつ

いても引き続きお願いします。 

 また、ホーバーの安定的な運航のためには、

ホーバー到着後の２次交通の整備も大切なポイ

ントです。西大分側の発着地は比較的市街地に

近いとはいえ、他県からの観光客は移動手段を

持ち合わせないことから、発着場からのアクセ

スもあわせて整備し、利用者のさらなる拡大を

図っていく必要があります。 

 加えて、観光面での活用も考えていくことが

大切です。 

 こうしたことを踏まえ、大分空港へのアクセ

ス向上にどのように取り組んでいくのか伺いま

す。 

 次に、農林水産業の成長産業化について伺い

ます。 

 農林水産業は、知事が掲げる安心元気のうち、

元気の分野を支える重要な産業です。農山漁村

が元気であるということは、県内各地域がバラ

ンスよく活性化しているということであり、正

に農林水産業は地域における基幹産業であると

言えます。 

 一方で、人口減少などにより農林水産業を取

り巻く情勢は厳しさを増し、また、国際情勢な

どこれまでにない変化の波に直面しています。 

 農業については、世界的な食料情勢の変化に

伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、景気

変動、そして、肥料や各種資材の高騰などの課

題への対応を迫られるなど、大きなターニング

ポイントを迎えています。特に中山間地が多い

本県においては、生産性の向上と農村の活性化

をどのように両立させていくかが大きな課題だ

と思います。 

 また、農業の中でも畜産業は、産出額で大き

な割合を占める重要な分野です。しかし、特に

肉用牛経営においては、飼料等の高騰に加え、

さらに子牛価格の下落により非常に厳しい状況

にあり、経営の安定化に向けた支援が求められ

ています。 

 林業については、長期にわたり木材価格の下

落等の厳しい状況が続いてきましたが、近年で

は国産材の生産量の増加、木材自給率の上昇な

ど、その活力を回復させつつあります。一方で、

素材生産量が増加する中で、適切な再造林の促

進など、循環型林業の確立が求められています。 

 水産業については、主要魚種の不漁、漁業者

の減少、気候変動による海洋環境の変化等、多

くの課題に直面しています。さらに近年では、

ロシアによるウクライナ侵攻が勃発し、輸入水

産物の価格や漁業生産資材である燃油、配合飼

料等の価格が高騰するなど水産業に大きな影響

が生じるとともに、水産物の安定供給の観点か

ら食料安全保障の重要性が再認識されました。 
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 また、水産業の持続的発展に向けた水産資源

や漁場環境の適正管理が大きな課題になってい

ます。 

 このような農業、林業、水産業の現状や課題

を踏まえ、農林水産業の成長産業化にどのよう

に取り組んでいくのか、知事に伺います。 

 次に、産業の振興についてです。 

 まずは、グリーン・コンビナートおおいた推

進構想について伺います。 

 大分コンビナートは、昭和３９年に新産業都

市への指定がなされて以来、鉄鋼や石油、化学

など幅広い分野にわたる企業群がバランスよく

集積してきました。新産都の優等生、そして、

九州唯一のコンビナートとして、今や県内の製

造品出荷額等の約半分を占めるまでに成長し、

結果、地元大分市の出荷額は全国上位、九州で

は１位を誇るなど、着実に発展しています。 

 今後も県経済の牽引役として、また、地域雇

用の核として、その役割が強く期待されるとこ

ろですが、気がかりなのは、世界的な要請とな

っているカーボンニュートラルへの対応です。 

 昨今、地球温暖化に起因するとされる異常気

象が国内外で多発し、また、大規模な自然災害

が増加するなど、カーボンニュートラルは人類

共通の課題でもあります。大分コンビナートも、

この課題をしっかりと乗り切っていかなければ

なりません。万が一にも、カーボンニュートラ

ルを達成しようとするがために、コンビナート

企業が事業を縮小する、極端な話として、大分

から一部企業が撤退するというようなことにな

れば、県経済への影響ははかり知れません。 

 そのため県では、昨年８月に産学官連携のグ

リーン・コンビナートおおいた推進会議を立ち

上げ、関係者共有の構想として、今年１月、最

終的な取りまとめに至ったと伺っています。 

 そこで、グリーン・コンビナートおおいた推

進構想の具現化に向けて、これからどのように

取り組んでいくのかお聞かせください。 

 次に、観光の振興について伺います。 

 本県観光のキャッチフレーズとして「日本一

のおんせん県おおいた 味力も満載」が採用さ

れてから、もう１０年以上が経過しました。こ

の間に、平成２７年のデスティネーションキャ

ンペーンの開催や、ラグビーワールドカップ２

０１９における欧州・大洋州からのインバウン

ド客の受入れなどを経て、おんせん県というブ

ランドは徐々に知名度を得てきました。令和３

年には、大手旅行情報誌が実施した全国温泉県

イメージランキングで１位になり、また、昨年

発表された都道府県魅力度ランキング総合満足

度でも１位になるなど、観光客からも高い評価

を受けています。 

 しかし、本県観光業は、長きにわたったコロ

ナ禍で最も打撃を受けたと言っても過言ではあ

りません。観光というのは、国の光を観るとい

う言葉が語源とも言われており、その土地の自

然や景色、まちの雰囲気を見物したりするもの

なので、コロナ禍により人流そのものが止まっ

てしまえば、たちまち立ち行かなくなってしま

います。コロナ禍前までは、国内誘客、インバ

ウンドともに順風満帆であった本県の観光は、

大きな逆境に立たされてしまいました。 

 コロナ禍が明け、我々の生活でもかつての日

常が戻ってきています。観光においても、国内

客やインバウンド客を見かける機会も増え、県

内各地でにぎわいが戻りつつあります。 

 ９年ぶりの開催となるデスティネーションキ

ャンペーンも間近に迫っています。訪れた観光

客の満足度を高め、リピーターを確保するため

には、おもてなしの向上も欠かせません。特に、

道路環境が整備されていることなども重要であ

り、県道の草刈りなど、地道な取組も一層強化

していかなければなりません。 

 こうしたことを踏まえ、観光の振興にどのよ

うに取り組んでいくのか伺います。 

 最後に、教育について伺います。 

 教育は言うまでもなく国家の根幹、国家百年

の大計であり、教育を通しての人への投資は最

重要課題の一つと思います。その投資を進める

上で、第１に質の高い教育の再生を図ること、

次に不登校対策等、誰一人取り残さない教育の

実現が不可欠です。そして、これらのためには

優れた教員の育成・確保が何よりも大事です。 

 教育は人なりと言われるように、教員は我が
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国の未来を開く子どもたちを育てるという崇高

な使命を有するかけがえのない職業と思ってい

ます。それらを含め、教育への投資を惜しんで

はなりません。これらを踏まえ、いくつかの質

問をさせていただきます。 

 まずは、教育の質の向上についてです。 

 いじめ・不登校等への対応や外国人児童生徒

への対応、家庭の貧困による教育格差など、学

校を取り巻く課題が複雑化、多様化し、教員に

求められる役割が拡大しています。また、保護

者からは、学校教育のさらなる充実が求められ

ているなど、教員の負担が増大していることか

ら、長時間労働も恒常化してきています。 

 こうした中で、教員の不足が大きな課題にな

っています。実際に、文部科学省の調査では、

令和４年度に実施した全国における教員採用試

験の採用倍率は３．４倍と過去最低になってい

ます。 

 退職者の補充や、教育の充実に向けて、各地

で教員の採用を増加させている一方で、長時間

労働や業務負担の増大等により若者の教員離れ

が顕著になっていることから、教育の質が保た

れているか心配しています。 

 全国で採用競争が激化する中、本県において

も同様に厳しい採用状況です。何よりも、本県

の未来を担う子どもたちを育てるという将来の

可能性を広げていくためにも、学校教育はその

最も重要な基盤であり、教育の質の向上を図っ

ていくことはさらに重要です。 

 国においても、教員の負担を軽減するための

人員の配置や、採用試験の前倒しなど、教員の

働き方改革や採用促進の取組を進めており、本

県教育委員会でも様々な取組を行っておられる

と思いますが、一方で、昨今の情勢を踏まえる

と、教育の質の向上に向けた教育環境の整備に

ついて、より踏み込んだ対策が必要だと思いま

す。 

 こうしたことを踏まえ、教育の質の向上にど

のように取り組んでいくのか伺います。 

 次に、地域の高校教育についてです。 

 昨今の急激な技術革新や、少子高齢化の進展、

また、地方創生に向けた取組など、高校教育を

取り巻く状況は刻々と変化しています。また、

生徒の興味・関心、能力・適性、進路等は多様

化してきています。 

 このような状況の中、どの高校であっても、

生徒が自らの可能性を最大限に伸ばせる環境を

整えていくことが大切です。また、地域の高校

は、生徒が学ぶ場であるということはもちろん

ですが、地域に活力をもたらす場、地域住民の

誇りという側面もあります。 

 本県では、生徒の希望に沿った進路を実現す

るため、普通科高校の全県一区制を導入してい

ます。全県的な学力向上など成果も出ています

が、大分市内の高校への希望者が多いこともあ

り、かつて難関校と言われていた地域の高校の

衰退なども見受けられています。地域の高校が

衰退すれば、最終的には生徒が県外へ流出して

しまうという懸念もあることなどから、今こそ

全県一区制度を検証し、その手当てを行うべき

時期に来ているのではないかと思います。 

 地域の高校の魅力を向上させ、どの地域にお

いても生徒自らの可能性を最大限に伸ばし、多

様で質の高い高校教育を提供できる環境を整備

していくことは、地域の創生にもつながること

から、県を挙げた取組が必要ではないかと思い

ます。 

 こうしたことを踏まえ、地域の高校教育の在

り方について、知事の思いをお聞かせください。 

 次に、私学振興について伺います。 

 高校教育の一翼を担う私立学校はそれぞれの

建学の精神に基づき、一人一人の特性に応じた

きめ細かで特色のある教育を展開しています。 

 県私立中学高等学校協会では、令和２年に、

社会情勢の変化を踏まえて、個性豊かで学び続

ける力のある人材を育成するため、私立学校一

丸となり、これまでの教育にさらに磨きをかけ、

人材育成を図っていく私学振興プラン２０２０

を策定しました。来年度はその計画期間の最終

年度になります。教育を取り巻く環境が変化す

る中、公教育の一翼を担う私立学校の振興、充

実はますます重要になると思います。 

 これまでも私立学校及びその生徒、保護者に

対する支援に積極的に取り組み、私学教育の充
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実を図っていただいているところですが、今後

さらなる私学振興に向け、どのように取り組ん

でいくのか伺います。 

 続いて、県立学校の施設整備について伺いま

す。 

 これからの本県を担う高校生が、健やかに学

び、豊かな学生生活を送れるようにするために

は、教育内容の充実等とあわせ、施設面でも快

適な環境を提供することが大切です。 

 しかしながら、高度経済成長期に集中的に建

設された学校施設が耐用年数を迎えることもあ

り、老朽化対策、とりわけ長寿命化対策が急務

です。適切な時期に予防保全工事を実施しなけ

れば老朽化が進んでしまうほか、ユニバーサル

デザインや脱炭素の推進など対応しなければな

らない課題が山積していることから、計画的に

改修等を進めていくことが肝要です。 

 また、昨今の異常気象を背景に、体育館等の

スポーツ施設等に対しエアコンの設置等を進め

るなど、酷暑対策も考えていかなければなりま

せん。 

 こうしたことを踏まえ、県立学校の施設整備

について、今後どのように進めていくのか伺い

ます。 

 以上で私の代表質問を終わらせていただきま

す。皆さん御清聴ありがとうございました。

（拍手） 

元吉議長 ただいまの阿部英仁君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 阿部英仁議員の代表質問に対し、お

答えします。 

 まず、県政運営についてです。 

 私は知事就任以来、対話を基本姿勢として、

様々な場で県民の皆さんに声を伺ってきました。

集落の高齢化が著しい、若者が県外に転出する

といった、少子高齢化や人口減少に関する内容

がやはり多数を占めていました。 

 こうした厳しい状況を乗り越え、明るい未来

を切り拓くために、私は県民との対話を通じて

必要な施策を見定め、変化を恐れず、次の三つ

を柱に県政に臨んでいく所存です。 

 一つ目は、安心の大分県づくりです。 

 能登半島地震は、改めて私たちに自然災害の

恐ろしさを教えてくれました。誰もが安心して

住み続けられるよう、県土強靱化を進めるとと

もに、先端技術を活用した防災対策の高度化、

要配慮者の個別避難計画の作成等を促進します。

また、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、

こども医療費の助成対象を拡大するほか、生涯

を通じた健康づくりや需要が増す在宅医療の提

供体制を強化します。 

 二つ目は、元気の大分県づくりです。 

 農林水産業では、成長産業化に向け、大規模

園芸団地の整備や畜産の低コスト化、早生樹に

よる再造林、全国豊かな海づくり大会を契機と

した水産振興に取り組みます。また、物価高騰

などで厳しい環境にある中小企業等に対し、制

度資金融資等を通じて経営力強化を図るととも

に、賃金と物価の好循環に向けて、賃上枠等に

より賃金引上げを後押しします。 

 ４月から開催されるデスティネーションキャ

ンペーンは、観光復活の起爆剤となります。そ

の成功に総力を挙げるとともに、輸出拡大も含

めた海外プロモーションにも積極的に取り組ん

でいきます。 

 人手不足も喫緊の課題です。若者の県内就職

や、仕事と育児の両立、社会人の学び直し、外

国人材の受入れ等の取組を強化するほか、中小

企業のＤＸ導入を支援します。 

 三つ目は、未来創造の大分県づくりです。 

 企業誘致を加速するため工業用地の確保や中

九州横断道路等の整備を促進するほか、未来へ

の投資として東九州新幹線や豊予海峡ルートの

実現に粘り強く取り組んでいきます。 

 また、ＧＸを推進するため、グリーン・コン

ビナートおおいたの実現や水素の利用促進等に

力を入れるとともに、今後も高い成長が見込ま

れる次世代空モビリティや宇宙など新産業に挑

戦する県内企業を支援します。教育分野でも、

未来を担う子どもたちが、どの地域でも希望す

る教育を受けられるよう、遠隔授業の環境を整

備するなど、教育県大分の創造に一層注力しま

す。 
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 一方、想定を上回るスピードで進む人口減少

対策についても、地域公共交通の維持確保など、

しっかりと取り組んでいきます。 

 引き続き、積極果敢に安心元気・未来創造の

大分県づくりに邁進していきます。 

 次に、今後の財政運営についてです。 

 今回の当初予算においては、安心元気・未来

創造の大分県の実現に向けて、意欲的な施策を

盛り込み編成しました。 

 他方、議員御指摘のとおり、今後の義務的経

費の増加、災害対応などの追加財政需要に備え

るためには、安定した財政基盤を構築していく

ことが肝要です。 

 そこで、中長期的な視点に立って財政運営を

行っていくため、今回の当初予算を踏まえた財

政収支の見通しを試算したところです。お手元

にお配りした資料ですが、国が示した経済成長

率等をベースに機械的に試算しています。 

 詳細については、後ほど総務部長から説明し

ますが、まずは、左側中段の表の財政調整用基

金残高を御覧ください。企業業績の改善による

県税収入の増等により、６年度末には３３２億

円が見込まれており、行財政改革推進計画の目

標である３３０億円を何とか確保できる見通し

となっています。 

 一方、７年度以降は、高齢化の進行による社

会保障関係費の伸びや、官民を通じた賃上げに

伴う人件費の増加、防災・減災、国土強靱化の

推進等による公債費の増嵩などにより、基金の

取崩額が増えていきます。 

 このため、県有施設整備等基金を有効に活用

することなどにより、可能な限り財政調整用基

金の取崩額を抑制するとともに、安定的な財政

運営に必要な一般財源総額の確保、充実を国に

対し強く求めていきます。 

 県債残高は、国土強靱化５か年加速化対策事

業の積極的な受入れなどにより一時的に増加し

ますが、臨財債等を除く実質的な県債残高は、

目標とする６,５００億円以下を堅持できる見

通しです。今後とも、交付税措置率の低い県債

の発行をできる限り抑制するなど、県債残高の

適正管理に取り組んでいきます。 

 今後の財政運営を展望すると、社会保障関係

費等の義務的経費の増加に加え、物価高騰など

への迅速な対応も求められ、予断を許さない状

況にあります。こうした中で、安心元気・未来

創造の大分県づくりに向けた施策を積極的に展

開するためにも、現在策定中の新たな行財政改

革計画の下、確固たる行財政基盤の構築に努め

ていきます。 

 次に、自然災害に備えた県土づくりについて

です。 

 本県は、起伏に富んだ地形や台風常襲地帯と

いう地理的特性から、たび重なる自然災害に見

舞われてきました。このため、平成２７年度に

大分県地域強靱化計画を策定し、その後の大規

模災害を教訓に見直しを行いながら、県土の強

靱化に取り組んできました。 

 その結果、３度の大水害に見舞われた竹田市

では玉来ダムが市街地を守り、日田市や中津市

では河川の改良復旧が浸水被害を軽減する等、

その効果が着実に現れてきています。 

 しかしながら、南海トラフ地震の発生が懸念

される中、能登半島地震での道路の寸断、津波

による浸水、住宅の倒壊等、大変痛ましい状況

を目の当たりにすると、改めて強靱化を加速し

なければならないと痛感したところです。 

 このため、新たな長期総合計画では災害に強

い県土づくりを安心分野の先頭の政策に位置付

け、強力に推進していきます。 

 まずは、地震・津波対策ですが、能登半島地

震を踏まえ、優先啓開ルート上の橋梁耐震化や

道路法面対策にスピード感を持って取り組みま

す。加えて、災害時に命の道となる中九州横断

道路等のミッシングリンク解消にも力を注ぎま

す。 

 また、大分臨海部コンビナート護岸の強化、

住宅の耐震化も着実に進んでいます。ソフト面

では、沿岸部の１１市町村で津波災害警戒区域

を指定したところであり、引き続き市町村とも

連携し、住民の速やかな避難につなげていきま

す。 

 次に、気候変動に伴う災害の頻発・激甚化を

踏まえた流域治水対策です。天ヶ瀬温泉を流れ
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る玖珠川の改良復旧や、安岐ダムの再生等、抜

本的な治水対策を重点的に推進します。さらに、

急傾斜地崩壊対策や砂防ダムの整備等、土砂災

害対策も強化します。 

 また、インフラの老朽化対策については、ド

ローンやＡＩ等、先端技術を活用しながら長寿

命化計画に基づき、戦略的に進めていきます。 

 これらの取組を加速前進させるため、５か年

加速化対策後も切れ目なく、安定的に予算を確

保するよう、国に強く要望してきていますが、

引き続き強く要望します。 

 今後とも、厳しさを増す自然災害から県民の

命と暮らしを守るため、災害に強い県土づくり

に総力を挙げて取り組んでいきます。 

 次に、旧町村部等地域の振興についてです。 

 平成の大合併は、少子高齢化や人口減少など

を見越し、将来に向かって安定的かつ持続的な

住民サービスを提供するため、各地域において

決断がなされたものと考えています。 

 これにより、例えば行政面では、合併のスケ

ールメリットをいかした効率的な職員配置が可

能となり、市町村では喫緊の課題である少子化

対策や、気候変動に対応した防災・危機管理分

野への重点配分等が実現しています。 

 また、財政面においては、有利な合併特例債

の活用や交付税の合併算定替の恩恵を受け、文

化・スポーツ施設やＣＡＴＶの整備等により住

民サービスの向上が図られたところです。 

 一方で、議員御指摘のとおり、旧町村部等の

地域では、特に高齢化や人口減少が加速してい

ます。喫緊の課題である旧町村部等の振興を図

るため、次の三つを柱として取り組んでいきた

いと考えています。 

 一つ目は、安心して暮らせる生活基盤の整備

です。集落間の連携・交流や防災に必要な生活

交通は、地域を支える重要な基盤です。生活道

路の整備はもとより、コミュニティバスやデマ

ンドタクシー等の公共交通の維持・確保にも、

市町村と連携してしっかりと取り組んでいきま

す。 

 二つ目は、持続可能なコミュニティづくりで

す。本県では、ネットワーク・コミュニティの

取組を進めてきましたが、運営主体の担い手確

保が難しくなってきています。今後は、ネット

ワークの広域化や担い手の育成等の取組を支援

し、ネットワーク・コミュニティの強化を図っ

ていきます。 

 三つ目は、にぎわいの創出です。地域に活力

を取り戻すためには、子育て世代の定住環境の

整備が必要であることから、親との同居や近居

のためのリフォーム費用の支援を行います。 

 また、教育や医療、買物等の生活の利便性も

重要な要素であり、限られた資源を集中的、効

率的に利用するまちづくりについても検討して

みたいと考えています。 

 このほか、振興局職員が管内をくまなく回り、

地域活性化に資する取組に対して、地域活力づ

くり総合補助金によって後押ししていきます。 

 住み慣れた地域に住み続けたいという県民の

皆さんの思いを最大限尊重しつつ、旧町村部等

の皆さんが安心して暮らせる持続可能な地域づ

くりに全力で取り組んでいきます。 

 次に、子ども・子育て世帯への支援について

です。 

 令和４年の全国出生数は初めて８０万人を割

り込み、先日公表された令和５年の速報値では

約７５万９千人となり、想定より１０年以上早

く少子化が進んでいます。 

 国のこども未来戦略では、加速する少子化を

反転させるため、構造的賃上げや児童手当の拡

充など、若者や子育て世代の所得向上に向けて、

抜本的に政策を強化することとしています。 

 県でもこれまで、子育て満足度日本一を目指

して、保育料の減免や妊娠と出生届出時の計１

０万円の給付のほか、妊婦等への交通費支援な

ど、経済的負担の軽減に努めてきていますが、

新年度はさらなる充実を図っていきます。 

 まず、子ども医療費については、市町村の協

力により、既に中学生までの入院、通院の助成

が県内全域で行われていますが、４月から高校

生年代を対象に加え、全ての市町村における制

度拡充を後押しします。 

 また、給食費も子育て家庭の大きな負担とな

っているため、特別支援学校など県立学校の給
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食費を無償化するほか、多子世帯への住宅リフ

ォーム助成を拡充します。加えて、幼児教育・

保育施設や放課後児童クラブの運営費も拡充し、

児童相談所の機能強化も図ることとしており、

こうした子ども・子育て支援の充実に向けては、

恒常的な財源が必要です。 

 このため、市町村とも役割分担しながら、交

付金をはじめとした有利な財源を活用するとと

もに、利用者にも一定の負担を求めるなど、財

政の健全性にも配慮します。 

 あわせて、子ども医療費や保育料、給食費の

無償化などは、本来、国の責任において、全国

一律で行うべき施策であることから、引き続き

国に対し、制度の創設と財源の確保を要望して

いきます。 

 今後とも国や市町村と連携を図りながら、子

ども・子育て家庭をしっかりと支援していきま

す。 

 次に、東九州新幹線についてです。 

 東九州新幹線は、地域やまちの魅力を高め、

人や物の流れを活性化する重要な役割を期待さ

れており、未来創造の大分県づくりに欠くこと

のできない重要な交通インフラと考えています。 

 県では、東九州新幹線実現に向けて、福岡や

宮崎県等の関係自治体と期成会を組織し、様々

な活動に取り組んできました。国への要望活動

は、従来、会長県の宮崎県知事が中心となって

行ってきましたが、今年度は私も一緒に行き、

福岡県副知事、北九州市副市長も一緒に、東九

州新幹線の早期実現を国に対して要望しました。 

 また、新幹線整備の推進には、地元の理解と

エリア全体の機運醸成が欠かせません。そのた

め、１月に広く関係県を交えたシンポジウムを

開催し、約４００人に参加いただきました。 

 また、昨年公表した日豊本線と久大本線の両

ルート案の利点や課題について、地域別説明会

を日田市と中津市で開催し、活発に意見や質問

をいただくなど、地域の盛り上がりを感じてい

ます。年度内に他の地域でも実施する予定です

が、結論を急ぐよりも、並行在来線等の課題も

含めて、時間をかけて議論を尽くし、新幹線に

ついて県民の理解を深めてもらうことがまず大

事だと考えています。 

 本県の発展には、東九州新幹線を含む広域交

通網の構築が重要です。昨年１１月に有識者に

よる研究会を設置し、その整備効果や課題など

について検討していただきました。その結果、

東九州新幹線と大分を終点とする四国新幹線が

豊予海峡を通じてつながることで、広域観光圏

の創出やリダンダンシーの確保など、双方の価

値が飛躍的に高まることが報告されました。 

 今後の取組をさらに加速するため、来年度は

より訴求力のあるパンフレットを作成して要望

活動を強化し、また、あわせてＰＲ動画などに

よる情報発信を充実させるほか、地域別説明会

や関係県とのさらなる連携を強化したシンポジ

ウムを継続して開催することで、理解促進と機

運醸成にさらに注力していきます。 

 バランスの取れた国土の発展と災害に強い国

づくりを進めるためには、国のプロジェクトと

しての東九州新幹線をはじめとする広域交通網

の充実が不可欠です。今後とも私自身が先頭に

立ち、全力を傾注していきます。 

 次に、道路ネットワークの整備についてです。 

 本県の未来を切り拓いていくためには、その

基盤となる道路ネットワークの整備が不可欠で

す。特に、人や物の流れを活性化させるととも

に、自然災害から迅速な復旧・復興を図るため

には、高規格道路等の整備が重要です。 

 まずは、中九州横断道路です。新生シリコン

アイランド九州の実現やフードアイランド九州

のさらなる推進のため、重点的に取り組んでい

る中、昨年１２月には未事業化区間の大分宮河

内－犬飼間について、最終ルート案が決定し、

加えて、大分市吉野地区に中間インターチェン

ジの設置を検討することが示されました。これ

を受けて、県では早速、吉野地区から臼杵方面

にアクセスする道路整備の検討にも着手しまし

た。また、既に工事着手されている竹田阿蘇道

路では、竹田インターチェンジ－竹田久住イン

ターチェンジ間で１０件の工事が進められてお

り、事業が本格化しています。引き続き、国に

対し早期完成を要望していきます。 

 次に、中津日田道路です。三光本耶馬渓道路
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の田口インターチェンジ－青の洞門・羅漢寺イ

ンターチェンジの開通が今月２４日に決定しま

した。この開通により、産業の活性化や広域観

光の促進等の効果が期待されます。また、日田

山国道路では、現在進めているトンネル工事等、

早期完成に向けて、鋭意事業を推進していきま

す。 

 さらに、東九州自動車道の４車線化も大変重

要です。宇佐インターチェンジ－院内インター

チェンジでは、香下トンネルの貫通式が昨年７

月に行われ、大分宮河内インターチェンジ－臼

杵インターチェンジについても、４車線化に向

けた工事の着工式が今月１０日に予定されるな

ど、着実に事業が進展しています。 

 引き続き、事業実施中の区間の早期完成と残

る優先整備区間の早期事業化を国に要望してい

きます。 

 また、未来創造につながる豊後伊予連絡道路

についても、広域交通ネットワーク研究会の意

見を踏まえながら取り組んでいきます。 

 他方、生活道路の整備も忘れてはなりません。

生活圏域の中心地と中山間地域や半島部を結ぶ

道路の整備に加えて、交通安全対策や渋滞対策

等にもしっかりと取り組みます。 

 今後も、安心元気・未来創造の大分県づくり

の基盤となる道路ネットワークの整備に全力を

尽くしていきます。 

 次に、大分空港へのアクセスについてです。 

 大分空港は、本県の空の玄関口として地域の

発展に欠かせない重要な拠点です。しかしなが

ら、大分市中心部とは陸路で５０キロメートル

以上の距離があり、６０分以上の時間を要する

ことが大きな課題となっていたことから、県で

は、本年秋の運航開始を目指してホーバークラ

フト導入を進めています。運航事業者は、昨年

１１月の事故により中断していた操縦訓練を先

月末から再開しており、今後、最適なルートや

巡航速度などを検証した上で、運賃や運航ダイ

ヤ等が決定される予定です。 

 西大分と国東ホーバー発着地には、魅力的な

外観のターミナルが完成しました。このうち、

西大分発着地から大分市中心部までは、来県者

の移動の利便性を高める２次交通の確保が必要

となっています。そこで、ホーバー就航から当

面３か月ですが、県において、西大分発着地と

大分駅を結ぶ無料シャトルバスを運行して、あ

わせてニーズ調査を行うこととしました。その

調査結果を分析した上で、欠航時の対応も含め、

需要に応じた有効な対策を講じていきます。 

 また、運行事業者は、別府湾周遊などホーバ

ーの観光利用も検討しており、国内唯一となる

希少性やアクティビティとしての魅力をいかし

た観光需要の取り込みに向けて、県としても柔

軟な活用を後押ししていきます。 

 他方、陸路による空港アクセスも大事です。

他空港との競争が激化する中、大分空港が選ば

れるためには、多様なルートでアクセスできる

利便性が求められます。そのため、引き続き県

北や県南と空港を結ぶノースライナーと佐臼ラ

イナーを運行し、広域的なアクセスルートの確

保に努めます。 

 また、議員御提案の杵築駅など各方面からの

アクセス改善については、まずは県民や企業等

へのニーズ調査を実施して検討していきます。 

 大分空港道路についても、ワイヤーロープ導

入等の安全対策や舗装等の整備を進めるととも

に、４車線区間の延伸について、その機能や役

割、交通実態等を踏まえて検討します。 

 航空路線の拡充など大分空港の機能充実も進

めながら、競争力を持って発展できるよう、引

き続きアクセスの向上を図っていきます。 

 次に、農林水産業の成長産業化についてお答

えします。 

 県内各地で広く営まれる農林水産業は、地域

の元気を支える基幹産業です。 

 このため、成長産業化に向けて、生産者が技

術を高め、しっかりと経営基盤を確立し、変化

に対応して勝ち抜ける、より魅力ある産業へと

ステップアップすることが重要です。 

 まず、農業では、ニーズが高い園芸品目の継

続的な拡大はもとより、大規模園芸団地の整備

や、人手が必要な収穫・出荷調製作業の効率化

など、産地の中核を担う経営体の規模拡大に向

けた取組を重点的に支援します。 
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 また、中山間地においても、意欲的な集落営

農法人に対して、需要の先細る米から高収益園

芸品目への転換や規模拡大、法人間の統合を促

進し、もうかる農業の実現を目指していきます。 

 畜産では、肉質の向上や新設するキャトルス

テーションを活用した効率的な増頭を推進しま

す。また、持続的な経営の確立に向けて、自給

飼料への転換を加速します。 

 林業では、伐って使い、植えて育てる循環型

林業の確立に向けた取組を進めます。 

 過去最高を記録した令和４年の素材生産量を

維持し循環していくため、高齢の大径木を伐っ

て使い、花粉の少ない早生樹を植えて育てるこ

とで、持続可能な林業経営を目指します。また、

増加する再造林や下刈り作業などを担う林業事

業体の育成、確保も急ぎ進めます。 

 水産業では、本年開催の全国豊かな海づくり

大会を契機として、環境変化に対応した持続可

能な生産基盤への転換を図ります。漁船漁業で

は機能強化した漁業公社を有効活用し、放流効

果の高い拠点に種苗を集中放流するなど、新た

な増殖モデルの構築により水産資源の回復に努

めます。養殖業では、スマート技術の導入や本

県ブリ養殖の拠点である入津湾の掘削など、生

産性向上と漁場環境の改善に向けた取組を進め

ます。 

 現在、今後の農林水産業の羅針盤となる長期

振興計画の策定を行っていますが、こうした取

組をしっかりと盛り込み、生産者や関係団体、

行政が一丸となって農林水産業の成長産業化を

実現していきます。 

 次に、グリーン・コンビナートおおいた推進

構想についてです。 

 大分コンビナートは、本県経済や地域雇用の

みならず、日本の産業を支える重要な役割を担

っており、カーボンニュートラルを目指してい

く中でも、将来にわたって発展させていかなけ

ればなりません。このため、大分コンビナート

の脱炭素化と持続的発展の両立を、未来創造の

大分県づくりにおける最重要課題の一つと位置

付けています。 

 昨年８月から、コンビナート企業や大分市、

大分大学と共に、２０３０年や２０５０年を見

据えた大分コンビナートのありたい姿について

集中的に議論を重ね、１月にグリーン・コンビ

ナートおおいた推進構想を取りまとめました。 

 具体的には、次世代エネルギーである水素等

の受入れ・供給、ＣＯ２の受入れ・搬出、脱炭

素技術の実証・導入、この三つの役割を重視し

ながら拠点化を目指すという方向性を産学官で

共有しました。 

 構想の実現には、これらの役割を果たし得る

拠点化に向けた官民投資を積極的に呼び込んで

いかなければなりません。そのため、民間企業

による設備等の導入可能性調査や実証などへの

助成事業に加え、今後の整備に向けた補助制度

の創設を今議会に提出しています。 

 また、現状では、新規設備等の導入用地に余

裕がないといった課題もありますが、大分市と

ともに、産業用地の確保に向けた可能性を検討

し、計画的に対応していきます。 

 また、構想では、拠点化に加え、県内他地域

との連携も重要な課題とされています。例えば、

工場から排出されたＣＯ２を資源として捉え、

これを分離・回収し、施設園芸での有効活用に

向けた検証を行うなど、その需要創出を図って

いきます。 

 また、津久見市では、セメント製造でもＣＯ

２が多く排出されますが、水素とＣＯ２からメ

タンを合成するメタネーションが検討されてお

り、大分コンビナートとの連携による課題解決

も期待されます。 

 グリーン・コンビナートおおいたの実現に向

けた取組は、これからが本番です。大分コンビ

ナートの脱炭素化と持続的発展の両立に向け、

地域や関係者と連携し、構想の具現化を計画的、

段階的に進めていきます。 

 次に、地域の高校教育についてお答えします。 

 地域の高校においては、次代を担う人材の育

成・確保に向けた取組はもちろんのこと、地域

の活力となる学校づくりや、地域の中学生に選

ばれる魅力ある学校づくりに向けた取組が大変

重要です。 

 今後、県内中学校卒業者数の減少が予想され
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る中、地域の高校の教育水準の維持・向上を図

るためには、新たな手だてが必要であると認識

しています。 

 今年度から、より高いレベルの数学と英語の

思考力を身に付けたいと考える地域の高校生を

対象に、参集型の特別講座を実施しています。 

 さらに来年度は、県内のどの高校においても

同じように多様で質の高い教育が受けられるよ

うに、遠隔授業の導入に向けた環境整備を行う

こととしており、全国のモデルとなるように取

り組んでいきます。 

 特に地域の高校においては、遠隔授業を活用

することで、一人一人へのきめ細かい対応が可

能になり、多様な進路実現を目指す生徒にとっ

て、身近な地域の高校で学ぶメリットがさらに

高まるものと考えています。 

 一方で、全県一区制度については、地域を超

えた高校進学状況や、学校の特色づくりの状況、

生徒や保護者の声など、選ばれる学校づくりに

関して、引き続き現状の把握に努める必要があ

ります。 

 また、中学校卒業後の多様な進路選択の状況

を今後も丁寧に追跡していきます。 

 今年度末に策定予定の未来創生ビジョンは、

県立高校の学校・学科の在り方について方向性

を示すものですが、今後の生徒数減を見据え、

策定後５年をめどに見直しを行う予定です。そ

の中で、遠隔授業導入後の効果なども丁寧に検

証しながら、学校の魅力化、特色化につながる

ような入試制度や地域の高校教育の在り方につ

いて検討することが必要ではないかと考えてい

ます。 

 今後とも、遠隔授業の新たな取組を行いなが

ら、県内どの地域でも生徒の可能性を最大限に

伸ばすことができるよう、教育環境の整備に、

教育委員会と共に取り組んでいきます。 

 私学振興についてです。 

 私立学校は、それぞれ独自の建学の精神に基

づき、公立にはない看護や調理、美容といった

学科の設置や、不登校生徒の積極的な受入れな

ど、個性豊かで特色のある学校づくりに取り組

まれています。加えて、学業、文化、スポーツ

面においても活躍いただいています。 

 また、私立学校一丸となり、県私立中学高等

学校協会において策定した私学振興プラン２０

２０も着実に実行されてきています。 

 県では、私立学校がさらに魅力ある学校づく

りを推進できるよう、次の三つの観点から、施

策の一層の充実を図っていきます。 

 一つ目は、個性豊かで特色ある教育の充実と

健全な経営基盤の確保です。進学や就職支援の

強化、文化、スポーツの振興など、各学校の特

徴をいかした取組を支援します。 

 また、経営の基盤となる運営費助成について

も、今年度予算を上回る額を計上したところで

す。 

 二つ目は、教育の質向上に向けた環境の整備

です。大学入試科目に令和７年度から情報Ⅰが

追加されるなど、ＩＣＴ機器の活用が一層重要

となっています。 

 そのため来年度は、従来の取組に加え、私立

学校からも強い要望のあった電子黒板、プロジ

ェクターなど、５００万円未満の機器整備につ

いて、新たに県独自の助成制度を設け、教育環

境整備を充実します。 

 三つ目は、保護者の経済的負担の軽減です。 

 就学支援金の支給や、県独自の授業料減免支

援を引き続き行うほか、奨学給付金を拡充する

など、家庭の経済状況にかかわらず、生徒の希

望する進路選択を応援します。 

 今後とも、私立学校が少子化の進展をはじめ、

教育を取り巻く様々な環境変化に対応し、未来

の大分を担う人材の育成にしっかり取り組める

よう支援していきます。 

 その他の質問については、担当部局長から答

弁します。 

元吉議長 若林総務部長。 

  〔若林総務部長登壇〕 

若林総務部長 今後の財政運営について、さき

ほどの知事の答弁に補足的に回答します。 

 お配りしている資料、今後の財政収支見通し

（試算）を改めて御覧ください。 

 資料右側に試算の前提条件を記載しています

が、まず１の歳入です。表の２段目の県税につ



第１回 大分県議会定例会会議録 第４号 

- 42 - 

いては、国が１月に公表した中長期の経済財政

に関する試算における成長実現ケースの名目成

長率を反映するとともに、個人住民税の減税な

ど、税制改正の影響を織り込んで試算していま

す。 

 その下の交付税・臨財債については、７年度

以降も一般財源総額が引き続き同水準で確保さ

れるとの仮定の下で試算しています。 

 その結果、左の表ですが、県税は１０年度に

は６年度と比較して１４１億円増の１,５１６

億円となる見込みです。 

 また、交付税・臨財債は、給与改定や社会保

障関係費の充実等を反映し、１０年度には１,

８４９億円になるものと試算しています。 

 このほか、（２）国庫支出金や（３）県債は

投資的経費等に連動させて試算しており、国庫

支出金は、１０年度には６年度と比較して３２

億円増の１,０６４億円となり、県債は４９億

円増の６６７億円となる見込みです。 

 次に、２の歳出です。（１）義務的経費のう

ち、①人件費は、定年延長に伴い退職手当が隔

年で変動することや、官民を通じた賃上げに伴

う給与費の継続的な増加を見込んでいます。こ

の結果、１０年度には６年度と比較し、４億円

増の１,５４３億円になるものと試算していま

す。 

 ②社会保障関係費は、団塊の世代の後期高齢

者入りに伴い、６年度と比較して６８億円増の

９７８億円と見込んでいます。 

 また、③公債費は、県土強靱化関係の償還が

始まることから、毎年度増加し、１０年度には

８８８億円になるものと試算しています。その

結果、義務的経費全体では、１０年度には６年

度から１５１億円増の３,４０９億円となる見

込みです。 

 その下の（２）投資的経費については、①補

助・直轄、②単独ともに、６年度と同額を基本

としつつ、特別支援学校再編や別府総合庁舎の

建て替えなど、大型事業の影響等を反映させて

います。 

 なお、国土強靱化５か年加速化対策事業は、

本県を含め各団体が継続・推進を強く要望して

いることも踏まえ、７年度以降も継続するもの

として試算しています。 

 二つ目の表の一番上には各年度の歳入から歳

出を差し引いた財源不足を補うための財政調整

用基金取崩額を、一番下には基金残高を記載し

ています。６年度末には行革目標である３３０

億円を達成できる見込みとなっています。 

 その後は、社会保障関係費の伸びや、公債費

の増嵩などにより、基金の取崩額が増えていく

見通しです。 

 また、一番下の表には県債残高を記載してお

り、その一番上の臨財債等除きの実質的残高は、

適正管理の目安である６,５００億円以下で推

移する見込みです。 

 一方で、国は、７年度のプライマリーバラン

スの黒字化目標等の達成に向け、歳出、歳入両

面の改革を推進するとしており、地方財政への

圧力を強めることも考えられるところです。 

 今後とも安定的な財政運営が行えますよう、

より一層の歳入確保や節約など、常在行革の精

神で不断の取組に努めていきます。 

元吉議長 岡本防災局長。 

  〔岡本防災局長登壇〕 

岡本防災局長 私からは災害対応の高度化につ

いてお答えします。 

 頻発・激甚化する自然災害から県民の命を守

るためには、災害に強い県土づくりに加え、ソ

フト対策の充実も大変重要です。 

 県では、これまでに得た教訓や知識をいかし

ながら、産学官が連携し災害対応の高度化を推

進しています。 

 例えば、各機関のドローンによる空撮映像や

衛星データを、ＥＤｉＳＯＮ（エジソン）や災

害対応支援システムを通じて市町村と共有する

など、迅速かつ正確な情報収集体制の構築に取

り組んでいます。 

 来年度は、雨の強さや降り方から土砂災害等

を予測するＥＤｉＳＯＮのＡＩ機能をいかし、

適時・適切な避難情報の発令を判断する研修を

行うなど、市町村の災害対応力の向上を支援し

ていきます。 

 また、陸路に代わる輸送ルートとしては、民
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間企業と連携したドローンによる物資輸送体制

を構築し、昨年、土砂災害が発生した由布市に

おいて、孤立した世帯への水や食料品等の輸送

を全国で初めて実施したところです。 

 今回の能登半島地震では災害の恐ろしさを改

めて痛感しました。来るべき災害に備え、先端

技術の活用はもとより、防災人材の育成にも積

極的に取り組み、防災県大分の底上げを図って

いきます。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 私から新興感染症への対応

についてお答えします。 

 近年、地球温暖化の進行に加え、国際的な人

流・物流の活発化等に伴い、デング熱などの感

染症が世界的な脅威となっています。 

 今回のコロナ禍では、流行初期から大規模ク

ラスターが発生するなど、未知の感染症対応に

おいて、本県でも多くの課題が顕在化しました。 

 今月中に策定する県の感染症予防計画には、

こうした課題への対応策を盛り込むとともに、

必要な予算を今定例会に提案しています。 

 迅速な対応が必要となる検査体制では、衛生

環境研究センターに検査室や機器の増設等を行

い、大分市や大分大学とも連携し、来年度中に

１日１,１００件のＰＣＲ検査体制を整えます。 

 また、医療提供体制では、入院病床数５２５

床、それから、発熱外来４００機関などの目標

達成に向け、９月までに県内医療機関等との協

定締結を急ぎ、個室改修など必要な施設整備等

については、さきほど補正予算の議決いただい

たところです。 

 また、新型コロナの５類移行後から高齢者施

設等に対して随時実施している研修に加え、新

年度は実践的な訓練も交えて、施設ごとの感染

防止対策の強化を図ることとしています。 

 今後、関係者の総力を結集して予防計画を確

実に実行し、新興感染症の発生に備えていきま

す。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

  〔渡辺観光局長登壇〕 

渡辺観光局長 観光の振興についての御質問に

お答えします。 

 本県観光はコロナ禍で大打撃を受けましたが、

関係者の努力により、昨年の宿泊客数はコロナ

前の９割を超えるまで回復しています。４月か

ら開催するデスティネーションキャンペーンで

すが、観光立県大分の復活を確かなものとする

大事なイベントです。磨き上げた観光素材や１

０万人を超えるおもてなし宣言団体により、旅

行者を温かくお迎えし、大分ファンやリピータ

ーを創出していきます。 

 また、草が繁茂した県道等での草刈りですが、

土木建築部の予算を増額してしっかり行うなど、

引き続き環境整備にも力を入れていきます。 

 こうした中、コロナ禍を経て旅行需要にも変

化が生じています。環境に配慮した旅行や、自

然体験型コンテンツへのニーズなど、世界的に

持続可能な観光への関心が高まっています。 

 そこで、例えば、本県が誇る雄大な自然や歴

史・文化を生かしたアドベンチャーツーリズム

を推進し、特に体験型観光への関心が高い欧米

豪からの観光誘客に力を入れていきます。 

 一方で、宿泊業等の人手不足への対応も急務

となっています。そのため、海外大学からのイ

ンターンシップ受入れや観光系専門学校とのマ

ッチングイベントに加え、ＤＸ導入などによる

業務省力化を支援していきます。 

 今後とも、時代の潮流を捉えた誘客対策と受

入環境整備の両面から、おんせん県おおいたの

さらなる発展に取り組んでいきます。 

元吉議長 渡辺教育次長。 

  〔渡辺理事兼教育次長登壇〕 

渡辺理事兼教育次長 私からは２点についてお

答えします。 

 まず、教育の質の向上についてです。 

 県教育委員会では、大分県公立学校教職員の

人材育成方針に基づき、キャリアステージ全般

を通じた研修の実施など、教育の質の向上に取

り組んでいます。 

 来年度は、新たに子どもたちへの教育や学校

運営にいかすべく、経団連主催の教員向け企業

研修に参加するほか、教員がいつでも視聴でき

るオンデマンド研修を拡充するなど、研修の一
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層の充実を図ることとしています。 

 また、教員の負担軽減に向けては、来年度か

ら全ての市町村で稼働する校務支援システム等

のＩＣＴ利活用の推進や、部活動指導員の配置

拡充など、教育環境の整備を進めていきます。 

 さらに、人員確保では、採用試験の前倒しに

加え、企業と連携して工業等の専門教科の教員

確保を図るとともに、教職の魅力を伝えるＰＲ

動画を作成します。 

 国は来年度からの３年間を集中改革期間と位

置付け、働き方改革、処遇改善、指導運営体制

の充実を一体的に進めるため、教職調整額の見

直しや小学校の教科担任制の強化などを検討し

ています。 

 これらの動向も注視しながら、さらなる教育

の質の向上に取り組んでいきます。 

 次に、県立学校の施設整備についてです。 

 県有建築物の管理については、公共施設等総

合管理指針において、施設類型ごとに基本的な

方針が定められています。 

 学校施設についても、この指針に基づき、築

後３０年、６０年を迎える時期に大規模改造工

事を行い、８０年程度まで使用期間を延伸させ

ることとしています。 

 しかし、近年の資材や労務単価上昇の影響も

あり、現指針の計画期間である平成２７年度か

ら令和６年度までの間に対象となる２６４施設

のうち、令和５年度末までに着手する施設は１

５９施設にとどまり、面積ベースでの進捗率は

５５％となっています。 

 来年度、本指針が改定予定であり、遅れてい

る大規模改造工事への対応とあわせて、脱炭素

化などの推進についても全庁で議論していきま

す。 

 また、議員御指摘の体育館等への空調設置に

ついては、喫緊の課題であると認識しています。

このため、来年度から県立学校体育館の空調設

備整備に着手し、体育の授業や部活動時の環境

改善を図ります。 

 今後とも県立学校施設の安全・快適な環境整

備に努めていきます。 

元吉議長 以上で阿部英仁君の質問及び答弁は

終わりました。 

 お諮りします。本日の代表質問はこの程度に

とどめたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の代表質問を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上で本日の議事日程は終了しまし

た。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午前１１時５９分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第５号） 

 

令和６年３月６日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第５号 

             令和６年３月６日 

              午前１０時開議 

第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 代表質問 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

 監査委員事務局長     河野 圭史 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 

木付副議長 おはようございます。開議に先立

ち、昨日、新たに教育委員会委員に就任された

岡田豊弘君から御挨拶があります。 

岡田豊弘教育委員会委員 ３月２日付けで教育

委員会委員に就任した岡田豊弘です。どうぞよ

ろしくお願いします。（拍手） 

―――――→…←――――― 

午前１０時 開議 

木付副議長 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 本日の議事は、議事日程第５号に

より行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 代表質問 

木付副議長 日程第１、これより代表質問に入

ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

木田昇君。 

  〔木田議員登壇〕（拍手） 
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木田議員 おはようございます。県民クラブの

木田昇です。 

 本日、代表質問ということで傍聴にお越しい

ただいている方、また、インターネットで御視

聴していただいている方、本当にありがとうご

ざいます。 

 この県議会の沿革を見てみると、明治１１年

７月１０日に大分県民会というのが開かれたこ

とが始まりと書いてありました。そうした大分

県議会の歴史の重みに敬意を表しながら、本日

こうして代表質問の機会をいただいていること

に感謝しながら代表質問をします。 

 本日は、災害に関する質問も含まれています。

まずは、本年元日に発生した能登半島地震で多

くの方々が犠牲となったことに心から哀悼の意

を表します。あわせて、被災された皆様に心か

ら御見舞いを申し上げます。また、本県からも

県職員や県警職員が派遣され、つらい避難生活

を送られている方々の支援や地域の治安維持に

取り組んでおられることに敬意を表します。 

 今回の地震・津波はもとより、地盤隆起等に

より想像し難い甚大な被害が生じました。今も

なお大変な苦しい避難生活をされている方がい

ます。一日も早い復旧、復興が果たせるよう願

います。 

 さて、アメリカ先住民にザ・ネクスト・セブ

ン・ジェネレーションスとの言い伝えがあるよ

うです。木を切るにしろ、魚を取るにしろ、７

世代先のことを考えてどう行動すべきか決めな

ければならないという教えです。今を生きる者

が享受できる恩恵を７世代先の子孫にも残して

いかなければならない、正に現代のＳＤＧｓの

考えがいにしえより子々孫々に伝えられている

ことに感銘します。 

 今、大変不確実性の時代、先行きの見通しの

つかない複雑な時代背景にあります。新たな長

期総合計画を策定する大切なときです。７世代

先といえば２００年くらい先になりますが、少

なくとも私たちは３０年先、あるいは５０年先

の大分県の将来像を思い描き、展望ある新たな

計画を決定しなければならないと意を強くする

ところです。こうした強い思いを抱きつつ、佐

藤県政２年目の本格予算編成にあたり、県民ク

ラブを代表し、１７項目について質問します。 

 まず、現行長期総合計画の検証、評価につい

てお尋ねします。 

 昨年４月に就任した佐藤知事は、安心元気・

未来創造を政策の柱とした大分県づくりを進め、

誰もが安心して笑顔で暮らせる社会を目指すと

所信表明をされました。 

 現在作業が進められている新長期総合計画の

策定にあたっては、従来の県民意識調査に加え、

新たに県内全ての高校生を対象としたアンケー

トを実施したほか、知事自ら県政ふれあい対話

等を通じ、幅広い世代や地域からの意見や要望

を伺ってこられたとのことです。今後、具体的

な取組や目標指標について検討を重ね、本年秋

の第３回定例会にて成案を得る考えと承知して

います。 

 急速に進む人口減少など、本県を取り巻く環

境は現行計画策定時から大きく変化しており、

そうした変化を踏まえた新計画策定を期待して

いるところですが、策定にあたっては、まずは

現行計画の施策そのものも当然のこと、計画の

実行、評価、見直しを行う進行管理の手法など

について、何がよくて、何が不足していたのか

を十分に検証、評価しておく必要があると思い

ます。 

 こうしたことを踏まえ、現行長期総合計画の

検証、評価について知事の見解をお聞かせくだ

さい。 

 次に、人口ビジョンについてです。 

 本県は、急激に進行する人口減少に歯止めを

かけるべく、長期総合計画と軌を一にするまち

・ひと・しごと創生大分県総合戦略を策定して

います。同戦略は、同時に策定された大分県人

口ビジョンの達成を目指すものです。 

 配布している人口ビジョンに関する資料を御

覧ください。当初示された平成２７年に策定さ

れた人口ビジョンがグリーンの一番上のライン

です。そして、令和２年に下方修正された改定

後の人口ビジョン、ブルーです。そして、実績

値が赤いラインで示されています。 

 資料を見てのとおりであり、こういった人口
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ビジョンが県の将来展望に対し、実績値が下回

っているという状況です。 

 そして、新年早々でしたが、民間有識者でつ

くる人口戦略会議が人口減少下の日本が取るべ

き戦略、人口ビジョン２１００を発表し、２１

００年に国内人口が６，３００万人へ現状から

半減すると予測される中、少子化対策等により

８千万人規模で安定させることを目標とすべき

とする提言書を岸田総理大臣に手交しました。 

 本県の現人口ビジョンにおける国立社会保障

・人口問題研究所の推計に準拠した人口推計に

よると、今から約３０年後の２０５５年近辺の

本県人口は約８０万人と予測されています。現

在から３０万人近い人口が減少した本県はどの

ような姿になるのか、８０万人は県の合計人口

ですが、県内１８市町村それぞれにどのくらい

の割合で県民が暮らすことになっているのか、

どのくらいの規模でいくつの集落が、また、学

校が存続することになるのでしょうか。 

 ３０年程度先の人口推計は、大規模な移民政

策を投入されなければ、実際の将来人口と大き

な差異は生じません。このことを踏まえると、

３０年後において、現人口ビジョンの目標値で

ある１００万人弱を目指すのか、そうではなく、

人口推計値となる８０万人を、例えば、１割で

も上回ることを目標とするかによって将来の成

果に大きな違いが出てくると思います。 

 そこで、今世紀末時点で９０万から１００万

人の人口を維持するという現人口ビジョンの目

標を見直す考えはないかを含め、まずは本県の

３０年後の人口ビジョンについて知事の考えを

伺います。あわせて、その考えを新長期総合計

画及び次期総合戦略の策定にどのように反映さ

せていくのか、知事にお尋ねします。 

 次に、行財政改革についてです。 

 昨日、令和１０年度までの財政見通しが示さ

れましたが、決して楽観できるものではないと

考えます。歳入は地方財政計画を踏まえたもの

となっていますが、国の財政状況を見たとき、

交付税、そして、臨時財政対策債が現行制度で

維持されていくと安易に推定してよいものか疑

問に感じます。万が一の減額に備えて、財政調

整用基金残高は目標の３３０億円を確実に確保

できる財政運営が必要と考えます。 

 また、県債の実質残高はやや増加する見込み

となっています。広瀬県政は行財政改革に取り

組み、５期２０年間で県債実質残高を３，１０

０億円以上削減しながら、一方で、道路、河川

やダム等の各種インフラ整備を進め、県立美術

館や県立武道スポーツセンターの建設もやり遂

げ、たび重なる自然災害やコロナ禍にも対応し

てきました。 

 佐藤知事は、東九州新幹線と豊予海峡ルート

の実現に向けた意思を表明されています。今後

も発生するであろう自然災害や想定される南海

トラフ地震へ備えつつ、これら二つの大規模プ

ロジェクトを実現する考えであれば、将来負担

に備えた財政基盤を確かなものとする責務があ

ると思います。 

 また、今後急速に進むと想定される少子高齢

化・人口減少や、デジタル化の進展、多様な価

値を持った人が共生する社会の実現への要請な

ど様々な潮流の変化に柔軟に対応し、県民の幸

せを実現できる組織や行政基盤の確立に向けて

も継続的に取り組んでいく必要があると考えま

す。 

 現在、新たな行財政改革の策定に向けて議論

が進められていると思いますが、こうしたこと

を踏まえ、安定的かつ持続可能な行財政基盤の

確保に向けた行財政改革について知事の考えを

お聞かせください。 

 次に、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーシ

ョンの推進についてお尋ねします。 

 令和４年に公開され、世界に衝撃を与えた対

話型の人工知能、生成ＡＩの登場などデジタル

技術の進展は目覚ましく、世界規模でデジタル

シフトの時代を迎え、日本においても少子高齢

化・人口減少などの社会課題の解決にデジタル

技術の活用は欠かすことができません。 

 ＤＸは、デジタル技術とデータを活用して人

々の生活をよりよい方向に変化させるものとさ

れ、本県では令和４年３月に大分県ＤＸ推進戦

略を策定し、様々な行政分野でのデジタルトラ

ンスフォーメーションを進めるとしています。
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そこで、ＤＸの推進について３点伺います。 

 まずは、ＤＸの活用による地域課題の解決に

ついてです。 

 メタバースとは、インターネット上に構築さ

れた３次元の仮想空間を指します。イメージと

して、お手元にメタバースのイメージをお配り

しています。これはメタバースプラットフォー

ムｃｌｕｓｔｅｒのバーチャル渋谷というメタ

バース空間であり、真ん中に立っているのが私

のアバターで、このアバターを動かして渋谷の

中を散策できますし、また、渋谷駅から違う街

に出かけることもできるといった仕組みです。

これがメタバースです。 

 自治体でも独自のメタバースを構築する事例

が近年増えており、関係人口の創出、ふるさと

納税返礼品のＰＲ、デジタル人材の育成、婚活

イベントや体験商談会への活用など様々です。 

 例として、秋田県は県外からの移住促進事業

の一つとして、あきた移住・交流メタバース万

博を令和５年３月にメタバース上に公開してい

ます。万博では、市町村の移住支援などに関す

る情報を動画や音声で知ることができ、生成Ａ

Ｉを活用して移住相談に対応するなど、さらに

機能を充実させているとのことです。また、鳥

取県は県の架空組織としてメタバース課を設置

し、メタバース空間での観光ＰＲ等を行ってい

ます。 

 総務省が発表した令和５年度の情報通信白書

によると、メタバースの世界市場は２０２２年

の約８.６兆円から２０３０年には約１２４兆

円まで拡大すると予想されており、技術の進展

と新たなサービスの開発など将来の可能性に大

きな期待が集まっています。 

 このように、メタバースをはじめとするデジ

タル技術の進展は目覚ましいものがあります。

少子高齢化や人口減少、過疎化など多くの課題

を抱える本県においては、こうしたデジタル技

術の動向を素早く把握し、地域課題の解決に役

立てていくことが重要であると考えます。 

 そこで、本県オリジナルのメタバースを開設

し、活用することを含め、ＤＸの活用による地

域課題の解決にどのように取り組んでいくのか、

県の見解を伺います。 

 次に、不登校対策におけるＤＸの活用です。 

 全国的に不登校の児童生徒は増加しています

が、昨年１０月に発表された令和４年度におけ

る本県の小、中、高校生の不登校は３，２８５

人と過去最多となっています。 

 本県でも様々な不登校に対する取組が進めら

れてきましたが、他県においてはメタバースを

利用する事例が身受けられるようになってきま

した。ＮＰＯ法人が提供する小中学生を対象に

した無料の不登校支援プログラムのメタバース

上の学習支援システムと連携して取組を進める

自治体もあります。 

 また、愛媛県教育委員会は、不登校生徒のた

めのメタサポキャンパスをメタバース上に開設

し、支援する取組を始めたそうです。昨年７月

に導入したところ、当初７市８２中学校の生徒

を対象に１０人の参加からスタートしましたが、

希望者が増え、９月には対象校を県内全小中学

校に拡大し、令和６年１月時点で３２人が正式

に登録しているとのことです。 

 自治体の教育支援センターやフリースクール

など不登校の支援体制はありますが、家から出

ること自体が難しい子どもたちにとっては通い

づらい状況もあります。メタバース運営会社の

話によると、リアルな場所にトラウマや恐怖心

がある子どもたちにとって、小さな成功体験を

重ねて心の栄養を蓄える居場所や学びの場にな

ればとのことです。 

 そこで、不登校対策において、ＤＸ、とりわ

けメタバースを活用することについて、教育長

の考えをお聞かせください。 

 次に、警察行政におけるＤＸの推進です。 

 県ＤＸ推進戦略では、安全・安心のＤＸの中

で、犯罪情報や不審者情報が地図などで可視化

され、県民がいち早くリアルタイムで知ること

ができるとする地域防犯力強化育成事業が記載

されています。 

 先日、元警視庁科学捜査官の服藤恵三さんの

講演を聞く機会がありました。服藤さんは、地

下鉄サリン事件や和歌山カレー事件など世間に

大きなインパクトを与えた多くの事件に関わり、
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日本で初めて科学捜査官に任命された方でもあ

ります。服藤さんは、５Ｇなど様々な新しい技

術が出てくる中で警察では解析できない犯罪に

利用できる高度な技術が出てくる可能性がある、

もしかしたら既に登場していて、警察がいまだ

に発生にすら気付いていないのかもしれない、

また、科学捜査を高度化するにおいて、警察だ

けでは対応できない時代になっていて、官と民

が共同して進めなければならないともおっしゃ

っていました。 

 ＤＸの推進においては、ＡＩ、人工知能やビ

ッグデータをどう活用できるかが肝になると考

えますが、警察行政において今後どのようなＤ

Ｘの推進に取り組もうとしているのか、警察本

部長に伺います。 

 次に、交通政策、１点目は東九州新幹線及び

豊予海峡ルートについてです。 

 新年度予算案に、東九州新幹線や豊予海峡ル

ートの実現に向け、国への要望活動を行うとと

もに、地元機運を醸成するため、九州、四国の

関係機関と連携したシンポジウムを開催すると

して、東九州新幹線等広域交通推進事業費２，

３３５万円が計上されています。 

 これら二つの事業は言うまでもなく大規模国

家プロジェクトであり、実現を目指すにしても、

様々な面から慎重かつ丁寧に進める必要がある

と思います。例えば、整備計画路線である西九

州新幹線は一部開業となったものの、新鳥栖－

武雄温泉間の整備方式をめぐり、佐賀県と国の

協議が調わない状況が続いています。また、リ

ニア中央新幹線についても静岡県の理解が得ら

れず、一部着工の見通しが立たない状況です。 

 １月に地元新聞社が実施したアンケート結果

を見ると、東九州新幹線に関しては、そもそも

の必要性、事業の優先順位、ルート設定や安全

性等について様々な意見があるようです。 

 四国新幹線については、難航していた整備ル

ート案の方針が四国４県でようやく一本化され

ました。四国新幹線整備促進期成会はホームペ

ージを立ち上げ、新幹線プロジェクトの仕組み

や独自に実施したアンケート結果を公表するな

ど、多くの情報を公開しながら整備計画路線へ

の格上げに向けた取組を進めています。 

 東九州新幹線のルート設定については、福岡

市と大分市を結ぶ新ルートの検討が行われ、動

揺を感じる県民も少なからずいるようです。豊

予海峡ルートもそうですが、両プロジェクトの

実現を図るにしても、さきほどの西九州新幹線

のような事例も踏まえ、円滑に県民や関係各県

の合意形成を図っていくことが重要と考えます。 

 そのためには、県民に対し、両プロジェクト

が並行実施となった場合の実質的地元負担の合

計額はどの程度なのかを明らかにする必要があ

ると考えます。また、先日の能登半島地震では

海底活断層の大規模破壊が起きましたが、中央

構造線断層帯に沿う豊予海峡ルートに関する土

木工学的、地質学的リスクなどの技術的課題に

ついて評価し、県民に周知していくことも大切

だと思います。 

 こうしたことを踏まえ、並行実施となった場

合の実質的な地元負担や技術的課題への評価を

含め、東九州新幹線及び豊予海峡ルートの推進

に向けた県民や関係各県の合意形成にどのよう

に取り組んでいくのか、知事に伺います。 

 次に、ライドシェアについてです。 

 一般ドライバーが有償で乗客を運ぶライドシ

ェアが本年４月から条件付きながらも利用開始

されることとなっています。また、国はタクシ

ー事業者以外にもライドシェアへの参入を認め

る、いわゆる全面解禁について、今年６月まで

に意見を取りまとめるようです。 

 本県でも高齢化や人口減少が続く中、公共交

通機関が少ない過疎地域の移動手段の確保は課

題です。また、コロナ禍の影響によるタクシー

ドライバー不足で悩む別府市が、早ければこの

６月からライドシェアを導入するとの方針を公

表しています。 

 昨年末、村井全国知事会長が国に対し、これ

からの時代に対応した移動手段の確保に向けた

特別要望を手交し、要望活動を行っています。 

 来県者の二次交通の充実化も求められますが、

都市部、地方部にかかわらず、安全・安心で利

便性の高い移動手段を確保することは本県の重

要な政策課題です。 
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 そこで、ライドシェアの導入に関する知事会

での議論の経過や本県としての取組方針につい

て、企画振興部長に伺います。 

 次に、観光施策について何点か伺います。 

 まず、新たな観光ＰＲについてです。 

 ２０２３年のじゃらん宿泊旅行調査都道府県

魅力度ランキング編では、本県が総合満足度１

位を獲得しました。テーマ別のランキングを見

ると、魅力的な宿泊施設が多かったの部門で２

年連続１２回目の１位、その他、多くのテーマ

でも１０位以内にランクしていますが、意外に

も食の部門、地元ならではのおいしい食べ物が

多かったでは１０位以内に入りませんでした。 

 来年、大阪・関西万博が開催される予定です

が、１９７０年の大阪万博では四国の讃岐うど

んが約１６０万食売れたそうで、口コミから知

名度が一気に全国区となり、今日ではうどん巡

りで香川県を訪れる観光客もたくさんおられま

す。 

 さきほどのじゃらんの総合満足度について、

２位の鹿児島県との差は０.７ポイントと接戦

であり、総合満足度をさらに上げるためには、

本県の食にさらに磨きをかけ、内外にアピール

していくことが必要だと感じています。 

 一方、２００９年に運航廃止となったホーバ

ークラフトが本年大分に復活し、再就航する運

びです。ホーバークラフトによる旅客運送はイ

ギリスとこの大分、世界で２か所でしか運航さ

れておらず、もちろんアジア唯一の航路となり

ます。イギリスでもその希少価値からホーバー

クラフトそのものが観光資源になっているとの

ことで、県観光の振興に加え、大分空港利用者

のさらなる増加も期待されます。 

 そのためには、アジアでも唯一のホーバーク

ラフト航路の認知度向上に向け、羽田空港や成

田空港ターミナルに広告を掲示するなど大々的

に宣伝する必要があると思います。また、大阪

・関西万博の開催に合わせ、大阪と別府とを結

ぶフェリーで大分へお越しいただいた方をター

ゲットに、別府発着のホーバークラフト就航も

検討してはと思います。 

 そこで伺います。こうした機を逃すことなく、

新たな大分の食の魅力づくり、ホーバークラフ

トの認知度向上や定期航路以外での活用など、

観光誘客に結び付ける新たな観光ＰＲが必要だ

と思いますが、知事の考えをお聞かせください。 

 次に、デスティネーションキャンペーンにつ

いてです。 

 地元自治体とＪＲグループ、観光関係団体等

が協力して実施するデスティネーションキャン

ペーンが来月から６月にかけて開催されます。

本県では９年ぶりの開催であり、今回は福岡県

との共催です。 

 過去のキャンペーンを反省する中で、有名観

光地には集客メリットがあったようだが、我が

まちにキャンペーンの成果は感じられなかった

とか、大手旅行会社による誘客効果は大きいが、

個人旅行客を呼び込む工夫を加えるべき等の声

があったようです。また、キャンペーンの成果

を一過性のものにせず、今後の県全体の継続性

ある観光振興につなげてもらいたいとする要望

もありました。 

 前回のキャンペーンに対する県の事業投資に

関する成果指標として県内宿泊者数が設定され

ていましたが、キャンペーンの効果は宿泊客数

の増加にとどまらないことから、新たな成果指

標を追加することを検討してもいいのではない

かと考えます。 

 そこでお尋ねします。本キャンペーンはＪＲ

とタイアップしての事業です。例えば、ＪＲ各

駅の乗降客数を指標に追加することも考えられ

ますが、何を指標として本キャンペーンの成果

を評価するのか、また、その成果の達成に向け

てどのように取り組んでいくのか、観光局長に

伺います。 

 次に、共生社会についてです。 

 まず１点目、地域共生社会の実現について。 

 厚生労働省は２０１６年７月に「我が事・丸

ごと」地域共生社会実現本部を立ち上げ、地域

共生社会の実現に取り組んでいます。 

 同本部によれば、丸ごとというのは、高齢者、

障がい者、子どもといった対象者ごとに整備さ

れたこれまでの縦割りの公的福祉サービスを、

人口減少、家族、地域社会の変容などの背景を
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踏まえ、丸ごとのサービスへと転換していくこ

とだと説明されています。また、地域住民が主

体性に基づいて、他人事でなく我が事として地

域づくりに取り組んでこそ、地域共生社会を実

現していくことができるとも説明されています。 

 地域包括ケアシステムの構築などにより、地

域共生社会を実現していくことは本県にとって

も重要な課題です。そこで、新年度予算案を見

ると、地域共生社会構築推進事業が１億６７万

円、また、地域介護予防活動推進事業として５

８３万円が計上され、地域住民が取り組む多世

代交流等を支援することや、地域に根ざした住

民主体の介護予防活動を支援することとなって

います。 

 しかし、こうした活動を地域住民が主体とな

って行うにしても、その活動を担う組織基盤な

くしてはうまく進みません。まずは住民の皆さ

んが「我が事・丸ごと」地域共生社会について

理解し、その上で地域住民の組織づくりに取り

組まなければなりません。 

 今後、こうした取組の必要性が求められる中、

大分市の佐賀関地域では既に先行して取組が進

められています。地域の社会医療法人が中心と

なって団体を設立し、地域包括ケアの推進によ

る地域共生社会の実現に向けた取組を行おうと

しており、大分市以外にも活動を広げています。 

 同法人は、これまでも地域住民と連携したフ

レイル対策活動など自主的かつ主体的に介護予

防活動に取り組み、様々な試行錯誤を重ねなが

ら地域の組織づくりを進める手順を見いだして

きました。今後、新たに設立する団体の活動を

通じて、従来の自助、互助、共助、公助のネッ

トワークの地域づくりをさらに発展させようと

試みています。 

 このような好事例を参考とし、全県下に横展

開していくことが必要と思いますが、こうした

ことを踏まえ、地域共生社会の実現に向け、ど

のように取り組んでいくのか、福祉保健部長に

伺います。 

 続いて、多文化共生の推進です。 

 国は、外国人住民の増加、多国籍化、入国管

理制度の改正等を背景とし、２０２０年に地域

における多文化共生推進プランを改訂し、各都

道府県に対し、多文化共生の推進に係る指針、

計画の見直し等を促す通知を発しています。本

県は、２０２２年に策定した第４期大分県海外

戦略の中に多文化共生の推進とする施策を位置

付け、対応していると承知しています。 

 国のプランでは、生活オリエンテーションの

実施、適正な労働環境の確保、住宅確保のため

の支援、地域活性化の推進やグローバル化への

対応等が加えられましたが、本県の海外戦略の

中にはそれらの内容は盛り込まれていません。 

 在留外国人数はコロナ禍前を上回り、今後実

施される技能実習制度等の見直しにより、本県

においてもその数はさらに増加していくことが

見込まれますし、昨今の人手不足が続く中、外

国人材の確保は大きな課題です。本県が外国人

材から選ばれる県を目指す上でも、多様性と包

摂性のある社会を実現する多文化共生に係る施

策のさらなる充実が求められます。 

 現行の大分県海外戦略は、２０２４年度が取

組の最終年度となります。これを契機に、多文

化共生の推進に係る指針、計画を独立して策定

し、多文化共生に係る施策を充実し、部局横断

的にこれらを着実に推進するとともに、多文化

共生マネジャー等を活用するなど、県内市町村

の同指針、計画の策定をサポートしていく必要

があると思います。 

 こうしたことを踏まえ、多文化共生の推進に

どのように取り組んでいくのか、企画振興部長

に伺います。 

 次に、大きな７項目、災害時の避難支援につ

いてお尋ねします。 

 先に発生した能登半島地震から２か月が経ち

ましたが、ライフラインを含め、社会インフラ

の復旧、そして、被災者の生活支援等の課題が

まだ多く残っています。 

 近い将来発生が予想される南海トラフ地震は、

一たび発生すると、静岡県から宮崎県にかけて

の一部では震度７となる可能性があるほか、関

東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広

い地域に１０メートルを超える大津波の襲来が

想定されています。震度６強の揺れが想定され
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る本県も甚大な被害が予想されており、これま

での震災や、このたびの能登半島での地震を教

訓として、半島地域の特徴も考慮した対策を考

えなければなりません。 

 今回は、災害時の避難支援、船上避難という

視点から質問します。船上避難というのは船の

上のことであり、船の上の避難ということです。 

 まず、災害時の避難支援ですが、避難は学校

や公民館などへの短期的な避難である１次避難、

そして、ホテルなど宿泊環境の整った施設など

への中期的な避難である２次避難、そして、仮

設住宅など長期的な避難生活を行うという形が

考えられています。１次避難については、既に

県内の学校や自治会公民館などで避難備蓄等が

進められていますし、地域を挙げての大規模避

難訓練も行われています。さらに、ペット同伴

避難なども準備している自治体もあります。 

 ２次避難について、県はホテルなど宿泊可能

な施設と協定を結ぶなどして備えなければなり

ません。さらに、災害の規模によって違ってく

るのだと思いますが、仮設住宅を建てる土地の

確保等も事前に考えておかなければなりません。 

 能登地域では、災害備蓄品の不足や、車中泊

避難されている方も多いということ、福祉避難

所の利用が少ないことなどが報道されており、

こうした現状を踏まえ、本県でも避難支援につ

いて早急に検証する必要があると考えます。 

 また、このたびの能登半島地震における被災

者の休養の場所として、国が手配したフェリー

が活用される事例がありました。船内では食事

や入浴が無料で提供されるほか、１泊まで宿泊

されることも可能とされ、１日に３００人程度

まで利用できる取扱いでした。 

 一方、２０２３年に発生したトルコ地震では、

避難所として千人乗りのクルーズ船が活用され

た例があり、高齢者や障がいを持つ方など、長

期にわたるテントでの避難生活が難しい被災者

が優先で乗船したとされます。船には、シャワ

ーやトイレが備わった部屋が約４００室備えら

れ、被災者はレストランで食事ができ、診療所

や図書室も利用できたそうです。また、トルコ

のケースでは、被災者は仮設住宅が整備される

までの間、利用できる運用とされたそうです。 

 大規模災害の際、常に課題となるのが、避難

所の確保と同時に避難所の生活環境の質の確保

です。今回の能登半島の地震後の避難所生活の

様子をテレビ等で見ると、極端に言えば、１０

０年前の関東大震災での避難所の写真とほぼ変

わらないような映像で、寒さやストレスから避

難所での災害関連死が発生しかねないと危険視

される環境でした。また、医療、介護、福祉サ

ービスを必要とする方々の対応もできない状況

が見られました。 

 世界的にも震災の多い日本列島は海岸線が長

く、過去の震災を見ても海岸地域を中心に大き

な被害が生じています。日頃から千人規模を収

容できる避難施設を全国に準備することは当然

困難なことであり、いざ大災害となれば、言わ

ば移動型避難所としてトルコでの事例のように

大型クルーズ船を避難船として確保できる対策

を準備すべきと考えます。 

 南海トラフ地震もいつ発生するか分からない

状況の中、国の防災計画には船上避難の記載は

ありません。避難所を準備する責任は、まずは

地方自治体に課せられていますが、船上避難の

運用については国においての対応も必要なこと

から、国の防災計画に船上避難を記載するよう

知事会等を通じて要望していく必要があると思

います。 

 こうした能登半島地震の状況を踏まえ、本県

の地域防災計画の見直しを含め、災害時の避難

支援に生かしていく必要があると考えますが、

知事の考えをお聞かせください。 

 続いて、農林水産業の振興についてです。 

 まず、農業・農村施策について伺います。 

 昨年、２０２２年の農業産出額が発表されま

したが、本県は佐賀県に抜かれ、九州で最下位

となっています。何かと比較される隣県の熊本

県は、農業産出額は全国第５位、金額も３，５

１２億円と、本県１，２４５億円の約３倍とな

っています。熊本県は工業生産額も九州第３位

で、農林水産業、工業ともに振興を図る農工併

進のモデル県になっているようにも思えます。 

 本県の農業地域類型別に見た経営耕地面積の
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構成比を見ると、約７０％が中山間地域農業で、

全国平均の３８％、九州の４２％から見ても中

山間地域の割合が突出しています。このことか

らも大規模農地の確保は難しく、九州最下位か

らの脱出は大変困難ではないかと考えます。 

 しかし、農業産出額の向上が至上であると言

っているのではありません。個々の農家の所得

や農村での暮らしの満足度の向上が大切にされ

なければと考えます。 

 さきほどの経営耕地面積の数値から見ても、

本県は中山間地域に対応した新たな農業政策を

進めなければ、７割を占める農村地域は荒廃し

てしまうと考えます。これからの県農業政策と

して、平坦地域では水田の畑地化等により、ね

ぎやピーマン、ベリーツなどの主要品目を推進

しながら、中山間地域では将来の食料危機及び

耕作地の不足に備えるための農地ストックとし

て維持していくため、農家の意見も聞きながら、

ＪＡ、県がサポートして、地域特性に合った新

たな品目の掘り起こしを行ってはいかがでしょ

うか。これは農地農村を保全しながらの農業所

得の向上にもつながると考えます。 

 言わば令和版大分県一村一品運動的なものを

中山間地域に対応した新たな農業政策として進

め、米作プラス小規模多品目農業を推進するこ

とが農業・農村保全の救世主になると考えます。 

 国は、食料安全保障の抜本的な強化、人口減

少下における生産水準の維持、発展と地域コミ

ュニティの維持の観点から、食料・農業・農村

基本法の改正を行うこととしています。改正の

方向性の中には、農村ＲＭＯの促進等中山間地

域の振興などを念頭に地域社会の維持を図って

いくことも盛り込まれています。 

 そこで、農業農村施策、とりわけ中山間地域

の農業に関する施策について今後どのように進

めていくのか、農林水産部長に伺います。 

 次に、直売所の振興についてです。 

 直売所は、地場産の新鮮な農林水産物を生産

者が直接提供、販売する場として、また、地産

地消の取組の代表的な方法として誕生しました。

その人気から、道の駅などには施設内テナント

として入る形態も現れ、地域の生産者が出荷者

として運営に関わり続けることで、新鮮さ、地

域性、旬、安心感、値頃感などを提供し続けて

います。 

 また、この地産地消をベースに消費者の期待

との接点であり続けようとする活動が農山漁村

地域の活性化の取組に刺激を与え、特に中山間

地域では、地域の小規模生産者を含めた多様な

担い手と地域農業を守るだけでなく、地域のよ

りどころ、高齢者の生きがいの提供、農業への

新規参入者を呼び起こすなど、広く地域を守る

役割も果たしていると感じます。 

 昨年１１月、栃木県宇都宮市にて、一般財団

法人都市農山漁村交流活性化機構の主催、農林

水産省、栃木県等の後援で第２０回全国農林水

産物直売所サミットが開催され、私ども県民ク

ラブ議員団も最先端を行く直売所の事例紹介、

取り巻く課題別の分科会等に参加してきました。 

 次回サミットは、本年、大分県で開催される

ことになっています。単にサミットの開催だけ

で終わらせるのではなく、地域の生産者を重視

し、地場産の農林水産物とその加工品の提供を

通じて消費者とつなぎ、地域の方々も楽しく集

え、元気をもらえる直売所であり続けられるた

めに、行政としてどのような支援を行っていけ

るのかを考える場でもあると思います。 

 農山漁村の人口減少と生産者の高齢化に加え、

気候変動等の環境問題、消費者の嗜好の変化な

ど直売所を取り巻く環境は日々変化し、多くの

直売所はその対応に苦慮している状況です。し

かし、地域にとって直売所の維持は重要であり、

そのための地産地消の推進、消費者ニーズに即

した加工品づくりや高付加価値商品の開発など

販売力向上へ向けた支援、直売所間のネットワ

ーク構築など、様々な支援策についても検討し

ていくべきであると思われます。 

 そこで、第２１回全国農林水産物直売所サミ

ットの開催等を踏まえ、今後、直売所の振興に

向けてどのように取り組んでいくのか、農林水

産部長に伺います。 

 次に、物価高騰下における土木建築事業の推

進です。 

 資材価格や労務費の高騰は激しく、例えば、
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主要な資材である生コンクリートは、令和３年

４月時点で立米当たり１万５千円を切っていた

ものが昨年４月には１万９，４００円程度にま

で上昇しています。アスファルトも令和３年４

月にトン当たり１万１，８００円程度であった

ものが昨年４月は１万３，５００円程度に上昇、

鉄筋価格も高騰しています。また、燃料費も高

止まりし、公共工事の設計労務単価も１１年連

続して上昇基調が続いています。 

 ２０２２年度決算の審査報告では、地域住民

にとって身近な道路や河川等の美化について、

高齢化や過疎化の進行による人手不足で維持管

理活動が困難になっている状況や、物価高によ

る資材価格の高騰、労務単価の上昇などにより

県の維持修繕に係る費用が増大し、全体として

維持修繕箇所、回数が減少することも懸念され

ました。このことについて、今後も道路や河川

等の維持管理関連予算を確保し、地域住民等の

意見も踏まえながら、日常生活や通学時におけ

る安全・安心の確保などのため、道路や河川等

の適切な維持管理活動が継続できるように努め

ることを決算特別委員会からの具体的な指摘と

して挙げたところです。 

 これらの労務費や資材価格の高騰は、道路や

河川の維持管理だけでなく、子育て・高齢者世

帯住環境整備事業などの事業にも影響し、要望

にも応えられない状況を招くのではないかと懸

念されます。一方で、労務費については、賃上

げ等を通じて地域経済の好循環を生み出すため

にも、一定の水準を維持できるようにしなけれ

ばなりません。 

 新年度予算案で土木建築部の事業費は対前年

比１９億３，９９９万円増、公共事業に限れば

２４億８，５８７万円増となっています。防災

・減災対策を強化しつつ、増加する県民の要望

にどのように応えていくのか、また、地域経済

の好循環をどのように図っていくのか、県の取

組に注目しています。 

 そのためには、物価や資材の上昇分を土木建

築事業の発注金額に適切に反映していくととも

に、地元の経済団体など関係機関と連携した国

への要望等による総事業費の確保に取り組んで

いくことが重要と考えます。 

 こうしたことを踏まえ、物価高騰下における

土木建築事業をどのように推進していくのか伺

います。 

 １０点目、最後になりますが、遠隔教育シス

テムの活用についてです。 

 県教育委員会は、新年度当初予算事業として

遠隔教育システム構築事業を計上し、どの地域

においても生徒自らの可能性を最大限に伸ばし、

多様で質の高い高校教育を提供するとし、遠隔

教育システムの整備を行う計画であると承知し

ています。 

 これまでも学校間連携方式として、商業や福

祉、土木など専門教科を中心として遠隔教育を

行ってきており、今後も継続していく方向であ

ると伺っていますが、これまでに得た成果と課

題を普通科設置高校での遠隔授業にどのように

いかしていくのか、気になります。 

 また、近年の出生数の減少は、小中学校の存

続にも大きな影響を与えています。児童生徒数

の減少を理由に県内各地で学校統廃合が進めら

れてきた結果、地域の学校がなくなり、地域が

衰退してしまったという話も聞かれます。 

 このような中、岐阜県山県市では近隣校同士

で授業や部活動を合同実施し、学校数を維持し

た上で、少人数ではできない学び合いを目指す

取組を山県方式と銘打って進めています。同市

教育委員会は、統廃合か存続かの二択ではない

新たな選択肢を示したいと述べています。 

 山県市の新生児数は年間１００人を下回って

いるそうです。本県でも同様の市町村は少なく

ありません。さきほどの遠隔配信システムを小

中学校にも導入することで、本県においても山

県方式が実現できるのではないでしょうか。地

域の学校を存続させることが地域の活性化につ

ながり、ひいては地域の消滅を防ぐ手だての一

つになると考えます。 

 そこで、教育長に伺います。まず、これまで

行ってきた遠隔教育の成果と課題、そして、そ

れらを踏まえ、地域の高校の活性化や入学者数

の確保に向け、遠隔教育システムをどのように

活用していくのか伺います。また、小中学校に
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遠隔配信システムを導入する市町村を積極的に

支援していくことを検討できないか、小中学校

の統廃合の見直しとあわせ見解を伺います。 

 以上ですが、冒頭言ったとおり、明治１１年

からの歴史、伝統ある大分県議会で、このたび

貴重な代表質問、なかなか得難い貴重な機会を

いただいたことに感謝しながら、私の代表質問

を終わります。御清聴、誠にありがとうござい

ました。（拍手） 

木付副議長 ただいまの木田昇君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 木田昇議員の代表質問にお答えしま

す。 

 まず、現行長期総合計画の検証、評価につい

てです。 

 令和４年度の行政評価では、長期総合計画を

構成する５９施策のうち５３施策、約９割が順

調、又はおおむね順調となっており、全体とし

て着実に進捗していると認識しています。 

 計画策定時から見ると、健康寿命では男性が

全国１位、女性も４位と大躍進を遂げたほか、

企業誘致件数は倍増し、児童生徒の学力、体力

も九州トップレベルとなるなど大きな成果を上

げています。 

 他方、男性の育児休業取得率や女性管理職の

割合などについては目標に到達しておらず、な

お一層の努力が必要です。 

 計画の進行管理については、計画の評価と事

務事業の評価を別々に実施する県が多い中、本

県では一体的に評価し、達成不十分な施策は事

業の見直しを行うなど、ＰＤＣＡサイクルを回

して取り組んでいます。 

 一方で、外部の目による評価も重要です。計

画の進捗を審議するプラン推進委員会等からは、

施策の目指す姿の達成度をより明確に評価でき

る工夫を講じてほしいとか、計画全体の総括的

な評価が必要といった御提案もいただいていま

す。 

 現在策定中の新しい長期総合計画では、こう

した意見も踏まえ、各施策において１０年後の

目指す姿を冒頭に明示するよう改めることとし

ています。その上で、目指す姿を実現するため

に必要な具体的な取組や目標指標を、県議会を

はじめ、新長期総合計画策定県民会議や新しい

おおいた共創会議など、様々な場で意見を伺い

ながら取り組んでいきます。 

 特に進捗管理において重要となる目標指標に

ついては、目指す姿の達成状況を的確に表すこ

とのできる統計データ等がなければ、新たに県

民アンケート調査を行うことなども視野に入れ

て検討を進めます。 

 また、計画の評価についても、従来行ってき

た政策、施策ごとの評価に加え、新たに各政策

を越えた俯瞰的な視点から全体評価が行えない

か検討しています。こうした方針の下、計画の

実効性について、より細かな検証が可能な枠組

みを構築したいと考えています。 

 次に、人口ビジョンについてです。 

 昨年末に国立社会保障・人口問題研究所が公

表した地域別将来人口推計では、２０５０年に

人口が増加するのは東京都だけで、本県を含め、

残り全ての道府県で人口が減少するとの見通し

です。本県の人口は８４万人余りと、２０２０

年から２５.１％減少する大変厳しい見通しと

なっています。 

 また、先月公表された人口動態統計の速報値

では、本県の出生者数は６，５９３人と過去最

少となり、現行ビジョンの目標人口である約３

０年後の１００万人弱の達成は、今から見ても

極めて困難な状況と思われます。しかしながら、

少しでもこの目標に近づけるように、新しい長

期総合計画案においても、自然増、社会増の両

面から人口減少の抑制に取り組みます。 

 自然増対策では、子育て満足度日本一の実現

に向けて、子ども医療費や給食費などの子育て

に係る経済的負担の軽減等に力を入れます。あ

わせて、県民総ぐるみで進める健康づくりや、

需要が増している在宅医療の提供体制の強化な

どにより、本県の強みである健康寿命日本一に

向けた取組も進めます。 

 社会増対策では、移住・定住の促進はもとよ

り、人や物の流れを活性化する広域交通ネット

ワークや、県民生活に欠かせない地域交通の下
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支えなどに注力します。また、市町村が行う産

業団地整備への支援強化など、戦略的、効果的

な企業立地と産業集積の推進に取り組みます。 

 このように、人口減少に歯止めをかける対策

を講じつつ、これからは当面続くと考えられる

人口減少に適応していく対策も大事です。本県

では、持続可能な共助の仕組みづくりとして、

ネットワーク・コミュニティの構築を進めてき

ました。今後、人口減少がさらに進めば、こう

した取組を担う人材の確保が困難な地域も増え

てきます。このため、限られた資源の集中的、

効率的な利用により、生活利便性の維持、向上

や地域活性化を図るまちづくりについても検討

を進めます。 

 なお、県の人口ビジョンと次期総合戦略につ

いては、今年末に国の人口ビジョンと総合戦略

が改定される予定となっており、そこで示され

る国の方向性や考え方も十分に勘案した上で必

要な見直しを行っていきます。 

 次に、行財政改革についてお答えします。 

 今後の行財政運営を見通せば、急速な少子高

齢化・人口減少の進行に伴い、人手不足が深刻

化するほか、防災・減災や社会資本の老朽化へ

の対応、社会保障関係費や官民を通じた賃上げ

に伴う人件費の増加も見込まれます。 

 こうした中、安心元気・未来創造の大分県の

実現に向けて、県土強靱化、地域経済の活性化、

広域広通ネットワークの構築、ＧＸや先端技術

への挑戦等に果敢に取り組むには、安定した行

財政基盤の確保が必要不可欠です。 

 加えて、今後見込まれる官民双方の人手不足

に対応するには、自然増、社会増対策に取り組

むだけではなくて、ＡＩ等の先端技術を最大限

に活用した公共サービス等の維持、強化を図る

ことも一層重要になっていきます。 

 このような状況を踏まえて、現在検討中の新

たな行財政改革計画では、県民目線に立ったＤ

Ｘの推進を前面に掲げるとともに、安定的で持

続可能な行財政基盤の確保に資する取組を総合

的に推進する必要があると考えています。 

 具体的には、相談、申請から庁内の事務手続

まで一連の行政手続が全てデジタルで完結する

行政ＤＸの加速に加え、医療、介護、子育て、

防災など公共性の高い分野でのＤＸも推進し、

生産性の向上を図ります。また、職員人材の確

保、育成を戦略的に行うとともに、市町村や大

学、ＮＰＯ等との連携、協働を強化することに

より、多様な担い手の確保に取り組んでいきま

す。 

 財政運営については、スクラップ・アンド・

ビルドの徹底とデータに基づく効果検証による

事務事業の見直しや、社会保障制度の持続可能

性の確保に取り組みます。また、社会資本に関

して、長寿命化、予防保全など中長期的な視点

による戦略的なマネジメントの推進や施設の有

効活用を進めていきます。こうした取組により、

財政調整用基金の取崩額の抑制や臨財債等を除

く実質的な県債残高の適正管理を図っていきま

す。 

 引き続き、県民や議会、有識者等から幅広く

意見をいただきながら、新長期総合計画とあわ

せて新たな行財政改革計画を策定して、不断に

行財政改革を進めていきます。 

 次に、東九州新幹線と豊予海峡ルートについ

てですが、大分県の未来創造のためには、将来

にわたって住み続けたいと思ってもらえる魅力

ある地域づくりが重要であり、人や物の流れを

活性化する東九州新幹線や豊予海峡ルートなど

の高速交通体系の構築が必要であると考えてい

ます。 

 昨年１１月に地域経済や交通政策、防災や地

質等の有識者で構成する研究会を立ち上げ、広

域交通ネットワークの整備効果や課題について、

様々な角度から議論していただきました。その

結果、広域交通ネットワークは、地域経済の成

長力強化や広域観光圏の創出、災害時のリダン

ダンシーの確保など広範にわたり大きな効果が

あることから、整備を進めていくべきとの報告

をいただいたところです。 

 一方、議員御指摘のとおり、研究会からも地

方自治体の負担の大きさという課題も示されま

した。これまでの整備新幹線の例を見れば、地

方にも一定の財政負担が生じることが予想され

ます。しかしながら、本事業は我が国全体に大
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きな恩恵をもたらす大規模国家プロジェクトで

あることから、地方負担ができる限り軽減され

るよう国に働きかけてきていますし、また、こ

れからもいきたいと考えています。 

 また、地質学的リスクについても詳しく検討

して、県民に丁寧に説明する必要があります。

まずは来年度、過去に旧日本鉄道建設公団が行

った豊予海峡の地質等に関する詳細な調査資料

を入手し、県として最新の知見を用いて再度内

容を検証する予定です。 

 加えて、これらの情報を広く県民に周知して

理解していただけるよう、ホームページやパン

フレット等を作成するとともに、ＳＮＳの活用

等により、幅広い世代に向けた情報発信にも力

を入れていきます。 

 新幹線等の整備推進には、地元の機運醸成や

関係自治体との連携が欠かせません。現在行っ

ている地域別説明会を来年度も開催することと

しており、並行在来線の課題なども含めて十分

に議論を尽くし、合意形成に努めていきたいと

考えています。また、関係自治体を交えたシン

ポジウムを来年度も開催して、相互理解を深め

て、国への要望活動でも連携して臨みたいと考

えています。 

 本県のみならず、我が国の発展を支える一大

プロジェクトであるという決意と使命感を持っ

て、これからも取り組んでいきます。 

 次に、新たな観光ＰＲについてです。 

 開催まであと１年と迫った大阪・関西万博で

すが、３５０万人もの外国人をはじめ、多くの

来場者が見込まれており、国内外からの観光客

を取り込む絶好の機会です。そのため、県では、

コロナ禍を経て変化した旅行需要を踏まえて、

本県の持つ魅力的な観光素材を体感できるコン

テンツづくりに加えて、新たな魅力の発信に取

り組んでいます。 

 議員御指摘の食については、持続可能な観光

への関心が高まる中で、地域で育まれた豊かな

食材をいかし、その背景にある自然や文化等の

魅力を含めて観光につなげていくことが大事で

す。例えば、臼杵市では、地元の観光案内人か

ら有機野菜や醸造・発酵文化を学び、体験する

観光プログラムが注目を集めています。 

 また、県では、農業や漁業等の体験を通して、

こうした地域の食文化や自然に触れる高付加価

値コンテンツの掘り起こしや、その商品化に向

けた支援も取り組んでいます。かぼすやヒオウ

ギ貝の収穫体験等も、今までも高い評価を得て

います。 

 次に、観光利用が期待されるホーバークラフ

トです。 

 まずは、本年秋の就航開始に向けて、動画作

成やＳＮＳを活用した情報発信など認知度向上

に取り組みます。定期航路以外での活用につい

ては、その希少性やアクティビティとしての魅

力をいかして、別府湾周遊なども含め、柔軟な

活用を後押ししていきたいと考えています。 

 そういった素材に加え、本県が誇るくじゅう

等の雄大な自然、国東半島の六郷満山文化を体

験するアドベンチャーツーリズムなど本県でし

か味わうことのできない特別な体験としてＰＲ

していきます。また、瀬戸内海の美しい景色を

楽しめるクルーズなどが好評なフェリー航路も、

万博時の本県への周遊を促す魅力的なコンテン

ツとして活用していきます。 

 このような魅力を市町村と共に磨きつつ、４

月から開催される万博専用サイトで体験型商品

の販売を促進するほか、ＪＮＴＯや九州観光機

構など様々な関係機関と連携した取組を加速し

ます。さらに、９か国・地域に設置する戦略パ

ートナーを活用し、海外でのセールスや情報発

信を積極的に行うなど、あらゆる機会を通じて

観光ＰＲに取り組みます。 

 次に、災害時の避難支援についてです。 

 今回の能登半島地震では、全国から様々な人

的・物的支援が行われていますが、２か月経っ

た今も被災者は厳しい避難生活を余儀なくされ

ています。 

 南海トラフ地震が発生した場合、本県では最

大約１７万人の避難者が予想されており、能登

半島地震と同様、孤立集落の発生も見込まれる

ことから、災害時の避難支援については、次の

三つの視点で取り組んでいきます。 

 一つ目は、避難所の環境整備です。指定避難
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所や福祉避難所においては、良好な環境整備に

向けて、段ボールベッドや簡易トイレ、非常用

バッテリーなどの購入のほか、トイレの洋式化

や冷暖房の設置に対しても助成しています。加

えて、避難所が孤立した場合に備え、へリやド

ローンの活用により、水や食料品等の輸送体制

の充実を図っていきます。 

 二つ目は、避難所の円滑な運営です。災害時

に市町村が迅速かつ適切に避難所を開設、運営

できるように、これまでマニュアルの策定や実

動訓練等を行ってきました。しかしながら、大

規模災害時は市町村職員も被災して、避難者の

ケア等を十分に行えない恐れもあります。この

ため、他の自治体からの応援などを円滑に受け

入れる体制を再確認するとともに、自主防災組

織が中心となって避難所を運営できるようにア

ドバイザーの派遣や訓練を支援していきます。 

 三つ目は、市町村域を越えた広域避難です。

熊本地震を契機に、県旅館ホテル生活衛生同業

組合と宿泊施設の提供等に係る協定を締結して

います。引き続きこの協定が着実にいかされる

よう、訓練等を通じて体制を整備していきます。 

 議員から御提案のあった大規模災害時の船舶

の活用についてですが、東日本大震災を契機と

して国において検討が進められてきており、今

回の能登半島地震でも支援が国のスキームに基

づいて行われたものと承知しています。引き続

き国の動向を注視しながら、必要に応じて国に

こちらからも求めていきます。 

 今後とも、避難支援などの課題について、能

登半島地震の検証結果をしっかりと踏まえなが

ら、市町村や有識者と議論を深めて、必要な対

策を県地域防災計画等に盛り込んでいきます。 

 その他の質問については担当部局長から答弁

させます。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

  〔利光商工観光労働部長登壇〕 

利光商工観光労働部長 ＤＸの活用による地域

課題の解決についてお答えします。 

 変化の激しい時代にあって、人口減少や少子

高齢化が進む中、暮らしをより豊かで便利にし、

社会や地域の課題を解決していくためには、技

術の進展が著しいデジタルの力を取り入れてい

くことが重要と考えています。中でもメタバー

スでは、時間や環境を問わず多彩な体験が可能

であり、近年、様々な主体による活用が進んで

います。 

 本県では、民間において、観光誘客に向け、

県内のまちをモデルにしたメタバースの作成や、

クリエーターを目指す県内の専門学校生への学

習支援など多様な取組が広がってきています。 

 県としても、未来の先端技術活用人材の育成

に向け、メタバースをテーマにした県立高校へ

の出前授業を行いました。また、建設業の担い

手確保を図るため、産学官で連携し、小学生等

を対象としたメタバースを体験する取組なども

実施しています。 

 今後もこのようなメタバースの活用を含め、

多様なデジタル技術を活用した新しいチャレン

ジを引き続き後押しし、ビジネスの振興や地域

課題の解決等を通じた地方創生につなげていき

ます。 

木付副議長 渡辺理事兼教育次長。 

  〔渡辺理事兼教育次長登壇〕 

渡辺理事兼教育次長 ２点についてお答えしま

す。 

 まず、不登校対策におけるＤＸの活用につい

てです。 

 本県では、ＤＸを活用した不登校対策として、

令和２年度からオンラインでの家庭学習支援を

行っています。児童生徒との双方向のやり取り

により登校や進路決定につながっており、定員

を増やす予定にしています。 

 また、３年度からは、校内教育支援ルームに

登校支援員を配置するとともに、オンライン教

材を学習に活用しており、今後は教室数の増加

を図ります。 

 さらに来年度は、不登校の予兆を早期に察知

するため、一人１台端末を活用した心の健康観

察システムを新たに導入します。 

 議員御提案のメタバースによる不登校対策に

ついては、導入している自治体も一定数あり、

学習活動のためのツールや他者とのコミュニケ

ーションを取る新たな選択肢となり得るものと
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考えています。 

 今年度、愛媛県を訪問し、調査したところ、

仮想空間から現実空間につなげることの難しさ

や、夜間や休日に緊急性のあるメッセージが届

いたときの対応等に課題があることが分かりま

した。引き続き先行地域の成果や課題等を研究

していきます。 

 次に、遠隔教育システムの活用についてです。 

 県立高校の遠隔教育については、国の事業指

定を受け、学校間の連携により、プログラミン

グや最新測量機器の取扱方法を配信するなど実

証研究に取り組んできました。これにより、Ｉ

ＣＴ機器を効果的に活用した遠隔教育のノウハ

ウが蓄積されました。今後はこのノウハウの共

有化を図り、さらに効果的な教育活動につなげ

ていくことが課題です。 

 来年度は、新たに県内の普通科の生徒に対し、

数学や英語などの習熟度別授業を遠隔配信する

ための拠点を整備したいと考えています。地域

の高校に質の高い遠隔教育を提供することで、

生徒の多様な進路実現を支援し、学校の魅力向

上や入学定員の確保につなげていきます。 

 小中学校の統廃合については、設置者である

市町村の主体的な判断が尊重されるものと考え

ています。 

 そのような中、市町村立中学校では、免許外

教科担任が多い技術・家庭科の遠隔授業の実証

研究を行っています。来年度は、他の教科でも

遠隔授業を行うなど、引き続き市町村教育委員

会と連携しながら取組を進めていきます。 

木付副議長 種田警察本部長。 

  〔種田警察本部長登壇〕 

種田警察本部長 警察行政におけるＤＸの推進

についてお答えします。 

 警察行政の運営にあたり、ＤＸの推進は欠か

すことのできないものと認識しています。県警

察では、捜査の過程において収集した防犯カメ

ラの映像の中から動きのある部分を自動抽出す

るシステムや遺失届のオンライン申請等の導入

によって、業務の合理化や県民の利便性向上に

取り組んでいます。 

 また、警察庁においては、ＡＩを用いた情報

分析の実証実験を行うなど、警察活動に導入し

得る技術に関する情報を幅広く集約しています。 

 今後、捜査における容疑車両の車種判別やＳ

ＮＳ上の違法薬物情報の検出、交通管制システ

ムの高度化など、ＡＩ等の先端技術を活用した

警察活動が期待されます。 

 引き続き警察庁との連携を図るとともに、Ｄ

Ｘを一層推進し、日本一安全な大分の実現に向

けて取り組んでいく所存です。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

  〔山田企画振興部長登壇〕 

山田企画振興部長 ２点についてお答えします。 

 まず１点目は、ライドシェアについてです。 

 タクシー事業者の慢性的な人手不足の中、過

疎地域のみならず、都市部においてもドア・ツ

ー・ドア輸送の確保は喫緊の課題です。 

 まずは、タクシー事業者の乗務員確保の支援

が大事ですが、それでも不足を生じる場合、安

全性の確保を大前提として、自家用車や一般ド

ライバーの活用は即効性のある解決策の一つと

考えます。 

 全国知事会においても、タクシー不足が顕著

な自治体の要請を受け、タクシー事業者の管理、

責任の下、安全性を確保した新たな制度の創設

について、国に対し、昨年１２月、特別要望を

行ったところです。 

 一方、既存の制度として、市町村等が交通空

白地などにおいて自家用や一般ドライバーを活

用して有償の輸送サービスを行う自家用有償旅

客運送制度も有効と考えられます。 

 別府市が計画している取組は、この制度を活

用して、市民や観光客の足となる定時定路線の

コミュニティバスを一部の地域で運行するもの

で、今後、市主催の地域公共交通会議で議論さ

れる予定と聞いています。 

 県としても、地域交通を担うタクシー事業者

の経営安定とのバランスを考慮しながら、地域

の実情に応じた安全・安心で利便性の高い移動

手段の在り方を模索していきます。 

 ２点目は、多文化共生の推進についてです。 

 県では、平成３０年１２月に県と市町村、労

働局等の関係団体で構成する協議会を設置し、
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多文化共生の指針となる外国人材の受入れ・共

生のための対応策を策定しました。以後、さき

ほど議員から御紹介があった国の多文化共生プ

ランも踏まえて、毎年改訂を加えながら対策の

拡充を図っています。 

 具体的には、日本語教育の充実や相談体制の

強化、住宅の確保、就労環境の整備など様々な

項目について、市町村等と連携して取り組むこ

ととしています。その結果、例えば、相談体制

については、従来の宇佐市、豊後高田市に加え、

昨年１２月に中津市が外国人総合相談センター

を開設するなど、県の相談センターと連携した

地域の相談体制の充実が進んでいます。 

 あわせて、県の国際交流プラザに２人の多文

化共生マネジャーを配置し、多文化共生に係る

研修や市町村への指導、助言を行っています。 

 さらに来年度は、市町村が新たに設置する日

本語教室への伴走型支援や上級日本語ボランテ

ィアの育成、オンライン日本語講座の開設など、

コミュニケーション支援の強化にも取り組む予

定です。今後とも、外国人材に選ばれる県とな

るよう多文化共生の一層の推進を図っていきま

す。 

木付副議長 渡辺観光局長。 

  〔渡辺観光局長登壇〕 

渡辺観光局長 デスティネーションキャンペー

ンについてお答えします。 

 キャンペーンの実施に係る成果指標について

は様々な考え方がありますが、今回のキャンペ

ーンにおける大きな目的の一つは、県内におけ

る観光産業の復活です。そのためには、県内に

おける観光消費促進が重要であり、２月に開催

した実行委員会において、大分県で１２０億円、

福岡県と合わせて３５０億円の経済波及効果を

目標としました。 

 目標達成に向けては、まずは多くの観光客に

来県していただくことが大事だと考えています。

宿泊予約サイトを含む旅行会社や交通事業者等

と連携した商品造成、販売促進に向けたプロモ

ーションを実施するなど、誘客拡大につながる

よう取組を進めています。 

 また、デスティネーションキャンペーンの効

果を全県に広げる仕組みも不可欠です。そこで、

県内主要宿泊地を発着する日帰りバスツアーや、

国内外で活躍するアーティストの作品展示とあ

わせて、それらを巡るツアーを開催します。さ

らに、現地体験ツアー専門サイト等の活用を通

じた観光コンテンツの発信強化により県内周遊

を促進するとともに、ポイント還元キャンペー

ンも実施し、地域での消費拡大を図っていきま

す。 

 県内全域で観光消費が創出、拡大されるよう、

抜かりなく準備を進めていきます。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 地域共生社会の実現につい

てお答えします。 

 県では、地域の支え合い活動を促進するため、

住民組織の立ち上げや、その拠点整備などを支

援しており、御質問にあった社会医療法人の取

組に対しても助成しました。 

 新年度は、県内各地で地域づくりを牽引して

いる人材を他の地域に派遣して、好事例の横展

開を図ることとしています。 

 また、地域共生社会の実現には、高齢者、児

童、障がい者などの属性や世代を問わず、相談

や困り事を包括的に受け止める多機関協働の支

援体制も必要です。 

 そこで、地域づくりと包括的な相談支援を一

体的に行う重層的支援体制整備事業の実施を各

市町村に働きかけており、今年度は５市町で実

施し、また、新年度は新たに大分市を含めて４

市町で開始する予定です。令和１０年度までに

は県内全市町村での包括的な支援体制の整備を

図ります。 

 今後も、市町村、社会福祉協議会や医療・福

祉関係団体、ＮＰＯに加え、こうした地域貢献

に意欲のある企業など多様な主体と連携し、地

域共生社会の実現を目指していきます。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

  〔佐藤農林水産部長登壇〕 

佐藤農林水産部長 私から２点お答えします。 

 まず、農業農村施策についてお答えします。 

 農地の７割が中山間地域に位置する本県にと
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って、各地域での持続可能なもうかる農業の実

現は大変重要です。そのため、中山間地域農業

の主要な担い手である集落営農法人への園芸品

目の導入を促進するとともに、他法人との連携、

統合や担い手不在集落への拡大も進め、経営基

盤の強化を図っています。 

 御指摘の導入品目については、やはりマーケ

ットニーズの高い品目を中心に、条件不利地で

は省力的に管理できる品目を選定するなどの合

理的な選択が必要と考えています。例えば、豊

肥地域では、短期集中県域支援品目である白ね

ぎや高糖度かんしょなどの産地拡大を図る一方

で、条件不利地では栗や花木等の労力がかから

ない品目を推進しています。 

 あわせて、現在、市町では今後１０年を見越

して、人と農地をひも付けた地域計画の策定を

進めており、その計画がしっかりと作られるよ

う支援していきます。 

 今後も、市町村をはじめ、農業団体などと連

携し、中山間地域においても持続可能なもうか

る農業の実現を目指します。 

 次に、直売所の振興についてお答えします。 

 直売所は、消費者と生産者が地元産の農林水

産物を通して直接交流することで地域に活力を

生み出す重要な拠点となっています。令和４年

度末時点で県内には２２３の直売所があり、販

売額は１４２億円に上ります。しかしながら、

その６５％を年間販売額５千万円未満の直売所

が占めており、特に小規模な直売所では生産者

数や出荷量が年々減少する傾向にあり、直売所

の魅力が失われつつあります。このため、県で

は、品質向上などにつながる出荷者向けの栽培

技術指導や、新商品開発、地産地消ＰＲ資材の

作成支援など、直売所の魅力向上に向けた取組

を進めています。 

 このような中、１１月に本県で開催される全

国農林水産物直売サミットは、全国各地の直売

所の優良事例が学べるまたとない機会であり、

より多くの県内関係者に参加していただきたい

と思っています。サミットの開催が契機となり、

県内の直売所が交流し、ネットワークが強化さ

れるとともに、個々の直売所が自らの課題解決

を図ることで、持続可能な直売所経営につなが

るよう支援していきます。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

  〔三村土木建築部長登壇〕 

三村土木建築部長 物価高騰下における土木建

築事業の推進についてお答えします。 

 物価高騰下においては、より一層事業の選択

と集中を徹底し、創意工夫しながら県民の期待

に応えていくことが大切です。 

 道路や河川の草刈りなどの維持管理について

は、張りコンクリートの施工等により草刈り面

積を減少させるなど工夫を行うとともに、労務

費の上昇等に対しては、来年度予算を増額し、

対応したいと考えています。 

 また、子育て・高齢者世帯住環境整備事業で

は、随時アンケートを行い、子育て世帯のニー

ズに即した効率的な助成を行っています。 

 防災・減災対策についても、国の強靱化対策

予算を積極的に活用し、県土の強靱化を強力に

進めていきます。 

 これらの事業執行にあたっては、昨年１月か

ら資材単価を毎月確認し、価格上昇分を臨機に

設計価格に反映させています。県下において公

共事業は道半ばなものばかりであり、事業費の

確保については、議員御提案のとおり経済団体

等とも連携し、国に要望していきます。 

 今後とも、県民ニーズを把握し、物価高騰下

においても適正かつ効果的な事業執行に努めて

いきます。 

木付副議長 以上で木田昇君の質問及び答弁は

終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時２８分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

元吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 代表質問を続けます。吉村哲彦君。 

  〔吉村（哲）議員登壇〕（拍手） 

吉村（哲）議員 皆様こんにちは。３７番、公

明党、吉村哲彦です。公明党を代表して質問し

ます。 

 早速ですが、質問に入ります。 
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 初めに、県政の重点施策について伺います。 

 佐藤県政が安心元気・未来創造のスローガン

の下、スタートして１年が経過しようとしてい

ます。知事として積極的に県民の声に耳を傾け、

大分市長時代の経験と知識をいかし、県政を前

に進めていただいています。 

 現在、県では新たな長期総合計画の策定を進

めており、今後の大分県の目指すべき方向性が

示されようとしています。県民の声を十分に反

映したものとなるよう心から期待しています。 

 さて、現在の社会状況を鑑みると、急速に進

む少子高齢化、人口減少やそれに伴う社会保障

費の増大、エネルギー問題や地球環境問題への

対応など課題が山積しています。さらに、１月

１日に発災した能登半島地震においては、県土

強靱化のさらなる必要性、重要性が改めて浮き

彫りになったと感じていますし、長引く物価高

も県民生活へ大きな影響を与えています。 

 そのような中、本議会に提案されている令和

６年度当初予算案においては、新おおいた創造

挑戦枠１３３事業、２８億４，４００万円をは

じめ、佐藤知事の県政運営の柱となる各事業が

盛り込まれ、６，８９８億円余りが計上されて

います。全体の額はコロナ禍前と同等の水準と

のことですが、財政調整用基金の取崩額は７５

億円であり、昨日示された見通しによると、今

後、財政調整用基金残高は緩やかに減少すると

見込まれており、今後の財政の健全性保持にあ

たっては予断を許さない状況にあると感じます。 

 さらに、広瀬県政における行財政改革では、

職員数の削減を進めていましたが、最近は職員

の採用数も増加しています。県民サービスの向

上や職員の負担軽減という観点では歓迎すべき

ことですが、財政面では現在の若手職員が年齢

を重ねていくと人件費が増加してしまうのでは

ないかという懸念もあります。 

 今後、執行段階における歳入確保や節約の取

組など工夫されることとは思いますが、財政の

健全性確保には十分配慮いただきたいと思いま

す。そのためにも、多岐にわたる県民からの要

望や県政の課題に対し、より効果の高い施策に

は集中して投資していく、施策の重点化の必要

性がより高まっていると考えます。あわせて、

今後取り組んでいくべき重点施策について、知

事の考えを県民に丁寧に説明し、県民とより一

体となって取り組んでいくことが、本県のさら

なる発展には不可欠ではないでしょうか。 

 そこで、令和６年度の県政の重点施策につい

て、知事の考えを伺います。 

 次に、子ども・子育て施策について、まず、

困難を抱える子どもたちや家族への支援につい

て伺います。 

 現在、子どもや子育てを取り巻く問題は深刻

化、複雑化しており、子どもと家庭を社会全体

で支える取組が求められます。 

 昨年４月に施行されたこども基本法では、国

を挙げて取り組む子ども政策の基本理念などを

定めるこども大綱の策定を国に義務付けており、

昨年１２月に閣議決定されています。 

 また、都道府県や市区町村には、国の定める

こども大綱を勘案して計画を策定する努力義務

が定められました。今回のこども大綱の作成に

あたっては、子どもや若者、子育て当事者など

約４千件に上る幅広い意見を伺っています。県

においても、子どもや若者らの意見を丁寧に聞

くプロセスを設け、聞きっ放しにせず、計画に

反映していただきたいと思います。 

 我が公明党も子育て応援トータルプランを発

表し、子育て支援、少子化対策に全力で取り組

んでいます。 

 また、本県でも今回の令和６年度当初予算案

において、医療費の拡充や給食費の無償化など、

子育て世帯にはありがたい施策が多く盛り込ま

れています。 

 こうした中、最近では、社会の宝である子ど

もたちへの虐待という痛ましい事案を耳にしま

す。また、貧困やヤングケアラーなど様々な困

難を抱える子どもに対して、どのように手を差

し伸べていくかが社会的な課題となっています。 

 そうした支援の一例が子どもの居場所づくり

です。子どもの居場所とは、家庭でも学校でも

なく、本人が居場所だと思える場所であり、子

どもの安全・安心を守るための最低限のルール

を除き、こうあるべき、このような固定概念は
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なく、多様な形で展開されています。人とのつ

ながりや教育、体験の機会を通じて子どもの自

己肯定感を育み、貧困や孤立の解消、コミュニ

ティの再生など、子どもたちへの支援として重

要な役割を担っています。 

 このような子どもの居場所づくりにあたって

は、関係する知識を持ち、設置や運営等の相談

に対し一元的に対応できる人材育成が重要とさ

れます。さらには、メタバースなどの仮想空間

を用いた居場所づくりも今の子どもたちには非

常に有効だと思われることから、本県でも仮想

空間における居場所づくりに向けた検討をいた

だきたいと考えます。 

 また、児童虐待への対応について、昨年１月、

中津での死亡事案を受けた県社会福祉審議会児

童福祉専門分科会の報告書には、児童相談所が

相応の対応を取っていたとしても、発生を予測

し防止することは困難であったとあります。一

方で、私たちはそれでも児童相談所を頼りにせ

ざるを得ない状況です。子どもたちを守るため

に絶えず対応力の強化やこの事案で得た課題を

踏まえた研さんをお願いします。 

 さらに、児童虐待の発生後におけるアプロー

チも重要です。子どものケアはもちろん、保護

者へのアプローチをどうするのか、効果的な対

応は千差万別だと思いますが、児童相談所には

その知見を蓄積し、最終的には家族が家族であ

り得る姿に導いていくことも期待される役割で

す。こうしたことを踏まえ、困難を抱える子ど

もたちやその家族への支援にどのように取り組

んでいくのか、知事に伺います。 

 次に、不妊治療への支援についてです。 

 厚生労働省が公表した人口動態統計によると、

本県の出生数は１２年連続で減少し、令和４年

度は６，７９８人と過去最少となり、少子化に

歯止めがかかっていません。また、就職情報サ

イトを運営する民間企業の調査によると、大学

や大学院を２０２５年に卒業する見込みの学生

のうち、１９.２％が子どもは欲しくないと考

えているとのことです。 

 働き手や消費者が減ることにより、社会保障

の担い手不足が進むとともに経済全体を押し下

げてしまうことから、課題にしっかりと向き合

い、腰を据えた対策が必要になります。少子化

には様々な要因があり、複合的な対策が必要と

なりますが、子どもを持ちたいと願う方々に寄

り添った支援を行うことが何よりも大切です。 

 直近の統計によると、実際に不妊の検査や治

療を受けたことがある、又は現在受けている御

夫婦は２２.７％であり、不妊を心配したこと

がある御夫婦は３９.２％に上ります。 

 令和４年４月から生殖補助医療にかかる費用

の保険適用が開始されましたが、本県では生殖

補助医療とあわせて実施する先進医療にかかる

費用への助成のほか、将来子どもを授かること

を望む御夫婦や不妊の悩みを持つ御夫婦の妊活

を支援するため、不妊検査費用を助成するなど、

国に先行して不妊治療や検査の経済的負担の軽

減を図ってきました。 

 しかしながら、こうした制度にはまだ改善の

余地も残されていると思います。例えば、加齢

に伴って妊娠率が低下するとはいえ、昨今の晩

婚化の中、子どもを持ちたいと願う夫婦への心

理的なハードルを下げる取組も必要ではないで

しょうか。もちろん、若い世代の女性やカップ

ルが早い段階から将来に向き合い、出産の希望

をかなえていくための啓発も重要です。 

 こうしたことを踏まえ、不妊治療への支援に

どのように取り組んでいくのか、福祉保健部長

の見解を伺います。 

 次に、学校現場における健康教育について伺

います。 

 文部科学省が昨年の１１月２８日に公表した

令和４年度の学校保健統計調査によると、裸眼

視力が１.０未満の割合が小、中、高いずれの

階層でも過去最多となっています。この調査は、

全国の国公私立の幼稚園、また小、中、高校に

おける健康診断結果から約３２２万人分を抽出

したもので、裸眼視力が１.０未満の小学生は

３７.９％、中学生６１.２％、高校生は７１.

６％と、いずれも過去最多を更新するとともに、

学年が上がるほど悪化する傾向が見られていま

す。 

 近年の視力低下の要因について、近視の予防
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につながるとされる野外での活動が減り、スマ

ホやタブレット端末でのゲームや動画視聴の機

会が多くなった点を挙げる専門家もいます。ま

た、文部科学省の報告によると、目からの距離

を３０センチメートル以上離さない場合に感じ

る目の疲れは、紙の教科書よりもデジタル教科

書の方が強い傾向にあるようです。 

 子どもの目の健康について、令和４年の参院

予算委員会において公明党の議員が質問したと

ころ、岸田総理からは、ＩＣＴを活用する際に

目の健康が確保されるようにしたいと答弁され

ています。 

 本県の未来を担う児童生徒の健康保持に向け

ては、日々、健康の増進に資する行動を習慣化

させていくことが重要です。そのためには、目

の健康以外にも、バランスの良い食事や運動習

慣を身に付けること、自分の心を大切にするこ

となど、学校現場における健康教育に取り組ん

でいくことが重要です。 

 こうしたことを踏まえ、子どもの目の健康を

守る取組を含め、学校現場における健康教育に

どのように取り組んでいくのか、教育長に伺い

ます。 

 次に、医療・介護をめぐる諸課題について、

まず、がん対策について伺います。 

 がんは、日本で４０年以上にわたり死因の第

１位となっており、国民の２人に１人が生涯の

うちにかかるとされており、県民の命と健康を

守るため、本県においても、がん診療連携拠点

病院を中心に様々な取組が行われています。 

 昨年３月に策定された国のがん対策の指針と

なる第４期がん対策推進基本計画では、誰一人

取り残さないがん対策を推進し、全ての国民と

がんの克服を目指すことを全体目標とし、予防、

医療、共生の三つの分野で取組が明記されてい

ます。 

 まず、予防で注目したいのは、がん検診の受

診率の目標を引き上げたことです。いずれのが

ん種においても受診率が増加傾向で、一部のが

ん種で目標値を達成できたことから、さらなる

受診率向上を目指し、国の指針に基づく胃、肺、

大腸、乳、子宮頸部の五つの検診について、こ

れまでの５０％から６０％を目指すとしていま

す。 

 医療については、医療提供体制の地域格差是

正や高度な放射線療法の安全な提供体制などを

進め、緩和ケアも医療分野に位置付けられてい

ます。 

 共生については、治療を継続しながら社会生

活を送るがん患者が増加する中で、治療に伴う

外見変化に対するサポートが重要であることを

踏まえ、アピアランスケアを独立した項目とし

て記載するとともに、就労支援なども一層推進

するとしています。 

 近年、がんの年齢調整罹患率、年齢調整死亡

率は減少傾向にあります。こうした予防、医療、

共生の計画が着実に遂行され、健康を守り、が

んの克服が前進することを期待しています。 

 しかしながら、依然として多くの方ががんを

原因として亡くなっており、また、がんと闘っ

ている現状において、国の計画を踏まえ、本県

においても、引き続きしっかりとしたがん対策

を進めていく必要があると思います。 

 本県のがん対策推進計画は第３期が今年度で

終了し、来年度からは新たな推進計画がスター

トすると伺っています。新たな計画の内容はも

とより、その着実な実行を大いに期待します。 

 こうしたことを踏まえ、がん対策についてど

のように取り組んでいくのか、知事に伺います。 

 次に、介護現場におけるデジタル技術の活用

について伺います。 

 ２０２５年には団塊の世代が全員７５歳以上

となり、要介護者のさらなる増加が見込まれる

一方、生産年齢人口の減少により、本県におい

ても介護人材が約１，２００人不足すると推計

されるなど、介護サービスの提供体制を確保し

ていくことが大きな課題になっています。 

 我が公明党はこれまで、賃金処遇改善や介護

ロボットによる介護職員の省力化に向けたＩＣ

Ｔの導入に力を入れてきました。 

 先日、厚生労働省職員よりＩＣＴを活用した

介護職員の労働改善システムについて話を伺い

ました。システムに関しては、入所者の血圧や

酸素濃度といったバイタル情報が自動でクラウ
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ドにつながり、関係者が閲覧できることから、

入所者を中心として関係者間で情報共有を図る

ことができるとのことです。そのため、容体急

変等の事前予知が可能となり、このシステムと

見守りロボットやベッド周辺におけるＩＣＴ機

械を導入することで、夜勤者の巡回回数の削減、

休憩時間が十分に確保できる、このような省力

化効果があるとのことです。実際にシステムが

稼働している福岡県の介護施設にも会派として

視察に伺いましたが、職員からは省力化の効果

を実感しているとの声をお聞きしました。 

 今後、介護サービスの提供体制を維持するた

めには、このようなデジタル技術の活用などに

よる現場の省力化が不可欠であると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、介護現場におけるデ

ジタル技術の活用にどのように取り組んでいく

のか、福祉保健部長に伺います。 

 次に、県立病院の運営方針について伺います。 

 県立病院は地域の中核的医療機関として民間

病院やクリニック、診療所などと連携を図り一

般診療を行うだけでなく、公的機関でなければ

対応困難な政策医療や高度・先進医療、二次・

三次救急医療など、県民の健康を守る最前線と

しての役割を担っています。本県の医療や県民

生活に大きな影響を与えたコロナ禍においても、

重点医療機関として中心的な役割を果たしてい

ただいたところです。 

 このように県民の健康福祉に重要な役割を占

めている県立病院ですが、大規模災害や感染症

に対応するため職員定数を増加し、今後、数年

をかけて採用を進めることや、施設整備に係る

経費に加え、コロナ禍以降の電気代や物価、薬

品費等の高騰、さらには人件費の増加等も鑑み

ると、財政基盤の確立は非常に重要な課題であ

ると考えます。 

 また、県立病院の役割を考えたときに、持続

可能な医療を県民に提供するためには経営の安

定化を図りつつ、県の政策医療を担わなければ

なりません。 

 これからも県民の声に耳を傾け、奉仕、信頼、

進歩の三つの基本理念を掲げる県立病院が今後

ますます県民から信頼される病院となるよう期

待しています。 

 そこで、今後も県立病院としての役割を果た

していくための運営方針について、病院局長の

考えを伺います。 

 次に、防災・減災対策についてです。 

 １月１日に発災した能登半島地震では、甚大

な被害が発生し、今なお多くの方が避難生活を

続けられています。お亡くなりになられた多く

の方々、被災された方々に心からお悔やみ、御

見舞いを申し上げるとともに、復興に尽力され

ている皆様、さらには県関係者の皆様に心から

敬意を表する次第です。現地では地理的な要因

も重なり、特に水道の復旧に長い時間がかかっ

ていると伺っています。今回の能登半島地震を

受け、災害の危険性について改めて認識すると

ともに、県民の安全・安心を守るための防災・

減災に取り組んでいく必要性を再認識しました。 

 そこで、防災・減災の取組について、一歩踏

み込んだ観点から４点について質問します。 

 まず、女性防災士の確保・育成についてです。 

 今回の能登半島地震の状況を見ても明らかな

ように、避難行動などの自助、災害ボランティ

アの活動などの共助は、特に災害発生の初期段

階の被害を軽減する上で非常に重要です。国土

強靱化を推進する上での基本的な方針には、こ

うした自助、共助などの地域における防災力の

一層の強化として、男女共同参画、女性の視点

に立った防災、災害対応、復旧・復興の推進の

項目が掲げられています。一方で、防災や災害

復興等の分野への女性の参画は依然少ない状況

です。 

 本県では、地域の防災の要となる自主防災組

織を活性化するために、防災士の養成を市町村

と連携し進めてきました。さらに、避難所では

女性の視点が重要なことから、女性防災士の養

成も行っており、女性防災士が活躍できるよう

リーフレットの作成や講演会の開催など様々な

取組を進めています。その中で、女性防災ネッ

トワーク大分が各市町村防災士会の女性部会と

交流し連携を深めるための取組が行われました。

参加された方からは、活動する上での疑問や課

題を抱えていたが、ロールモデルが見付かった
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との声もありました。こうした取組でネットワ

ークが拡大し、地域の防災力向上に大きく寄与

することから、継続した支援が必要であると考

えます。 

 また、先日、ＬＧＢＴＱ当事者の皆様と懇談

会を行いましたが、災害時の避難所運営におい

てはＬＧＢＴＱ当事者の皆様も非常に多くの困

難を抱えています。そうした皆様の声も避難所

運営に反映できるよう、丁寧な取組をお願いし

ます。女性防災士の活躍が進むことで、防災活

動における人材の多様性も進み、ひいてはＬＧ

ＢＴＱ当事者の皆様の声に応えることにもつな

がるのではないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、女性防災士の確保・

育成にどのように取り組んでいくのか、防災局

長に伺います。 

 次に、避難所の環境整備についてです。 

 災害時における避難所において命を守るため

に重要な要素はＴＫＢと言われています。それ

ぞれトイレ、キッチン、ベッドの略です。その

中でも避難所で度々問題に挙がるのがトイレの

問題です。 

 これまでの災害においてもトイレ不足の問題

は指摘されてきました。先日、環境省へ視察に

伺った際に、浄化槽トイレや移動式トイレの活

用が効果的であるとの話を伺っています。浄化

槽トイレに関しては、地震災害に強いことが確

認されており、能登半島地震においても、浄化

槽トイレが早い段階から使用できたとの報道も

されていました。 

 国も避難所仕様のトイレ浄化槽システムに係

る様々な補助事業を準備しています。このよう

な補助事業も活用し、大型避難所においては早

急に浄化槽システムの設置を行うことで、トイ

レ問題の解決の一助になるのではないでしょう

か。 

 また、移動式トイレもその有効性が示されて

います。移動式トイレは災害時以外、例えば県

主催の大型イベント等でも使用可能であり、汎

用性が高いことが特徴です。県として防災用の

移動式トイレを保有することや移動式トイレを

保有する事業者と協定を結ぶことはできないも

のかと考えます。 

 いつ起こるか分からない災害だからこそ、ト

イレという人の尊厳に関わる事柄について、事

前に可能な準備を行うことが大切ではないでし

ょうか。 

 また、キッチンやベッドについても、食や睡

眠という人間の生命維持に直結するものなので、

トイレと同様にしっかりとした質を確保する必

要があると考えます。つらい災害に遭われた被

災者の皆さんができる限り快適に避難生活を営

めるよう、県や市町村が取り組んでいくべきで

あると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、浄化槽トイレの設置

の推進を含め、避難所の環境整備にどのように

取り組んでいくのか、生活環境部長に伺います。 

 次に、定期点検や被災検査におけるＤＸの活

用についてです。 

 人々が日常生活を送る上で必須となる社会イ

ンフラですが、災害等により寸断されると、日

常生活に制限がかかり、場合によっては命に関

わる問題になります。 

 能登半島地震でも、社会インフラが被害を受

け、いまだ復旧の途上にあります。本県におい

ても南海トラフ地震をはじめ、今後起こり得る

地震や毎年のように起こる豪雨による社会イン

フラへの被災が懸念されています。こうした被

害を最小限にとどめるため、行財政改革推進計

画や地域強靱化計画において社会インフラの長

寿命化等が明記され、計画的な取組が行われて

いると認識しています。 

 計画的なインフラの更新には定期的な点検が

必要不可欠ですが、県や各市町村が管理する橋

梁やトンネルはもとより、老朽化の進む水道施

設、さらには通信インフラ等は、地中や水中、

高所、コンクリートなどの構造物内部など、目

視での点検が困難なものも多くあります。 

 国でもそのような状況を踏まえ、インフラ分

野におけるＤＸを進めています。我が国全体で

災害対策やスマートシティ化に向けた取組が進

む今、ハード面の検査、点検、管理だけでなく、

データなどのソフト面の管理、運用も求められ

ます。ゆえに、他業界で導入、活用が進む技術
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についても積極的に目を向け、対策を立ててお

く必要があるのではないでしょうか。 

 さらに、社会インフラが被災した際の復旧の

遅れは住民の避難生活を長期化させます。いか

に速やかに復旧できる環境と体制を整えている

かが大事だと感じますが、規模の小さな自治体

ではそもそも技術職員が不足しています。特に

早期の復旧にあたっては、被災状況の調査を早

急に進めなければなりませんが、災害の頻発・

激甚化や技術職員の不足等もあり、マンパワー

だけでは対応が困難になっています。こうした

分野にこそＤＸを活用すべきではないかと考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、市町村における技術

職員不足を広域でカバーする取組も含め、定期

点検や被災調査におけるＤＸの活用にどのよう

に取り組んでいくのか、土木建築部長に伺いま

す。 

 次に、災害時における先端技術の活用につい

てです。 

 被災住民を支援する生活再建支援などは罹災

証明書が必要となるため、迅速な交付が求めら

れますが、多くの自治体は罹災証明証交付に関

する業務を経験値とマンパワーに頼っており、

被災経験が少ない自治体では計画以上の時間を

費やすことも珍しくありません。 

 昨日、Ｄｉｇｉ田甲子園の結果が発表され、

見事、民間企業・団体部門で１位を獲得した日

田市ですが、昨年６月から現地調査を行う際、

効率的に回れるルートを事前にＡＩが判断し、

調査自体もタブレットで行えるシステムを導入

しています。これにより、令和２年豪雨の際に

は２週間かかっていた交付事務が、システム導

入後は１０日程度に短縮できるということです。 

 被災地では、職員が被災するケースも多く、

被災者支援を迅速に行うためにはこのようなデ

ジタル化が必要ではないでしょうか。 

 市町村がこうしたシステムを導入する際には

国の手厚い財政支援が受けられます。県として

も、市町村に対して先進事例の紹介や国の財政

支援の説明等を行い、システムの導入による罹

災証明の迅速化の普及を図っていただきたいと

考えます。 

 このように、人命に関わる究極の非常事態と

言える災害時だからこそ、先端技術の活用が不

可欠であり、最新の技術を常に探求し活用の可

能性を探っていく必要があると考えます。さき

ほど言った罹災証明の発行は市町村の業務です

が、県の防災行政においても、先端技術の活用

の可能性は大いにあります。最近では、大分大

学などが産学官の連携で構築しているシステム

の活用も進めていると伺っていますし、昨年７

月の豪雨の際にも、ドローンによる救援物資の

輸送が大きな効果を発揮したのは記憶に新しい

ところです。この大分県におけるドローンの取

組も、昨日発表されたＤｉｇｉ田甲子園、地方

公共団体部門で第４位となっています。 

 これまでも他県に先んじて各分野における先

端技術の活用を進めてきた本県だからこそ、災

害時における先端技術の活用により一層取り組

むべきではないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、市町村における罹災

証明のデジタル化の促進も含め、災害時におけ

る先端技術の活用にどのように取り組んでいく

のか、防災局長に伺います。 

 次に、県立美術館を拠点とした芸術文化の振

興について伺います。 

 芸術文化は豊かな人間性を涵養し、創造力と

感性を育むなど、私たちにとってかけがえのな

いものです。昨今のコロナ禍の影響により、県

民が文化芸術に触れる機会も制限されました。

しかし、このことが私たちにとって芸術文化が

生活に欠くことのできない存在であることを再

認識させたと思っています。これから大分県が

取り組む芸術による地域の元気づくり、次代を

担う人材の育成、芸術文化の創造性を生かした

産業との連携など、本県が有する豊かな文化資

源や芸術文化が持つ創造性を最大限に活用して、

心豊かで活力あふれる大分県づくりを着実に進

めていただきたいと思います。 

 昨年９月に改訂された第３期大分県文化創造

戦略における重点施策と県の事業展開には、芸

術文化ゾーンである県立総合文化センター及び

県立美術館での多彩な取組を通して、芸術文化
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に対する理解や関心を深めるとともに、様々な

芸術文化の融合、創造を推進することが示され

ています。 

 県立美術館は来年、節目となる開館１０周年

を迎えます。五感で楽しむ美術館、出会いと発

見のある美術館など、四つのコンセプトを柱に、

本県の芸術文化の発信拠点として着実に実績を

積み重ねています。県立美術館は県の芸術文化

施策を展開するための基幹施設であることは言

うまでもありませんが、収集、保存、展示公開

など美術館の本来の役割も引き続きしっかりと

果たしていただくことを期待しています。 

 １０周年を契機とし、県立美術館が本県にお

ける芸術文化の拠点としてさらに発展していく

ためには、まずはこれまでの運営を総括し、こ

れからの作品収集や所蔵品管理、これらを進め

る人材育成をどのように進めていくのかを考え

ていくことが重要と考えます。また、他の美術

館との連携強化など、さらなる発展に向けた取

組を検討していくべきだと思います。 

 また、県立美術館における取組にとどまらず、

文化創造戦略にあるとおり、芸術文化ゾーンと

しての取組をさらに推進し、本県の芸術文化の

振興、さらには本県の活性化につなげていただ

きたいと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、県立美術館を拠点と

した芸術文化の振興にどのように取り組んでい

くのか、知事の考えを伺います。 

 次に、産業振興について、まず中小企業支援

について伺います。 

 県政における重点課題は多岐にわたるが、今、

県民生活を直撃しているのは物価高であると思

います。一方で、物価の下落が企業の売上げ減

少につながり、それが賃金水準を押し下げるこ

とでさらなる物価の下落につながるというデフ

レスパイラルに悩まされてきた我が国経済の変

遷を踏まえると、この物価高を止めるのではな

く、むしろ好機と捉え、物価高を着実な賃金の

上昇につなげ、好景気の循環をつくり出してい

く取組を進めることが重要であると考えます。 

 そのため、政府においても、この３０年に１

度とも言える好機を逃すことがないよう、全力

を挙げて賃上げの実現に取り組んでいます。そ

れは本県においても同様です。物価高を上回る

賃上げを実現し、県経済の持続的な発展につな

げられるか否かは、今後の本県の浮き沈みに関

わる重要な課題ではないでしょうか。 

 そうした中、中小企業における賃上げについ

ては、価格転嫁ができるかどうかという大きな

壁が存在します。価格転嫁が十分にできなけれ

ば賃上げが収益の圧迫要因となるためです。中

小企業の価格転嫁力の弱さは長年の課題にもな

っています。 

 公明党では、このような背景を踏まえ、構造

的な賃上げの実現に向けた中小企業等の賃上げ

応援トータルプランを発表し、最重要項目とし

て適正な価格転嫁と取引環境の改善を挙げてい

ます。この公明党のプランも取り入れ、政府と

しても賃上げへの環境づくりに取り組んでいま

す。また、本県での価格転嫁の円滑化に関する

協定による効果にも注目しています。 

 中小企業の賃上げ促進に向けた抜本的な支援

は、中小企業の経営力そのものを高めていくこ

とであり、価格転嫁の実現はその手段の一つと

も言えます。より持続的な賃上げを実現してい

くためには、中小企業に対する金融、経営両面

からの継続的なサポートが欠かせません。特に

従前から取り組んでいる経営革新に対する支援

は、あらゆる中小企業支援の根本とも言うべき

大事な取組であり、引き続きしっかりと取り組

んでいただきたいと考えます。また、県制度資

金をはじめとする金融支援についても、中小企

業の経営継続から今後の発展まであらゆるステ

ージにおける取組を資金面からサポートする重

要な取組ですし、商工団体等による経営サポー

トも中小企業の経営者にとって非常に心強い存

在です。 

 私は、経済の好循環を生み出していくまたと

ない好機に、もう一度、地道な中小企業支援の

重要性にスポットを当て、県政の重点課題とし

て取り組んでいく必要があると強く感じていま

す。 

 こうしたことを踏まえ、価格転嫁の状況も含

め、中小企業支援に今後どのように取り組んで
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いくのか、知事に伺います。 

 次に、観光客の受入環境整備について伺いま

す。 

 観光は本県の強みをいかした基幹産業であり、

その裾野も広く、今後の県勢発展に向けては、

観光産業の活性化が不可欠であると考えます。

今後の観光誘客に向けては、新たな観光コンテ

ンツの創出と磨き上げ、そして、現在埋もれて

いる観光資源の掘り起こしと活用が必須である

と考えますが、それとあわせて重要なのが、観

光情報提供機能の強化やＷｉ－Ｆｉ等通信サー

ビスへのアクセス向上など受入環境の整備です。 

 特にコロナ禍が明け、今後増加すると見込ま

れるインバウンド客を取り込んでいくためには、

ストレスフリーな受入環境整備が欠かせません。 

 こうした中、広島県宮島では、ＩＣＴを活用

した混雑状況の見える化を行っており、ストレ

スフリー観光の取組により観光客の利便性向上

が図られているようです。 

 このように、おんせん県という従来の本県の

魅力にプラスして、ＩＣＴを活用した観光地の

ストレスフリー化を図ることで、他県観光地と

のさらなる差別化が期待できます。本県におい

ても、国が積極的に推進しているインバウンド

受入環境整備高度化事業や地域観光新発見事業

を活用しながら、地域一体となった観光地の再

生と創出を積極的に目指すべきであると考えま

す。 

 こうしたことを踏まえ、観光客の受入環境整

備にどのように取り組んでいくのか、観光局長

に伺います。 

 次に、農業施策について、まず有機農業の推

進について伺います。 

 農業生産に深刻な影響を与えている気候変動

やロシアのウクライナ侵攻で、食料のみならず

肥料や飼料、燃料が高騰し、私たちの生活に大

きな影響を与えています。 

 公明党としても、食料安全保障を取り巻く様

々な変化を見据え、農政の基本方針を定めた食

料・農業・農村基本法の改正などに向けた提言

を申入れしてきました。そして、先月閣議決定

された改正法案においては、これまで重視して

きた食料自給率に加え、肥料の自給や調達、環

境対策にも力を入れるとしています。 

 環境対策については、２０２１年に策定され

たみどりの食料システム戦略の取組が中心とな

るようですが、その柱の一つが有機農業の推進

であり、今後ますます有機農業に注目が集まる

のではないでしょうか。 

 みどりの食料システム戦略では、２０５０年

までに全ての農地の２５％を有機農地へと転換

していくことが掲げられています。県の全農地

は約５万５千ヘクタールなので、おおよそ１万

３，５００ヘクタールの有機農地を目指す計算

となります。非常に高い目標であると思います

が、県としても令和４年に第３次大分県有機農

業推進計画を策定し、農業者の自主性を尊重し

つつ、有機農業の推進に取り組んでいます。 

 さらに、先日、議員提案条例が成立したアド

ベンチャーツーリズムにおいても有機野菜やオ

ーガニックは重要な要素であると考えます。有

機農地や有機栽培に取り組む生産者を拡大して

いくことは、持続可能な農林水産業を目指す上

でも、世界のニーズに対応する上でも大事な視

点です。 

 こうしたことを踏まえ、有機農業の推進にど

のように取り組んでいくのか、農林水産部長に

伺います。 

 次に、スマート農業の推進についてです。 

 農林水産省の農業労働力に関する統計による

と、基幹的農業従事者の数は２０１５年から２

０２３年にかけて約３５％減少しています。ま

た、新規就農者数を見ても、全国では減少傾向

となっています。 

 そのような中、本県では新規就農者の確保に

向けた独自の取組を行っており、近年では２８

０人を超える新規就農者を確保しています。今

後も力を入れるとともに、その定着にも十分配

慮いただきたいと思います。 

 一方で、本県においても農業の就業者数は減

少し、高齢化も進んでいます。また、生産性の

向上に向けた農地の集約化等の課題も山積して

いる中、新規就農者の確保だけでは担い手不足

に対応できないのではないかと考えます。 
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 このような課題の解決に向けて、本県では先

端技術を活用したスマート農業の推進に取り組

んでいます。ハウスの環境モニタリングシステ

ムなどの導入も一部進んでいるようです。 

 しかしながら、農家の方に話を伺うと、製品

・サービスのコストが高いことや就農者のＩＣ

Ｔリテラシー不足といった課題もあるようです

導入コストの削減については、県による関係機

関等と連携した研究開発をさらに進めていく必

要があると考えます。 

 また、ＩＣＴリテラシー向上のための教育や

操作方法を教える人材も必要です。特にメーカ

ーと生産者の双方の状況や地域性、さらに専門

言語を理解できる人材をいかに確保していくか

が重要であると考えます。 

 いずれにしても、本県農業の今後の発展には

スマート農業の推進が不可欠であり、本県が今

後どのような分野に挑戦していくのかについて

も注目しています。 

 こうしたことを踏まえ、スマート農業の推進

について、その普及に必要な人材の育成も含め、

どのように取り組んでいくのか、農林水産部長

に伺います。 

 次に、世界に羽ばたくアスリートの強化育成

について伺います。 

 スポーツは、自らが主体となって行うことで

心身の健康につながるだけでなく、他者が真剣

になって行っている様子を見ることでも、日々

の活力につながります。特に日本人が世界を相

手に戦い、好成績を収めている様子を見ると、

我々も日々頑張る活力が湧いてきます。 

 そうした中、本県出身者や本県にゆかりのあ

る選手も世界で活躍しています。その代表が昨

年末に県民栄誉賞を受賞された大分市出身の大

野ひかるさんで、昨年１０月にハンガリーのブ

ダペストで開催された第２６回世界空手道選手

権大会女子個人形での優勝をはじめ、国際大会

で８回の優勝を誇り、何度も県民に勇気を与え

てくれました。私たちの想像をはるかに超える

日々のトレーニングのたまものであると実感し

ます。 

 トレーニングにおいては科学的な取組も進ん

でいます。味の素ナショナルトレーニングセン

ターはもとより、鹿児島県ではジャパンアスリ

ートトレーニングセンター大隅を設置し、科学

的トレーニングによる競技力向上にも力を入れ

ているようです。本県でも、大分スポーツ公園

を活用し科学的なトレーニングができる環境が

整わないかと期待をするところです。 

 このように世界で活躍するアスリートを育成

するためには、日々の地道な練習に加え、世界

トップレベルの国際大会等での実戦を積み重ね

ることも必要です。世界で活躍したアスリート

の象徴である野球のイチローさんも、「実戦で

ないとできないことがあります。一瞬の判断は、

練習では養われません」という言葉を残してい

ます。 

 本県でも、これまで県選抜選手の強化やジュ

ニアアスリートの発掘、育成など競技力向上に

取り組んできました。その成果もあり、本県選

手の国際大会出場数は増加傾向にあると伺って

います。一方で、国際大会への出場には選手の

移動費や競技用具の運搬費などで多額の資金が

必要となります。アマチュアの選手などはその

資金が捻出できずに、出場機会を得た国際大会

を辞退せざるを得なかったケースもあるようで

す。貴重な機会が資金の都合で失われることは、

選手個人が無念であるだけではなく、これまで

支援してきた県にとっても損失につながると思

います。 

 こうした中、今般の当初予算案においては、

国際大会への出場経費助成に関する予算が盛り

込まれており、大変期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、世界に羽ばたくアス

リートの強化育成にどのように取り組んでいく

のか、教育長に伺います。 

 最後に、自転車の安全な利用について伺いま

す。 

 昨年４月の道路交通法の一部改正により自転

車のヘルメット着用が努力義務になりました。

本県では２０２１年４月に県立高校及び県立特

別支援学校の自転車通学生についてはヘルメッ

トの着用を義務化するなど、学生へのヘルメッ

ト着用を積極的に推進してきました。 



第１回 大分県議会定例会会議録 第５号 

- 71 - 

 その結果、警視庁が２０２３年７月に調査し

た都道府県別の自転車乗車時のヘルメット着用

率で本県は２位となっています。大変すばらし

い結果ですが、学生以外の自転車を利用してい

る方のヘルメット着用率が低いように感じます。 

 大分県警の発表によれば、令和４年には自転

車の事故が３０４件発生しており、うち１件が

死亡事故となっています。悲惨な死亡事故をな

くしていくためにも、このヘルメット着用を広

く呼びかける広報活動とあわせて交通指導を特

に社会人に向けて行う必要があると感じます。 

 また、警察庁が公表した２０２３年８月の自

転車の交通ルールに関するアンケート調査によ

ると、基本的な交通ルールは７割以上の方が知

っていると回答している一方、自転車による事

故は引き続き多発していることから、自転車の

交通ルールを守るための啓発もより一層取り組

んでいく必要があると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、自転車の安全な利用

に向けた啓発にどのように取り組んでいくのか、

生活環境部長に伺います。 

 以上をもって私の代表質問を終わります。御

清聴ありがとうございました。（拍手） 

元吉議長 ただいまの吉村哲彦君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 吉村哲彦議員の代表質問にお答えし

ます。 

 まず、県政の重点施策についてです。 

 県政運営にあたっては、目まぐるしく変化す

る時代の潮流をしっかり読み取った上で、県民

第一を旨に、メリハリを持って必要な施策に取

り組んでいくことが重要と考えています。 

 このため私は、予算編成に先立ち、昨年秋に

新たに県政重点方針を策定し、新規、重点の取

組の方向性を示しました。 

 提出した当初予算案は、この方針に沿って、

新しい長期総合計画の議論も先取りしながら編

成したものであり、次のような施策に重点的に

取り組むこととしています。 

 まず、安心の分野では、頻発・激甚化する自

然災害に対応するため、県土を強靱化するとと

もに、防災対策の高度化や要配慮者の個別避難

計画の作成を加速します。 

 また、子育て世代の経済的負担を軽減するた

め、子ども医療費の助成対象を拡大するほか、

市町村ごとの健康課題解決に向けた取組や高齢

者の通いの場の魅力向上への支援、在宅医療提

供体制の強化等に取り組みます。さらに、障が

い者の活躍を図るため、一般就労の促進に加え、

福祉的就労の場の拡大を進めます。 

 多様性を認め合う社会づくりも大切な取組で

す。４月からパートナーシップ宣誓制度を導入

し、理解増進に努めます。 

 元気の分野では、農林水産業の成長産業化を

進めるほか、制度資金融資等を通じて中小企業

等の経営力を強化するとともに、賃上枠等によ

り賃金引上げを後押しします。また、観光の完

全復活に向け、デスティネーションキャンペー

ンや輸出拡大も含めた海外プロモーションに積

極的に取り組みます。 

 加えて、各産業共通の課題である人材の確保

に向け、育児と両立可能な就労環境を整備する

ほか、外国人材の受入策を強化します。 

 未来創造の分野では、人口減少が進む地域に

おける生活交通の確保や移住・定住の促進に努

めるとともに、若者の雇用の場を創出するため、

工業用地の確保や、産業発展の基盤となる広域

交通ネットワークの構築に力を入れます。 

 また、２０５０年のカーボンニュートラルを

目指し、グリーン・コンビナートおおいたの実

現に向けた取組や水素、地熱などのエネルギー

施策を展開するほか、次世代空モビリティ産業

等への参入を促進します。 

 さらに、教育県大分の創造に向け、どの地域

においても希望する教育が受けられるよう、遠

隔授業が可能な環境を整備します。 

 もとより、こうした施策を積極的に展開する

には、確固たる財政基盤の構築が不可欠です。

新長期総合計画とあわせ、新たな行財政改革の

計画も策定して、県民との対話を通じて理解を

得ながら、攻守両面から新しい大分県づくりを

進めていきます。 

 次に、困難を抱える子どもたちや家族への支
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援についてです。 

 子ども・子育て施策の充実は県政の主要課題

であり、その推進にあたっては、関係団体や有

識者等からなるおおいた子ども・子育て応援県

民会議に毎回私も出席し、闊達な議論をいただ

いています。委員には学生なども加え、若い世

代ならではの貴重な御意見をいただき、計画や

予算にも随時反映しています。 

 そうした中、困難を抱える子どもの居場所と

して重要な役割を果たしている子ども食堂は、

ふるさと納税を活用したクラウドファンディン

グや民間企業からの支援の輪が広がる中、この

１年で２２か所増の１２６か所に達しています。

県としては引き続き、立ち上げ支援やネットワ

ークづくり、社会福祉協議会のフードバンクな

どを通じて活動を後押ししていきます。 

 また、食事の提供に加え、養育環境に課題の

ある子どもの生活習慣の形成などをサポートす

る児童育成支援拠点の整備も進めていきます。

全国に先駆けて設置されたｂ＆ｇきつきをモデ

ルとして、新年度は別府市や豊後大野市などで

も整備を進め、横展開を図ります。 

 なお、どこに住んでいてもつながることがで

きる仮想空間を用いた居場所づくりについては、

現在、国が進めている実証事業の動きを注視し

ていきます。 

 次に、児童虐待の防止も急務です。 

 昨年の虐待死亡事案の検証結果を重く受け止

め、４月からは精神科医師との随時の連携強化

をはじめ、一時保護所の受入環境の改善、児童

相談所職員のさらなる増員などの対策を講じま

す。 

 また、一旦破綻した親子関係を修復して、最

終的に子どもが家庭に戻れる環境づくりも児相

の課題と捉え、親への支援にも力を入れていき

ます。 

 困難を抱える子どもやその家族の支援には、

市町村や学校、警察、民間団体等との平素から

の連携が欠かせませんので、要保護児童対策地

域協議会などを通じて、支援の充実に努めてい

きます。 

 次に、がん対策についてです。 

 本県のがんによる死亡率は、都道府県別では

低い方から８番目ですが、県民の４人に１人が

がんで死亡している現状を考えると、がん対策

は大変重要な課題です。 

 県では、現在策定中の第４期がん対策推進計

画において、次の三つの柱に取り組むこととし

ています。 

 まず、予防対策の強化です。 

 本県のがん検診の受診率は、目標の50％をお

おむね達成していますが、国の方針を踏まえ、

令和１１年度を目標に６０％に引き上げ、さら

なる対策を講じます。 

 今年度実施したがん検診キャンペーンには、

２千人を超える参加をいただき、受診率向上に

向けた機運醸成を図ってきました。 

 新年度からは、県内２，４００社を超える健

康経営事業所に対して市町村や協会けんぽ等と

連携して個別の働きかけを強化します。 

 二つ目は、医療提供体制の充実です。 

 県内９か所指定しているがん診療連携拠点病

院等を核として、最新の治療が受けられる体制

を確保します。 

 また、緩和ケアについては、がんと診断され

た直後から、患者や家族が抱える苦痛や悩みに

寄り添い、応えていけるよう、薬剤師や心理士

などの多職種との連携を推進します。 

 三つ目は、がんとの共生です。 

 社会とのつながりの喪失感や仕事と治療の両

立への不安などの悩みを抱える患者や家族に対

して、拠点病院等に設置している相談支援セン

ターが就労支援や外見上の変化に関する相談等

に応じています。 

 現在、医療用ウィッグ等の購入費を助成して

いるアピアランスケアについては、頭皮や指先

の副作用を軽減するローション等を新年度から

対象に加え、充実を図ります。 

 こうした取組のほか、新たな計画の進捗管理

にあたっては、患者本人への意識調査も行い、

治療や支援への当事者の満足度をはかることに

より、実効性を高めていきます。 

 次に、県立美術館を拠点とした芸術文化の振

興についてです。 
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 県立美術館は、開館以来、出会いと五感のミ

ュージアムをコンセプトに、魅力あふれる様々

な企画展を実施し、先月には、通算来館者数が

４５０万人を突破するなど、県民と共に成長す

る美術館として親しまれています。 

 また、本県は、田能村竹田、福田平八郎など

多くの巨匠を輩出しており、こうした先達の作

品を収集、保存、紹介することで、県民の大切

な財産として次世代に伝え、理解を深めるとい

う重要な役割も果たしています。 

 こうした中、県立美術館を拠点として芸術文

化をさらに振興するには、次の三つの取組が重

要と考えています。 

 一つ目は、集客力の高い魅力的な展覧会の開

催です。これまで、国宝など美術的価値の高い

作品から人気アニメ等を題材としたものまで幅

広い企画展を実施してきました。来年度は、北

斎と広重展、サルバドール・ダリ展などを予定

しており、その翌年の１０周年も見据えながら、

引き続き他の美術館とも連携して幅広い世代の

方に楽しんでもらえる魅力ある企画を進めてい

きます。 

 二つ目は、次代を担う子どもたちがアートに

親しむ機会の創出です。表現することや創造す

る楽しさを体験することで、芸術文化への関心

を深め、ファンの裾野を広げるため、ＯＰＡＭ

美術部などの子どもたちを対象にしたワークシ

ョップや、アウトリーチによる教育普及活動に

力を入れていきます。 

 三つ目は、県立美術館を拠点としたネットワ

ークの構築です。芸術文化ゾーンにおける近隣

商店街や大分駅でのアート作品の展示等により、

中心市街地の周遊を促進します。さらに、地域

の文化資源を活用したカルチャーツーリズムを

推進するため、県立美術館と別府、国東半島の

現代アートを巡るツアーなどを実施してきまし

た。来月から始まるデスティネーションキャン

ペーンとも連動して、本県の芸術文化の魅力を

広く発信していきます。 

 今後とも県民に新たな発見や刺激を与えるこ

とのできる美術館であり続けるとともに、本県

の芸術文化の拠点として、創造性を活用した魅

力あふれる地域づくりにもつながるように取組

を進めていきます。 

 そして、中小企業支援についてです。 

 県内の景気は緩やかな回復基調が続いている

ものの、物価高の継続や深刻化する人手不足は、

企業の事業活動を圧迫しており、回復しつつあ

る景気への影響を注視していく必要があります。 

 こうした中、県経済を民需主導の自律的成長

路線へと戻すためには、賃金と物価の好循環を

つくり出すことが重要です。そのため、本県経

済の大宗を占める中小企業の賃上促進に向けた

環境整備を加速させていきます。 

 まずは、賃上げを実施する場合に補助率や上

限額をかさ上げする賃上枠を３事業から１０事

業に拡大します。加えて、賃上げに取り組む企

業を支援する国の業務改善助成金に対しても上

乗せする奨励金の上限額を引き上げる等、積極

的な対応を後押しします。 

 また、賃上げへの環境づくりには、円滑な価

格転嫁が不可欠です。昨年２月に、県内の経済

団体や国等と価格転嫁の円滑化に関する協定を

締結し、他県に先んじて取組を進めてきました。

パートナーシップ構築宣言企業数は、この１年

で１８４社増加した一方、昨年秋の５００社訪

問調査結果では価格転嫁を実施できていないと

回答した企業がいまだに１９.７％いる状況で

もあります。そのため、今月末に有効期限とな

る本協定を更新して、関係機関と引き続き連携

して取り組んでいきます。 

 中小企業の賃上げを持続的なものにするには、

金融、経営両面からの下支えも大事です。来年

度も県制度資金に８００億円の新規融資枠を設

定し、企業の設備投資や経営の安定を支えてい

きます。また、経営革新に取り組む中小企業の

販路開拓や商品等の改良、生産性向上を引き続

きしっかりと支援します。 

 こうした様々な支援策を県内企業に届けてい

くには、商工団体の存在が欠かせません。中小

企業にとって最も身近な支援機関である商工団

体が機能を最大限発揮できるよう、経営指導員

による伴走支援の充実等に、中小機構の協力も

得ながら取り組んでいきます。 
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 今後とも商工団体等としっかり連携して、県

内の中小企業が持続的な賃上げに踏み出せる環

境づくりに取り組むとともに、事業継続や成長

に向けたチャレンジ等を後押ししていきます。 

 その他の質問については、担当部局長から答

弁させます。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

  〔工藤福祉保健部長登壇〕 

工藤福祉保健部長 それでは、私から２点お答

えします。 

 まず、不妊治療への支援についてです。 

 県では、希望する方が躊躇せず不妊検査を受

診できるよう、妻が４３歳未満の夫婦を対象と

して、令和２年１０月から妊活応援検診という

名称で助成を開始し、これまで千組を超える方

々に活用いただいています。 

 また、従来、妻が３０歳以上の場合には結婚

２年以内に限定していた補助要件をこの４月か

ら撤廃し、２年を超えた御夫婦にもより広く利

用を促していきます。 

 さらに、対面での窓口申請に抵抗感がある利

用者もいることを考慮し、この４月から不妊治

療費全般について電子申請による受付を開始す

ることとし、同様の事業を実施している大分市

にも働きかけています。 

 加えて、若い世代が自身の健康や妊娠、出産

などのライフプランを考える契機となるよう、

プレコンセプションケアに関する６種類の動画

を作成して、新年度以降、高校の授業などでの

積極的な活用を促していきます。 

 今後も不妊治療を受けやすい環境づくりに努

め、妊娠、出産を望む方々を後押ししていきま

す。 

 次に、介護現場におけるデジタル技術の活用

についてお答えします。 

 県では、介護現場でのＩＣＴ機器の導入を促

進するため、令和元年度から通所事業所等を含

め３５２の事業所に助成を行ってきました。既

に県内でも、職員の音声をＡＩが自動で記録す

るシステムを導入したり、大幅な省力化を実現

し、見守りシステムの活用により、夜間の定期

巡回が不要となった先進施設もあります。 

 県としては、こうしたＩＣＴと見守りシステ

ムを連動するなど、効果的な運用を図る事業者

に対しては、補助率を４分の３へかさ上げし、

業務の効率化を後押ししています。 

 また、サービス利用時における家族の同意等

の手続を書面、文字ではなく、オンライン化す

るアプリを導入し、利用者側と職員双方の負担

軽減とともに、感染対策にも効果を発揮してい

る事例もあります。 

 このようにデジタル技術の活用に対する現場

の意欲が高まる中、昨日議決いただいた補正予

算では、さらに３０事業所を支援することとし

ており、引き続き施設のニーズに応えられるよ

う取り組んでいきます。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

  〔渡辺理事兼教育次長登壇〕 

渡辺理事兼教育次長 私からは２点についてお

答えします。 

 まず、学校現場における健康教育についてで

す。 

 本県の児童生徒の裸眼視力も、ほとんどの年

代で悪化傾向にあり、これはデジタル端末の利

用機会の増加が要因の一つと捉えています。 

 このため、タブレット等を使用する際の部屋

の明るさや使用時間、姿勢等の留意点のほか、

近視の予防には屋外の活動が効果的なことなど、

学校での指導に加え、保健だよりなどにより家

庭への啓発を行っています。 

 また、例えば佐伯市では、児童生徒がスマー

トフォンやゲーム機等を夜間に使用しないとい

ったルールを設けるなど、目の健康にもつなが

る取組を行っている地域もあります。 

 目の健康のほか、特に本県の課題である肥満

傾向児出現率の高さについては、モデル地域を

指定し、生活習慣や食習慣の改善によるバラン

スのよい体づくりに向け、学校や家庭、医療機

関が連携した取組を行っています。こうした取

組の成果を他の地域へ普及することにより、課

題解決につなげたいと考えています。 

 加えて、運動習慣の定着やメンタルヘルス等

の健康教育についても、保健体育の授業や特別

活動など学校教育全体を通じて取り組んでいき
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ます。 

 次に、世界に羽ばたくアスリートの強化育成

についてお答えします。 

 大野ひかる選手をはじめ、世界で活躍してい

る本県ゆかりの選手は、高校時代から国内トッ

プレベルの実力を有していたことから、ジュニ

ア期における選手の発掘と、その後の育成、強

化の取組が重要と考えています。 

 県では、平成２７年度からジュニアアスリー

ト発掘事業に取り組んでおり、競技体験や能力

開発プログラムにより適性を見いだされた修了

生の中には、国際大会で優勝する選手もいるな

ど、成果が現れています。 

 また、フェンシングや陸上競技のように、ジ

ュニア期からトップレベルを見据えた一貫指導

体制による育成、強化を行うなど、独自に取り

組んでいる競技団体もあります。 

 こうした取組により、全国トップレベルに達

した選手が世界の舞台で活躍するには、より高

いレベルでの競技経験が必要なことから、今回、

国際大会への出場経費の一部を助成することと

考えています。これにより、国際大会に出場す

る選手の増加が見込まれ、一層の競技力向上に

つながると考えており、今後も本県ゆかりの選

手が世界で活躍できるよう取り組んでいきます。 

元吉議長 井上病院局長。 

  〔井上病院局長登壇〕 

井上病院局長 県立病院の運営方針についてお

答えします。 

 新型コロナウイルス感染症により、この４年

間、基幹病院への受診控えの傾向が続いていま

す。そして、収益が悪化しています。加えて、

人件費の高騰や物価高により費用も増加を余儀

なくされており、病院経営は大変厳しい状況に

あります。 

 今後は、医療機関への訪問強化や意見交換の

場の設定など、地域の医療機関との連携をさら

に深めることで、紹介患者数の回復による経営

改善を目指します。 

 また、効率的な医薬品の調達や委託契約の仕

様の見直しなど、一層の経費節減にも着手して

います。 

 さらに、来年度予定されている診療報酬の改

定内容を精査の上、より収益の確保が可能とな

るよう対策を検討しています。 

 こうした努力を重ねても状況を一挙に改善す

ることは大変難しいですが、議員御指摘のとお

り、政策医療や高度・専門医療などを含めた診

療機能を維持し、県立病院としての役割を果た

していきます。 

元吉議長 岡本防災局長。 

  〔岡本防災局長登壇〕 

岡本防災局長 私からは、防災・減災対策に関

わる２点の御質問についてお答えします。 

 まず、女性防災士の確保・育成についてです。 

 災害時、避難所においては、子どもや高齢者、

障がい者、外国人など多様な方々が同じ場所で

生活を送ることになります。 

 避難者の半数は女性ですが、各避難所におい

ては、更衣室やトイレ、プライバシーへの配慮

などの面で、環境が十分に整っているとは言え

ない状況にあります。 

 このため、女性の視点などにも十分配慮しな

がら、誰もが安全に安心して避難できるよう、

女性防災士の確保や育成に取り組んでいます。 

 まずは、女性防災士の確保です。さきほど議

員から御紹介のあった取組に加え、自治会への

推薦呼びかけや女性団体への協力要請を行って

おり、これらの取組を積極的に展開していきま

す。 

 もう一つは、女性防災士の育成です。県では、

女性防災ネットワーク大分と連携し、今年度は

県内３か所での交流会を開催しており、引き続

き女性防災士が活躍できる体制を強化していき

ます。 

 今後とも女性防災士の確保や育成を通じて、

女性や要配慮者、ＬＧＢＴＱなど、あらゆる方

々に配慮した防災対策に取り組んでいきます。 

 次に、災害時における先端技術の活用につい

てです。 

 本県では、熊本地震で８千棟を超える住家被

害が発生したことを契機に、市町村と議論を重

ね、罹災証明書の交付など被災者支援の業務を

一元管理する大分県被災者台帳システムを平成
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３０年度に構築しました。これを受け、市町村

では翌年度から運用開始しており、県はシステ

ム操作や被害認定調査等の研修会を毎年開催し

ています。 

 また、今年１月には、さきほど議員から御紹

介のあった、日田市の先進事例について、市町

村を対象に現地で視察研修を行うとともに、国

の財政支援の内容を会議で説明するなど、デジ

タルを活用した罹災証明のさらなる迅速化を図

っています。 

 このほか、産学官の有識者を委員とする防災

テック検討会を立ち上げ、自治会が抱える防災

上の課題に先端技術が活用できないか検討や実

証等を重ねています。例えば、大雨時に住民が

早期に避難できるよう、大分大学等が構築した

ＥＤｉＳＯＮ（エジソン）のＡＩ機能を活用し、

市町村の避難情報発令判断を支援しています。 

 引き続き、被災者の生活再建手続の円滑化や

災害対応の高度化に向けて、先端技術を積極的

に活用していきます。 

元吉議長 高橋生活環境部長。 

  〔高橋生活環境部長登壇〕 

高橋生活環境部長 私からは２点お答えします。 

 まず、避難所の環境整備についてです。 

 避難所における良好な生活環境の確保は、被

災者の健康を維持する上で大変重要です。特に、

トイレの確保については、大規模災害の想定を

基に簡易トイレ等を備蓄するほか、仮設トイレ

に関しても迅速に確保できるよう、県環境管理

協会等と協定を締結しています。 

 議員御指摘の浄化槽や移動式のトイレについ

ては、その有効性や導入コストなど、能登半島

地震の検証結果も踏まえ、検討します。 

 次に、食や睡眠については、多様なニーズに

応えるため、アレルギー対応食品や段ボールベ

ッド等の備蓄を行うほか、避難所でも温かい食

事が食べられるよう、炊き出し訓練も行ってい

ます。 

 また、避難所でのプライバシーを確保するた

め、市町村が行う間仕切りやテント等の整備も

支援しています。 

 こうした取組に加え、昨年７月の豪雨災害で

は、医師と避難現場をつなぐ遠隔操作ロボット

が避難者の健康管理に活躍したことから、ＩＣ

Ｔ技術の活用も進めています。 

 今後とも頻発・激甚化する災害に備え、市町

村と共に一層の避難所の環境整備に取り組んで

いきます。 

 もう一点、自転車の安全な利用についてお答

えします。 

 自転車の安全で適正な利用に向けては、次の

２点を重点的に推進しています。 

 一つは、被害軽減対策です。大人のヘルメッ

ト着用率は本県でも２９.１％と依然として低

い状況にあります。そのため、今年度から自転

車利用時のヘルメット着用を交通安全運動の重

点事項に位置付け、特に通勤時間帯の交通指導

を強化しました。 

 来年度は大人をターゲットにした新たな動画

の活用や商業施設の店内放送での呼びかけなど

を通じ、着用率の底上げを図ります。 

 二つは、交通安全教育です。交通ルールは理

解と遵守が大事です。そのため県では、学校や

事業所が開く研修会等への講師派遣を継続実施

してきました。近年では、飲酒運転対策など企

業の交通安全意識の高まりもあり、派遣依頼は

増加傾向にあります。こうした機運も捉え、自

転車の交通ルールについても悲惨な事故や損害

賠償の具体事例を示しながら、遵守の意識を高

めたいと考えています。 

 報道にもありましたが、自転車の交通違反に

反則金を科す、いわゆる青切符の導入など、法

改正の動きも注視しながら、今後とも自転車の

安全な利用に向けた啓発にしっかり取り組んで

いきます。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

  〔三村土木建築部長登壇〕 

三村土木建築部長 それでは、定期点検や被災

調査におけるＤＸの活用についてお答えします。 

 議員御指摘のとおり、社会インフラの定期点

検や被災調査には、ＤＸの活用が有効であり、

県では積極的に導入を進めています。 

 まず、橋梁やトンネルなど道路施設の定期点

検では、コンクリートを画像撮影、ＡＩ解析し、
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ひび割れを検出する先端技術を活用するなど業

務の効率化を図っています。さらに、この技術

を沖合の防波堤など港湾施設の点検にも拡大す

る予定です。 

 また、建築物の外壁などの定期点検では、ド

ローンにより赤外線カメラ撮影を行い、外壁の

浮きの変状を把握するなど、実装に向けた取組

も進めています。 

 次に、被災調査ではドローンを使った被災状

況の確認に加え、３次元データを活用した斜面

崩壊の分析なども行っています。 

 一方、市町村の技術職員不足に対しては、令

和３年度から市町村支援検討会を設置し、議論

を進めており、まずは跨線橋の点検を県が市町

村分とあわせて一括発注するなど支援に取り組

んでいます。 

 今後もＤＸを積極的に活用し、社会インフラ

の維持管理などを効率的に行っていきます。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

  〔渡辺観光局長登壇〕 

渡辺観光局長 観光客の受入環境整備について

お答えします。 

 観光客の満足度を高め、大分ファンやリピー

ター創出につなげていくためには、本県自慢の

観光素材に加え、ストレスフリーな受入環境整

備が重要だと考えています。 

 多くの観光客が訪れる由布市では、住民と観

光客双方が快適に移動できるよう、渋滞情報を

リアルタイムで可視化し、迂回路等の情報を発

信するなど、渋滞緩和を図っています。 

 県では、Ｗｉ－Ｆｉの高速化等に取り組む観

光事業者支援や観光案内標識の多言語表示更新

を実施しています。また、外国人の安全・安心

な旅行を支える多言語コールセンターでは、宿

泊施設や小売店はもとより、医療機関や警察署

からでも利用可能で、現在は２１言語に対応を

拡大しています。 

 加えて、宿泊施設での貸切風呂及び食事処の

混雑状況の確認や、外部飲食店での会計をチェ

ックアウト時にあわせて決済する仕組みなど、

利便性向上につながるシステム化の取組も支援

しています。 

 他方、高齢者や障がい者、妊産婦等、誰もが

旅行を楽しめるユニバーサルツーリズムの推進

にも力を入れています。さらに、ライドシェア

やＭａａＳなど、移動環境を取り巻く新たな動

きも注視していきます。 

 今後は国の補助金活用も視野に入れながら、

ＩＣＴの新技術導入等にも積極的に取り組み、

観光客の満足度向上に資する受入環境整備に努

めていきます。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

  〔佐藤農林水産部長登壇〕 

佐藤農林水産部長 最後に、私から２点お答え

します。 

 まず、有機農業の推進についてお答えします。 

 国は２０５０年の目標達成に向け、２０３０

年の中間目標として取組面積６万３千ヘクター

ルを目指し、有機農業を推進しています。県に

おいても、令和４年１２月に策定した基本計画

の中で、国と歩調を合わせた目標を掲げ、その

達成に向け、生産の安定化や販売体制の強化を

図っています。 

 まず、生産の安定化については、市町村単位

での生産者の組織化を進め、技術交流等により

栽培技術を高めるとともに、堆肥を活用した土

づくりや省力化機械などの導入支援により生産

性の向上を進めています。 

 また、販売体制については、県域出荷組織を

立ち上げ、量販店のニーズに対応可能な物流体

制の構築や販路開拓を進めています。 

 あわせて、有機農産物を扱う飲食店において、

自慢の作物や生産者のこだわりをＰＲするなど

新たな需要拡大に向けた取組も始めています。 

 さらに、有機ＪＡＳ認証のしいたけやお茶な

ど、輸出にも力を入れています。 

 農業を取り巻く環境が大きく変化する中、今

後とも持続可能な農業の実現を目指し、有機農

業を推進していきます。 

 次に、スマート農業の推進についてお答えし

ます。 

 少子高齢化の進展により、本県の基幹的農業

従事者は、１０年後には現状の６割程度まで減

少する見込みとなっています。こうした中でも
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食料供給力を維持し、農業の成長産業化を図る

ため、県では、省力化や生産性、品質の向上に

つながるスマート技術の開発と早期の現場普及

に取り組んでいます。 

 開発段階では、省力化などはもとより、コス

ト面を含む生産者ニーズをメーカーや大学等の

技術を持つ側に理解してもらうことが重要です。 

 そこで、昨年度から企業、大学、農林水産研

究指導センターによるプラットフォームを立ち

上げ、現場ニーズの把握や技術開発に共同して

取り組んでおり、本年度は、ねぎ皮むき調製機

の開発などを進めています。 

 また、普及段階では、メーカーなどによる現

地研修会により、生産者や普及指導員、ＪＡ営

農指導員などに操作技術を習得してもらうとと

もに、新たに活用方法を解説した動画作成も進

めています。 

 今後とも産学と連携しながら、スマート技術

の迅速な開発と普及に取り組んでいきます。 

元吉議長 以上で吉村哲彦君の質問及び答弁は

終わりました。 

 これをもって代表質問を終わります。 

 以上で本日の議事日程は終了しました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 次会は、明日定刻より開きます。日

程は、決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時２６分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第６号） 

 

令和６年３月７日（木曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第６号 

             令和６年３月７日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

 監査委員事務局長     河野 圭史 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第６号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

元吉議長 日程第１、第１号議案から第１５号

議案まで、第１７号議案から第４４号議案まで、

第４６号議案及び第４７号議案を一括議題とし、

これより一般質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告があるので、順次これを許します。

三浦正臣君。 

  〔三浦（正）議員登壇〕（拍手） 

三浦（正）議員 皆さんおはようございます。

１９番、自由民主党、三浦正臣です。 

 本日は大変お忙しい中にもかかわらず、本議

場までお越しくださった皆さん、誠にありがと
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うございます。知事並びに執行部の皆さん、ど

うぞよろしくお願いします。 

 知事が県政の目指すところとされている誰も

が安心して元気に活躍できる大分県、知恵と努

力が報われ、未来を創造できる大分県とは、究

極的には県民が笑顔で幸せに暮らせる県をつく

っていくことだと思います。私は、政治や行政

の役割は、支援を必要としている方々に寄り添

い、少しでもその課題が解決できるよう国や市

町村、関係団体と連携しながら取り組むこと、

そして、それにより県民の幸せを実現すること

だと考えており、その意味で知事の考えと軌を

一にするものです。 

 今回、知事就任後初めての本格的な予算編成

を終えられ、正に新しい施策に取り組まれよう

とされています。ぜひ、これまでの取組を継承、

発展する前向きな施策をお願いし、質問に入り

ます。 

 まず、障がい者活躍日本一について質問しま

す。 

 本県が掲げる三つの日本一の一つ、障がい者

の分野については、これまで障がい者雇用率日

本一としてきましたが、このたび、障がい者活

躍日本一へと見直しを行う方針が示されました。

これにより、雇用率の日本一に加えて、福祉的

就労、スポーツ、芸術文化活動などの取組も含

め、障がい者が日本一活躍できる大分県を目指

すことになると思います。障がいの特性等に応

じて幅広く障がい者の活躍を後押しし、誰も取

り残さない包括的な目標を掲げたことは大いに

評価したいと思います。 

 障がい者が活躍していく上で必要な環境整備

に目を向けると、障害者による情報の取得及び

利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する

法律が令和４年５月に公布され、地方公共団体

は、地域の実情を踏まえ、障がい者による情報

の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を策

定し、実施する責務を有するものとされました。

急速に進む社会のデジタル化に障がい者が取り

残されないような支援が求められます。 

 また、障がい児・者を支える御家族への支援

も忘れてはなりません。令和元年度の厚生労働

省の実態調査によると、医療的ケア児者を在宅

で介護する家族の４割以上が５分以上目を離せ

ない、７割以上が慢性的な睡眠不足に陥ってい

ると回答しており、疲弊した御家族への支援は

急務です。今定例会では、医療保険の適用対象

とならない訪問介護への助成に係る経費が令和

６年度当初予算案として提案されていますが、

ぜひ御家族の精神的、身体的負担を軽減するた

めの取組を充実させてください。 

 障がい者の生活を豊かにするために、スポー

ツ、芸術文化活動の振興の視点も欠かせません。

本県では、世界最大、最高レベルの大会として

国内外から高い評価を受けている大分国際車い

すマラソンが毎年開催されるなど先進的な面も

ありますが、障がい者スポーツ、芸術文化の分

野には障がい者の特性や状態に応じて無数の形

があるので、まだまだ発展させていく余地はあ

ると考えます。 

 加えて、雇用率向上に向けた取組も引き続き

重要です。私が住む日出町では、４０年以上前

からホンダ太陽で多くの方々が生き生きと働い

ていますが、厚生労働省が公表した令和５年６

月１日時点の本県の法定雇用率達成企業の割合

は、前年比プラス３．６ポイントの６５．１％

まで上昇したものの、逆に言えば、いまだに３

分の１以上の３４．９％は法定雇用率を達成で

きていないとも言えます。 

 事業主等に対して一定割合以上の障がい者の

雇用を義務付ける法定雇用率は、今年４月以降

段階的に引上げられていきます。民間企業の場

合、現在の２．３％から令和８年７月には２．

７％となり、過去最高の引上げ幅となるので、

より一層の働きかけの強化や新たな角度からの

対策が求められます。 

 こうしたことを踏まえ、障がい者活躍日本一

に向けてどのように取り組んでいくのか、知事

に伺います。 

 以降は対面より質問します。 

  〔三浦（正）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

元吉議長 ただいまの三浦正臣君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 
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  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。三浦正臣議員

の障がい者活躍日本一についての質問にお答え

します。 

 現在策定中の新長期総合計画では、雇用率の

みならず、福祉的就労やスポーツ、芸術文化活

動などにも重点を置いて、障がい者の活躍を幅

広く支援していきます。 

 まず、視覚や聴覚に障がいがある方が社会参

加に必要な情報を取得し、利用しやすくするた

め、ＩＣＴ体験会を各地で開催し、社会のデジ

タル化への対応を促進します。 

 議員御指摘のとおり、障がい児を支える家族

への支援も大変重要です。医療的ケア児を養育

する家族の昼夜にわたる負担を軽減するため、

訪問看護サービスを利用した一時的な休息時間

の確保に加え、特別支援学校の修学旅行等に必

要となる看護師の付添い経費を措置し、支援の

充実を図ります。 

 障がい者スポーツや芸術文化の振興も大切で

す。スポーツに親しむ機会が少ない方を対象に

した体験会の開催など、スポーツを気軽に楽し

める環境整備を進めます。 

 また、障がい者芸術文化支援センターを核と

して相談支援の充実を図るとともに、地域での

ワークショップの開催やパラアート作品の商品

化に向けた支援など様々なチャレンジを応援し

ます。 

 そして、これまで力を入れてきた障がい者雇

用率も引き続き日本一を目指します。４月から

の法定雇用率２．５％への引上げを就労の裾野

を広げる好機と捉え、県内６か所に配置してい

る雇用アドバイザーが、課題である知的・精神

障がい者の採用や職場定着の促進に向けてきめ

細かく対応します。 

 ７０の企業、団体が参加して１月末に開催し

た合同説明会には２００人を超える障がい者が

来場し、職場実習や採用面接など、既に雇用に

向けた動きも見られます。 

 加えて、新年度は経営者や人事担当者、とり

わけ法定雇用率未達成企業への働きかけを強化

し、障がい者の雇用を広げます。 

 また、官公庁が行う就労継続支援事業所から

の優先調達のほか、企業による発注拡大も呼び

かけ、福祉的就労の工賃向上を後押しします。 

 こうした多面的な取組を通じて、障がい者活

躍日本一に挑戦します。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 知事ありがとうございました。 

 これまでの雇用率を包含した活躍という２文

字にぜひ魂を込めてください。 

 そこで、１点質問します。障がい者スポーツ

ですが、トップアスリートへの支援はもちろん

のこと、学校現場での部活動の在り方も現在変

革期に差しかかっています。地域や特別支援学

校と連携して、その推進を実施していくことに

ついては大変意義あるものだと考えます。今後、

具体的にどのように取り組まれていくのか、お

聞かせください。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 それでは、私からお答えし

ます。 

 まず、障がい者のトップアスリートに対する

支援としては、今年は夏にパリのパラリンピッ

クが控えており、前回の東京大会の際には県関

係の選手からアスリート５人が出場して非常に

盛り上がったところですが、そのときと同様に

今年の夏も、さきほど御指摘いただいた国際車

いすマラソンをはじめ、パラスポーツ全体に脚

光が当たるように大変期待しています。 

 そういった中で、今度のパリ大会にも大分ゆ

かりの選手を何とか送り込みたいということで、

今、県内有力候補選手を７、８人ほどに絞り、

これまで国際大会に出場する際には激励金を支

給していますが、新年度からは、まだ少し期間

があるので、遠征費なども新たに助成して支援

しながら、何とか吉報を待ちたいと思っていま

す。 

 また、もっと身近な地域でのスポーツでいう

と、令和元年度と２年度、２か年かけて、県の

障がい者スポーツ協会が県内の特別支援学校に

総額７００万円程度でスポーツ用具を整備しま

した。恐らく今、支援学校の体育の授業等で使

っていただいていると思いますが、そういった
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環境を整備していきます。 

 また、県内に今、総合型のスポーツクラブが

４２クラブほどありますが、そのネットワーク

をつくっていただいていて、たまたま会長は日

出町の方です。大変協力的なので、こういった

スポーツクラブとも連携して、地域の障がいを

持つ子どもなどの参加を呼びかけて、陸上とか

サッカー、そういうスポーツ体験会を県内ので

きるところからやっていこうと今準備をしてい

ます。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 次に、海外プロモーションに

ついて質問します。 

 ウクライナでの戦争は、開戦以来、既に２年

を経過しましたが、いまだに終結の兆しが見え

ず、パレスチナ・ガザ地区での戦争も長期化が

懸念されています。さらにアメリカと中国との

対立激化など、昨今、世界情勢は混迷の度合い

を深めています。 

 こうした中、昨年８月には福島第一原発のＡ

ＬＰＳ処理水の海洋放出に絡み、中国が日本産

水産物の輸入を全面停止するなど、海外展開に

あたってのリスクも大きくなっていると感じま

す。 

 一方で、こうした激動の時代にあっても県経

済を維持、発展させていくために、海外市場を

いかに取り込むかがこれまで以上に大きな課題

となることは言うまでもありません。私は、こ

うした時代だからこそ、改めて将来にわたって

本県経済の安定したパートナーとなり得る国を

ターゲットとして定め、事業展開を図る必要が

あると考えています。 

 昨今の情勢を考慮すると、今後、積極的な展

開をしていくべき国・地域は、民主主義や資本

主義など我が国と共通の価値観を有し、政治、

経済の両面で密接な関係を有する台湾、アメリ

カではないかと考えます。 

 台湾は非常に親日的で、県産品の輸出やイン

バウンドの大切な顧客であるとともに、ＴＳＭ

Ｃの進出など九州との経済的なきずながますま

す深まりつつあります。 

 また、アメリカについては、最近の円安等を

追い風に訪日客が増えているようです。古くか

らアメリカは我が国と固いきずなで結ばれてお

り、安全保障などについて我が国と一体不可分

と言っても過言ではない国です。最近では、大

谷翔平選手の大活躍などもあり、アメリカ内に

おける我が国への注目度も高まっています。経

済力においても影響力においても世界随一の国

なので、世界情勢の不透明感が増す中において、

米国市場を取り込んでいくというのは今後ます

ます重要になってくると考えています。 

 こうしたことを踏まえ、海外プロモーション

について、今後、県としてどのように取り組ん

でいくのか、知事に伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 海外プロモーションについてですが、

長期にわたる人口減少により国内市場が縮小す

る中で、現行の第４期大分県海外戦略では、ア

ジアの成長を取り込み、欧米にもウイングを広

げていくことを目標にしています。 

 特に台湾及び米国は、議員からも御指摘のと

おり安定した関係構築が期待できることから、

来年度は部局横断による一体的なプロモーショ

ンを実施し、海外戦略に基づく取組を加速させ

ていきたいと考えています。 

 台湾については、これまでも平成２７年度か

らコロナ禍前の平成３０年度まで、毎年、大分

フェアなどのプロモーションを実施するととも

に、平成２８年度には台中市政府とＭＯＵを締

結するなど着実に交流を重ねてきました。 

 来年度は、これまでの交流で培ったネットワ

ークを活用して、梨、牛肉等の農林水産物の輸

出促進や、インバウンド、航空路線誘致等に一

層の弾みをつけていきます。 

 また、半導体関連産業をはじめ、台湾の企業

や商工団体との交流も深めていきます。その際

は、日出町と桃園市のように地域レベルでの連

携も進んでいます。それを後押ししていきます。 

 米国については、昨年度の農林水産物輸出額

は中国に次ぐ第２位で、特に牛肉が好調です。

また、１月の九州４県合同による焼酎ＰＲイベ

ントに続いて、先月の九州・山口８県合同イベ

ントでも県産の焼酎やかぼすポン酢が大変好評
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を博しました。さらに米国からのインバウンド

も、昨年の宿泊者数がコロナ禍前を上回ってお

り、今後も一層の増加が見込まれています。 

 この好機を逃すことなく、来年度は現地の輸

入商社やレストラン関係者、旅行会社等を対象

としたＰＲイベント等を実施し、輸出促進やイ

ンバウンドの増加につなげていきます。 

 こうした取組に加えて、現地の県人会や県内

大学を卒業した留学生などの人脈も活用しなが

ら、効果的なプロモーションを展開していきま

す。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 知事ありがとうございました。 

 巨大な米国市場、非常に有望であると同時に

競争も苛烈です。孫子の「彼を知り己を知れば

百戦殆からず」のとおり、米国市場の分析とあ

わせ、本県の産品がアメリカのどのエリアでど

のくらいの量流通しているのかなど、御答弁に

もあったように県産品の状況を部局横断的に分

析し、しっかりとした戦略を立てて、米国市場

の攻略に臨んでいくことが重要であると考えま

す。 

 また、知事は独立行政法人日本貿易振興機構、

いわゆるジェトロのニューヨーク事務所長など

も歴任されていました。今後の大分県の取組に

大いに期待します。 

 それでは次に、自動車産業の振興について伺

います。 

 自動車産業は、資材調達、製造をはじめ、販

売、整備、運送など各分野にわたる広範な関連

産業を持つ総合産業です。北部九州では１９７

３年に日産自動車が福岡県苅田町に工場進出し

たことを皮切りに、１９９１年には同じく福岡

県の旧宮田町にトヨタ自動車が進出、そして、

２００４年にはダイハツ九州が中津市に進出す

るなど自動車産業の集積が進みました。これに

より、完成車メーカーだけでなく、系列の部品

メーカーなどの本県への誘致も進み、また、地

場企業からも積極的な自動車産業への参入が図

られ、経済の活性化や雇用の創出、県民所得の

向上など本県の振興につながってきました。 

 こうした中、昨年末にダイハツ工業の認証試

験の不正が発覚し、これに伴い、中津工場も含

め全ての工場での出荷、生産が停止されるとい

う大変残念なニュースがありました。ダイハツ

九州においては、自社の負担で雇用や賃金の補

償もなされているようですし、関連企業に対し

ても、県において相談窓口の設置や制度資金の

活用などで支援いただいていると聞いており、

地域の雇用や経済を維持するための取組に感謝

します。この件については、安全性の確立を図

った上で早期に通常の生産体制への復帰を切望

するところですが、一方で、本件により複数メ

ーカーとの取引関係構築など自動車産業におけ

るリスクヘッジの必要性も浮き彫りになったの

ではないかと考えます。 

 現在、自動車業界は１００年に１度の変革期

にあるとも言われています。コロナ禍や紛争等

によるサプライチェーンの混乱や、半導体不足、

人手不足などの不確実性の高まりなど様々な課

題がありますが、特に本県の自動車産業参入企

業や進出企業等に大きな影響を与えると予想さ

れるのが電気自動車などのエコカーへの移行や

先進運転支援システムの搭載など新技術への対

応です。 

 これまではモデルチェンジに合わせて緩やか

に技術を改良してきましたが、ガソリン車から

電気自動車に切り替わるなどで製造技術が大き

く変化し、流動的で常に発展途上という状況に

なっています。完成車メーカーは、従前と違っ

て安定した部品等を利用できなくなり、車の構

造変更に伴う技術の変化に応じて頻繁に調達部

品などを変えていかなければなりません。日出

町にも大手自動車メーカーに搭載された新技術

を有する企業が立地していますが、こうした潮

流に対応するためには、部品メーカー等も常に

技術や生産体制を見直し、新たな挑戦を続けて

いく必要があり、県としても後押しをお願いし

たいところです。 

 こうしたことを踏まえ、自動車産業の振興に

今後どのように取り組んでいくのか、知事に伺

います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 自動車産業の振興についての御質問
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にお答えします。 

 本県の自動車産業は、ダイハツ九州の中津進

出を契機に集積が大きく進み、県経済を牽引す

る基幹産業の一つにまで発展してきています。

それゆえにダイハツ工業による不正事案につい

ては、再発防止策の着実な実行と早期の信頼回

復を期待しています。そして、ダイハツ九州に

は、安全性を何より優先の上、円滑な操業を通

じて、引き続き地域の雇用や経済に貢献いただ

きたいと期待しています。 

 現在、自動車産業は電動化という変革の渦中

にあります。その中でも、県内関連企業が成長

の機会を遅れることなく、主体的につかみ取れ

るよう、県としても大分県自動車関連企業会等

を通じて複層的な支援を行っています。 

 まず大切なのは、電動化の動向を的確に把握

することです。このため、次世代自動車研究会

等で、電動化が及ぼす自動車部品への影響など

の知見を高める機会を企業に提供しています。

先月には、ＥＶ車の構成部品を実際に手に取り、

適用技術などを間近に学ぶことのできる研修会

を開催しました。 

 なお、電動車の導入促進に向けては、燃料電

池車両の購入や水素ステーションの設置に対す

る支援を行っていますが、来年度には燃料電池

トラックの購入も支援するほか、県でも燃料電

池車を公用車として導入する予定にしています。 

 また、技術人材の確保、育成も重要です。本

県では昨年、ダイハツ九州や日産自動車九州と

連携協定を締結し、工科短期大学校への現役技

術者の派遣を通じて即戦力となる人材の育成に

協力いただいています。来年度は、完成車メー

カー等に製品企画を逆提案できるような事業開

発をも担えるイノベーション人材の育成に向け

た研修会も予定しています。 

 取引拡大に向けては、展示商談会への出展支

援のほか、完成車メーカーからの派遣人材等か

らなる自動車関連産業支援プロジェクトチーム

を編成して、取引マッチングなどを実施してい

ます。 

 変革の中にあっては、経営多角化によるリス

ク分散も肝要です。そのため、新分野進出に係

る専門家派遣や製品開発への助成を実施してお

り、新たにパワー半導体のパッケージングにま

で業務拡大した企業なども出てきています。 

 また、立地企業の投資も着実に進んでおり、

自動車関連では、令和３年度以降１６５億円を

超える新たな投資が実現しました。裾野の広い

自動車産業の集積は本県の強みであり、引き続

き関連企業の持続的発展に向けた挑戦を後押し

していきます。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 知事ありがとうございました。 

 自動車産業は、正に本県にとっては大切な産

業であると同時に総合産業でもあります。ぜひ、

今答弁にあったように今後もしっかり力強い後

押しを引き続きお願いします。 

 次に、観光の振興について、まずアドベンチ

ャーツーリズムの推進について質問します。 

 アドベンチャーツーリズムは、自然、アクテ

ィビティ、文化体験の３要素のうち二つ以上で

構成される旅行を指します。アドベンチャーツ

ーリズムを楽しむ旅行者は、旅行を通じて自分

自身の変化や視野の拡大、学びを得ること等を

目的としており、個々のコンテンツの質の高さ

は当然として、旅行者それぞれの興味、関心に

応じたテーマ、ストーリー性のある滞在プラン

など、その地域ならではの体験を求めているこ

とが特徴となっています。 

 本県は、瀬戸内海、阿蘇くじゅうの二つの国

立公園や、姫島、豊後大野の二つのジオパーク、

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークなどに代表

されるように、山岳や森林、草原、渓谷、河川、

海岸、海洋など豊かな自然に恵まれ、四季折々

の美しい景観を有しており、そうした自然を活

用したロングトレイルなどの観光が根付いてい

ます。また、宇佐・国東半島に広がる六郷満山

文化をはじめ、様々な歴史文化や温泉利用の文

化など、アドベンチャーツーリズムの推進を図

る上で大きな可能性を秘めています。 

 本日傍聴にお見えの大分県漁協日出支店、中

山公夫運営委員長の発案である、漁師が案内役

となり、穏やかな別府湾を楽しむ漁船クルーズ

が日出町では実施されています。昼夜を問わず、
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好みの時間帯、好みのコースを選んでオーダー

可能な日出ならではのプランで、好評を博して

います。漁業者にとっての副収入にもなり、地

域の活性化にもつながっています。 

 こうした潮流を踏まえ、県議会においても議

論を重ね、今定例会でアドベンチャーツーリズ

ム条例が可決されたところです。条例にもある

とおり、アドベンチャーツーリズムの推進には

優れたガイドの育成が重要とされています。県

では、今年度からアウトドアガイド認証制度に

取り組んでおり、令和６年度当初予算案におい

てもガイド育成を推進する事業が盛り込まれて

います。今後のガイド育成の取組には大いに期

待しています。 

 また、さきほど述べた日出町の漁船クルーズ

のような優良事例を創出するためには、地域に

眠る素材の掘り起こしと、それを観光コンテン

ツとして磨き上げていく取組、そして、魅力的

なコンテンツをＰＲしていくことが必要となっ

てきます。この点についても予算案に盛り込ま

れていると伺っていますので、その展開に大変

注目しています。 

 こうしたことを踏まえ、アドベンチャーツー

リズムの推進にどのように取り組んでいくのか、

お聞きします。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 アドベンチャーツーリズムは、

アクティビティを通じて、その地域ならではの

自然や文化を体験できるという魅力があり、コ

ロナ禍を経て、世界的に注目されています。ま

た、滞在時間の延伸による観光消費の拡大も期

待されるなど、豊かな自然や歴史文化を誇る本

県において非常に有望な観光コンテンツである

と言えます。 

 県内では、パックラフトツアーやグランピン

グ施設での星空観賞、サップ体験等の自然体験

型サービスが開発され、日出町でも、さきほど

話があった漁船クルーズに加え、城下町を巡る

サイクリングツアーなどが人気となっています。 

 県では昨年、アウトドアガイド認証制度を創

設し、保険加入や安全講習の受講を促すなど、

安全・安心の確保に向けた取組を推進していま

す。また、フィールドの異なるガイド同士の情

報交換の場を提供し、レベルアップにも努めて

います。 

 今後は、アウトドアガイド認証制度の普及啓

発及び内容の充実を図り、大分県らしいガイド

の育成に努めるとともに、地域資源を生かした

体験型のコンテンツづくりに取り組む事業者の

支援や情報発信にも力を入れていきます。 

 今定例会で可決されたおんせん県おおいたア

ドベンチャーツーリズム条例は、県の取組の後

押しとなるものであり、しっかりと推進してい

きます。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 観光地間の競争が激化する今

日、観光誘客におけるターゲットマーケティン

グの重要性が叫ばれています。 

 本県のアドベンチャーツーリズムにおいても、

国内客とインバウンド客、さらに地域まで細分

化し、ターゲットを定めて誘客戦略を実行して

いくべきと考えますが、いかがでしょうか。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 観光庁の調査によると、アドベ

ンチャーツーリズムへの関心は特に欧米豪の方

々において高く、日本の伝統文化や食の体験、

ハイキングやサイクリング等のアクティビティ

が人気となっています。 

 そこで、体験型コンテンツを活用したモデル

コースを造成し、欧米豪からの誘客を強化する

とともに、観光客の動向に関するデータの収集

や分析にも力を入れます。そういったデータを

関係者と共有しながら、マーケティングに基づ

いた受入体制を整えるとともに、国や地域ごと

の傾向に応じた戦略的な誘客にも取り組みます。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 アドベンチャーツーリズムを

推進する上で、課題の一つとして荷物の運搬問

題等もあると思います。今答弁があったサイク

リングやトレッキングといったアクティビティ

をしていただく際に、荷物を次の目的地に運搬

できるサービス等ができれば、県内のアクティ

ビティへの参加はしやすくなると思います。特

にインバウンド対策としては重要ではないかと
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考えます。 

 引き続いてＤＭＯである豊の国千年ロマン観

光圏、また、県内の関係者、関係団体等としっ

かり連携を図っていただきながら、県内におけ

るアドベンチャーツーリズムの後押しをお願い

します。 

 次に、ハーモニーパークの活性化について質

問します。 

 本県は日本一の温泉や豊かな食などバラエテ

ィーに富んだ観光資源に恵まれており、観光産

業は本県の基幹産業です。現在、コロナ禍で大

きな打撃を受けた観光産業の復活に向け、４月

から始まるデスティネーションキャンペーンも

見据え、官民挙げて誘客などの取組を進めてい

ます。 

 そうした中で、これからも、そして、今後も

本県の貴重な観光資源として重要な施設が日出

町にある県営都市公園ハーモニーパーク、そこ

に立地するテーマパークのハーモニーランドで

す。 

 ハーモニーランドを運営しているサンリオは

数多くのキャラクターを世に送り出しています

が、中でも今年で誕生から５０周年を迎えるキ

ティちゃんの人気は今や世界中に広がっており、

日本を代表するキャラクターとなっています。

また、キティちゃん以外にもサンリオには多く

の人気キャラクターが存在しますが、そうした

キャラクターに会えるのは、国内では東京にあ

るサンリオピューロランドと本県のハーモニー

ランドだけです。これは我々が考えている以上

に大変貴重なことで、ハーモニーランドがある

ことは本県の誇りであり、本県への誘客になく

てはならない施設だと思います。 

 本県が誇る温泉や風光明媚な景色などの観光

資源は、どちらかといえば年齢層の高い方向け

とも言えますが、ハーモニーランドは若い女性

や子ども連れの家族などがメインターゲットと

なるので、本県の誘客のウイングを広げる意味

でも大変貴重です。 

 コロナ禍においては、ハーモニーランドも他

の観光施設と同様に大きく来場者数が減少して

いましたが、コロナ禍が落ち着いて以降は順調

に回復していると伺っています。しかしながら、

開園から３０年以上経過しており、テーマパー

ク内については管理者がしっかり管理されてい

るとはいえ、県管理部分については、県の責任

で引き続き老朽化対策などに取り組んでいく必

要があるなど課題もあります。 

 また、ハーモニーパーク内には、ランド以外

にも県営の豊かな竹林などもあるので、貴重な

資源として積極的な活用を推進していく必要も

あると考えます。 

 今議会においても、ハーモニーパーク駐車場

の使用料について価格を引き上げる議案も提出

されています。昨今の物価高騰を受けての対応

かと思いますが、どのような狙いがあるのか、

県民への説明も必要と思います。 

 こうしたことを踏まえ、県営都市公園ハーモ

ニーパークの活性化について、今後どのように

取り組んでいくのか伺います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 ハーモニーランドは、ハロ

ーキティに会える数少ない施設の一つとして、

日本のみならず、世界から集客できる人気のテ

ーマパークです。 

 議員御指摘のとおり、県管理施設の老朽化対

策は大切であり、これまでもフェスティバルス

テージの屋根やトイレなどの改修を行ってきま

した。また、大型複合遊具スウィートピクニッ

クスライダーを設置したほか、ハローキティの

フォトスポットを新設するなど新しい魅力づく

りにも取り組んでいます。 

 竹林の利活用については、今年度、シンポジ

ウムを開催し、森林環境等の有識者やＡＰＵの

学生からにぎわい創出のための多くの提案をい

ただいたところであり、今後はそれらの具現化

に向けて議論を深めていきます。 

 駐車場の使用料に関しては、開園以降、消費

税率引上げに伴う改正を除き３３年間据え置い

てきており、維持管理経費を確保するため、最

低限の引上げを行うものです。 

 今後も多くの関係者と議論を重ね、知恵と創

造力を結集し、サンリオエンターテイメントと

共に世界に誇れるハーモニーパークを作ってい
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きます。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 部長、力強い御答弁ありがと

うございました。引き続き日出町も含めて、関

係団体としっかりサポートしていただきたいと

思います。 

 そこで、県営の重要な施設という観点で知事

に１点要望します。ちょうど１年前、ワールド

・ベースボール・クラシック、いわゆるＷＢＣ

が開催され、７戦全勝で日本代表が優勝したわ

けです。本県出身の甲斐選手、源田選手、正に

中心として大活躍され、県民にとっても大変誇

らしいことでした。また、昨年のプロ野球ドラ

フト会議、本県大分舞鶴高校出身、常廣羽也斗

投手が広島東洋カープに１位で指名されました。

さらに惜しまれつつも昨年引退された内川聖一

さんなど、本県は多くの有名な野球選手を輩出

しています。 

 このように野球と縁の深い本県において、近

年、九州内において、ＮＰＢの１軍公式戦が開

催されていないのは残念ながら本県だけです。

ＮＰＢの１軍公式戦を本県においても開催して

ほしいと心から願っています。そのためには、

現在の別大興産スタジアムでは収容人数の面等

でなかなか難しいと思います。 

 そういった中、２月１４日に大分県高等学校

野球連盟、いわゆる高野連、株式会社大分Ｂ－

リングスをはじめとする１０団体で構成される

大分県新球場建設促進協議会が佐藤知事宛てに

新球場建設に関する要望書を提出されました。

知事、議会前に大変貴重な時間を取っていただ

き、また、団体の皆様の思いや願いをしっかり

受け止めていただき、改めてこの場を借りて感

謝申し上げます。 

 現在、新たな長期総合計画の策定というこの

タイミングで、県民に夢を与えるプロジェクト

としてぜひ盛り込んでいただきたいと期待して、

次の質問に移ります。 

 子育て世帯に対する住宅施策について質問し

ます。 

 現在、県政における最重要課題の一つが人口

減少への対応です。社会経済を維持し、県民が

幸せに暮らせる地域を守るためにも、人口減少

を緩やかにしていく取組が欠かせません。 

 昨年末に国立社会保障・人口問題研究所が公

表した日本の地域別将来推計人口によると、２

０５０年時点で本県の人口は２０２０年と比較

して約２５％減少するとされています。また、

平成３０年時点の推計と比べ、県全体では人口

減少がさらに進むという結果が出ています。 

 人口減少対策としては、子ども・子育て支援

も大きな柱の一つですが、子どもが健やかに育

つためには子育てをする環境が重要となってき

ます。近年では、子どもたちや子育て世帯が安

心・安全な暮らしを送れるように、住宅自体は

もちろん、住宅の周りの環境にも配慮してつく

られた子育てしやすい住宅が注目を集めていま

す。 

 一方で、昨今の住宅価格の上昇もあり、現役

世代にとっては、子育てしやすい家はもとより、

そもそも住居を確保すること自体のコストが上

昇しています。人気の高い住宅地においては地

価も高いことが予想されますし、その上に子育

てに配慮した住宅へのリフォーム等にも多額の

資金が必要となります。こうした点について、

子育て満足度日本一を目指す本県としても市町

村と連携しながら支援を行うべきと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、子育て世帯に対する

住宅施策に今後どのように取り組んでいくのか

伺います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 県では、大分県住生活基本

計画に基づき、県民の住生活の安定確保及び質

の向上に努めてきました。特に子育て世帯が求

める住環境の整備は重要であり、市町村と連携

してリフォーム支援に取り組んでいます。具体

的には、子ども部屋への間仕切りや、和室から

フローリングへのリフォームなどに助成してき

たほか、臨機にニーズを調査し、子どもを見守

りながら家事ができる対面キッチンやキッズス

ペースの設置なども対象工事に追加したところ

です。 

 さらに、近年、工事費が高騰していることか

ら、リフォーム費用の負担を軽減するため、来
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年度から補助上限額を引き上げるとともに、特

に子どもが３人以上の世帯には上限額をさらに

引き上げることとしています。 

 また、住宅の新築についても、国が子育て世

帯や若者夫婦を対象に補助制度を設けています。

加えて、住宅支援機構は、子どもの人数に応じ

た住宅融資の金利の引下げを先月から開始した

ところです。 

 今後も子育て世帯のニーズに応じた施策を実

施し、安心して子育てしやすい環境づくりを推

進します。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 部長ありがとうございます。 

 今答弁にあったとおり、ぜひ子育て世帯のニ

ーズをしっかり把握していただき、子育て満足

度日本一を目指す本県としても、ぜひ今後も市

町村と連携しながら支援を行ってください。 

 それでは次に、教育をめぐる諸課題について、

まず県立学校の給食費無償化について質問しま

す。 

 学校給食は、１８８９年に山形県鶴岡市の私

立忠愛小学校において、貧しい家庭の子どもた

ちに米飯を無料で提供したのが起源とされてい

ます。戦前までの学校給食は、貧困児童の救済

を主な目的として運営されてきました。全児童

を対象とした公的な学校給食が全国的に始まっ

たのは、戦後の１９４７年１月からです。１９

５４年には学校給食法が制定され、学校給食の

目的や目標、国庫負担などが明確になり、恒久

的な制度として確立されていきました。 

 現代では、学校給食は自分の健康を考えた食

生活を送ることのできる習慣を身に付けるため

の健康教育としての役割を持ち、食事を好き嫌

いだけで選ぶのではなく、健康を考え、自分に

適した食事と礼儀や人を思いやる人間関係を育

てることなども目的の一つとなっています。 

 このように学校給食の目的等は時代による変

遷がありますが、現代においても、どのような

家庭環境にある子どもも平等に健康的な食事や

教育を受けられるようにするという開始当初の

目的は大きな意義を有しています。 

 最近では、子どもの貧困問題が注目される中、

給食費無償化の議論も盛んになってきました。

直近では、大分市がこの３学期から中学生の給

食費を無償化しており、物価高騰対策としても

多くの自治体で取組が進んでいます。私は、学

校給食法の趣旨を鑑みると、給食費の無償化は

市町村等の学校設置者が主体的に判断し、それ

ぞれの財源で実施すべきものと考えます。 

 こうした中、県教委では、令和６年度から特

別支援学校など県立学校の給食費無償化を行う

こととしています。私は、子育て満足度日本一

を目指す本県において、子育て世帯の負担軽減

策の一環という意味で高く評価しています。一

方で、今回の県教委の判断により、各市町村等

においてもさらに議論が活発になっていくと考

えられます。一律的に無償化を行えば多額の財

源が必要になるため、持続可能な制度設計とい

う観点でも議論が必要と考えます。そのような

意味でも、今回の県の取組は議論のきっかけに

なるのではないかと期待しています。 

 そこで、県立学校の給食費無償化の判断に至

った背景や狙いについて伺います。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 学校給食法において、学

校給食費は児童生徒の保護者の負担とすると定

められていますが、県では、これまでも保護者

の経済的負担軽減に向けた取組を行ってきまし

た。 

 具体的には、特別支援学校における家庭の経

済状況等に応じた給食費の補助や、定時制高校

についても働きながら通学する生徒等に対して

食材費の一部補助を行っています。さらに、令

和４年度からは物価高騰による給食費の値上げ

を実施せずに済むよう、食材費の増加分を補填

してきたところです。 

 このような中、本年度のこども・子育て県民

意識調査では、子育てに係る費用において最も

負担が大きいと感じている項目として食費が１

位となっており、割合も前年度から７ポイント

上昇しています。こうした状況を踏まえ、新た

な施策が必要であるとの認識から検討を重ねた

結果、県が最大限できることとして、来年度か

ら県立学校の給食費を無償化することとしたと
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ころです。 

 このような取組により保護者の経済的負担の

軽減を図りながら、学校給食を通じた健康教育

や食育に努めていきます。 

元吉議長 三浦正臣君。 

三浦（正）議員 答弁ありがとうございました。 

 さきほども言ったように、給食費の無償化は

移住やまちづくりなど、その地域の目指す方向

性等に即して市町村が独自の判断、財源で実施

すべきものですし、それこそが地域の特色化や

独自性の発展につながり、本県の発展にも資す

ると私は考えます。 

 他県では、県主導の無償化の動きも出ている

中、本県においても今後、他の施策との優先順

位や財政負担などのバランス等も十分に考慮し

て検討してください。 

 それでは最後に、教育政策の強化に向けた組

織改編について質問します。 

 現在では、人口減少、高齢化、産業構造の変

化への対応、グローバル化、地方創生への取組

の中で、次世代を担う人材育成がこれまで以上

に求められています。そのため、産業界、自治

体、高等教育機関等が協働及び連携し、それぞ

れの特色と強みを生かして、地域ニーズを踏ま

えた高度人材育成や地域活性化のための取組を

行っていくことが不可欠となっています。 

 本県では、令和３年度に県内の大学や短大、

高専、自治体、経済団体、企業等が参画したお

おいた地域連携プラットフォームが設立され、

地域における課題解決やイノベーション創出に

向けた取組を実施しており、様々な成果を上げ

ていると伺っています。 

 また、県立の大学として芸術文化短期大学と

看護科学大学を有しており、若者への高等教育

の場や定住促進等への寄与など県政に大きく貢

献しています。加えて、我が会派の代表質問で

も議論があった私立学校も貴重な人材育成の場

であり、一人一人の特性に応じたきめ細やかで

特色のある教育の展開にあたり、県でも運営費

の助成等による後押しを行っています。 

 このように、これまで産学官連携、公立大学

法人、私学振興などそれぞれの分野では県と各

機関が有機的に連携し、成果を上げてきた一方、

県庁内においては別々の部局で所管されてきま

した。今後、変化の激しい時代において、より

一層可能性を引き出す学びの充実が必要である

ことから、業務が総務部に一元化される方針が

示され、先般、先議案件として可決されたとこ

ろです。 

 この組織改編について、今回、改めてその狙

いや業務の一元化による効果についてどのよう

にお考えか、部長に伺います。 

元吉議長 若林総務部長。 

若林総務部長 未来の大分を担う人材の育成や、

複雑化、困難化する昨今の教育課題に的確に対

応するためには、教育委員会の取組に加え、知

事部局の講じる諸施策との連携や総合教育会議

における議論の充実が重要となると認識してい

ます。 

 今般の組織改正では、先般議決いただきまし

たが、総務部に大学や私立学校等に関する業務

を集約して、学事・私学振興課を設置すること

にしています。この見直しにより、例えば、高

校と大学等、各種学校間の連携強化、ヤングケ

アラー等の課題における福祉施策とのさらなる

連携が進むと考えています。 

 また、知事と教育委員会による総合教育会議

において、これまで以上に様々な課題について

幅広く協議、調整を行うことにより、一層の機

能発揮を目指していきます。 

 さらに、おおいた地域連携プラットフォーム

による高度人材の育成や魅力ある私立学校づく

りについても、新たな体制の強みを生かしなが

ら取り組みます。 

 引き続き教育を取り巻く変化に的確に対応し、

効果的な施策が展開されるよう努めます。 

元吉議長 以上で三浦正臣君の質問及び答弁は

終わりました。太田正美君。 

  〔太田議員登壇〕（拍手） 

太田議員 皆さんおはようございます。１３番、

自由民主党、太田正美です。本日は遠いところ

からたくさんの傍聴、大変ありがとうございま

す。 

 さて、春は名のみの風の寒さやと歌われてい
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ますが、今朝の由布岳登山口の気温は３度でし

た。まだまだ春は遠いのかなと思っていますが、

一方で、日中になると議員の皆様もくしゃんく

しゃんと、花粉がいっぱい飛んで体調を崩され

ている方も多いのではないでしょうか。 

 早速ですが、質問に入ります。 

 中山間地域農業の振興について。 

 農業は、安心・安全な農作物の生産や供給を

担い、県民が生活していく上でなくてはならな

い食を支える大事な役割を担っています。また、

農家が田んぼや畑を耕し、適切に維持管理して

いることで、治水機能の発揮などによる災害の

防止や環境の循環、また、美しい景観を守るこ

とにもつながっています。本県では、県内各地

でその土地の気候や風土の特色を生かした多種

多様な品目が生産されており、正に地域におけ

る基幹産業と言えます。 

 そうした中、農業、とりわけ中山間地域の農

村を取り巻く状況は厳しさを増しています。担

い手は減少傾向にあり、また、高齢化も進んで

います。その多くが７０歳以上となっており、

今後ますます担い手不足が懸念されます。また、

我が国の人口減少により、国内の食品市場の規

模は縮小傾向にあります。一方で、世界では食

料の獲得競争が激化しており、生活の基盤であ

る食を守っていく食料安全保障がますます重要

となってきています。これまでの農政は縮小均

衡の歴史でもあり、国の支援に頼るがために農

家から消費者ニーズの意識を薄れさせる面もあ

りましたが、衰える国内生産を補うために安い

食料を大量に輸入する時代は転換点を迎えてい

ます。国内各地域において、地域に根ざした農

業を守り育てていくことが重要です。 

 本県では、これまで農業生産性の向上に向け、

水田畑地化を推進してきており、農業非常事態

宣言以降はさらなる強化とし、ねぎなどの４品

目を短期集中県域支援品目とし、本県の顔とな

る園芸品目に育てるべく力を注いできました。

水田畑地化は県の目標を上回って進んでいます

し、短期集中県域支援品目の生産面積も農業総

合戦略会議における行動宣言で定めた目標を達

成していると伺っています。 

 しかしながら、本県農業は、他県と比べて中

山間地域が多く、一つの経営体当たりの耕作面

積が小さいという特徴があります。もちろん、

水田畑地化や園芸品目の拡大は継続して取り組

むべき課題ですが、農地を守っていくという観

点からは、中山間地域における米、麦、大豆な

ど農地利用型の生産も守っていかなければなり

ません。その多くを集落営農組織が担っていま

すが、担い手の高齢化や経営面積の小ささなど

から、経営状況が厳しい組織も少なくないのが

現状です。 

 一方で、工夫を凝らしながら経営面積を拡大

している組織もあります。そうした組織は、米

などの農地利用型の生産も続けつつ、土地の特

性等を鑑みながら、園芸品目の導入や加工への

参入などにバランスよく取り組むことで、中山

間地域にあっても収益を確保しているようです。

畑地化や園芸品目の拡大とあわせ、こうした組

織の支援を行うこと等により、中山間地域農業

の担い手確保や活性化を図っていくべきだと考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、中山間地域農業の振

興に今後どのように取り組んでいくのか、知事

に伺います。 

 以降は対面席で行います。 

  〔太田議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの太田正美君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 太田正美議員の中山間地域農業の振

興についての質問にお答えします。 

 本県は、農地の７割が中山間地域という厳し

い環境下にありますが、こうした地域にも先人

の手により隅々まで水路が整備され、米作りを

中心とした農業が営まれてきました。このよう

に、中山間地域では長きにわたって米作りに支

えられてきましたが、消費者の食の多様化によ

る米価の低迷など厳しい状況に直面しています。 

 こうした中で、中山間地域での農業の発展に

向けては、これまで維持してきた農地をしっか

りと活用し、次世代につなぐ力強い経営体を育

成していくことが重要です。そのため、中心的
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な担い手である集落営農法人の経営基盤強化に

向け、各法人の実情に応じて、次の三つの視点

で取組を進めています。 

 一つ目は、高収益品目の導入による経営の安

定化です。水田畑地化に必要な基盤整備や人材

確保、種苗などの資材に対する支援を行い、マ

ーケットニーズの高い園芸品目の導入を進めま

す。また、条件不利な農地についても、需要が

あり、栽培に手間や労力がかからない花木など

を取り入れ、収益の向上を図ります。 

 二つ目は、集落営農法人間の連携や統合によ

る経営体質の強化です。複数法人による共同利

用機械の導入支援などにより、中山間地域にお

いても経営の効率化を進めます。 

 三つ目は、農地集積によるさらなる経営拡大

です。現在、市町では今後１０年を見越して、

人と農地をひも付けた地域計画の策定を進めて

います。拡大意欲のある経営体をしっかりとこ

の計画に位置付け、低コストで省力的な営農に

つながるよう、大区画でまとまりのある優良農

地の集積を積極的に支援していきます。 

 由布市の農事組合法人南田代では、高収益品

目として白ねぎ、ハトムギの導入を進め、経営

の安定化に取り組んでいます。また、新たに近

隣集落の農地８ヘクタールを受け入れるなど、

集落の担い手から地域の担い手としての体制を

整えつつあります。 

 このような意欲ある経営体をしっかりと支援

することで、力強い経営体を育成し、中山間地

域における農業の振興を図っていきます。 

元吉議長 太田正美君。 

太田議員 今後とも次世代につながるような取

組をよろしくお願いします。 

 次に、県産農産物の県内消費拡大についてで

す。 

 さきほども言ったように、園芸品目、特にね

ぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリーツとい

う４品目の野菜について、県や農業団体も総力

を挙げて生産面積の拡大に取り組んでいますが、

中でもねぎについては、白ねぎとこねぎを合わ

せて産出額１００億円を目指しています。 

 本県の農産物は、古くは小藩分立の時代があ

り、その後も一村一品運動施策を採用していた

こともあるためか、県内各地で際立った特産品

はあるものの、小ロットのため、マーケットで

の優位性を確保できずにいました。そうした理

由から、本県は九州では唯一、産出額１００億

円を超える園芸品目がない状況にあると伺って

いますが、ねぎ産出額１００億円を達成できれ

ば、マーケットにおける優位性も確立でき、正

に本県の顔となる園芸品目であると思います。 

 そのためには、新規生産者の確保や既存生産

者による早急な規模拡大への支援など生産面の

対策はもとより、市場でのシェアを確保し、生

産物をいかに有利販売していくかも重要になっ

てきます。関西や関東の市場へ売り込みをかけ、

販路開拓の取組を進めている白ねぎは、中京圏

でのシェア獲得を目指していると聞いています

し、ベリーツは京都市場での地位を固めつつあ

るようです。 

 もちろん、このように農産物の販路を広げる

ことは必要な取組だと思うのですが、一方で、

気になることがあります。それは、県内のスー

パー等で県産農産物の取扱いが少ないように感

じることです。当然、産直コーナー等では県産

品が販売されていますが、通常の野菜コーナー

等では他県産の方が多く目に付くように思いま

す。 

 本当の意味で、ねぎ等が本県の顔と言えるよ

うに、まず、県民が大分県はねぎの産地だ、大

分県のねぎはおいしいと自慢できるようになる

ことも必要なのではないでしょうか。そのため

には、県外だけでなく、まず県内で県産農産物

を食べてもらえる機会を増やしていくことが重

要だと思います。 

 また、物流の２０２４年問題と言われるよう

に、県外に販売するためのコストも上昇してい

ます。農家所得を増やすためにも、県内での地

産地消を拡大していくことが大切なのではない

でしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、県産農産物の県内消

費拡大にどのように取り組んでいくのか、農林

水産部長に伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 
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佐藤農林水産部長 農産物の販売では、需要量

や販売単価、物流コストなどを踏まえ、出荷先

を決めることが重要です。このため、需要量の

大きい県外には、白ねぎなど生産拡大している

品目を拠点市場に集中出荷することで市場シェ

ア率を高め、有利販売につなげています。 

 一方、物流コストを抑えられる県内市場では、

需要に見合う量を安定出荷することで販売単価

を確保する取組を行っています。 

 その上で県内での需要量を拡大することも重

要であり、例えば、大手食品メーカーと協働し

た白ねぎの試食販売や、白ねぎとこねぎの生産

者が合同で食べ方提案や販売を行うねぎ祭りを

実施しています。 

 また、デスティネーションキャンペーンを見

据えて、県産農産物を食べる機会を増やすため、

１０月と２月に県内飲食店でメニューフェアを

実施したところです。さらに、県産食材への理

解を深め、地産地消の意識を醸成するため、甘

太くんの親子芋掘り体験など食育活動も行って

います。 

 引き続きこうした活動により、県産農産物の

県内での消費拡大を図っていきます。 

元吉議長 太田正美君。 

太田議員 どうぞよろしくお願いします。 

 さきほど県内のスーパー等での県産農産物の

取扱いについて気になる点を述べましたが、も

う一点、陳列されている県産農産物について、

品質のばらつきなどが大きいのではないかと感

じることもあります。もちろん、県内生産者の

皆さんが品質向上のために日々努力されている

ことは承知していますが、ベリーツについても

品質を高めるために高度な生産技術が必要とさ

れており、形や大きさ、甘さなどの違いが目立

つという点も聞くことがあります。 

 さて、短期集中県域支援品目４品目について

は、さきほども言ったように生産拡大の目標を

達成しており、今後も順調に本県の顔となる品

目へと育っていくことを期待していますが、た

とえ一時生産拡大の目標が達成できたとしても、

それを継続しなければ真に本県を代表する園芸

品目とはなりませんし、本県の農業振興にもつ

ながりません。そうした意味で、生産拡大目標

を達成した令和７年度以降こそが、この４品目

にとって正念場を迎えるとも言えます。 

 ４品目のうち、白ねぎについては、土地の確

保から新規参入者や規模拡大経営体への重点的

な支援など、特に県が手厚いサポートを行って

きた品目であり、この数年で生産面積が急拡大

しています。一つの園芸品目の生産がこの短期

間でここまで大きく拡大するというのは余り例

がないと思うので、生産の拡大と生産性や生産

技術の向上を両立させ、早期の経営安定化を図

っていく必要がありますし、県としてもしっか

りとその後押しをお願いします。 

 また、さきほど言ったベリーツについても、

県が開発した品種として、生産技術の高度化な

どについて引き続きしっかりと後押ししてくだ

さい。また、私の地元由布市においても、県外

から移住し、温泉熱を利用しながら、ベリーツ

の生産に取り組まれている御夫婦について、１

月の新聞記事に紹介されていました。こうした

生産者が希望を持って生産を拡大できる取組を

今後ともお願いします。 

 このほか、ピーマンや高糖度かんしょについ

ても、まだまだ生産における課題は多いと聞い

ています。生産者や農協等と連携しながら、引

き続き生産者の支援に取り組む必要があると考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、短期集中県域支援品

目の生産安定化などにどのように取り組んでい

くのか、農林水産部長に伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 短期集中県域支援品目４品

目ですが、ニーズや生産者意欲が共に高く、順

調に面積拡大が進んでいます。県では、これま

でも関係団体と一体となって支援を行ってきま

したが、今後もさらなる拡大と生産安定に向け

た支援を強化します。 

 まず、生産拡大に向けては、高糖度かんしょ

の広域選果施設や、ベリーツのパッケージセン

ターの設置を進めることで、生産者のさらなる

規模拡大を後押しします。 

 また、生産安定の面では、近年の猛暑に対応
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するため、白ねぎやピーマンなどの圃場でスプ

リンクラーや遮光資材の導入を進めるとともに、

こねぎハウスでは、豪雨対策として自動排水ポ

ンプの設置を支援します。 

 さらに、品質の高位平準化に向けて高糖度か

んしょの糖度調査、それから、ベリーズの出荷

規格を合わせるための目ぞろえなど集出荷時点

での検査を徹底するとともに、普及チームによ

る巡回指導も強化します。 

 短期集中支援期間も終盤を迎えますが、引き

続きこうした現場に寄り添った課題解決の取組

を強化することで、大分県の顔となる園芸品目

へとぜひとも育てていきます。 

元吉議長 太田正美君。 

太田議員 最近、インバウンドで外国のお客さ

んも結構焼き芋等人気があって、よく売れてい

るみたいですが、それだけ一般の方も紅はるか

等を生産している人もいるんですが、他県では

基腐病（もとぐされびょう）など致命的な、生

産が落ちるようなこともあるので、その辺の防

疫等の取組も今後ともよろしくお願いします。 

 次に、環境政策について。 

 本県は、由布岳と塚原高原の景色をはじめ、

緑豊かな山野、清らかな河川、変化に富んだ海

岸線など豊かな自然に恵まれており、このよう

な自然を将来に継承し、その恵みを将来にわた

って享受できるよう自然との共生の社会づくり

を進める必要があります。しかしながら、年々

深刻化する環境問題は、我々の日々の活動に起

因している面が少なくありません。 

 昨年１２月、世界の国々が気候変動の問題を

話し合うＣＯＰ２８がドバイで開催され、パリ

協定で掲げられた産業革命以前に比べて気温上

昇を１.５度に抑えるという目標の達成に向け、

世界全体の進捗状況が議論されましたが、残念

ながら、パリ協定の目標までには隔たりがあり、

１.５度目標を達成するための緊急的な行動が

必要であること、２０２５年までの温室効果ガ

ス排出量のピークアウトに向けて取り組むこと

など、全世界で対策を加速させる必要があると

されたところです。 

 こうした背景には、予想を超えて進む気温上

昇などがあるのではないかと思います。気候変

動に関する政府間パネルが公表した報告書によ

ると、世界の平均気温は既に産業革命以前に比

べて約１.１度上昇しており、目標の１.５度ま

で０.５度しかありません。 

 気候変動に伴う異常気象も世界各地で発生し

ており、我が国においても豪雨災害が頻発・激

甚化しています。また、熱中症による緊急搬送

も増加しており、地球温暖化の影響は我々の日

々の生活を脅かすところまで来ています。昨年、

国連事務総長が地球沸騰化という言葉を使用し、

話題になりましたが、もはや地球温暖化対策は

待ったなしの状況ではないかと考えられます。 

 このほかにも、様々な環境問題が私たちの生

活を脅かしています。プラスチックごみ問題で

す。海のプラスチックごみは年々増加し、２０

５０年には魚の重量を超えてしまうという予測

もあり、このままでは本県が誇る豊かな海を将

来へ継承できなくなる可能性もあります。 

 さらに、我々の生活に欠かせない恵みを与え

てくれる生物多様性についても、損失に歯止め

がかからず、危機を迎えています。２０３０年

までに損失を止め、回復軌道に乗せる、いわゆ

るネイチャーポジティブの実現に向けて世界中

で取組が進められていますが、この生物多様性

の損失防止も含め、これまで以上にあらゆる環

境問題に積極的に取り組んでいく必要があるの

ではないかと思います。 

 こうした中、本県では、現在策定作業を進め

ている新たな長期総合計画において、環境先進

県おおいたを目指すという方針を示し、新たな

環境基本計画を策定することとしています。深

刻化する環境問題に県民や企業が自分のことと

して捉え、県民総参加で取り組んでいく必要が

あると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、環境先進県おおいた

を目指し、今後どのように環境政策を進めてい

くのか、知事の考えを伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 環境政策についてです。 

 本県の恵まれた環境を守り、次の世代に継承

することは、今を生きる私たちの責務と考えて
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います。こうした中で、近年は企業や県民の意

識が高まり、環境への配慮が社会的価値を生む

時代になりました。産業や観光振興などの分野

において、国内外から選ばれる視点も取り入れ

た環境先進県を目指し、次の三つの取組を進め

ます。 

 一つ目は、安心・安全で持続可能な環境づく

りの推進です。大気、水等の環境保全対策はも

ちろんのこと、プラスチックごみによる海洋汚

染や生物多様性の損失といった環境問題につい

ても、プラごみゼロ宣言や自然共生地域の拡大

など本県独自の施策を展開します。 

 二つ目は、環境対策を新たな経済成長につな

げる取組です。本年１月には、県経済を牽引す

る大分コンビナートの脱炭素化と持続的成長の

両立に向けたグリーン・コンビナートおおいた

推進構想を産学官で取りまとめました。この構

想に基づき、官民投資を積極的に呼び込みなが

ら、新エネルギーとして期待される水素の供給

や利活用、カーボンリサイクルなどを柱とした

対策を進めていきます。また、今年度県が創設

したおおいたグリーン事業者認証制度を推進す

ることで、脱炭素やプラスチック削減といった

企業の環境配慮行動を見える化し、企業価値の

向上を後押しします。 

 三つ目は、豊かな自然を活用した誘客です。

コロナ禍を経て、旅行者の意識が変化し、自然

志向が高まっています。来年開催される大阪・

関西万博を見据え、阿蘇くじゅう国立公園やジ

オパークの多言語ＰＲ動画を作成するなど、魅

力あふれる情報発信の強化に取り組みます。 

 これまでの県民総参加による取組を継承しつ

つ、時代の潮流を踏まえた新たな環境政策にも

挑戦することで、恵み豊かで美しく快適な環境

先進県おおいたを目指していきます。 

元吉議長 太田正美君。 

太田議員 今後ともよろしくお願いします。 

 それでは、田んぼダムの推進について。 

 地球温暖化対策には、その原因物質である温

室効果ガス排出量を削減する緩和策と、気候変

化に対して自然生態系や社会経済システムを調

整することにより、気候変動の悪影響を軽減す

る対応策の２種類があります。 

 このうち、適応策の一つとして、気候変動の

影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流

域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う

治水対策、流域治水の取組が各地で進められて

います。その流域治水の取組の一つとして注目

を集めているのが、営農しながら取り組むこと

ができ、地域の防災・減災に貢献する田んぼダ

ムの取組です。 

 水田は、食料を生産する本来の機能に加えて、

多面的機能の一つとして、大雨の際に雨水を一

時的に貯留し、時間をかけてゆっくりと下流に

流す雨水貯留機能を有しており、洪水被害を防

止、軽減する役割を果たしています。 

 田んぼダムは、小さな穴の空いた調整板など

の簡単な器具を水田の排水口に取り付けて流出

量を抑えることで、水田の雨水貯留機能を強化

を図り、周辺の農地、集落や下流域の浸水被害

リスクの低減を図る取組です。大規模な施設を

造成する必要がなく、安価で、すぐに効果が発

揮できることが大きな特徴で、各地で取組が広

がっています。 

 田んぼダムの取組を始める際には、その効果、

農作物の収量や品質への影響、取組に必要な労

力などの情報を農業者、地域住民、行政機関、

土地改良区等の農業関係機関、防災関係機関等、

全ての関係者で共有することが重要とされてい

ます。その上で、地域全体の協働による継続的

な取組とするためには、関係者間で相談、協議

を重ね、取組の内容や実施体制を整えるといっ

た過程を経ることで、関係者相互の理解やつな

がりの強化を図っていくことが重要です。 

 本県でも、流域治水プロジェクトに取り組む

地域ごとに田んぼダムの洪水調整機能の実証等

を行っていると伺っています。毎年のように豪

雨に見舞われる近年の状況を鑑みると、この取

組の成果を早急に県内各地に波及させ、田んぼ

ダムの取組を推進していくことが必要だと考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、田んぼダムの推進に

今後どのように取り組んでいくのか、農林水産

部長に伺います。 



第１回 大分県議会定例会会議録 第６号 

- 95 - 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 県では、令和３年度から今

年度までの３年間で、１１の市町において約１

９０ヘクタールの水田で田んぼダムの実証試験

を行っています。 

 これまでの試験結果から、降雨時における水

田での一時貯留効果や、排水路のピーク流出量

が２５％抑制されるなど洪水調節効果が確認で

きたところです。また、営農への影響について

聞き取りを行った全ての農家から、品質、収量

に支障が生じていないとの回答も得られていま

す。 

 こうした実証を踏まえ、市町主体による本格

実施に向けた推進体制を確立するため、昨年８

月に市町と共に田んぼダム推進部会を設立しま

した。現在、部会では、高い効果が想定される

地域への取組の意向確認や浸水被害軽減シミュ

レーション等を行っており、来年度に目標面積

を含む１０年間の推進計画を策定する予定です。

また、推進にあたっては、田んぼダムの模型を

活用した出前講座の開催など積極的な普及活動

にも取り組んでいます。 

 引き続き部会での取組を中心に、農家や地域

の方々に丁寧に説明し、理解、協力を得ながら

取組面積の拡大を図ります。 

元吉議長 太田正美君。 

太田議員 ありがとうございます。 

 次に、インバウンドの推進について。 

 訪日外国人観光客は、昨年１２月にはコロナ

拡大後で単月過去最多となるとともに、１２月

としても過去最高を記録しています。本県にお

いても、昨年１２月の外国人宿泊者数は、２０

１９年同月の約２倍とコロナ禍前を上回る水準

となっています。 

 人口減少等により国内観光需要の減少が見込

まれる中で、観光業の持続的な発展を図るため

には外国人観光客の誘客が今後ますます重要に

なりますが、国際的にインバウンド需要の争奪

戦が繰り広げられている中、競争に勝ち抜くた

めには、市場動向を綿密に分析したインバウン

ド戦略が求められます。 

 国別に分析してみると、２０１９年比の伸び

率で高いのは、韓国の２４.６％、シンガポー

ルの２０.１％です。一方、中国、台湾、香港、

タイはコロナ禍前の水準にまで達しておらず、

その代わり、円安等による海外旅行需要の増加

等を背景に米国、カナダといった北米の伸びが

目立つ結果となっています。また、米国は伸び

率だけでなく、客数でも第５位となっています。

注目すべき市場ではないかと考えます。 

 本県では、インバウンド戦略の一つとして、

現在九つの国・地域に戦略パートナーを設置し、

誘客の取組を進めていますが、今後、国別の動

向等のデータを踏まえた対象国・地域の柔軟な

見直しなど、より戦略的な取組が必要になるの

ではないかと考えます。 

 来年には、我が国におけるインバウンド誘客

の絶好の機会となる大阪・関西万博も控えてお

り、万博を契機とした誘客の促進にも期待が集

まっています。 

 こうしたことを踏まえ、インバウンドの推進

にどのように取り組んでいくのか、観光局長に

伺います。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 インバウンドの推進についてお

答えします。 

 本県における昨年の外国人宿泊客数はコロナ

禍前の水準にまで回復しており、全国と同様に

シンガポールやアメリカの伸び率が大きくなっ

ている状況です。加えて、好調なインバウンド

消費は既にコロナ禍前を上回っており、特に東

アジア、アメリカ、オーストラリアから来られ

る方々の消費額が大きくなっています。 

 消費の内訳を見ると、買物代が減少して、娯

楽等サービス費の、いわゆるコト消費が増加し

ている状況です。こうした市場の変化を捉えて、

来年度は戦略パートナーの配置を見直し、新た

に地方への周遊が進む米国にも設置する予定に

しています。特に訪日客の多い西海岸を主要タ

ーゲットと考えており、誘客を強化していきま

す。 

 インバウンド誘客の好機となる大阪・関西万

博に向けては、農業や漁業等の体験を通じて伝

統文化や自然に触れる高付加価値コンテンツの
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開発を支援しています。加えて、万博専用サイ

トを活用した販売促進、瀬戸内地域との広域連

携によるフェリー航路を活用した誘客等にも積

極的に取り組みます。 

 また、航空券や宿泊等を個別に手配する個人

旅行の増加が進む中、そのような動きが著しい

韓国や台湾、香港向けの情報発信を充実させる

こととしています。 

 今後とも、国や地域ごとの動向や情勢を見極

めながら、効果的な誘客に取り組みます。 

元吉議長 太田正美君。 

太田議員 先月、我が会派でインドネシアに視

察に行ってきました。同国は目覚ましい成長を

続けており、視察でもその一端をかいま見るこ

とができました。人口において２億７，５００

万人、毎年３００万人規模の人口増加が２０４

０年まで続くと言われています。本県の成長の

ためには、こうした活力のある国や地域との交

流をもう少し盛んにしていくことが重要だと思

います。 

 ちょうど向こうに行きましたら、ＡＰＵの卒

業生とも交流があり、現在ＡＰＵにインドネシ

アから在学生は４００人ほどいるそうで、卒業

生も１千人を超えるということで、時差的に２

時間ほどしか変わりませんので、ぜひ。ただ、

残念なことにインドネシアには九州からの直行

便がありません。今後とも、他県とも連携しな

がら、直行便の就航など交流促進にぜひ努めて

ください。 

 持続可能な観光について。 

 コロナ禍後の地域の観光産業の活性化に向け

てはインバウンドの推進が不可欠ですが、一方

で、その負の側面にも目を向けなければなりま

せん。特定の観光地において、訪問客の著しい

増加が地域住民の生活や自然環境、景観等に受

忍限度を超える負の影響をもたらしたり、観光

客の満足度を著しく低下させたりする状況をオ

ーバーツーリズムといい、世界中で問題になっ

ています。 

 国連では、２０１７年を開発のための持続可

能な観光の国際年と定め、旅行者と地域住民と

の共存、共生に関する議論が行われています。

我が国でも観光庁が、観光客と地域住民双方に

配慮し、多面的かつ客観的なデータ計測と中長

期的な計画に基づく総合的な観光地マネジメン

トを行うための持続可能な観光ガイドラインを

作成するなど取組が進められています。 

 私の地元由布市でも、世界的に有名になって

いる由布院温泉などではインバウンド客があふ

れ、地元住民の生活に影響を及ぼしているよう

に感じることがあります。コロナ禍が明け、イ

ンバウンドの推進を再加速させていこうという

今こそ、地域住民の生活と共存した誘客の推進

について議論を進めていく必要があるのではな

いでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、オーバーツーリズム

への対応を含め、持続可能な観光の推進にどの

ように取り組んでいくのか、観光局長に伺いま

す。 

元吉議長 渡辺観光局長。 

渡辺観光局長 国内外からの観光需要が急速に

回復する中、観光客が集中する由布院などでは、

いわゆるオーバーツーリズムが懸念されていま

す。 

 今年度、由布市においては、九州運輸局と行

政、ＤＭＯ、観光関係者等が連携し、レスポン

シブル・ツーリズムの推進に関する実証事業が

実施されました。この事業では、オーバーツー

リズムの実態把握や先進事例を学ぶセミナーを

通じ、観光客と住民が共存するための対応策を

議論しました。それを受け、由布院が大事にし

ている自然景観や住民の暮らしを紹介しながら、

旅マエ、旅ナカにおけるマナー啓発動画を作成

したところです。今後、ユーチューブに加え、

旅行会社や博多駅、福岡空港等で発信し、旅行

者の理解を促す予定となっています。 

 また、観光客の分散化も有効だと考えていま

す。県では、県内周遊を促進するため、海外旅

行会社やインフルエンサーを観光客が集中する

由布院、別府以外の観光地にも招聘し、各地の

魅力発信に力を入れています。さらに、デステ

ィネーションキャンペーン期間中には、県内各

地に向けたバスツアーや地域の特色を生かした

着地型商品の販売を促進する予定にしています。 
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 今後とも、住んでよし、訪れてよしの持続可

能な観光地域づくりに市町村等と連携して取り

組みます。 

元吉議長 太田正美君。 

太田議員 本県の取組として、他県に先んじて

おんせん県おおいたというキャッチフレーズで

大分県を売り込んだことは、非常に大きな成果

が上がったのではないかと考えているんですが、

その成功体験をいつまでも引きずるのではなく、

また新たな魅力発信を続けていかなければ、持

続可能な観光とはならないと。そういう意味で

は、体験型の観光に今後積極的に取り組んで、

大分県内全域で観光に対し、しっかりとした取

組をしてください。 

 それで、インドネシアに行ったときに、意外

と温泉という認知度は低いんですね。宗教的に

他人の前に肌をさらすという習慣がない地域に

おいては、温泉に入ることは非常にタブー視さ

れるみたいなところもあるので、やはり次につ

ながる魅力をイノベーションしながら、次なる

インバウンドの対策にもぜひ取り組んでほしい

と考えています。よろしくお願いします。 

元吉議長 暫時休憩します。 

午前１１時３６分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

木付副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。吉村尚久君。 

  〔吉村（尚）議員登壇〕（拍手） 

吉村（尚）議員 皆さんこんにちは。２７番、

県民クラブの吉村尚久です。 

 議員になって２回目の質問となりますが、質

問の機会を与えていただいた先輩、同僚議員に

感謝するとともに、本日は中津より、選びに選

び抜かれた僅か４人の方が来ていただいていま

す。ありがとうございます。感謝します。 

 それでは、早速質問に入っていきたいと思い

ます。 

 地域防災力の強化についてです。 

 新しい年の初めに起きた能登半島での震度７

の地震では、多くの方の命が奪われ、また、多

くの被災者は避難所などでの生活を余儀なくさ

れています。亡くなられた方の御冥福をお祈り

するとともに、被災された方に御見舞い申し上

げ、一日も早く復旧、復興が進むことを願うと

ころです。 

 そのような中、全国各地からの迅速な物資や

人的な支援などにより、支援がどれだけありが

たいか、大きな支えです、朝晩冷え込む中、温

かい食事を出してもらって本当にありがたいで

すなどの被災者の声を聞きました。被災した方

が早期に生活再建するためには、行政の力はも

ちろん、自助、共助による住民主体の地域防災

力を強化していくことが重要です。特に共助に

おいては、災害ボランティアの力も必要となり

ますが、活動現場までの移動手段やスコップな

どの資機材の確保など、資金面の心配がなけれ

ば、より多くのボランティアが集まると考えま

す。 

 そこで、茨城県では、寄附や募金を原資とし

た災害ボランティア活動支援基金を設置し、災

害ボランティアの活動経費に対し助成すること

で、その活動を支援する仕組みを構築していま

す。本県でもこのような基金を創設し、同時に、

事前登録制の災害時有償ボランティアの組織化

にも取り組んではどうかと思います。本県でも、

いつ大規模自然災害が起こるか分からない中、

災害ボランティアを組織化し、活動を支援する

体制を整備しておくことが重要だと思います。 

 また、能登半島地震の避難所でも見られまし

たが、災害時には、炊き出しの温かくて栄養の

あるものを食べることで、体も心もリフレッシ

ュできますし、それを通して生まれる被災者と

ボランティアとのコミュニケーションもとても

大切です。 

 このようなことから、防災訓練において炊き

出し訓練を取り入れている自治会などもありま

すが、防災意識を高める手段として、各地域で

行われている炊き出しのレシピを作成したり、

それを持ち寄ってのイベントをしたりしてはど

うかと考えます。 

 さらに、今回の能登半島地震でもそうであっ

たように、大規模な災害発生時には水道が断水

し、被災者は長期間にわたり水がない生活を余
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儀なくされます。過去の大災害においても、ト

イレに行くことを我慢するために、水を飲まず、

脱水症状を起こした例が多くあったそうです。

つまり、水の確保は命に直結していると言えま

す。 

 そこで、市町村と連携し、災害時に井戸水を

トイレや洗濯、お風呂などの生活用水として提

供していただける方を募集し、防災井戸の登録

をしてもらい、地域の防災井戸マップの作成を

進めてはどうかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、災害ボランティアの

活動や炊き出し、被災者の水の確保に対する支

援を含め、地域防災力の強化にどのように取り

組んでいくのか、知事に伺います。 

 以降の質問については対面席で行います。 

  〔吉村（尚）議員、対面演壇横の待機席へ

移動〕 

木付副議長 ただいまの吉村尚久君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 吉村尚久議員の地域防災力の強化に

ついての御質問にお答えします。 

 本日もＤＷＡＴの能登への派遣を新たに決定

しましたが、能登の支援に対して、関係者の皆

様に大変御協力いただいており、改めて感謝を

申し上げたいと存じます。 

 災害発生時の被害を最小限に抑えるには、自

助、共助の取組を推進して、地域社会における

防災力を向上させることが重要です。しかしな

がら、過疎化や高齢化の進行等により、特に共

助の機能低下が懸念されていることから、次の

二つの視点でさらなる対策の強化を図りたいと

考えています。 

 一つは、住民相互が支え合う関係、隣保協同

の強化です。 

 円滑な避難や避難所生活では多様なニーズへ

の対応が求められ、地域の中で顔の見える関係

性を築いておくことが大変大事です。そのため、

共助の中核となる自主防災組織のリーダー養成

や消防団など、様々な地域活動団体との連携を

進め、担い手の強化、拡充を支援します。 

 また、ＮＰＯや地元防災士会で構成する避難

させ隊の活用など、地域の特性を考慮した避難

訓練の実施も進めていきます。 

 災害時に住民同士で利用できる防災井戸につ

いては、これを登録し、マップを作成している

自治体が７市村にとどまっていることから、取

組の拡大を働きかけていきます。 

 二つ目は、ボランティア活動への支援です。 

 本県では現在約３，２００人の災害ボランテ

ィアを登録していただいていますが、被災地で

の活動を円滑に行うため、県社会福祉協議会と

連携し、研修の充実、資機材や移動手段の確保

など、体制の強化に取り組みます。 

 また、昨年７月の豪雨災害時には、活動の一

環として炊き出しが行われ、温かい食事が喜ば

れました。県では、ホームページでレシピ集を

公表しており、今後はＮＰＯ等に活用を促すな

ど、炊き出しによる支援の輪も広げていきます。 

 議員御指摘の基金の創設や有償ボランティア

の組織化など、ボランティア活動のさらなる充

実につながる取組についても、他県の事例も参

考にしながら研究していきたいと考えています。 

 これからも南海トラフ地震などの大規模災害

に備え、人的被害ゼロに向けた地域防災力の強

化を図っていきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 知事ありがとうございました。

能登半島の被災地における炊き出しの映像を見

た方が、自分も行って手伝ってあげたいと。で

も、少し遠いし、費用もかかるしというような

話をしてくれたことがありましたが、基金につ

いてはそういう方の思いに寄り添った形になれ

ばなとも思います。 

 それから、阪神・淡路大震災や東日本大震災、

そして、たび重なる県内の災害を経験するたび

に、そういう中で、私たちの中にも助けたいと

か支えたいというような気持ちが強まってきて

いるのではないかなと思います。また、さきほ

ど知事からもあったように、県の職員等も現地

に行かれて活動されているということ、本当に

お疲れ様だなと思います。だからこそ、被害に

遭ったときに備えて、そういうお互い様の中で

支え合う仕組みづくりができたらなとも思って
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います。 

 以前、東日本大震災が起こった後、私も宮城

県の気仙沼市に災害ボランティアで入らせても

らったことがあったのですが、その折に現地の

人が、このまちを忘れないでほしいと言った言

葉が今でも忘れられません。そういう意味で、

まずは能登をはじめ、北陸の被災地の方々に寄

り添った支援を継続して行っていただければな

と思います。 

 そして、災害に備えるという意味では、やっ

ぱり日頃からの地域でのつながりが非常に大切

なのかなとも思いますし、それは防災訓練を通

して地域づくりを進めることも有効な手段では

ないかとも思っています。 

 防災井戸については、県内でもいくつかの自

治体で既に行われているということでもありま

すが、地域でのつながりとか信頼関係の中で、

登録してくださる方がさらに増えるのではない

かなとも思うので、そういう取組をまたよろし

くお願いします。 

 いずれにしても、つながりという視点を大切

にしながら、地域防災力の強化にぜひ取り組ん

でいただければと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 東九州新幹線のルート案についてです。 

 昨年１１月に発表された日豊本線ルートと久

大本線ルートについて調査検討を行った東九州

新幹線調査報告書によると、両ルートの費用対

効果はほぼ同等となっており、それを受け知事

は、この分析だけでルートを決めるわけではな

い、県全体で議論を深めていき、機運を醸成し

ていきたいと述べられました。 

 また、１月には九州・四国広域交通ネットワ

ークシンポジウムが別府市で開催され、四国か

らも関係者にお越しいただき、四国新幹線など

豊予海峡ルートの課題も含め、東九州新幹線の

実現に向けての議論がなされたことは意義が大

きいと感じました。 

 そして、先月、大分県広域交通ネットワーク

研究会は、豊予海峡ルートや中九州横断道路等

とともに東九州新幹線についても整備を進めて

いくべきとの報告書を知事に提出しました。県

内各地域でも東九州新幹線についての説明会が

始まっており、県民の関心も高まってきている

と感じています。 

 このような本県の盛り上がりに対して、宮崎

県では、建設費負担の割にメリットが少なく、

関心が低いのだと感じていましたが、新たに宮

崎－新八代間ルートを選択肢の一つとして検討

することが示された一方、日豊本線ルート上の

宮崎県北の自治体が大分県南の自治体と共に東

九州新幹線の早期整備を求めていく決議をする

など、こちらも機運が高まってきたと認識して

います。 

 このような動きや活発化する四国新幹線誘致

などの状況を踏まえ、本県としても、一日も早

くルートを選定し、基本計画路線から整備計画

路線への格上げに向け、国に積極的に働きかけ

をしなければならない時期を迎えているのでは

ないでしょうか。そのためには、我が会派の代

表質問でも議論があったとおり、これまで以上

に県民の理解促進を図ることが必要であり、多

額の費用負担をはじめ、並行在来線の取扱い、

地域間格差の拡大、福岡市などへのさらなる一

極集中などの問題について丁寧な説明が必要と

思います。 

 また、先月発表された大分県広域交通ネット

ワーク研究会の報告書についての受け止め方に

加え、福岡県や北九州市などの関係自治体やＪ

Ｒ九州との連携をどう進めていくのか、そして、

県内での説明会やルート決定時期などについて、

どのようなタイムスケジュールで進めていくか

についても早急に明らかにすべきと考えます。 

 その上で私は、東九州新幹線のルート案につ

いて、人や物の九州内での円滑な循環や交流促

進を目指すためにも、日豊本線ルートを基本に

すべきだと考えています。そして、２０万人経

済圏である飯塚・田川地区を通るルートや北九

州空港を通るルートなど、具体的なルートの選

定について福岡県に働きかけることはできない

かと考えます。また、建設費の費用のことを考

えれば、全て複線ではなく、単線とすることも

検討すべきではないかと思います。 

 こうしたことを踏まえ、東九州新幹線のルー
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ト案について、知事の考えを伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 東九州新幹線のルート案についてで

すが、東九州新幹線は、九州のみならず、広く

西日本一円から人や物の流れをつくり、産業を

呼び込み、地方創生の基盤となることが期待さ

れる極めて重要な交通インフラであると認識し

ています。 

 新幹線整備の実現には、何より地元の理解と

熱意が欠かせません。昨年１１月に公表した日

豊本線ルートと久大本線ルートの費用対効果を

試算する調査は、県民が東九州新幹線に関心を

持ち、実現に向けた機運が盛り上がることも期

待して実施したものです。 

 現在、両ルート案の利点や課題について、地

域別説明会を開催しており、既に実施した日田

市と中津市においては、多くの参加者を得て、

活発に意見や質問をいただくなど、地域の盛り

上がりを感じています。今月中に全ての振興局

管内で説明会を完了しますが、さらに議論を深

めるため、来年度も引き続き地域別説明会を行

う予定にしています。 

 ルートを決定するためには、あらゆる角度か

らの慎重な検討が必要です。結論を急ぐよりも、

並行在来線や地域間格差等の課題を含め議論を

尽くし、新幹線について県民の理解を深めても

らうことが大事と考えています。 

 また、先月の広域交通ネットワーク研究会の

報告の中で、新幹線整備のような国家プロジェ

クトを進めるためには、国民的な合意形成や関

係機関との緊密な連携が重要であることが示さ

れました。東九州新幹線については、福岡県や

宮崎県等の関係自治体と国やＪＲ九州への要望

活動を行っているところであり、ルート案につ

いても、互いの検討状況など、十分に情報共有

を図っていきたいと考えています。 

 今後は、豊予海峡でつながる四国新幹線とも

連携を深め、シンポジウム等を通じて協力体制

をより強固なものとしていきたいと考えていま

す。 

 議員御提案の単線化は、国の調査によると、

建設費用の削減効果は最大でも２０％程度とさ

れており、速達性や輸送力の低下を踏まえた慎

重な検討が必要と考えていますが、もちろん単

線化も含めて、いろんな形での検討がさらに必

要であると考えます。 

 東九州新幹線等が本県の未来創造を支える広

域交通ネットワークの要であるという思いで、

整備計画路線への早期の格上げを目指して、し

っかりと取り組んでいきたいと考えています。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。先

日、３月１日に中津市でも説明会が開催されま

した。日豊本線ルートへの強い思い、熱い思い

が強く語られましたが、多分、職員から知事に

も報告があっているのではないかと思いますが、

過去、山陽新幹線だとか、東北新幹線、上越新

幹線の建設に関わった元国鉄総裁が、ルートや

新駅の交渉の矢面に立ったときに感じたのは、

代議士のパワーよりも地元住民のパワーの強さ

だったと振り返っています。いかに地元の盛り

上がりが事業を動かしていくのかをうかがい知

る言葉だと思います。 

 ただし、全国各地のこれまでの新幹線建設の

歴史を振り返ってみると、ルートや駅名などの

選定において、自治体間で激しい議論になって

いるようです。知事は時間をかけて議論してい

きたいと言われていますが、時間がかかればか

かるほど、お互い感情的になることも心配され

るわけです。同じ県民同士、しこりが残らない

ようにしたいものだと思います。 

 そのためにも、連携がまだ弱いと感じる福岡

県や北九州市などとも、より連携を深めていた

だいて、一本化し、県一体となって取り組んで

いただければと思いますが、一つ、再質問しま

すが、知事は何をもって、何を判断材料として

ルートを選定しようと今の時点で考えられてい

るのか、もう一度伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 いろいろな要素があるので、これが

決め手ですというのはありません。もちろんＢ

／Ｃ（ビーバイシー）もその一つですが、在来

線との関係が非常に、例えば、ソニックがなく

なると困るという議論が地元で強いのか、ある
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いはゆふいんの森号がなくなると困るという声

が非常に強いのかとか、そういう在来線との関

係もありますし、それから、地域、そこにアク

セスする都市との関係ですね。直接通るところ

以外のところとの関係で、どちらが必要かとい

う議論もあろうかと思います。 

 そういう意味で、様々な要素をやはり総合的

に勘案しながら決めていく。その中に、地元の

熱意がどれぐらいあるかと。在来線との調整も

含めて、そういうことも大変大きな要素になる

のではないかと考えています。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。様々

な要素、総合的にということになるだろうと思

いますが、いずれにしても、課題もたくさんあ

ります。その課題を含めて、新幹線の開通によ

り、どのような地域を目指していくのか、どの

ような大分県を目指していくのかというビジョ

ンを県全体で、県民全体で共有していくことも

大切なのだろうと思います。また、ぜひ積極的

に、自分も力を尽くしていきたいと思います。 

 最後に一つ、要望という形になりますが、大

分の未来へ、夢や希望にもつながる、発展にも

つながるこの新幹線ですが、四国新幹線の期成

会にはホームページが立ち上がっています。そ

ういう意味では、関連自治体に働きかけをして、

この東九州新幹線の期成会についてもぜひホー

ムページを立ち上げてはどうかなと思うので、

検討していただければと思います。 

 それでは、次の質問です。 

 自動車メーカーの出荷停止に伴う影響につい

てです。 

 昨年１２月にダイハツ工業の認証不正行為が

発覚しました。大変残念であり、今後、二度と

このようなことがないよう、信頼回復に向けて

努力していただきたいと思っています。 

 その後、国交省の立入検査、型式指定の取消

し、是正命令の発出などの厳しい指導が行われ、

ダイハツ工業のみならず、その子会社であり、

生産拠点ともなっているダイハツ九州において

も一時生産が停止され、県内の自動車部品や運

送などの取引先企業だけでなく、飲食店や宿泊

施設などへの影響が懸念されてきました。その

ような中、２月２６日以降、１０車種の生産が

再開されたことに安堵しているところですが、

一日も早い完全な再開により、地域経済の回復

を期待します。 

 ２００４年、群馬県前橋市から大分県中津市

に移転したダイハツ車体、現在のダイハツ九州

は、生産を開始して以来、中津市を中心に県北

部の雇用の確保や地域経済、ひいては大分県の

活性化に大きく寄与してきました。今回の認証

不正行為の影響を受け、苦境に陥った関連企業

や従業員に対してダイハツ工業が補償を進める

ことは言うまでもありませんが、行政の支援も

必要です。 

 これまで、県が国や中津市などと連携しなが

ら、経営・金融に関する相談窓口の開設、支援

の説明会の開催など、素早い対応をしてきたこ

とについては承知していますが、生産の再開後

も雇用や所得、それぞれの会社の資金繰り、地

域経済の問題など、元の水準に戻るには時間が

かかることも予想されます。そのためにもさら

なる救済措置が必要と考えます。今回の件は、

自然災害ではなく、一企業の不祥事が発端です

が、ダイハツ九州が立地して以来最大の危機で

あり、長年にわたる本県への貢献を踏まえた上

で、県として最大限の配慮をお願いします。 

 そこで、今回の認証不正行為について、県と

してどのように受け止めているのか、また、出

荷停止に伴う自動車関連企業やその社員、派遣

社員及び中津市近郊の地域経済への影響に対す

る今後の支援について、商工観光労働部長に伺

います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 ダイハツ工業による今

般の不正事案は、自動車認証制度の根幹を揺る

がす行為です。国の指導の下、再発防止策を着

実に実行し、早期の信頼回復を期待します。ダ

イハツ九州には、安全性を何よりも優先した上

で、円滑な操業を通じ、これまでと変わらず、

地域の雇用や経済に貢献していただきたいと考

えます。 

 今回の出荷停止を受け、県では、経営や金融



第１回 大分県議会定例会会議録 第６号 

- 102 - 

の相談窓口を開設しました。資金繰りや雇用関

係の相談が複数寄せられたことから、大分労働

局などと連携し、年明けに中津市と宇佐市でそ

れぞれ関連制度説明会を開催しました。 

 また、製造業のみならず、サービス業など幅

広く地域経済に影響を及ぼすことが懸念される

ため、１月末に行った県制度資金の経営環境変

動対応融資の拡充では、ダイハツ工業と直接間

接問わず、取引関係のない事業者も融資の対象

としました。 

 ダイハツ九州の大分中津工場が生産を行う１

２車種のうち１０車種は出荷、生産が再開され

ましたが、残る２車種は依然国の出荷停止指示

が継続されています。引き続きその影響を注視

しながら、地元市、大分労働局などの関係機関

と密に連携した上で、必要な対応を講じていき

ます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。経営

環境変動対応融資の対象者の拡充も行っていた

だいているということで感謝します。 

 また、ダイハツ九州が２月１９日から出荷を

再開し、２６日から生産も再開したということ

で、会社にも活気が戻ってきたとも聞いていま

す。しかし、まだ全ての車種が生産を再開した

わけではなくて、それから、販売にどうつなが

っていくのかも危惧されるし、地域経済全体が

元の状況に戻るにはまだまだ時間がかかるので

はないかとも思います。今後ともその動向に注

視していただいて、県としても最大限の支援を

お願いします。よろしくお願いします。 

 それでは、次に交通弱者についてです。 

 まず、ＭａａＳについてです。 

 高齢者や障がい者、買物難民などの交通弱者

の中には、公共交通の不便さから外出を諦めて

いる人もいます。この問題を解決するには、Ｍ

ａａＳが有効ではないかと考えます。 

 ＭａａＳとは、主にスマートフォンのアプリ

を介し、複数の移動手段を組み合わせ、検索、

予約、決済などを行うサービスです。例えば、

ホテル、旅館、介護事業所の送迎車やスクール

バスなど、時間帯により使用されていない車を

ＭａａＳを活用して利用できるようにすれば、

空き時間に地域を循環する移動支援の仕組みづ

くりや送迎車のシェアによるコスト削減につな

がるのではないでしょうか。 

 また、車椅子利用者などは個別に交通事業者

に連絡を取って、自身の状況を説明して介助を

依頼する必要がありますが、ＭａａＳを用いて

乗り継ぎルートの情報を提供するとともに、必

要とする介助内容を交通事業者や自治体などで

共有できれば、スムーズな移動が実現すると考

えます。そのようなユニバーサルな視点でのＭ

ａａＳの活用も期待されます。 

 本県でも大分空港を起点としたＭａａＳの実

証実験が行われましたが、その成果を観光目的

にとどまらず、社会課題の解決にもいかしてほ

しいと思います。 

 さらに、来年度からは、九州戦略会議のプロ

ジェクトとして九州ＭａａＳの取組も開始され

ると聞いており、大変期待しています。 

 そこで、ＭａａＳの実証実験で得られた成果

や課題、また、九州ＭａａＳの計画について企

画振興部長に伺います。 

 あわせて、福祉やユニバーサルの視点でのＭ

ａａＳの導入の可能性についてもお聞かせくだ

さい。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 ＭａａＳは、移動の利便性

向上や観光誘客等の地域課題の解決に資するも

のとして期待される一方で、システムの開発や

改修に多額の経費と時間を要するため、柔軟な

対応が難しいといった課題もあります。 

 県では、大分空港を起点としたＭａａＳの実

証実験に昨年度、取り組み、利用者の８４％か

ら利便性について好意的な意見が得られました

が、提供するサービスが限られるなど、特定の

エリアでの取組には限界が見られました。その

ため、九州が一体となって、持続可能な地域公

共交通の実現や、観光等の移動の円滑化による

地域経済の活性化を目指す九州ＭａａＳに参画

することとしました。 

 九州ＭａａＳは本年４月に実行組織を設立し、

夏以降の本格運用開始に向け、デジタルチケッ
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ト販売など、サービスの提供を順次拡大してい

く予定です。 

 議員御提案の福祉やユニバーサルな視点での

ＭａａＳの活用は、実現すれば社会課題の解決

に資するものであり、九州ＭａａＳへの将来的

な導入可能性などについて、実行組織の中で議

論してみたいと考えています。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。デ

ジタルの力を使って、環境にも優しくて、そし

て、車を自分で運転できない、でも、困らない

暮らしと地域づくりを可能にするのがＭａａＳ

の目指すところだとも言われています。観光に

ついてもそうですが、福祉やユニバーサルな視

点でのＭａａＳの今後の研究や実証実験等も、

私が調べたところでは香川県の三豊市なども積

極的に進められていると思うので、誰もが安心

して暮らすことができる、移動や外出ができる、

そんな大分県づくりをぜひ進めていただければ

なと思います。 

 それでは、次の質問です。 

 新長期総合計画における障がい者活躍日本一

を目指すには、障がい者が社会参加し、様々な

人との交流機会を増やす必要があると思います。

しかし、コロナ禍以降、タクシー台数の減少の

影響からか、配車予約ができず、外出を断念し

た例があったという声を聞きました。そこで、

障がい者の移動支援の充実に向け、外出支援の

ボランティアなどによる有償運送の弾力化など

の検討が必要と考えます。 

 また、障がい者の外出の支援にはガイドヘル

パーが大きな役割を果たしています。例えば、

視覚障がい者に付き添い、代読や代筆などを行

う同行援護という制度がありますが、ガイドヘ

ルパーが減少しており利用できないという声や、

ガイドヘルパーが運転する車での移動を認めて

ほしいという声を聞きました。そこで、外出を

断念させないためにも１割の利用者負担の在り

方の検討、ガイドヘルパーの質や量の確保のた

めに報酬単価の改善や研修の充実を図るべきで

はないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、公共交通の利用が困

難な視覚障がい者の移動支援の基本的な考え方

や、外出支援のボランティアなどによる有償運

送の弾力化、ガイドヘルパーの報酬単価の改善

や研修の充実を含め、視覚障がい者の移動の円

滑化にどのように取り組んでいくのか、福祉保

健部長に伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 議員御指摘のボランティア

による有償運送については、ガソリン代など実

費のみを受け取る場合には、道路運送法に基づ

く許可が不要となっており、既に一定程度の弾

力化が図られているものと承知しています。 

 この点に着目して国東市では、現在８地区で、

住民組織が障がい者も含めて対象を限定せず、

買物や通院などの外出支援を行っており、市は

これを介護保険サービスに位置付けて後押しし

ています。 

 また、障害者総合支援法は、視覚障がい者の

同行援護のほか、個々のニーズに柔軟に対応で

きる地域生活支援事業をあわせて規定しており、

市町村はこれらを活用して移動支援サービスを

提供していただいています。 

 こうしたサービスにおける、さきほど議員御

指摘の利用者負担、あるいはガイドヘルパーの

報酬単価は、この支援法の中で全国一律に規定

されていますが、計画的な職場研修による報酬

加算制度がありますので、各事業所にはその獲

得を今促しています。 

 現在、県内では１２４の事業所で同行援護サ

ービスが提供されていますが、県ではガイドヘ

ルパーの養成機関を指定して、昨年度は１５０

人に研修を受講していただいており、今後もヘ

ルパーの質や量の確保に努めていきたいと考え

ています。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。あ

る視覚障がい者の方が、外出は命がけと話して

くれたことがありました。だからこそ、移動支

援、外出支援はとても重要だと思います。ぜひ

同行援護の充実に向けて、またさらに国に働き

かけていただければと思いますし、県として改

善できることについても、今後とも取り組んで
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いただければと思います。 

 あわせて、今回は特に視覚障がい者の同行援

護について取り上げましたが、障がい者全体の

自立と社会参加を保証するためにも、さらに言

えば、障がい者だけでなくて全ての人々が自分

らしく生きていくことができる、暮らしていく

ことができる、活躍していけるためにも、特に

移動困難な方々の移動手段やサービスのさらな

る充実を求めていきたいと思います。ぜひよろ

しくお願いします。 

 それでは次、教育をめぐる諸課題についてで

す。 

 まず、特別支援学級の在り方についてです。 

 特別な支援が必要な子どもの数は増え続け、

特に自閉症や情緒障がいの子どもの数は知的障

がいの子どもの数を抜き、令和５年度、県内に

は約８００の特別支援学級に約４千人の小中学

生が在籍しています。この数には、特別支援学

校に通う子どもや、読み書きが苦手だったり、

対人関係を築きにくかったりする中で、通常学

級に在籍しながらも一部の授業を通級指導教室

で指導を受ける子どもの数は含まれていません。

このように特別な支援が必要な子どもが増え続

ける中で、学びや成長をどう保障するかが問わ

れています。 

 そのため、県教育委員会にとって今後の特別

支援学級や通級指導教室の在り方の検討や、担

当する教員の専門性をどう確保していくかにつ

いて、喫緊の課題であると考えます。 

 また、特別支援学級在籍の子どもの数が増え

ている中で、複数の学年にまたがって一人一人

の個に応じた指導・支援が難しいという担当者

の声もある中、県独自として、特別支援学級の

定数を８人から６人に引き下げられないか、一

つの特別支援学級に三つ以上の学年の子どもが

在籍する場合は二つの学級に分ける措置ができ

ないかとも考えます。 

 こうしたことを踏まえ、特別支援学級の在り

方について教育長の見解を伺います。 

木付副議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 特別支援学級の在り方に

ついてお答えします。 

 特別な支援が必要な子どもの学びや成長を保

障するためには、多様な選択肢の中から最も的

確に個別の教育ニーズに応える学びの場を提供

することが大切であると考えています。 

 特別支援学級は、通級指導教室では十分な指

導を行うことが難しい場合に、よりきめ細かい

指導を行うものと考えています。 

 県はこれまで、担当教員を支援するため、特

別支援学校教員による巡回相談や個別の指導計

画推進教員の派遣、医師等の専門家による個別

相談会を実施してきました。また、通級指導教

室についても、今年度、県内６小中学校を重点

校とし、指導すべき内容や通常学級との連携な

どを充実させています。今後はこうした取組の

成果を全県に広げていきます。 

 教員の専門性の確保に向けては、教育センタ

ー等で研修を実施し、実践的指導力の向上を図

るとともに、特別支援学級及び通級指導教室経

営の手引きの活用も促してきました。 

 特別支援学級の学級編制基準の引下げには国

の配分定数の充実が不可欠であり、引き続き全

国都道府県教育長協議会等を通じ、国に要望し

ていきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございました。特

別支援学級、又は教育の在り方について、県教

委の方向性については理解しましたが、私が提

案したことについては、人材や予算などの面で

多くの課題があるということは承知しています。

ただ、支援の必要な子どもへの教育の充実とい

うことを考えた場合には重要なことではないか

なと思っています。 

 そして、その提案の実現には、私自身、共に

学び、共に育つという理念を大切にしながらも、

障がいのある子どもの自立と社会参加を目指す

ために、本人や保護者と決定していくことが重

要であるということは言うまでもありませんが、

一人一人の特性、状況を踏まえ、本人にとって

どこが最適な学びの場なのか、つまり、通常学

級なのか、特別支援学級なのか、通級指導教室

なのか。どこが適切な学びの場になるのかとい

うことをしっかりと見極め、今後、段階的に在
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籍する学級等の移行も必要なのではないかと考

えます。 

 そういうような検討については県教委として

されているのかということを再質問したいと思

います。 

木付副議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 国から令和４年４月に特

別支援学級及び通級指導の適切な運用について

の通知があり、市町村にも通知し、本県でも対

応を図っています。 

 具体的に、特別支援学級の新増設にあたって

は、特別な支援が必要かどうか客観的に判断す

る資料も求め、一部市町村には直接指導も行っ

ています。 

 また、通級指導教室については、実践事例集

等リーフレットを県内の全市町村にも配布して、

適切な運営への理解促進を図っています。 

 子どもの特性に合った適切な学びの場の提供

に向けて、市町村教育委員会とも連携して取り

組んでいきたいと考えています。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 特性を持つ子どもたちにとっ

て、学びや成長が保障されて、充実した特別支

援教育、ひいてはインクルーシブ教育になるよ

う期待して、次の質問に移りたいと思います。 

 日本語指導が必要な児童生徒への対応につい

てです。 

 大分県と宇佐市に加え、昨年１２月、中津市

においても外国人総合相談センターが設置され

ました。既に多くの外国人が訪れ、就労や子育

て、日本語習得などの相談を受けているようで

すが、今後とも一元的な窓口として大いに期待

しています。 

 また、２月に行われた中津市での出前県議会

において、多文化共生の地域づくりをテーマに

意見発表等が行われましたが、外国人が働き、

学び、暮らす地域や学校における課題と解決に

向けた取組を確認できる有意義な会だったと思

います。 

 さて、出前県議会でも課題として挙げられた、

外国にルーツを持つ子どもの日本語指導につい

て、学校に目を向けてみると、県内には、外国

にルーツを持ち、日本語指導が必要な児童生徒

が、令和３年度は７０人、令和４年度は９７人、

令和５年度は１３８人と増えてきています。 

 学校では、在籍学級の指導以外に特別の教育

課程による日本語指導が受けられるようになっ

ており、これまで県としても、日本語指導支援

員の配置に積極的に取り組んできたことは承知

していますし、学校現場からはその効果の声も

聞いています。 

 一方で、今後、日本語指導が必要な子どもが

さらに増えることが予想され、今でも一人当た

りにかける指導の時間が十分とは言えないこと

もあり、さらなる配置の充実を求める声がある

のも事実です。 

 また、人材確保も課題となっており、適当な

日本語指導支援員が見つからない場合は、ＡＰ

Ｕの学生などとも連携してはどうかと考えます。 

 さらには、日本語指導が必要な児童生徒１８

人につき１人定数配置することになっている日

本語指導教員をコーディネーター役として積極

的に活用することも検討すべきだと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、日本語指導教員の配

置の現状を含め、日本語指導が必要な児童生徒

への対応にどのように取り組んでいくのか、教

育長に伺います。 

木付副議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 日本語指導が必要な児童

生徒への対応についてお答えします。 

 県では、増加傾向にある日本語指導が必要な

児童生徒への対応の充実を図るため、日本語を

はじめとする学習指導や生徒指導などを行う加

配教員等を活用しています。あわせて、令和元

年度から公立学校への日本語指導支援員の派遣

を開始し、毎年増員してきました。 

 また、４年度からは、日本語指導支援員や学

校の教員に対し、初期の対応やカリキュラムの

作成等について指導・助言を行う、日本語指導

に知見のあるアドバイザーの派遣も行っていま

す。 

 日本語指導にあたっては、在籍学級での指導

に加え、特別の教育課程の編成や放課後の時間

の活用など、児童生徒の習熟度合いに応じて対
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応しています。 

 なお、日本語指導支援員については、当初か

らＡＰＵや別府大学等と連携し、人材確保を行

っており、今年度も別府大学の非常勤講師やＡ

ＰＵの学生を県立高校へ派遣しました。 

 今後も、大学や市町村教育委員会と連携しな

がら、日本語指導が必要な児童生徒への支援に

取り組んでいきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ぜひ日本語指導支援員の拡充

ということにまた取り組んでいただければと思

いますが、では、再質問させてもらいたいと思

いますが、日本語指導が必要な子どもが増える

中、そのような子どもへの指導及び支援をする、

直接に係る教員に必要な資質を身に付けるため

に、例えば、大分大学教育学部などの、いわゆ

る教員養成課程の中で、外国にルーツを持つ子

どものための教育に関わる講座の開設を県とし

て要望できないかと考えますが、いかがでしょ

うか。 

木付副議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 日本語指導が必要な児童

生徒への対応については、本県においても重要

な教育課題の一つと認識しています。 

 まずは、県内の大学との協議の場、現在、教

員養成の奈良大学や大分大学との意見交換の場

を持っていますので、様々な機会を通じて、日

本語指導が必要な児童生徒への指導及び支援に

係る課題、こういった形で児童生徒が増加して

いる状況や、日本語指導員の人材確保に苦慮し

ている実態についても、各大学と認識を共有す

る形で対応を進めていきたいと考えています。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。外国

人に選ばれ、共に生きていく地域社会を実現す

るためには、もちろん学校教育だけで解決する

問題ではありませんが、まずは入口としての学

校教育の充実ということを訴えて、次の質問に

移りたいと思います。 

 最後の質問になります。 

 中津地域の道路整備についてです。 

 県道中津山国自転車道線、いわゆるメイプル

耶馬サイクリングロードは、旧耶馬溪鉄道廃線

跡を利用しているため、勾配も緩やかで、青の

洞門などの景勝地、鉄道跡を利用した橋やトン

ネル、山国川の清流などを楽しむことができ、

家族連れやサイクリング愛好家など、多くの方

に親しまれています。昨年７月の豪雨災害にお

いて被災しましたが、迅速に復旧に取り組んで

いただき、通行を再開することができました。

大変感謝しています。 

 今後、より多くの人に愛される魅力的なサイ

クリングロードにしていくためにも、中津市と

連携したさらなる整備が必要と考えます。 

 例えば、路面の整備をはじめ、一般道と交差

する場所の危険防止のためのカラー舗装や表示、

台湾からのサイクルツーリストも多いことから、

中国語での案内表示、走行には危険という声も

ある落ち葉の除去、長期間にわたり雑草を抑え

ることができる防草シートの設置、通学路にも

なっていることから、街灯の設置などにも期待

しています。 

 こうしたことを踏まえ、県道中津山国自転車

道線の整備にどのように取り組んでいくのか、

土木建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 メイプル耶馬サイクリング

ロードでは、毎年スタンプラリーが開催され、

県内外はもとより、海外からも多くのサイクル

ツーリストが訪れるなど、にぎわいを見せてい

ます。 

 議員御指摘の点ですが、まず路面については、

これまでも必要に応じ補修工事を実施しており、

今年度は３か所で約８００メートルを整備しま

した。 

 次に、カラー舗装についても、注意喚起が必

要な国県道や市道との交差点に実施しており、

視認性の向上を図っています。 

 また、中国語の案内に関しては、現在、道路

標識に関する省令に基づき英語は併記していま

すが、今後はニーズを確認していきます。 

 落ち葉については、紅葉シーズンにおいて、

景観の一部として魅力になりますが、通行に支

障がある場合は清掃しています。 
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 防草対策としては、順次張りコンクリートを

整備しており、今年度は２００メートルの区間

を施工しています。 

 街灯の設置に関しては、市の業務であること

から、御要望を伝えていきます。 

 今後も市と連携し、魅力的な自転車道となる

ように環境整備に取り組んでいきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。これ

までも整備を進めていただいているということ

ですが、課題もありますので、また今後ともよ

ろしくお願いします。 

 中津市においても、サイクリングロードを活

用した地域活性化のイベント等も計画して、力

を入れているようでもありますが、県として中

津市と連携しながら、今後ともサイクリングの

愛好家や地域の人たちに愛されるサイクリング

ロードの整備についてお願いします。 

 それでは、県道中津吉富線の整備についてで

す。 

 中津市街地を通る中津吉富線は、朝夕の交通

量も非常に多い割には、道幅も狭く、通学路と

しては非常に危険な道路であるとの声が、以前

から近隣住民等から上がってきています。その

ような中、段階的に改良工事が進められてきて

おり、令和６年度に長さ８６０メートルの牛神

工区が完了する予定と聞いています。 

 しかし、令和１１年度の完成を目指して９９

０メートルの合馬工区における地元説明会など

は行われていますが、住民からは、早く完成し

てほしいが、なかなか先が見えないといった期

待と不安の声が聞かれますし、牛神工区と合馬

工区の間の未着手区間については、できるのだ

ろうかとの声も聞かれます。 

 一日も早い完成を願うところですが、県道中

津吉富線の整備についての方針と今後の見通し

について土木建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 もう一つの県道の御質問を

いただきました。県道中津吉富線の整備につい

てお答えします。 

 本路線は地域の生活道路であり、小学校の通

学路としても重要な路線です。しかしながら、

市内中心部への抜け道として多くの車が流入し、

歩道も狭いことから、学校、警察と共に行う通

学路の合同点検においても危険性が指摘されて

おり、順次歩道整備を進めています。 

 まず、平成２８年に事業着手した議員御指摘

の牛神工区では、昨年度末までに計画延長８６

０メートルのうち２３０メートルの整備は終わ

っています。来年度の完成を目指してきました

が、一部の用地取得が遅れており、事業期間を

延伸する予定です。 

 次に、令和３年度に事業着手した合馬工区で

は、令和４年７月に地元の皆様への説明会を開

催しました。今年度は用地取得のための測量を

行い、来年度には用地買収に着手し、令和１１

年度の完成を目指しています。 

 未事業化区間である両工区の間の小楠小学校

から市民病院までについても、来年度の新規事

業化に向け、準備を進めています。 

 事業の進捗は用地取得への協力が不可欠であ

り、今後も地元関係者の皆様の御理解をいただ

きながら、一日も早い全区間の整備完了に向け

てしっかりと努力していきます。 

木付副議長 吉村尚久君。 

吉村（尚）議員 ありがとうございます。少し

ずつ工事も進んできていますが、多分、そこに

至るまでには職員の御苦労も大きかったのでは

ないかなと想像します。 

 今後とも地元と協力しながら、一日も早く完

成することを期待し、質問を終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。（拍手） 

木付副議長 以上で吉村尚久君の質問及び答弁

は終わりました。宮成公一郎君。 

  〔宮成議員登壇〕（拍手） 

宮成議員 皆さんこんにちは。議席番号７番、

自由民主党会派の宮成公一郎です。 

 まずもって、貴重な一般質問の時間を与えて

いただいた同僚、先輩議員の皆様方に御礼申し

上げます。今回が２回目の一般質問ですので、

前回よりも少し肩の力を抜いて、穏やかな声で

質問したいと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。 
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 それでは、通告に従って、安心・安全な暮ら

しについてから順に質問します。 

 まず最初に１点目、災害に備えた関係機関の

連携強化について伺います。 

 よりによって正月元日夕刻、家族団らんのひ

とときを襲った震度７の地震、寒さに震え、揺

れる大地におびえ身を寄せ合う人々、この地震

は２４０を超える人命を奪い、今も１万人以上

が避難所で暮らしています。 

 改めて、能登半島地震で犠牲になった方々と

御遺族に対してお悔やみを申し上げ、被災され

た皆様方に心より御見舞い申し上げます。 

 今回の地震で特に大きな被害を受けたのは、

能登半島の北部にある珠洲市、輪島市、能登町、

穴水町の四つの市町です。人口はおおむね１万

人から２万人、高齢化率は約５０％、そして、

この１０年ほどの間に、およそ２割の人口が減

少している過疎地域で、私の暮らす竹田市とよ

く似たまちです。 

 私自身、以前、地元の市役所で働いていた際

に、平成２年の豊肥水害、平成２４年の九州北

部豪雨災害、平成２８年の熊本・大分地震など、

多くの自然災害の対応に行政職員として携わっ

てきました。今回の地震発生を知ったときから、

避難所は無事に開設できただろうか、被害の状

況は確認できているだろうか、報道の対応はど

うか、ボランティアや支援の受入れの準備はで

きただろうかなどなど、防災危機管理の職員の

目線で見守ってきました。 

 災害発生時、特に初期の段階では、公的機関

の援助や支援、いわゆる公助よりも、自分の命

は自分で守る自助や互助、自分たちの地域は自

分たちで守る共助の役割が重要であると、阪神

・淡路大震災はじめ過去の経験やデータが示し

ています。 

 しかしながら、今回の地震が発生した地域で

は高齢化と過疎化が著しく、また、地形的、地

理的な要因も重なり、さらには余震が続く中に

あって、報道を見る限り、地域内の力だけで対

応できたことは、過去の災害に比べて多くなか

ったのではないかと思われます。 

 それぞれの自治体では地域防災計画を策定し、

職員の初動マニュアルを定め、ＢＣＰ（業務継

続計画）をつくり受援計画を策定し、不測の事

態に備えてきたことと思いますが、広範囲での

災害、長期化する災害が発生した場合には、よ

り一層、県や市町村の関係機関が一体となった

応急対策が必要になると感じます。 

 さて、本県は遠くない将来に発生すると言わ

れる南海トラフ地震では、小さくない被害を受

けることが想定されています。また、県内で毎

年のように発生している豪雨災害も、今後はさ

らに頻発化、激甚化するのではないかと懸念さ

れます。 

 将来さらに進行していくであろう人口減少や

高齢化の中、救助・捜索活動や孤立集落への支

援、給水や消毒、避難所の対応等に関して、市

町村間や防災関係機関のより一層の相互連携、

公助の拡充が図られることを期待せずにはいら

れません。 

 こうしたことを踏まえ、災害に備えた関係機

関の連携強化についてどのように取り組んでい

くのか、知事に伺います。 

 以下、対面席から一問一答方式により質問し

ます。 

  〔宮成議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

木付副議長 ただいまの宮成公一郎君の質問に

対する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 宮成公一郎議員の災害に備えた関係

機関の連携強化についての質問にお答えします。 

 穏やかな元日に突如として発生した能登半島

地震は、高齢化や過疎化などの問題を抱える本

県の防災対策にも大きな警鐘を鳴らしました。 

 県では、頻発・激甚化する自然災害に立ち向

かうため、自助、共助への支援に加え、あらゆ

る防災関係機関との連携強化に取り組んでいま

す。 

 まずは、国や都道府県、市町村など公的機関

との連携強化です。大規模災害に備えて、各都

道府県は全国知事会等と、広域応援の協定を締

結し、国においても、警察や消防等を迅速に被

災地へ派遣する制度を整えてきています。 

 今回の地震ではこれらの枠組みにより、本県
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からも、発災直後から警察官や保健師をはじめ、

給水や避難所運営、住宅被害認定調査等を行う

職員を派遣しています。 

 令和７年度には九州各県の消防や警察、自衛

隊等が参加する大規模な訓練を本県で開催する

ことになっており、これらを通じて、受援力を

一層強化していきます。 

 また、今年９月に竹田市等で実施する実動訓

練では、救助活動に加え、物資輸送やボランテ

ィアセンターの開設など、各機関と連携して災

害対応力の向上を図っていきます。 

 次に、民間企業との連携強化です。 

 大規模災害における災害関連死を防ぐために

は、電力や通信、水道などのライフラインの早

期復旧が非常に重要です。このため、電力会社

や通信事業者等も参画する図上訓練において、

連携の確認や課題の抽出を行い、有事の備えに

つなげています。 

 最後に、地域に密着した活動を行う団体との

連携強化です。 

 例えば、日田市のＮＰＯ法人は、様々なネッ

トワークを通じて、災害時に避難所支援や生活

再建に向けた活動を行っており、そこから得ら

れた情報は県や市町村にも共有されています。 

 今後は、それぞれの強みをいかした被災者支

援を確実に実施できるよう、定期的に意見交換

を行うなど、より一層の連携強化を図っていき

ます。 

 防災・減災対策に終わりはありません。能登

半島地震の課題や教訓等をしっかりと整理して、

それを踏まえながら、関係機関がより一体とな

って人的被害ゼロの防災県大分を目指していき

ます。 

木付副議長 宮成公一郎君。 

宮成議員 知事から様々な関係機関との連携に

関して御答弁いただきました。 

 ところで、能登では市職員の１月の時間外勤

務が、過労死ラインとされる１００時間を超え

て、平均１４８時間に上るという報道もありま

した。ボランティアの受入体制の問題も出てい

ますし、２次避難や集団避難の問題も聞こえて

きます。 

 竹田市の職員数は合併後、この２０年間で約

４割ほど職員が減少しています。県内他の自治

体でも、多かれ少なかれ同じような傾向を示し

ていることだと思います。 

 災害が発生した後でも、それまで暮らしてき

た地域、少なくとも、せめて大分県内に住み続

けることができるよう、市や町村、県と関係機

関とより一層連携が必要であると思います。 

 引き続き様々な検討を進めていただくようお

願いして、次の質問、住宅確保要配慮者への支

援についてに移ります。 

 一般に働く場所、職と住む場所、住居、住宅

を確保することは、憲法に定める国民の健康で

文化的な生活を実現する上で最も重要な基盤で

あるとされています。しかしながら、高齢者、

障がい者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が

必要な方については、その実態に応じた適切な

賃貸住宅が十分に供給されておらず、また、民

間の賃貸住宅市場においては入居制限が行われ

ることもあるなど、住む場所の確保に苦労され

ている方も少なくありません。 

 本来、このような住宅確保要配慮者に対して

は、県や市町村の公営住宅を供給すべきだと思

われますが、これから先、公営住宅を大幅に増

やしていくことは難しい状況にあるものと思わ

れます。 

 他方、地方では、空き家の問題が既に深刻な

状況となっており、今後は都市部でもこの問題

が顕在化していくことが予想される中、その解

決を図ることは喫緊かつ重要な課題となってい

ます。 

 このような中、国は民間賃貸住宅への円滑な

入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者を拒

まない賃貸住宅の登録制度や登録住宅の改修、

入居者への経済的支援などを盛り込んだ住宅セ

ーフティネット制度を平成２９年に創設しまし

た。 

 これは主として住宅政策側からのアプローチ

ですが、福祉サイドから見ても、要配慮者を空

き家や空き室の有効活用策としてマッチングす

ることは、課題解決に向けて大きな意義がある

ものだと期待されています。既に県内でも竹田
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市や豊後大野市で、市と居住支援法人が共同事

務局となり、住宅確保要配慮者居住支援協議会

を設立し、活動を開始していますが、今後の高

齢化の進展や子育て支援の充実を見据えたとき、

県として市町村の取組を広く後押ししていく必

要があるのではないかと考えます。 

 また、居住支援協議会の運営に関しては、一

部は国からの補助があるものの、全額ではない

ため、協議会設立後の自走化、自ら走っていけ

るような取組も欠かせません。 

 こうしたことを踏まえ、住宅確保要配慮者へ

の支援について、市町村と連携し、今後どのよ

うに取り組んでいくのか、土木建築部長に伺い

ます。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 県では住宅確保要配慮者へ

の支援のため、平成２４年に大分県居住支援協

議会を設立し、福祉や不動産業関係団体と情報

共有を開始しました。さらに令和元年度には、

市町村と連携の上、大分県賃貸住宅供給促進計

画を策定し、地域ごとの支援体制の構築を位置

付け、セーフティネット住宅の登録推進を強化

しています。 

 また、要配慮者への具体的な相談対応や支援

を行う市町村居住支援協議会の設立が進まない

ことから、令和３年度には県独自の取組として、

関係団体と行政からなるネットワーク会議を市

町村ごとに創設し、支援体制を強化しました。

結果、今年度末までに、全国でもトップクラス

となる五つの市町で協議会が活動を始める予定

であり、来年度以降も順次、設立が見込まれて

います。また、設立に至っていない市町村には、

来年度から居住支援の専門家をアドバイザーと

して派遣し、設立を強力に後押しします。 

 一方、協議会の自走に向けては、活動支援の

ための広報や空き家を利用した居場所づくり等

への助成を予定しています。 

 今後も関係団体や市町村と緊密に連携しなが

ら、地域共生社会の実現に努めます。 

木付副議長 宮成公一郎君。 

宮成議員 土木建築部長から全国トップクラス

との力強い答弁をいただきました。 

 ところで、竹田市に河野さんという社会福祉

士が代表を務める権利擁護支援センター、たけ

たネットという一般社団法人があります。この

法人は国土交通省の住まい環境整備モデル事業

を活用して空き家を改修し、この４月から外国

人や高齢者、若者など多様な方が暮らすシェア

ハウスの運営を始めるそうです。これは福祉サ

イドから住宅建築サイドにアプローチしたから

こそ実現できた好事例だと思います。部長同士、

席がそばですので、今後、住宅行政と福祉行政

とがより一層強く連携を図る中で、住宅確保要

配慮者への支援に取り組んでいただきたいなと

申し上げ、次の里親等委託の推進について質問

します。 

 少子化の進行は、我が国における最も深刻な

課題の一つであるとされていますが、平成２８

年に出生者数が１００万人を下回ってから、そ

の減少は加速し、それから僅か６年、昨年、令

和４年は年に８０万人を下回ることになりまし

た。 

 一方、周囲に祝福され、せっかく生まれてき

たものの、親の病気、貧困、虐待など様々な理

由により、親と一緒に暮らすことができず、公

的な責任の下で社会的に養育されている子ども

が全国に４万２千人存在し、県内でも、児童養

護施設や里親家庭、ファミリーホームなどで４

５０人前後の子どもたちが暮らしています。 

 こうした中、平成２８年の児童福祉法の改正

では、子どもの権利が明確にうたわれるととも

に、国連指針で示されている家庭養育優先の原

則が明記されました。これにより、家庭で養育

を受けられない場合であっても、より家庭に近

い環境で養育されるよう推進していく方針が定

まり、里親やファミリーホームの存在意義が以

前よりも増しました。 

 本県ではこの改正を踏まえ、令和２年３月に

大分県社会的養育推進計画を策定しましたが、

来年度、令和６年度は１０か年計画の前期５か

年の最終年度となります。この計画の中では、

里親等委託率などの目標値を設定し、各種施策

を推進していますが、本県の里親委託率は全国

でもトップクラスだと聞いています。 
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 その一方で、制度の認知不足や里親への理解

不足などが指摘されており、具体的な課題も残

っていると聞いています。改善の余地も大きい

のではないかと思われます。 

 こうしたことを踏まえ、子どもの権利と家庭

養育優先の原則を背景とした社会的養育、中で

も里親等委託の現状と課題、さらには今後の見

通しについて福祉保健部長にお尋ねします。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県では、令和３年度に中央

児童相談所に里親・措置児童支援課を設置する

など、家庭養育優先の理念に基づき、これまで

里親制度の充実に力を入れてきました。その結

果、社会的養育が必要な子どものうち、里親及

びファミリーホームへの委託率は、令和４年度

に３９．４％と、これは目標値を２年前倒しで

達成しており、全国のトップ水準にあります。 

 現在、県内では９０組もの里親に児童を養育

していただいていますが、委託の拡大に向けて

は、里親のさらなる開拓が必要と考えています。 

 そこで、令和３年度から日本財団の支援を受

けて、県内のＮＰＯ法人と連携し、広報強化に

努め、これまで３７組の新規の里親登録につな

げたところです。 

 また、里親委託後の支援もあわせて重要であ

り、県内の児童家庭支援センターでは、一時的

に児童を預かる里親のレスパイト、一時的休息

のための支援が広がっています。また、これら

の新規開拓や委託後の支援などを包括的に行う

里親支援センターが既に制度化されていますの

で、その早期設置に向けて、受皿となる法人と

現在協議を進めています。 

 こうした取組を踏まえて、令和６年度中に社

会的養育推進計画の見直しを行い、里親制度の

さらなる充実に努めます。 

木付副議長 宮成公一郎君。 

宮成議員 御答弁ありがとうございます。戦後

の日本がそうであったように、社会には子ども

も保護者も不幸にならずに生きていける環境を

つくることができる能力があると信じています。 

 別府市にある栄光園は民間の乳児院ですが、

今月、施設を新しくする中で、地域に開かれた

施設として、これまで以上に里親を支援する体

制が整えられると伺っています。 

 以前、虐待したくてしているわけではない、

私にそう伝えた親がいます。出生者数が著しく

減る中で、若い人に安心して子どもを産み育て

ることができるよう、経済的支援だけではなく、

精神的な支援を十重二十重に施しながら、引き

続き全国トップレベルとのことですが、現状に

甘んじることなく、見直しの中でしっかりと里

親等に関する制度の周知、内容の充実について

取り組んでいただきたいとお願いして、安全・

安心な暮らしについての質問を終わります。 

 続いて、次の質問、人手不足対策についてで

すが、労働不足、担い手不足に関しては、昨年

９月の一般質問の折にも伺い、若者定住策等に

ついての答弁をいただきましたが、今回はもう

少し掘り下げて、まず、産業人材の確保につい

て質問します。 

 御案内のとおり、本県は昭和３９年に大分市

が新産業都市に指定されたことを機に、臨海部

に鉄鋼、石油化学、銅の精錬などの企業が進出

した後、その後も内陸部を含め、ＩＴや精密機

械などの企業の誘致に成功する中で、これらの

進出企業に関連する中小企業も数多く集積して

います。 

 その結果、県内には幅広い分野の産業がバラ

ンスよく集積することになり、令和３年経済セ

ンサスにおける製造品出荷額等は３兆８，４６

３億円で、福岡県に次いで九州第２位となって

います。 

 しかしながら、少子高齢化によって１５歳か

ら６４歳の生産年齢人口が減少し、大企業も人

材の確保に苦心している中で、地方の中小企業

の人材確保はより一層厳しい、難しい状況にな

っています。 

 企業にとって、人は最も重要な経営資源の一

つと言えますが、人材は単に人数を集めればい

いというものではなく、その技術やサービスの

質を教育や経験によって担保する必要があり、

採用後にはその育成に一定の労力と時間と費用

を要します。 

 個別の企業が優秀な人材を確保できるかどう
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かは、各企業の戦略や長期的視点に立った継続

的な取組が一義的に重要だとは承知しています。

しかしながら、その環境を整えるという視点で

見ると、産業人材の育成、働き方改革、賃上げ

の促進、仕事と家庭の両立支援など、採用、就

業、賃金向上等のステージを念頭に、各産業分

野を俯瞰しながら、県として取り組むべき課題

も多くあるのではないかと思います。 

 先に述べたとおり、本県は我が国の製造業を

支えるものづくり県であり、今後さらなる企業

集積を進める上でも、優秀な人材を確保できる

かどうかは、地域間競争を大分県として勝ち抜

いていく、そして、生き残っていくための鍵だ

と思います。 

 また、本県の基幹産業である観光業、生活に

密着した商業やサービス業等においても、人材

を確保することは本県の今後の発展に向けて重

要な要素であり、地域間格差を拡大させないた

めの大きな要因とも考えられ、地方創生の実現

に向けた必要不可欠な取組であるとも思います。 

 そして、これら産業人材の確保が喫緊の課題

とするならば、施策の方向性の議論にとどまら

ず、具体的な取組を企業や県民とも共有し、県

の総力を挙げて早急に対策を実行していく必要

があると考えます。 

 今般、令和６年度当初予算案には様々な産業

人材確保に関する事業が盛り込まれていますが、

その内容はもとより、各事業をどのように有機

的に連携させて、産業人材の確保につなげてい

くのかの考え方を企業や県民に示していくこと

が重要だと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、産業人材の確保にど

のように取り組んでいくのか、知事に伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 産業人材の確保についてですが、少

子高齢化や人口減少は想定を上回るスピードで

進んでおり、地域産業の維持発展には産業人材

の確保、育成が喫緊の課題となっています。 

 このため、次の三つの柱で取組を進めます。 

 一つ目は、若年者の県内就職促進です。 

 学生と県内企業をつなぐ就職コミュニティＢ

ＯＮＤＯＩＴＡや福岡のｄｏｔ．等の活用によ

り、若者の就職に対する意識の多様化にも対応

しつつ、県内企業による人材確保を支援します。 

 また、企業の魅力発信も重要です。高校卒業

生を対象としたＷｅｂマガジン「オオイタカテ

テ！」等による発信に加え、来年度から新たに

中小企業を対象とした採用戦略の見直しとＳＮ

Ｓによる効果的な発信等の支援を行います。 

 二つ目は、多様な人材の活躍促進です。 

 女性活躍応援県おおいた認証企業制度等を通

じた女性活躍の推進や、労働局と連携した障が

い者雇用の促進等に引き続き取り組みます。 

 また、今後も増加が予想される外国人材に様

々な地域や業種で活躍してもらうべく、市町村

等と連携して受入環境整備等を進めます。 

 三つ目は、移住促進です。 

 移住の拡大には就業支援が重要であり、キャ

リアコンサルタントによる伴走支援やスキルア

ップ移住等に取り組みます。 

 こうした業種横断的な取組に加えて、業種ご

との細やかな対策も進めていきます。例えば、

製造業では半導体や自動車関連の産学官連携に

よる人材育成の取組が拡大しています。観光業

では、インターンシップの促進や観光系専門学

校就職担当とのマッチング等を支援します。 

 企業にとって人材は最も重要な経営資源の一

つです。人材に選ばれるためには、働きやすい

環境の整備が不可欠です。企業による働き方改

革の推進もあわせて後押しをしていきます。 

 産業人材の確保には、こうした様々な施策を

有機的に連携させながら進めることが必要です。

このため、来年度の組織改正では産業人材政策

課を新設して、産業人材確保に係る総合的な対

策を講じ、発信していきます。 

 人材は本県の安心元気・未来創造の基盤とな

ります。現在、全庁を挙げて新長期総合計画の

策定に取り組んでいますが、その中でもしっか

りと議論や検討を深めつつ、迅速に取組を進め

ていきます。 

木付副議長 宮成公一郎君。 

宮成議員 知事から細やかな対策、それから、

組織の改編等を含めて答弁いただきました。 

 この国の人口が増えていくときであれば、よ
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その地域とか他の産業から働き手を見付けてく

るのも簡単だと思いますが、いわゆる買手市場

の状態。しかしながら、全体の人口が減ってい

く中、売手市場がこの先延々と続く中では、企

業努力だけではどうにもならない状況が続きま

す。特に地方の中小企業。 

 県にあっては今の答弁、そのとおりなんです

が、そういった状況をしっかり直視する中で、

いかにすれば人材を安定的に確保できるのか、

産学官と言われましたが、産業界や教育機関等

とも連携を強めながら、この先も継続的に考え

ていただきたいなとお願いして、次の質問、外

国人労働者の受入環境整備について伺います。 

 昨年１２月に国立社会保障・人口問題研究所

が公表した２０５０年の市町村ごとの人口推計

では、県下１８市町村のうち１０市町村におい

て、３０年間で４割以上の人口が減少するとさ

れています。 

 このような中、人口減少対策については、我

が国、本県における目下最重要の課題と言って

も過言ではなく、様々な方面からその対策が求

められています。 

 人口減少がもたらす影響は大きく、社会保障

制度の持続可能性や地域の活力の維持なども議

論が必要ですが、中でも重大な問題が労働力の

不足です。既に農業、建設業、製造業など、従

前から深刻な人手不足が問題となっていた業種

等においては、外国人労働者がその担い手とし

て以前から注目されており、我が国、本県の経

済に欠くことのできない存在になりつつありま

す。 

 一方で、現在、我が国に在留する外国人労働

者の多くが技能実習制度を利用していますが、

現状の制度は原則として別の企業などに移る転

籍ができず、また、監理団体による支援が十分

でない場合があることなどにより、人権侵害や

法令違反の背景、原因となっている旨、国際的

に指摘されていました。 

 こうした状況の中、国はこれまでの外国人技

能実習制度に代わる新たな制度、育成就労制度

を創設する方針を決定し、今国会にも提出する

予定と聞いています。 

 これまでは原則として行えなかった転籍が、

今後は一定条件の下で認められるようになると、

従前拭い去ることのできなかった外国人は安い

労働力という視点から、今後は人材の確保、育

成などに重点が移り、外国人が働きやすい環境

が整えられることになります。 

 これについて働く側から見れば、もちろん選

択肢が広がるという声が上がり、歓迎するとこ

ろなんでしょうが、雇う側から見れば、人材を

つなぎ止めるために待遇や職場環境を改善して

いくことが必要となります。 

 国際的にも人材獲得競争が激しさを増してい

る中、我が国、本県の経済活力を将来的に維持、

向上していくためには、在留資格制度の変更に

伴い多様化する外国人労働者のニーズを捉え、

労働環境をしっかりと整えなければなりません。

あわせて、県民の人権意識を高める取組を進め

る中で、外国人から選ばれる大分県づくりに向

けた取組を県として強化すべきと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、外国人労働者の受入

環境整備にどのように取り組んでいくのか、商

工観光労働部長に伺います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 県内でも外国人材の受

入れが拡大しており、大分労働局によると、昨

年１０月末の外国人労働者数は過去最高の９，

９８２人となるなど、今後も増加が予想されま

す。 

 国は有識者会議の報告書を踏まえ、技能実習

制度を発展的に解消して育成就労制度を創設す

るなどの方針を決定し、今国会に改正法案を提

出する見込みです。 

 こうした動きを早期に企業や市町村等に情報

提供し、理解を深めていただくため、先月、セ

ミナーを２回開催しました。オンラインも含め、

県内各地から１１５人が参加し、関心の高さが

うかがえました。 

 引き続き外国人材から選ばれ、安心して働い

てもらえるよう、ＳＮＳによる多言語での定期

的な情報発信とともに、企業等による就労環境

整備や技能習得等を支援していきます。 

 外国人が地域で安心して生活するには、住民
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とのコミュニケーションも重要です。日本語指

導者の育成強化や地域の日本語教室拡充を図り

ます。 

 さらに、今後の制度改正状況を注視し、外国

人材の受入れや定着に効果的な取組を継続して

検討していきます。 

 今後とも、市町村や関係機関などと連携し、

日本人と外国人が互いに尊重し、安心して生き

生きと活躍できる多文化共生社会の実現を目指

します。 

木付副議長 宮成公一郎君。 

宮成議員 商工観光労働部長から様々な取組に

ついて御答弁いただきましたが、この１０年間

ほどの間に、外国人が働いている姿を見る機会

が非常に増えました。県下でもホテルや飲食店、

コンビニなど、日常の暮らしの中で姿を見かけ

るようになりました。既に外国人と共に地域で

暮らす社会は訪れているのだと思いますが、こ

の先、外国人から見放される日本とならないよ

う、互いの文化、多様性を尊重し合える社会を

国として築いていく必要があると思います。 

 本県にあっても、様々な場面で外国人と触れ

合うわけですので、部局横断、人権意識をまず

高めて、外国人に選ばれる大分県となるよう引

き続き取組を進めていかなければならないと重

ねて申し上げ、次の質問、畜産研究部の機能強

化についてに移ります。 

 肉用牛は本県の農業産出額の１割以上を占め

る大変重要な品目であり、特に私の地元竹田市

では、県内でも有数の肉用牛の産地となってお

り、地域の基幹産業と言っても過言ではありま

せん。 

 しかしながら、あらゆる物価が上昇する中で、

小売価格の高い和牛の消費が伸びない状況にあ

ることから、全国的に子牛価格の下落低迷が続

いており、過去最長の２８か月に並んでいる状

況です。 

 そして、さらには海外の紛争による飼料や原

油価格の高騰など、生産コストの上昇が追い打

ちをかけ、畜産経営者は非常に厳しい状況に置

かれています。 

 これらに対する施策については、昨年来、国、

県、市町村挙げて様々な方面から検討を実施さ

れていますので、引き続きしっかりと対策を継

続、拡充していただくとして、私からは肉用牛

経営のさらなる発展に向けた技術や研究の高度

化について質問します。 

 毎月、玖珠と豊肥では子牛市場が開かれてお

り、そこに行けば生産者と顔を合わせ、様々な

意見を伺うことができます。その中で多くの皆

さんから、大分県産の良い種牛をつくってほし

い、県内市場でしか取引できないブランド牛の

種をつくってほしいといった要望が寄せられま

す。 

 少し説明を加えると、子牛を生産するための

人工授精用精液の供給に利用される雄牛を種雄

牛といいます。産地間での激しい競争に勝ち抜

くための鍵は、肉の重量、ロース芯の面積、霜

降りの度合い等を数値化されたこれらの指標に

優れた種有牛をいかに確保できるかにかかって

います。 

 そして、本県における種雄牛の造成を担って

いる研究拠点は、竹田市九重町にある県農林水

産研究指導センター畜産研究部となります。 

 畜産研究部は、これまで本県の独自血統や高

い産肉能力など、特色ある種雄牛の造成を目指

してきました。研究員の皆さんのたゆまぬ努力

や地域の協力などもあり、本県種雄牛の産肉能

力は順調に向上していると伺っています。実際

に県内市場で取引される子牛のうち、県産の種

雄牛の割合は、一時、県外の種雄牛に押され、

１５％程度となっていましたが、関係者の御尽

力により、現在では３割程度にまで回復してい

ますし、近年の全国和牛能力共進会における優

秀な成績にも、その成果は現れていると思われ

ます。 

 一方で、種雄牛の能力向上は、全国各地で日

進月歩の勢いで進んでいる中、かつて３０年ほ

ど前にその名を全国にとどろかせたスーパー種

雄牛「糸福」を有した本県においても、その歩

みを止めることなく、さらなる取組を進めてい

く必要があります。 

 このような中、畜産研究部の施設本館は、建

築から５０年以上を経過するなど老朽化が進ん
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でおり、全面的なリニューアルが必要な状況と

なっています。 

 県では本年度、畜産研究部の施設整備に関す

る基本設計に係る予算が計上されていますが、

単なる老朽化対策、施設の更新ではなく、研究

のさらなる高度化につながる機能強化を目指し

ているとも伺っています。今後の進捗に期待し

ています。 

 こうしたことを踏まえ、本県肉用牛のさらな

る発展に向けた畜産研究部の機能強化にどのよ

うに取り組んでいくのか、農林水産部長に伺い

ます。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 畜産研究部は建設から５０

年以上が経過し、主要施設や機器の老朽化が進

んでいます。このため、施設の改修とあわせて、

以下の四つのコンセプトに基づく機能の強化を

進めていきます。 

 一つ目は、情報提供の拠点機能です。 

 畜産研究部で実施している種雄牛造成に向け

たゲノム解析を雌牛の選抜にも拡大し、その情

報を生産者へ提供することで、県内雌牛全体の

能力向上を図っていきます。 

 二つ目は、改良の司令塔機能です。 

 こうして能力を高めた雌牛への優秀な種雄牛

の計画交配を指導し、全国和牛能力共進会に向

けた出品対策など、生産者の改良の取組を牽引

し、ブランド力の向上を図っていきます。 

 三つ目は、優良種の供給拠点機能です。 

 種雄牛を候補牛の段階から一元管理し、早期

能力評価とともに、効率的な精液供給を行いま

す。加えて、受精卵を提供する雌牛舎を新設し、

畜産農家への受精卵の供給を拡大します。 

 最後に、人材育成機能です。 

 肥育技術や削蹄技術などの研修を通じ、担い

手や畜産技術者の養成に取り組みます。今回の

整備を機に、畜産研究部の機能強化を進め、本

県肉用牛のさらなる振興を図ります。 

木付副議長 宮成公一郎君。 

宮成議員 御答弁ありがとうございます。生産

者は良い種牛をつくってほしい、突き詰めれば

そういった要望です。今の答弁が生産者の期待

に本当に応えられる答弁であったと受け止めて

います。しっかりと実現できるように期待して

います。 

 もう一つ、市場価格が低迷しているこういっ

たとき、研究施設の更新が控えているこの時期

だからこそ、若い畜産農家が１０年後、２０年

後、３０年後、将来を見据えて希望を持って安

心して生産に取り組めるよう、本県の畜産経営

の在り方、農業の在り方、方向性を改めて整理

することも必要ではないかと感じます。 

 そういったことを申し添えて、最後の質問、

県職員の採用試験について伺います。 

 昨年９月の県議会で、県職員の人材確保につ

いて一般質問しました。その際に、企業や国、

地方自治体による人材獲得競争は今後ますます

激化していくと思われると述べましたが、その

後の動きを見てみると、予想をはるかに上回る

スピードでこの傾向が強まっている模様です。 

 今、春闘が山場を迎えようとしていますが、

深刻な人手不足を背景とした労働力確保等のた

め、賃上げの動きが一気に広がり、過去に例を

見ない規模での妥結、中でも初任給の大幅な引

上げを行う企業も多くあると報じられています。 

 また、国家公務員の総合職、一般にキャリア

官僚と呼ばれる職員の志望者数は、２０１２年

度のピーク時に比べて、今年度は７割程度にま

で落ち込んでおり、人事院は有識者諮問会議に

おいて対策を検討していく中で、人材確保を目

指すとしています。 

 地方公務員にあっても、令和４年の全国地方

公務員の競争試験の状況が国から公表されてい

ますが、過去１０年間で競争率が７．９倍から

５．２倍へと減少しています。そして、県内の

市町村においても、本年度の職員採用において

職員の確保ができず、少なくとも６市町村が追

加募集を行ったという報道もあり、県民の皆様

も少なからず驚いているのではないかと思いま

す。 

 このような中、本県においても、県職員の確

保にかなり苦慮されているのではないかと推察

されますが、今後も引き続き大分県を発展させ

ていくためには、優秀な県職員の存在が重要で
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あることは言うまでもありません。 

 前回の質問時は、総務部長から人材確保に向

けた様々な取組を御答弁いただきましたが、最

近の民間企業の動向、予想をはるかに上回る人

材獲得競争の激化、これらを見たとき、従来ど

おりの職員採用試験の在り方でよいのかという

疑問も残ります。過去に例のない人口減少社会

に突入している中にあっては、前例にとらわれ

ずに、時代に合った試験制度の改革に取り組む

ことによって、優秀な人材を大分県として確保

していくことを探っていくべきだと思います。 

 こうしたことを踏まえ、本県の職員採用試験

の現状と今後の取組について、人事委員会事務

局長に伺います。 

木付副議長 塩月人事委員会事務局長。 

塩月人事委員会事務局長 県職員の採用試験に

ついてお答えします。 

 本県の採用試験の競争率も、過去１０年間で

８．３倍から４．４倍に低下しています。特に

技術系職種の採用については、今年度は農業職

と林業職で追加募集となるなど、人材獲得競争

が年々熾烈になっていると認識しています。 

 このような中、次代を担う優秀な職員を採用

するためには、より多くの受験者を確保するこ

とが重要であると考えます。このため、早期に

民間企業志望者を取り込むべく、従来の６月の

試験に加え、２年度からは４月に前倒しした先

行実施枠試験を実施しています。 

 ６年度の先行実施枠試験は、林業職を加え５

職種に拡大し、既に３月１日から受付を開始し

ています。さらに全国約３５０か所の試験会場

において、受験者の希望する日時にオンライン

により受験ができるテストセンター方式を導入

し、都道府県では７番目に多い５職種の試験を

実施します。 

 また、多様で有為な人材を確保するための社

会人経験者試験と障がい者選考試験は、昨年か

らそれぞれ年２回に増やして、本年から全てテ

ストセンター方式で行うこととしています。 

 引き続き受験しやすい採用試験を実施するこ

とにより、受験者の確保に努力していきます。 

木付副議長 宮成公一郎君。 

宮成議員 答弁ありがとうございます。様々な

取組がなされているとのことです。 

 ちょうど少し前に、手元にこういったパンフ

レットも届いて、この広報についても非常に力

を入れているなと。受験生というか、学生の心

に響くような、知りたいところを非常に細かく

書いてあるなと、本当に感心しました。 

 ところで、佐藤知事が誕生して間もなく１年

です。今、長期計画の策定の準備が着々と進ん

でいますが、どのような計画を立てても、それ

を動かすのは人です。 

 深刻な人手不足の中、あらゆる業界、分野で

担い手の確保が課題となっている。その中でも、

県職員は個別の政策、事業を推進するために重

要な役割を担います。この３月も様々な経験を

積まれてきた職員の皆様方が多く退職されると

伺っていますが、今後も、佐藤知事を支える優

秀な県職員の確保に向けて、採用試験の在り方

についても様々な工夫を凝らしていただきたい

とお願いして、以上で私の一般質問を終わりま

す。どうもありがとうございました。（拍手） 

木付副議長 以上で、宮成公一郎君の質問及び

答弁は終わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑はこ

の程度にとどめたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

木付副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 以上をもって本日の議事日程は終

了しました。 

 次会は、明日定刻より開きます。日程は、決

定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時３８分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第７号） 

 

令和６年３月８日（金曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第７号 

             令和６年３月８日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    後藤慎太郎     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    三浦 正臣     古手川正治 

    嶋  幸一     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    太田 正美 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

 監査委員事務局長     河野 圭史 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

木付副議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 本日の議事は、議事日程第７号に

より行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑 

木付副議長 日程第１、第１号議案から第１５

号議案まで、第１７号議案から第４４号議案ま

で、第４６号議案及び第４７号議案を一括議題

とし、これより一般質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。今吉次郎君。 

  〔今吉議員登壇〕（拍手） 

今吉議員 おはようございます。１０番、自由

民主党、今吉次郎です。今回、質問の機会をい

ただき、先輩、同僚の皆さんに感謝です。どう

もありがとうございます。 
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 能登半島地震など、いろいろな災害、ウクラ

イナの戦争等、いろいろなことが起こっている

中で、国も大変ですが、地方自治が大変大事だ

ということを先般知りました。というのは、先

般、代表質問で木田議員が大分県議会は明治１

１年から設立されたということを代表質問の前

に説明していましたが、その話を聞いて、実は

先般、中津市で福沢諭吉の地方分権論の講演が

ありました。福沢諭吉が明治９年、著書「分権

論」の中で、地方分権、地方自治の大事さを紹

介しているんですね。福沢諭吉は明治９年から

地方自治の大事さに気づき、それを日本中に広

めたということらしいんですよ。中津が生んだ

福沢諭吉の偉大さを感じたし、この講演へ行っ

たときに、やっぱり私も県議会議員として、大

分県、地域のために頑張ろうという感じを持ち

ました。こういう講演からも、ますます大分県

のために皆さんと協力して頑張りたいと思いま

すし、木田議員は福沢諭吉の広報部長で、ぜひ

また諭吉のＰＲをしてください。よろしくお願

いします。 

 今、日本中で人口減少が進み、世界の中で、

もっと技術力の向上や農林水産とか観光の振興、

それに災害に強いまちとか、いろいろな問題が

あるが、佐藤知事も１年過ぎたので、連携して

一緒に頑張っていきたいと思いますし、実は一

万円札の福沢諭吉は今年７月に渋沢栄一に変わ

ります。この渋沢栄一はすごいなというのは、

江戸、明治、大正、昭和とすごいパワーを持っ

て頑張った人です。子どもも４０人いるんです

よ。だから、佐藤知事もぜひパワーを持って頑

張ってほしいと思います。 

 では、一般質問に入ります。 

 では最初に、健康寿命日本一に向けた取組に

ついてです。 

 本県では、健康上問題のない状態で日常生活

を送ることのできる期間である健康寿命の延伸

に取り組んできました。その結果、平成２８年

時点では男性は３６位、女性は１２位でしたが、

令和３年に公表された令和元年時点の順位は男

性が全国１位、女性が４位と大躍進しました。

健康寿命日本一の実現に向け、官民挙げて全力

で取組を進めてきた結果であり、全国に誇るこ

とのできるものとなっています。 

 今後はこの成果を維持するだけでなく、男女

そろっての日本一に向けた取組を進めていかね

ばなりませんが、少し気になる点もあります。 

 令和２年３月に県内で初めて新型コロナウイ

ルスへの感染が確認されてから約３年半にわた

り感染症と向き合う中で、県民の意識や行動、

生活様式が変容しており、これらを捉えた取組

を進めていかなければなりません。 

 例えば、テレワークの普及です。場所を選ば

ずに勤務できるテレワークは、通勤時間の短縮

だけでなく、大分に移住しながら都市部の本社

等への遠隔勤務を行う転職なき移住が可能とな

ることから、県では都市圏等の企業を対象にし

たモニターツアーを開催するなどの移住促進対

策を進めており、こうした取組に期待している

が、一方、家に籠もったままで仕事が完結して

しまうため、通勤や仕事で歩くことがなくなる

と、運動量の低下が懸念されます。適度な運動

はストレスの解消、抑鬱状態の改善などの精神

的な効果に加え、高血圧や糖尿病などの生活習

慣病を予防するなど、身体的な効果も期待でき

ます。コロナが５類に移行して、当たり前のよ

うに外に出ることを取り戻した今こそ、県民が

積極的に運動に取り組むことができるよう工夫

していくことが大事だと考えます。 

 また、高齢者が体を動かさないでいると、身

体機能や認知機能等が低下したフレイル状態を

招き、認知機能低下のリスクが高まりますが、

コロナ禍の影響により低下した高齢者の通いの

場の参加率は、いまだにコロナ禍前の水準まで

回復はしていません。通いの場に参加すること

により運動機能の向上、社会とのつながりの維

持、認知機能の低下を予防するなどの健康寿命

の延伸につながる様々な効果が期待できるため、

コロナ禍前の水準以上の参加率を目指していく

ことも大事です。 

 健康寿命を延伸していくには、運動はもちろ

ん、栄養、食生活の改善、口腔機能の維持向上

など、様々な分野での取組を複合的に組み合わ

せて実施していく必要があります。さらに、地
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域ごとに異なる健康課題に特化したメリハリの

ある対策を実施することで、より効果的な取組

につながるものと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、男女そろっての健康

寿命日本一の実現に向けてどのように取組を加

速していくのか、知事に伺います。 

 あとは対面席で伺います。 

  〔今吉議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

木付副議長 ただいまの今吉次郎君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。今吉次郎議員

の健康寿命日本一に向けた取組についての御質

問にお答えします。 

 健康寿命の延伸には、県民一人一人の主体的

な実践とともに、個人の健康づくりを社会全体

で支援することが重要であり、次の四つを柱に

取り組むこととしています。 

 一つ目は、民間活力を含めた多様な主体の参

画です。 

 毎年１０月の健康寿命延伸推進月間を中心と

して県内で各種の健康イベントを実施している

が、今年度は１３万人もの県民に参加いただき、

コロナ禍前の水準に戻りつつあります。 

 また、健康寿命日本一おうえん企業も１３０

社を超えるなど、民間の動きも活発になってき

たこの機を捉えて、産学官が集うおおいた創造

会議を県民総ぐるみの健康づくりのプラットフ

ォームとして発展させていきます。 

 二つ目は、健康無関心層への対策です。 

 既に９万人の登録者を有する健康アプリ、お

おいた歩得の効果を改めて検証し、県民ニーズ

を踏まえた機能改修を行うことで、より多くの

県民が無理なく自然に健康的な行動が取れるよ

う働きかけていきます。 

 三つ目は、フレイル対策です。 

 本県ではかねてから高齢者の通いの場への参

加の拡大に力を入れており、先日発表された国

の最新の調査結果では、１０年連続で全国トッ

プの参加率となっています。 

 しかしながら、参加者の固定化や男性の参加

が低調といった課題もあることから、新年度は

ｅスポーツや料理教室など、活動内容の多様化

を通じて通いの場の魅力向上を図ります。 

 四つ目は、地域ごとの健康課題の解決です。 

 各市町村の抱える健康課題は一様ではないた

め、特定健診受診率や喫煙率など、毎年、検証

可能な１３の客観指標により見える化した健康

課題の改善をおうえん企業とも連携して保健所

が支援します。 

 前回、本県が躍進した都道府県別健康寿命に

ついては、今年中には新たな公表が予定されて

いますが、男女そろっての健康寿命日本一の実

現を目指して県民総ぐるみの健康づくりを加速

していきたいと考えています。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 どうもありがとうございました。日

本一になった以上、今度はぜひとも男女とも日

本一を目指して、官民連携でまたよろしくお願

いします。 

 では次に、介護をめぐる諸課題についてです

が、介護や医療などに係る経費を誰がどの程度

負担するのかという大きな課題をはじめ、急増

する高齢者人口に対応できるサービス基盤の整

備、施設や在宅での介護に不可欠な介護の担い

手の確保など、様々な難題が待ち構えています。

県の政策に関するアンケート調査の中で、大分

県に期待する行政分野についての第１位は高齢

者福祉の充実であったことからも分かるように、

こうした待ったなしの問題に対し、国も自治体

も実情を把握し、将来展望に向けて対策を考え

なければならない段階に立たされていると思い

ます。 

 そこで１点目は、介護人材の確保です。 

 これはいろいろと質問があるが、介護分野で

の人手不足は深刻で、令和２年時点の推計では、

本県では２０２５年に約１，２００人の介護人

材が不足するとされています。このため県では、

これまで処遇改善や介護ＤＸの導入による働き

方改革等の取組により対策を講じてきているが、

介護現場では介護人材の不足により安定的な運

営が困難となっている施設もあると聞いており、

慢性的な介護人材不足は解消されていません。 

 今年１月に発生した能登半島の地震では、介
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護職員自身の被災や、残された職員も激務によ

り体調を壊して入院するなど現場の職員が不足

し、全国からの応援派遣で何とか対応するとい

う事態に陥りました。近年の災害の頻発・激甚

化を鑑みると、本県においても同様の事態が生

じる可能性があります。介護人材確保の取組の

必要性は切迫性を増しており、さらなる対策の

強化、加速化が必要と考えます。 

 特に、国内の生産年齢人口が減少する中、外

国人介護人材を増やしていくことが大切です。

県内の介護施設で活躍する外国人介護人材は、

この３年で３倍近くになるなど、その受入れが

進んでいますが、国際的に見たとき、円安によ

り日本で働くメリットが低減しています。加え

て、介護人材に限らず、国内でも産業間、自治

体間での人材の取り合いが激化していることか

ら、これまで以上の取組の強化が必要です。 

 加えて、介護人材に最大限活躍していただく

ために利用者側へのアプローチも大切です。特

別養護老人ホームへの入所を希望する方は依然

として多く、施設に空きが出るのを待っている

状態ですが、その他の介護施設やサービスには

空きがある場合もあります。特別養護老人ホー

ムに入所できない場合でも、有料老人ホームな

どの施設や、日帰りでの介護が受けられるデイ

サービスや、短期間の施設宿泊が可能なショー

トステイ等をうまく活用し、在宅での生活を選

択することもできます。 

 介護に関するサービスは本当に多種多様なの

で、状態や置かれている環境に応じてどの施設

でどのような内容のサービスを受けられるか等

については、分かりやすく利用者に情報発信し

て活用していただく取組も重要だと考えます。 

 いずれにしても、人口が減少し、さらに深刻

化する人手不足はどの業態でも起こることです

が、今後ますます高齢化が進んでいく状況を考

えると、介護従事者の確保は大変重要です。 

 こうしたことを踏まえ、来年に団塊の世代が

後期高齢者入りする２０２５年問題を迎える中、

介護人材の確保にどのように取り組んでいくの

か、知事に伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 介護人材の確保についてですが、い

よいよ来年には団塊の世代が全て７５歳以上と

なり、介護人材の確保が急務となる中、次の三

つを柱にして対策を加速していきます。 

 一つ目は、外国人材の受入促進です。 

 あらゆる産業で人手不足が一段と厳しさを増

す中、既に県内介護施設の約３割で５００人を

超える外国人を受け入れています。しかし、外

国人の採用にあたっては、金銭面も含め施設側

の負担が大きいとの声も伺っており、４月から

各施設が受け入れる際の渡航費等の助成を拡充

します。 

 また、国内外の競争が激化する中で、日本で

の就労意欲の高い東南アジアの送り出し機関や

教育関係者を招き、県内施設の視察や関係者と

の交流機会の創出などにも力を入れ、本県の優

位性を高めていきます。 

 二つ目は、離職防止と定着です。 

 事業所の人材育成や処遇改善等を評価するふ

くふく認証制度は２年目を迎え、現在、１０法

人を認証しており、さらに７３法人が今後の認

証を目指して、働きやすく魅力ある職場づくり

に取り組んでいます。 

 また、抱え上げない介護、いわゆるノーリフ

ティングケアを推進するため、事業者から要望

の多い入浴支援機器を新たに補助対象に加えて、

介護職員の負担軽減を図ります。 

 三つ目は、介護現場の生産性向上に向けたＤ

Ｘの推進です。 

 県内では、見守りシステムの導入により夜間

の定期巡回が不要となった施設もあり、昨年１

１月に本県で開催したＡＳＥＡＮ社会保障ハイ

レベル会合の際にも視察いただき、アジア各国

の参加者から高い評価をいただきました。 

 既に県内１９８の介護施設の半数以上でこう

したＤＸの普及が進んでおり、令和７年度まで

の全施設での整備を目指して、先般議決いただ

いた介護ロボットやＩＣＴ機器導入助成の補正

予算も活用しながら加速していきます。 

 また、新年度は社会福祉介護研修センターの

介護ＤＸアドバイザーを３人体制に拡充して、

介護施設での機器の活用促進に向けた伴走支援
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も強化します。 

 こうした対策を総動員しまして、介護人材の

確保に力を尽くしていきたいと考えています。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 答弁ありがとうございました。大き

な三つの目標に向かって、ぜひともこれを解決

してほしいと思いますが、これは要望なんです

が、特養とか、有料老人ホームとか、ショート

ステイとかの介護施設の情報がなかなか地域の

人が分からないんです。どんなサービスが受け

られるか多くの県民がよく分からないので、そ

こで、介護サービスの利用について、各地区に

ある地域包括支援センターなどの周知をぜひと

も市町村と連携して、まず、県民に伝えてあげ

てください。どこに行っていいかというのを迷

うらしいので、よろしくお願いします。 

 では、次は老老介護についてです。 

 これからますます少子高齢化が進む中で、同

居して介護する世帯のうち、介護を受ける側も

行う側も６５歳以上という、いわゆる老老介護

が６割を超えているのが現状です。高齢化社会

の進展で、高齢者が自身の親や配偶者を介護す

るだけでなく、その兄弟、姉妹を介護するケー

スも見られるようになってきました。このよう

な中、家族の誰かが介護が必要な状態になり、

介護者の心や体の疲労、将来への絶望などを背

景に、悲惨な事態に至る事例が発生しています。 

 老老介護が増えていくのは、一緒に暮らした

い、施設への入所は経済的に厳しい等の理由も

あるが、必ずしも当事者の事情だけではなく、

現代社会の少子高齢化や核家族化といった社会

全体の問題によって引き起こされる面もあるの

ではないかと考えます。また、介護が長期に及

べば共倒れのリスクも高まり、さらなる介護者

の心身のケアや支援などが求められると考えま

す。介護をめぐる悲惨な事例が後を絶たない中

で、老老介護に関わる事件も伝えられているこ

とは大変痛ましいことです。 

 こうしたことから、県内における老老介護や

認知症の症状がある人が認知症の人を介護する

という認認介護の現状はどのようになっている

のか、一刻も早い事態の把握と少しでも事態を

改善できる施策が求められます。 

 また本県では、高齢者の誰もができる限り住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療や

介護などのサービスを一体的に提供し、地域全

体で支えていく地域包括ケアに取り組んできた

が、今後ますますその役割が高くなってくると

思います。 

 こうしたことを踏まえ、認認介護も含めた県

内の老老介護の現状と、その問題に対し今後ど

のように対応していくのか、福祉保健部長に伺

います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 国の令和４年調査によると、

要支援・要介護者のうち同居家族が介護されて

いる世帯は半数程度であり、そのうち、いわゆ

る老老介護の割合は６３．５％となっており、

年々上昇しており、本県も同様の状況ではない

かと推測されます。 

 そうした介護者の負担軽減に向けては、まず、

本人や御家族の不安、ストレスを受け止めるこ

とが大切であり、県内６１か所の地域包括支援

センター等では相談支援の充実に努めています。

また、本人、御家族を支えるサービス基盤とし

て、訪問と宿泊を組み合わせて利用できます小

規模多機能型居宅介護施設や認知症対応型グル

ープホームなどを、この１０年間で見ると、県

内各地に１００か所以上整備を進めています。 

 認知症は本人に自覚がない場合も多く、当事

者同士の介護、いわゆる認認介護の実態という

のはなかなか把握しづらい面があるが、県では

認知症の人と家族の会の皆さん方と連携して介

護者の集いを実施しており、昨年度は県内で１

４６回開催し、延べ１，６３３人に御参加いた

だきました。 

 なお、市町村では、介護保険事業計画改定に

あたり、３年ごとに在宅介護に関する調査を実

施しています。今後、そうした機会も活用しな

がら、介護の実態把握に努めていきたいと考え

ています。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 ありがとうございました。当然、行

政もそういう絡みがあって大変だと思いますが、
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これはまた要望なんですが、最近、地区の住民

同士が連携して、町内での支え合いサービスと

して、地域で生活していく中での困り事に対し

て、サービスを利用している人も提供する人も

同じ地域に住む住民同士がみんなで助け合おう

という趣旨で行われている住民型有償サービス

というのがあります。これも県内にかなりあり

ますが、地域福祉活動の中で、家事の援助、清

掃、食事、ごみ出し、外出の援助で通院とか買

物の付き合い、身体の介護で入浴の見守りとか

着替えの手伝い、屋外作業で庭の草刈りとか屋

外の片付け等を行う住民型有償サービスを各市

町村と連携して県民に周知してください。最終

的には地区で知った人が一番いいですから、そ

ういう周知をぜひ県民にしてほしいんですが、

何か意見がありませんか。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 意見ということではないん

ですが、現在、御紹介いただいた形、住民参加

型の有償サービスという形になり、数の差はあ

るが、県内１８市町村はどこでもそういうサー

ビスが地区ごとに展開されています。例えば、

サービスの内容とか、どういった料金でやって

いるかというのはまちまちであろうと思います

が、県下で見ると１００団体ぐらいあり、おお

むね小学校の校区ごとというパターンが多いよ

うに感じています。 

 中津市は県内でも割と活発なところでして、

多分１０団体ぐらい活動されています。小学校

区を全部まだカバーできていないだろうと思う

ので、もう少し校区ごとにできていくと、いい

形になるのかなと思います。 

 他の市町村も含めて、市町村の社協が運営支

援を多少しているので、そういった会議の場で

何とか空白エリアには今後つくっていただくよ

うにサポートしたいと思っています。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 どうもありがとうございました。ぜ

ひ地区の住民同士の接点がますますできますよ

うによろしくお願いします。 

 では、空き家対策についてです。 

 私は以前から空き家の問題について質問して

きたが、少子高齢化の進展等により近年ますま

す大きな社会問題となってきています。空き家

の管理は一義的には所有者の責任であり、財産

を所有している以上、適切に管理する義務があ

るわけですが、相続等により取得した家屋など

は適切な管理が行き届かない空き家になってい

るケースも多く、全国でごみ屋敷なども大きな

問題となっています。 

 こうした状況の中で、国では平成２７年に空

家対策特別措置法を施行し、周辺住民らに著し

く悪影響を与える空き家を特定空家とみなし、

市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、

そして、勧告しても状況が改善されなかった場

合は命令を出すことができるようになっていま

す。命令に従わない場合は罰金が科されるほか、

市町村による行政代執行により、樹木の伐採や

塀の撤去、家屋の解体が行われる可能性があり

ます。 

 このように管理が行き届かない空き家に対応

するための法令の整備がなされる一方で、実際

の運用を見ると、私人の財産に関する問題とい

うこともあり、市町村としても命令や代執行の

実施にはなかなか踏み切れていないのが実情で

す。 

 そこで、今年度、国は特措法を改正し、除却

等のさらなる促進に加え、周囲に影響を及ぼす

前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する

ため、所有者の責務の強化や空き家の活用拡大

に向けた用途変更の促進等の措置を盛り込んで

います。 

 空き家対策については、全国の自治体でも独

自の取組がされています。例えば、福岡県豊前

市では、老朽危険家屋の解体後、固定資産税が

上がりますが、固定資産税を５年間減免し、そ

の後も段階的に減免額を縮小しながら最長１０

年間まで減免措置を講じています。 

 本県でも従前から空き家利活用に向けた相談

窓口の設置やマッチング支援、改修等の経費助

成など、様々な支援策を講じてきたが、法改正

により市町村に求められる役割も大きくなる中

で、県にもさらなる支援の拡充をお願いします。 

 こうしたことを踏まえ、空き家対策にどのよ
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うに取り組んでいくのか、企画振興部長に伺い

ます。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 空き家対策についてお答え

します。 

 本県では全国に先駆け、平成２４年に県と市

町村で構成する検討会を設け、昨年度からは民

間団体も加えた組織に改めて、官民を挙げて空

き家対策に取り組んでいます。 

 先月開催した会議では、県内でも増えつつあ

る代執行の先進事例を共有するとともに、国や

県の支援策等も紹介しました。また、空き家の

所有者に対し、早期の相続や除却処分等の啓発

を行うとともに、地域活力づくり総合補助金に

空き家を活用したビジネスへの支援枠を設け、

利活用の促進を図っています。 

 さきほど議員から御紹介のあった固定資産税

の負担軽減措置は除却の促進に有効とされてお

り、昨年末に参考事例として市町村に周知しま

した。 

 改正特措法により所有者の責務が強化された

ことから、来年度は空き家の適切な管理や活用

を意識付けるための手引を作成します。また、

新たに定義された危険な家屋となる前の管理不

全空き家についても、市町村が容易に判断でき

るよう本県独自の統一的な基準を設けることと

しています。 

 今後も市町村や民間団体とより緊密に連携し、

空き家対策に取り組んでいきます。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 ありがとうございました。空き家の

問題も減りそうにありませんし、空き家の問題

もいろいろ出てくるので、今年４月から相続不

動産の義務化もされます。空き家問題の背景に

は高齢者の孤立の問題もあると言われています

し、地縁、血縁が希薄になる中、自宅をごみ屋

敷にしてしまった結果、亡くなった後に問題に

なってしまうケースもいろいろあります。こう

した問題は高齢者の生活環境の問題でもあり、

基本的には市町村が対応していると思います。 

 不動産の取引の際に建物現況調査（インスペ

クション）というのがありまして、その建物現

況調査を売主、買主がします。今まで長年の懸

案として、建物現況調査を空き家対策のために

市町村が行う際には、補助がなかったのですが、

国からの補助が市町村に出るようになりました。

空き家対策は、県においても市町村といろいろ

連携してはいますが、ぜひ建物現況調査におけ

る国の補助をどんどん活用するよう市町村への

周知をお願いします。空き家の対策になると思

うので、企画振興部長よろしくお願いします。 

 では次に、県立高校の学科改編についてです。 

 高等学校には多様な背景を持つ生徒が在籍し

ていることから、義務教育段階において育成さ

れた資質、能力をさらに発展させながら、生徒

の多様な能力、適性、興味、関心等に応じた学

びを実現することが必要です。 

 高校教育の充実に向けては、高校生の約７割

が在籍している普通科高校において、生徒や地

域の実情に応じた特色、魅力ある教育の実現が

必要です。特に、普通という名称から一斉的、

画一的な学びの印象を持たれやすい等の指摘も

あり、総合的な探究の時間を軸として、生徒が

社会の持続的発展に寄与するために必要な資質、

能力を育成するための多様な分野の学びに接す

ることができるようにするための改革が求めら

れています。 

 そこで、国は昨年度から普通科改革として、

これまで普通教育を主とする学科は普通科のみ

とされていたところ、普通科に加えて、学際領

域に関する学科、地域社会に関する学科、その

他普通科を加えて学校設置者が新しい学科を設

置することできるようにするための規則の改正

等を実施しました。 

 他県等では国の普通科改革を受けた取組が進

んでいて、例えば、北九州市立高校では来年度

から普通科を未来共創科に改称し、従来からの

普通科のカリキュラム、学習内容に加えて、様

々な年齢、分野、立場の方々と対話、連携、協

働しながら共に未来を創造する学びを追求する

学科に進化、変化することを目指しています。 

 また、兵庫県立柏原高校でも来年度からグロ

ーバル化、科学技術の進展、少子高齢化の影響

等、変化が著しく予測困難な時代の中で、多様
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な価値観を理解し、他者と協働しながら課題解

決に挑戦できる人材を育成するため、普通科知

の探究コースを普通科新学科の地域科学探究科

に改編するとしています。 

 私は昨年、第１回定例会でも高校教育におけ

る地域との連携について質問したが、普通科だ

けでなく、専門高校も含め、時代に合わせた学

科の再編と地域との連携により魅力を高めてい

くことが、本県の未来を担う高校生の育成はも

とより、地域の活性化を図るためにも必要だと

考えます。そのためにも時代のニーズに合わせ

ながら、新しい学科、コースの新設に継続的に

取り組むことが大切です。 

 こうしたことを踏まえ、県教育委員会におい

て示されている来年度の県立高校の学科やコー

ス再編について、その狙いと効果をどのように

考えているか、伺います。 

木付副議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 県立高校の学科改編につ

いてお答えします。 

 現在、本県の普通科では、総合的な探究の時

間において、地域の課題解決など、教科横断的

な学びにより探究力を育成しています。また、

コースを設定し、農業や観光など、多様な専門

科目を学ぶ学校もあります。 

 今後策定予定の未来創生ビジョンの検討委員

会でも、普通科の特色化に向け、今後も地域や

社会と連携した学びの推進やコースの活用を進

めるべきとの意見が出ました。 

 来年度の学科改編等については、国東高校の

普通科にＳＰＡＣＥコース、三重総合高校の生

物環境科に環境土木コースを新たに設置します。

ＳＰＡＣＥコースでは、宇宙を題材とした探究

的な学びにより、社会課題の発見や解決、新た

な価値の創造などにつながる思考力、探究力の

育成に努めます。また、環境土木コースでは、

地域と連携した環境保全などの視点を備えた学

びを通じ、生活環境はもとより、農業の生産環

境も考えることができる土木技術者の育成に努

めることとしています。 

 今後の学科改編等についても、時代のニーズ、

学校や地域の状況を踏まえつつ、これからの時

代に必要な学びが提供できるよう進めていきま

す。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 ありがとうございました。時代が変

化しているので、これから地域を背負っていく

のは若い人ですから、ぜひともよろしくお願い

します。 

 ではあと、県土木技術職員の技術力向上につ

いてです。 

 本年１月の能登半島地震の発生により、自然

災害への備えとして、橋梁やトンネルの耐震化

等による災害時の緊急輸送道路の確保の必要性

を痛切に感じました。そのため、公共土木施設

の維持管理についての技術力の向上が必要です。 

 公共土木施設の日頃からの保守点検は大変重

要です。劣化の状況とその原因を十分に把握し

ないまま修繕等を施工すると再劣化の原因とな

り、予定以上のコストがメンテナンスにかかる

ことにもなりかねません。保守点検や修繕に際

して行う強度測定には技術に関する知識が必要

です。保守管理の質を上げて高度な点検ができ

るような人材の育成が大切です。施工する業者

においては、これらの技術習得のためにＯＪＴ

を含めた企業内教育を充実させていることから、

県においても保守管理や工事請負契約が十分に

履行されているかチェックするためにも、こう

した技術を解析する技術力の向上がこれまでに

増して大切になると考えます。 

 加えて、ＩＣＴの進展により、こうした解析

技術も日進月歩であり、技術力を向上させてい

くためには絶えず技術者としての研さんを積む

必要があります。この思いは官民共通であり、

これまでの官民それぞれの技術力の向上に向け

て、ＩＣＴの活用などを含め、同じ立ち位置に

て勉強する者同士の情報共有と交流の場づくり

を企画してはどうかと考えます。 

 県職員は職場の異動等があり大変ですが、職

員も継続的に技術の質を上げていくために、官

民連携しながら広域的な見地から失敗例や成功

事例の情報を共有し、交換するとともに、専門

的な技術力が上がるよう、多くの現場で活躍す

る民間の技術者と交流し、優秀な人材が多く育
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つような体制をつくっていくことが大切である

と考えます。加えて、人口減少社会を見据え、

市町村のインフラ維持管理業務の支援も視野に、

民間の技術者と連携、補完関係を構築していく

ことも必要ですし、そもそも技術者の不足問題

もあるが、土木建築分野のＩＣＴ化、ＤＸの推

進等、環境が目まぐるしく変わっている中で、

官民の技術者の技術力向上により、さらなる安

全で安心な県内のインフラ整備が進むのではな

いかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、県土木技術職員の技

術力向上についてどのように取り組んでいくの

か、土木建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 県土木技術職員は、道路や

河川などの社会資本整備やその維持管理に加え、

近年、頻発・激甚化する災害への対応等、多く

の業務を担っています。 

 議員御指摘のとおり、インフラの老朽化が進

行する中、施設の維持管理に関する専門技術の

習得は必須です。このため、県職員のみならず、

市町村職員や民間技術者を対象に点検診断実地

研修を開催するなど、官民一体となって技術力

の向上に取り組んでいます。 

 また、生産性向上も図れるＤＸの推進にも力

を注いでいます。令和２年度からＩＣＴを活用

できる人材を育成するため体験会やセミナーを

開催し、官民合わせて延べ１，８４９人が受講

しています。加えて、今年度には別府市に官民

ともに利用可能なＩＣＴ研修フィールドを常設

しました。さらに、建設業協会に加え、県庁の

土木建築部と測量設計コンサルタンツ協会に青

年部会を創設し、技術力の向上について青年部

会でも議論を深めるなど、官民の交流を強化し

ています。 

 今後も官民連携して技術を研さんしながら、

安全・安心なインフラ整備に努めていきます。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 どうもありがとうございました。こ

れもやっぱり時代の変化でどんどん変わってい

きますし、また、ドローンなんかの活用も当然

あるので、技術力を全員で上げていってくださ

い。よろしくお願いします。 

 では、ものづくり産業の振興ですが、まず、

県立工科短期大学校の教育の充実についてです。 

 我が中津には本県の産業の発展、企業の技術

力向上に寄与する高度な専門知識と技能を兼ね

備えた人材を育成する県立工科短期大学校があ

ります。平成１０年の開校以来、県内のものづ

くり産業の即戦力となる人材輩出に貢献してお

り、卒業生は令和４年末で１，７００人に及ぶ

ほか、連続１１年間就職率１００％を達成して

おり、企業からも大変高評価を得ています。 

 しかしながら、職業能力開発促進法に基づき、

厚生労働省所管の、いわゆる職業訓練施設であ

る職業能力開発短期大学校に位置付けられてお

り、文部科学省所管の教育機関である大学等と

は少し異なる点もあります。その一つに、経済

的理由により進学断念がないよう、令和２年度

から実施されています文部科学省系の大学、短

大等に通学する低所得世帯の学生を対象にした

教材費、通学費等相当を給付する制度が適用さ

れないという問題があったが、これに関しては

今議会で、知事のおかげでその制度の隙間を手

当てする予算が提案されているとのことであり、

大変感謝しています。 

 一方で、昨年末の新聞報道では、職業意識の

変化などで４年制の人気が高まり、短大生は３

０年間で８４％減少したとの記事が載っていま

した。短大の閉鎖や４年制への組織改編が相次

いでいることから、今後の本県のものづくり人

材の一層の充実を図るため、工科短大において

も４年制への移行など、教育プログラムの充実

を検討してはどうかと思います。 

 以前にも質問したが、専任教員の人材確保や

研究業績の向上など、壁が高いことはよく理解

しているが、同校は文部科学省の学校教育法上

の１条校ではないので、４年制になるために専

門職大学としての大学設置・学校法人審議会の

設置審査に通らなければなりません。しかしな

がら、他県では静岡県の農林大学校が公立の専

門職大学として令和２年４月に同審議会の許可

を得て、４年制の静岡県立農林環境専門職大学

に生まれ変わりました。時代の流れに合わせて
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レベルアップすることが大事であると考えます。

工科短大のレベルを上げるためにも４年制への

移行を検討してはどうでしょうか。 

 県の政策に関する高校生のアンケート調査の

結果でも、県外に一度出たいと思う理由として、

第１位が進学（県内に希望する学部・学科がな

い）でした。工科短大もここ数年、定員割れに

より学生の募集に大変苦労しています。これか

らの社会は変化も早く、時代に合った教育がぜ

ひとも必要であると思います。 

 こうしたことを踏まえ、工科短大における教

育の充実に向けどのように取り組んでいくのか、

商工観光労働部長に伺います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 本県の産業を支える高

度な専門知識と技能を備えた優秀な人材の育成

は工科短大の使命です。即戦力人材の育成は地

域の企業からも高く評価いただいています。 

 工科短大では、例えば、ものづくりにおける

デジタル技術の活用拡大を踏まえ、今年度、電

気エネルギー制御科を新設するなど、これまで

も社会情勢の変化に応じたカリキュラムの見直

しなどを実施してきました。引き続き、時代の

流れや技術革新の進展等に合わせたレベルアッ

プを図っていくことが重要と考えます。 

 そうした中、少子化等により入校希望者が減

少傾向となっていることから、学ぶ意欲のある

生徒への修学支援として、県独自の給付型奨学

金制度の新設に係る予算案を今議会に提案して

います。 

 なお、議員御提案の４年制移行には、教員確

保や施設、整備等の課題に加え、北九州市等に

ある職業能力開発大学校の応用課程への進学制

度との整理なども必要となっています。 

 今後も工科短大における教育の充実に向け、

本県の産業ニーズも踏まえ、絶えず様々な選択

肢を総合的に検討するとともに、定員確保に向

けた魅力発信や修学環境の充実等に取り組んで

いきます。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 ありがとうございます。レベルを上

げるための取組はしているが、やはり４年制で

ないと人気がないんです。そういうことは佐藤

知事はどうでしょうか。４年制、知事としては

ぜひやりたいと思いませんか。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 ４年制についても、今答弁したよう

な課題もあるが、排除しないで研究していきた

いと考えています。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 （現物を示す）では、伝統工芸の承

継と振興です。 

 生活様式や住環境の変化で、国内の伝統工芸

が大変苦境に立たされています。県では、伝統

的工芸品として竹工芸の後継者育成及び竹工芸

の振興等のために、別府に職業能力開発校であ

る県立竹工芸訓練センターを設置するなど、す

ごく振興には努めていると思います。また、県

内には小鹿田焼とか、日田下駄とか、姫だるま

とか、いろいろと各方面であるんですが、後世

に残していくのがなかなか大変なんです。 

 中津の和傘工房でも、江戸時代から武士の内

職として支えられた和傘を約２０年間継続して

います。２０年前に九州に１件しかない和傘工

房が廃業して、和傘工房がなくなるのが寂しく

て、私が約１年間独学で復活させたんです。２

０年になります。その和傘工房が復活して、中

津には約８８０年の歴史がある鶴市花傘鉾祭り

という和傘を使ってのお祭りがあります。ある

町内が岐阜に修理を出したら、３倍ぐらい取ら

れていた。それで、中津で残そうといって、も

う２０年になりますが、今現在、九州で１件し

かなく、やめるわけにはいかなくなりました。 

 小中学生が日本の伝統文化を体験するイベン

トが大分市でも開催されたようですが、大分県

としても、ぜひとも子どもたちに日本の伝統文

化をもっと知ってもらう、これからの世代に興

味を抱いていただくという教育もしてもらいな

がら、その承継と振興に理解を広めてもらって、

こうしたことを踏まえ、伝統工芸の承継、振興

にどのように取り組んでいくのか、商工観光労

働部長にお願いします。特に、和傘の承継、振

興についての支援をぜひともよろしくお願いし

ます。 
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木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 伝統工芸の承継は、地

域の伝統や文化に深く関わる重要な課題と考え

ます。県も産業振興等の観点から、市町村等と

連携して支援しています。例えば、昨年夏の大

雨で被災した小鹿田焼の里には、日田市や商工

団体と連携し、復旧を支援しました。 

 伝統工芸を将来にわたり残していくには、持

続可能な環境の構築が不可欠です。まずは地域

で重要性などを広く共有し、支えていくことが

大切と考えます。 

 北部振興局も後援する中津市の小学生等向け

の職人フェスティバルでは、和傘ミニあんどん

作り体験なども行っていると承知しています。 

 また、魅力を広く発信し、地域外の人々を引

き付けることも重要です。県では、メディアの

活用や坐来大分でのワークショップによる発信、

さらには産業創造機構を通じ、取引拡大に向け

た展示商談会への出展や商品開発等を支援して

います。和傘は昨年、東京の百貨店での県ポッ

プアップショップへの出品で魅力発信を後押し

しました。 

 事業継続が困難な課題には、国の事業承継・

引継ぎ支援センターがマッチングや専門家派遣

など、全般的に支援しています。竹材加工会社

や日田下駄製造会社等の承継が実現しました。 

 今後とも、市町村等と連携し、地域における

伝統工芸の承継、振興に努めていきます。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 ありがとうございました。事業承継

というのは分かりますが、知事はこれを見たこ

とがありますか。（現物を示す）初めてですか。

これは何か分かりますか。和傘です。これは九

州に１件しかないんです。今、商工観光労働部

長が言うような事業承継も分かりますが、２０

年前に中津の傘が辞めたときに、子どもが２人

いますが、もうかるなら跡を継がせると思いま

す。なかなかこれが難しいんです。年間で和傘

は赤字なんです。これを１本作るのが大体２、

３か月かかる。油を入れたりして、かなり時間

がかかるんです。しかし、これは地域としては

残さなければいけないし、地方創生というのは、

その地域にあるものは残そうということでスタ

ートしているんです。 

 だから、ぜひとも県としては、事業承継とい

うのは分かりますが、事業が承継できるような

仕事でもないので、若い人が難しいんです。だ

から、どういう人が一番いいかなというのは、

例えば、手伝いに来るのは裕福な高齢者が一番

いいかもしれないね。この中で、今年定年の人

は何人いますか。手を挙げてもらえますか。そ

ういう人がたまには和傘に手伝いに来るという

か、だから、そういう発想がないと駄目だと思

います。それは地域で残そうということです。

一番いいのは、今、国はいろいろスタートアッ

プ企業、新しいものに補助をだいぶ出している

が、もう一遍原点に返って日本の伝統的な工芸

とか文化を周知してほしいし、九州に１件しか

なくなったら、知事、辞められないでしょう。

１件しかないんですよ。だから、ぜひとも県と

一緒になって残していきたいと思うので、知事

も思いを一言何かありませんか。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 伝統的工芸品産業の継承というのは

大変重要な課題だと思うので、引き続き研究し

たいと思います。い草、七島藺なんかも同じか

なと今伺いながら感じました。 

木付副議長 今吉次郎君。 

今吉議員 どうもありがとうございました。ぜ

ひ傘を差して登庁してください。よろしくお願

いします。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

木付副議長 以上で今吉次郎君の質問及び答弁

は終わりました。佐藤之則君。 

  〔佐藤議員登壇〕（拍手） 

佐藤議員 皆さんこんにちは。初めてこの場に

立ちます。４２番、無所属の会、佐藤之則です。 

 冒頭、私からも能登半島地震の被災者に対し

てお悔やみと御見舞いを申し上げ、一日も早い

復興をお祈りします。 

 また、本日の質問の機会をいただいた皆様に

感謝するとともに、あわせて地元から駆けつけ

ていただいた皆さん、大変ありがとうございま

す。とても心強く感じています。 
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 では、早速ですが、質問に入ります。 

 佐藤知事におかれては、昨年の就任から約１

年が経過して、初の当初予算編成に臨まれ、独

自色を出されたことと思います。 

 今回、私は、自治体において直面する大きな

課題に取り組む対策を中心に議論していきます

ので、よろしくお願いします。 

 まず、人口減少対策です。 

 日本の人口は２０１５年の国勢調査から減少

傾向となっています。大分県の人口も２００５

年の１２０万人から２０２３年１２月分の人口

動態では１１０万人を切るという状況で、国全

体はもちろん、県や市町村においても個別の対

応策が求められている状況です。最大の課題は

少子化であり、国の成長、自治体の税収、医療、

介護、年金、働き手、経済活動、学校の存続、

伝統文化の担い手など、あらゆる分野で深刻な

影響を及ぼしています。昭和の高度成長期には

１１人の現役世代が一人の高齢者を支えていま

した。しかしながら、現在では２人で１人を支

えなければならない状況であり、このままでは

地方はもちろん、国の活力も損なわれることと

なります。 

 その対応として、民間の有識者でつくる人口

戦略会議は、人口減少を食い止めるために合計

特殊出生率を１.２６から２.０７まで引き上げ

ることが必要としており、それができれば２０

６０年に約１億人、その後８千万人程度でおお

むね安定的に推移すると提言されています。 

 人口の変動を示す人口動態は出生、死亡によ

る自然増減と、転入転出による社会増減で表さ

れます。令和５年版の大分県の人口推計報告に

よれば、自然動態については死亡数が出生数の

２.６倍で１万４３２人の減少、社会動態は転

入者が転出者を３６６人上回り、差引き前年比

１万６６人減少で、１０９万６，２３５人とな

りました。この状態においても、大分県では県

内の半数の市町村が社会増を達成し、２年連続

大分県全体で社会増を達成することができまし

た。この結果は本当にすばらしいことだと思い

ますし、様々な施策が功を奏したと言えると思

います。 

 こういった中で、豊後高田市では移住・定住

対策、子育て対策、雇用対策などに積極的に取

り組んできました。特に佐々木市長が就任して

からは、明確に人口増を目標にして、全ての施

策を目標に沿った取組とし、きめ細かな移住・

定住対策や０歳から高校生までの様々な子育て

の無料化、子どもに差別を感じさせない教育の

無料化など、これには無料の市営塾も含まれて

いますが、独自の施策を推し進めてきました。

その結果、豊後高田市程度の規模では余り例の

ない１０年連続の社会増を達成することができ

ました。また、宝島社の「田舎暮らしの本」に

集計された、住みたい田舎ベストランキングに

おいて、人口３万人未満の市部門で４年連続１

位、開始以降１２年間連続３位以内と非常に評

価されています。 

 これには県内の多くの市がランクインしてい

ますし、移住したい都道府県ランキングでも大

分県は全国で８位となっていますので、県など

の取組の成果が表れているのではないでしょう

か。 

 こうしたことを踏まえ、日本全体はもちろん、

地方の取組いかんで大きく差がつくこの人口減

少対策について、今後どのように取り組んでい

くのか、知事に伺います。 

 以降、対面席にて質問します。 

  〔佐藤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

木付副議長 ただいまの佐藤之則君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 佐藤之則議員の人口減少対策につい

ての質問にお答えします。 

 地方創生の旗印であるまち・ひと・しごと創

生法の施行から１０年が経過しました。この間、

本県でも、国や市町村と連携して大分県版地方

創生に全力で取り組んできました。 

 その結果、本県の令和４年の合計特殊出生率

は１.４９で、全国の１．２６を上回り、全国

１０位と上位を維持しています。また、県の人

口統計では初めて２年連続の社会増を達成する

とともに、県外からの移住者数は３年連続で過

去最多を更新しています。今年度も１月末時点
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で１，３６０人と、前年同期を上回って順調に

伸びています。また、令和５年の在留外国人の

増加率も全国１位となっています。 

 しかしながら、先月公表された人口動態統計

の速報値では、令和５年の出生者数は６，５９

３人で過去最少となるなど大変厳しい状況です。

今後も決して手を緩めることなく、自然増、社

会増の両面から、人口減少に歯止めをかける努

力を続けなければなりません。 

 まず、自然増対策では、子ども医療費助成の

制度拡充や県立学校の給食費の無償化など、子

育てにかかる経済的支援を強化します。加えて、

企業の働き方改革を後押しするとともに、男性

の育児休暇取得に取り組む中小企業への支援等

により、共育ての職場環境づくりを推進します。

あわせて、県民総ぐるみで進める生涯を通じた

健康づくりや、需要が増えている在宅医療の提

供体制強化など、本県の強みである健康寿命日

本一に向けた取組も進めます。 

 他方、社会増対策では、資格取得から移住ま

でを一貫して支援するスキルアップ移住のＩＴ

技術分野の拡充や、親と同居する、あるいは近

居する子育て世帯への住宅リフォーム支援など、

対策の要となる移住・定住促進の取組を強化し

ます。 

 また、働く場の確保も大変重要です。人や物

の流れを活性化する広域交通ネットワークの構

築に力を入れるとともに、産業団地の整備促進

等により企業誘致を推進します。加えて、若者

によるスタートアップの支援や外国人材の確保

に向けた受入環境の整備も抜かりなく進めます。 

 人口減少対策に特効薬はありませんが、今後

も国や市町村としっかり連携して、粘り強く取

り組んでいきます。 

木付副議長 佐藤之則君。 

佐藤議員 ありがとうございました。 

 少し余談になりますが、一昨日の朝の全国放

送の情報番組で、私たち豊後高田の移住対策が

２０分以上も紹介されました。来週も後半の放

送があるようですが、ランキングの評価は、本

当にありがたいことに、こういった得点にもつ

ながりますので、ぜひとも頑張っていきたいと

思っています。 

 人口対策は、世界の中で日本の国家としての

位置付けの大きな要因ともなり得る課題である

と思っています。市町村と共に、県としても大

きなお力添えをお願いします。 

 次に、人口減少対策の具体的な施策について

お尋ねします。 

 まずは、人口を取り込んでいく移住・定住対

策です。 

 これまた豊後高田市の取組を例に挙げると、

一般的な取組も含めていますが、１８５項目に

わたる施策、市役所全庁を挙げた取組を毎年度

更新するガイドブックにまとめています。その

中では、移住時のきめ細かな奨励金や応援金が

設定されており、例えば、県外に住んでいる方

が祖父母の実家である豊後高田市に転入する場

合の孫ターン奨励金、それから都会暮らしから

移住で自動車の運転が必要になった方のための

脱ペーパードライバー応援事業など、毎年、担

当者が移住者懇話会などで出た意見を聞きなが

ら、事業を組み立てています。 

 移住の取組では、できるだけ定住につながる

ように、住むところのお世話をすることが大変

大事になります。移住者向けの戸建て市営住宅、

それから戸建ての定住促進子育て応援市営住宅、

そしてメゾネットタイプの子育て支援住宅、こ

ういったものから定住促進の無償宅地も行って

いますが、２地区に４２区画の土地代無料の分

譲地を整備しました。また、空き家バンク事業

に積極的に取り組んでおり、毎年３０件以上の

新規登録を重ねています。移住希望者に情報提

供してきています。あわせて、空き家リフォー

ム事業補助金、それから空き家ＤＩＹ奨励金な

ど、きめ細かな支援もしています。その結果、

移住者の状況は７９％が５０歳代までの現役世

代、６４％が県外からの移住者となっています。

こういった事業については、県からも幅広く支

援をいただいています。 

 また、県や国が主催する東京、大阪、福岡な

どの移住相談会についても、できるだけ参加し

ており、移住希望者へのＰＲや移住の相談を受

けています。しかしながら、豊後高田市もそう
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ですが、規模の小さな自治体においては担当職

員が少なく、年３０数回のイベントの全てに参

加することは大変困難であり、県の職員に対応

をお願いしているのが実情と聞いています。 

 県の主催イベントは、ほとんど毎月開催され、

国のＪＯＩＮなどのイベントも含めると、県の

職員の御労苦に厚く感謝を申し上げますが、相

談来場者数も１０数組程度、少ないときは数組

と、各地でほぼ毎月開催する御労苦の割には実

績が伴っているのか少し疑問に思っています。

こうしたことを踏まえると、大規模なイベント

を開催する代わりに小規模なイベントの回数を

減らすなど実施方法の検討を行う必要があるの

ではないかと考えます。 

 また、移住・定住対策については、市町村が

おのおの知恵を絞っており、新規事業の構築の

際には、県の補助対象にするための検討など県

職員の皆さんからも御支援いただき、大変あり

がたいことだと思っています。 

 しかしながら、事業継続については、仕方が

ないことだとも思っていますが、何年かすると

補助が打切りになる場合があるようです。もち

ろん、実績がなければ仕方ありませんし、当面

の事業立ち上げ支援という観点、それから全体

的な予算の問題もあろうかと思いますが、有効

な事業は継続することが必要となります。実績

や必要性に応じて支援の継続などを検討してい

ただけないかと考えています。 

 こうしたことを踏まえ、市町村と連携した移

住定・住対策にどのように取り組んでいくのか、

企画振興部長に伺います。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 移住・定住対策についてお

答えします。 

 本県の移住者は３年連続過去最多を更新する

など順調に推移していますが、これは県内市町

村の積極的な移住・定住対策の成果と考えてい

ます。 

 また、御指摘の移住相談会については、移住

希望者の相談にきめ細かく対応するため、あえ

て規模を小さくし、その分回数を増やしていま

す。市町村職員の負担を考慮し、現地出張を必

要としないオンラインでの参加も可能としてい

ます。 

 一方で、議員御提案のように、来場者数の増

加を目指して、来年度は規模を拡大した相談会

も年４回程度開催するなど、通常の小規模な相

談会とあわせ、メリハリの利いた実施方法を検

討しています。 

 また、移住関連の補助金については、新たな

給付金の制度創設に伴って整理したものであり、

今後とも有効性や必要性の高い事業に対しては、

支援を継続していきます。 

 移住・定住対策は、何よりも市町村の取組が

欠かせないものであり、引き続き市町村の意見

を丁寧に伺いながら、移住者の希望やニーズに

沿った、より実効性のある対策を講じていきま

す。 

木付副議長 佐藤之則君。 

佐藤議員 ありがとうございました。市町村の

職員もそれぞれみんな頑張ってやっています。

ですから、自分たちの説明によって新たに人を

獲得したいという気持ちもあると思います。し

かしながら、今、企画振興部長が言われたよう

に、県の考えでやっていただいているし、いろ

んな柔軟な対応をしていただき、本当にありが

たいと思います。 

 こういった事業は本当に有効なものを見極め

るのは難しいことだと思いますが、今後とも市

町村と一緒になった取組をお願いします。 

 続いて、人口減少対策の中で自然動態につな

がり、地域に活力をもたらすために必要な施策

である子育て対策について質問します。 

 これも豊後高田市の取組を述べたいと思いま

す。 

 まず、子ども医療費の無料化については、０

歳から高校生まで通院、入院、調剤が完全に無

料です。加えて、今現在も市議会がやっていま

すが、この３月定例会において、子どもの入院

時の食事代の無料化を追加提案する予定だそう

です。 

 また、幼児教育、保育料についても、市内か

ら市外に通う子どももあわせて無料となってい

ます。さらに、給食についても保育所、幼稚園、



第１回 大分県議会定例会会議録 第７号 

- 131 - 

小中学校全て無料です。その上、誕生祝い金は

第１子、第２子に１０万円、第３子に５０万円、

第４子に１００万円、第５子以降は２００万円、

またさらにこれも３月議会ですが、入学祝い金

の新設もやっています。全国でもトップクラス

の施策を行っています。これらにかかる費用は

全てふるさと納税で賄っています。こういった

取組が功を奏して、移住者は子育て世代が多く、

一時は保育所の定員が満員となり、新しく保育

所を作ることにもなりました。このときに市外

に通う子どもの保育料も無料化の対象とされま

した。 

 また、無料化施策だけでなく、子育てをする

お母さんや妊婦さんにも様々な支援をしていま

す。市内４か所に花っこルーム、おひさまひろ

ばという施設があり、妊婦さんや子育て中の方

が気軽に立ち寄り、相談や情報交換ができる、

正に子育ての拠点となっています。これらの施

設はアンジュママンという、かつて花っこルー

ムで子育てをしたお母さん方で構成されるＮＰ

Ｏ法人が運営しています。 

 子どもが増えれば、地域の活力が大幅にアッ

プします。豊後高田市は未来への投資として子

育て対策に重点的に取り組んできましたが、一

例を挙げると、入学生がいなくなっていた小学

校の児童数が増えて、廃校の心配がなくなりま

した。この地域は小学校の存続を危惧して地域

の皆さんが積極的に空き家活用を進め、移住者

の受入れに取り組んでこられ、これがよい結果

につながったものと言えます。 

 県内の他の市町村も子育て対策には力を入れ

ており、おのおの取組を進めていますが、県に

おいてもいろいろ子育て対策において、独自で

市町村に支援をいただいています。聞くところ

によると、全国的にはこういった子ども・子育

てに係る都道府県独自の経済的支援はほとんど

なく、大分県は先進県だそうです。 

 こうした中、子育て支援に取り組むＮＰＯ法

人や民間の取組について、現在でも県からの一

定の支援はいただいていますが、さらなる支援

を検討できないかとも考えます。また、人口減

少が急速に進み少子化の対策が県政における喫

緊の課題である現状を鑑みると、子どもの医療

費、保育料等の無償化などについて、対応を強

化していく必要があると考えます。 

 そこで、子どもの医療費、保育料等の無償化

などについてのこれまでの県の取組を踏まえ、

新年度さらなる子育て支援の強化にどのように

取り組むのか、福祉保健部長に伺います。あわ

せて、ＮＰＯ法人や民間による子育て支援の取

組を今後どのように後押ししていくのかについ

てもお聞かせください。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県ではこれまで国に先駆け

て不妊治療費や子ども医療費の助成、保育料減

免等の経済的支援を市町村と連携して行ってき

ましたが、新年度は医療費の助成対象に高校生

年代を加えるなど、さらなる拡充を図ります。 

 子育て支援の充実に向けては、現場を担う市

町村が中心となり、地域の実情に応じてＮＰＯ

など民間と協働することも重要です。このよう

な取組を県内に広げていくため、県では令和元

年度から子育て応援活動を行う育児サークルな

どへの補助制度を創設し、延べ５１団体の活動

を支援しています。 

 また、令和２年度からは地域で子育て支援を

担うリーダーの養成講座を開催しており、これ

までに８２人の方が受講されました。こうした

人材が地域を越えて連携して、県の補助金を活

用し、例えば、多胎児の育児支援とか子育て世

帯を対象とした防災講座の開催に取り組むなど、

当事者のニーズに即した事例も生まれてきてい

ます。 

 今後とも、このように行政では手の届きにく

い個別課題の解決に向けた活動を市町村とも連

携して、きめ細かく支援していきます。 

木付副議長 佐藤之則君。 

佐藤議員 ありがとうございました。 

 アンジュママンの活動はこれまでにもいろい

ろ取り上げていただき、全国的にも紹介をいた

だいています。 

 先日、代表の方と話したときに、もっとやり

たいことがあると言われていました。改めてま

た相談に行きますので、よろしくお願いします。 
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 続いて、肉用牛経営における放牧の促進につ

いてお尋ねします。 

 大分県の畜産における肉用牛産出額は１５３

億円、全国１５位となっています。大分県の特

色は、肥育牛と繁殖牛の両方で良質な牛をつく

っていることであり、有名ブランド牛となる多

くの子牛を出荷している実情があります。繁殖

農家はどちらかといえば小規模経営の農家が多

く、子牛市場の価格低迷もあり、頭数を増やす

ことが難しい状況にありました。そのような中、

県では初期投資を低く抑えられ、飼料や管理な

どを低コストにし、経営を省力化できる放牧繁

殖経営の推進に取り組んできました。 

 豊後高田市においても、その先駆けとして平

成１７年から遊休農地を活用し、独自の放牧繁

殖経営に取り組む事業者がおり、今では繁殖牛

の周年放牧のノウハウを確立し、その取り組み

やすさから新規就農者が増え、この１０年間で

７農家が同様の取組を始めました。そのうち６

農家は移住者であり、人口減少対策の助けにも

なっています。これらの取組に対して県から放

牧地整備対策として御支援いただき感謝を申し

上げます。また、佐藤知事におかれては、昨年

の就任直後に県政ふれあい対話で現地を見学さ

れ、放牧に取り組む新規就農者などと意見交換

いただきました。この点についても重ねてお礼

を申し上げます。ありがとうございます。 

 近年、海外情勢や円安等の影響を受け、飼料

価格が高騰し、畜産農家の経営が苦しくなって

います。そのため、肥育農家の子牛購入が減少

していることで、市場の子牛価格が低迷し、繁

殖農家にとっては二重の苦しみとなっているの

が現状です。 

 繁殖農家は、おおいた和牛など本県の肉用牛

ブランドを維持、発展させていく上で重要な役

割を担っており、その安定的な経営を支援する

ことは重要です。 

 こうした中で、豊後高田市の生産者を成功事

例とし、放牧の活用をさらに進めていくことが

重要と考えますが、牧場整備に活用できる国の

補助事業には要件があるなど、その推進にはま

だまだ課題もあると聞いています。 

 こうしたことを踏まえ、肉用牛経営における

放牧の促進にどのように取り組んでいくのか、

知事に伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 肉用牛経営における放牧の促進につ

いてですが、畜産は農業産出額の約４割を占め

る本県農業を牽引する産業となっています。中

でも肉用牛は中山間地に適した、また耕畜連携

の要となる重要な品目です。 

 しかしながら、近年ではウクライナ情勢に端

を発した飼料価格高騰等による生産コストの上

昇に加え、昨年からの子牛価格の大幅な下落に

より肉用牛経営、特に繁殖経営は大変厳しい状

況にあります。 

 そこで、国及び県は配合飼料価格安定制度へ

の支援や子牛価格のセーフティーネットに対す

る上乗せ等、緊急的な経営支援を行っています。

加えて、中長期的な繁殖経営の安定を図るため

には、自給飼料の確保に向けた採草放牧地や遊

休農地等を活用した生産コストの低減が急務で

す。 

 このため、次の二つの取組を進めていきます。 

 一つ目は、共同利用牧場の採草放牧地の再整

備です。豊富な草資源がある竹田市や由布市な

どの共同利用牧場では、古くから放牧に取り組

んでいますが、近年の畜産農家の減少により荒

廃した採草放牧地が増加しています。そこで、

荒廃地を再整備し、規模拡大を目指す肉用牛農

家やコントラクター等の担い手への集約を行い、

放牧の促進と地域の畜産農家への自給飼料の供

給を進めていきます。 

 二つ目は、中山間地の遊休農地等を活用した

放牧の促進です。さきほど触れていただいた、

昨年６月に県政ふれあい対話で豊後高田市の放

牧事例を見ましたが、牛のストレスも少なくて、

景観の維持にも役立つ大変すばらしい取組だと

感じました。また、周年放牧に取り組む新規就

農者が増加し、地域の肉用牛振興と遊休農地の

解消の両面で効果が出てきています。そこで、

来年度からこうした周遊放牧を強力に推進する

ため、県独自で課題となっている放牧用地の雑

木の除去や飲み水の確保、簡易畜舎の整備等を
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一体的に支援して、新規参入や規模拡大におけ

る初期投資を軽減します。 

 今後とも、肉用牛生産コストの低減や省力化

に取り組む生産者をしっかりと支援して、もう

かる畜産経営の実現を目指します。 

木付副議長 佐藤之則君。 

佐藤議員 ありがとうございました。山間部の

遊休農地については、過去にみかん、かぼすな

どで使われていた果樹園地跡が有効に活用でき

ている状況です。その周辺の雑木林等の山林も

同様に活用できれば、新たな畜産振興につなが

るのではないかと思いますので、ぜひともよろ

しくお願いします。 

 では、次に農業の基盤整備について伺います。 

 大分県では園芸品目の産地拡大に取り組んで

おり、短期集中県域支援４品目の一つとして白

ねぎの産地拡大についても御支援いただいてい

ます。豊後高田市の白ねぎ栽培は、西日本トッ

プクラスの生産量を誇り、沿岸部の干拓地帯で

大規模農家を中心に取り組まれています。また、

水田畑地化の取組も進めており、産地拡大の推

進について大きな御支援をいただき、感謝を申

し上げます。野菜類は天候等の自然要因や市場

の動向等の外的要因により単価が大きく変動し、

経営の難しさがあるようです。昨今では、干ば

つと災害級の大雨が農家を苦しめており、特に

干拓地では給水、排水ともに苦労しています。 

 一方、国の直轄海岸保全施設整備事業におい

ては、昨今多発する大規模災害に備えて海岸堤

防改修や関連施設の整備を進めていただいてい

ます。地元自治体としても、また地元住民、農

家としても事業の早期完成により、安心と安全

な暮らしができることを望んでいます。 

 また、干拓地域の中には排水施設として、県

が所管する排水機場もあります。日頃からポン

プの整備や修繕に御尽力いただき、感謝申し上

げます。しかしながら、施設、設備などが老朽

化しており、大雨等の災害時には十分な稼働が

困難な実態もあるようです。現実として、最近

の大雨では農地の冠水が見られ、作物被害が生

じています。特に故障している除じん機や排出

ゲート、オーバーホールが必要な設備等につい

て、早急な対応をお願いします。 

 こうしたことを踏まえ、西国東地区の海岸保

全施設整備事業の現在の進捗と今後の見通しに

ついて、農林水産部長に伺います。また、干拓

地域の排水施設の老朽化対策についても、あわ

せてお願いします。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 平成３０年度から国直轄事

業として全長７.３キロメートルの干拓堤防の

耐震化や３か所の排水機場の改修を進めており、

令和５年度までの進捗率は事業費ベースで３８

％となっています。 

 現時点での完成予定は令和１８年度ですが、

早期完成に向け、引き続き国に対して予算確保

を強く要望していきます。 

 また、７か所の排水機場については、点検診

断に基づき、老朽度合いに応じた補修を実施し

ていますが、一部施設で本来の機能を発揮でき

ていないことも認識しています。このため、不

具合が見られる２か所の除じん機については、

本年度から部品交換等の補修工事に着手してい

ます。また、１か所の排水ポンプは６年度にオ

ーバーホールを行い、速やかな機能回復を図る

こととしています。 

 一方、排水機場の設備については、耐用年数

の超過に加え、排水能力を超える昨今の豪雨の

発生状況から、現在、国直轄の３か所を除く４

か所で全面改修に向けた排水解析や施設規模な

どの検討を行っています。 

 今後も干拓地の農家の方々が安心して営農が

できるよう、干拓堤防及び排水機場の計画的な

整備に努めていきます。 

木付副議長 佐藤之則君。 

佐藤議員 ありがとうございました。ぜひとも

国への働きかけを中心にまたよろしくお願いし

ます。それと、白ねぎ生産の拡大と地域住民の

安心・安全に引き続き御尽力いただくようお願

いします。 

 次に、外国人の受入環境についてお尋ねしま

す。 

 移住・定住を推進する上で必要不可欠な要素

の一つが働く場の確保です。豊後高田市におい
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ても、これまで市民や移住者に対して工業団地

の企業、市内の事業所、昭和の町などでの起業

など働く場を紹介してきました。豊後高田市内

にも自動車関連企業が多いため、現状において

ダイハツ九州の工場操業停止の影響について大

変心配しており、少しでも早く活気ある通常の

生産体制に戻ることを望んでいます。 

 製造業を主とする工業に加え、白ねぎ産地を

中心に農業、看護師、介護士の医療福祉分野、

建設業、商業、サービス業とあらゆる分野で人

材不足が言われています。豊後高田市において

も、実態として、多くの外国人労働者や技能実

習生が製造業や農業、介護職場で活躍していま

す。調べてみると、令和５年の豊後高田市の在

留外国人数は８８２人で大分県全体の５.０％

となっており、県人口に対する市の人口割合で

ある１.９％を大きく上回っています。今後の

人材不足を考えると、外国人の誘致活動もこれ

まで以上に取り組んでいかなければならないと

思われます。特に技能実習制度については、国

が見直しをすることが決まっているので、これ

までのやり方を変えなければならない状況にあ

ります。円安の影響もあり、賃金水準が低く、

外国人から見た日本の働く場としての魅力が低

くなっていることもマイナス要因かと思います。 

 豊後高田市においては、技能実習生制度にお

ける監理団体の設立に、市と商工会議所、民間

企業で協同組合を立ち上げ、技能実習生の誘致

に寄与してきました。結果として、多くの外国

人に働いていただき、市内で外国人の若者をよ

く見かけるようになりました。 

 このように県内に在住する外国人が増えてい

くと、多岐にわたる対応、多文化共生の取組が

求められると思います。先般、私は宮城県に行

き、外国人を呼び込むための取組を調査してき

ました。宮城県庁、大崎市役所、石巻市役所を

訪ね、公営日本語学校の設立について、目的や

経過、現状を教えていただきました。簡単に言

えば、多文化共生による外国人の受入推進を通

じて、地域課題の解消を図るということです。

例えば、日本語を学ぶ外国人に居住してもらい、

小中学校など廃校の活用や利用者が減少した地

域の鉄道路線の存続、寂れつつある中心市街地

の活性化、アルバイト雇用による労働力の確保

を目指しています。これは全国的に見ると一例

ですが、自治体が主体性を持って外国人を呼び

込み、多文化共生を目指す動きがあります。 

 こうした中で特に気になるのが、コミュニケ

ーションの問題です。地域で生活する外国人が

増えていく中で、言語の面での対応を進めてい

かなければなりません。円滑なコミュニケーシ

ョンができれば地域住民との共生もしやすくな

ると思いますし、外国人労働者等も快適に生活

でき、外国人から選ばれる大分県に近づいてい

くと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、円滑なコミュニケー

ションの促進を含め、地域における外国人の受

入環境整備にどのように取り組んでいくのか、

企画振興部長に伺います。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 地域における外国人の受入

環境整備についてお答えします。 

 技能実習に代わる新制度では、就労開始前や

特定技能への移行時に、新たに一定レベルの日

本語能力が要件とされる見込みとなっています。 

 県では、こうした動向も見据え、来年度は新

たな取組により日本語習得支援の強化を図りた

いと考えています。 

 具体的には、現在８市１９か所で開催されて

いる日本語教室をさらに拡大するため、新規開

設を希望する市町村において日本語モデル教室

を開催し、運営方法等を伴走型で支援します。 

 また、従来の初級、中級に加え、上級日本語

ボランティア研修を開催し、日本語教室等にお

いて指導的役割を果たす人材を育成していきま

す。 

 さらに、家から遠かったり、忙しかったりで

日本語教室に通えない在留外国人のために、オ

ンラインによる基礎的な日本語講座も開設する

予定です。 

 加えて、企業や監理団体が実施する日本語教

育に対しても、引き続き支援を行うこととして

います。こうした取組とあわせ、相談支援体制

の充実や地域住民との交流促進など、様々な多
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文化共生の方策を講じることにより、外国人が

地域社会の一員として生き生きと活躍できる環

境づくりを進めていきます。 

木付副議長 佐藤之則君。 

佐藤議員 答弁ありがとうございました。 

 外国人労働者受入対策については、県の事業

において、企業や監理団体に対して就労や居住

の環境整備と、日本語や日本の文化ルール等の

研修について御支援をいただいています。 

 また、高田警察署では積極的に交通ルールの

講習に取り組んでもいただいています。その上

で、今一番の問題は、技能実習生の住む所の確

保です。これまでアパートを棟ごと借り上げた

り、貸家や空き家、空き事務所などを改修した

りと、おのおのの企業、監理団体でいろいろと

模索し対応してきました。 

 市においても、独自予算で老朽化したアパー

ト等を改修するための補助金をつくりました。

実績も上がっており、古いアパートの活用がで

き、若い外国人でにぎわっています。 

 何かと新たな問題に直面する外国人労働者対

策ですが、人口対策の一部分として、今後の経

済対策としても外国人を受け入れていき、多文

化交流を進めることが必要となっていくと思わ

れます。 

 現状の県補助事業については、対象者が外国

人労働者等を受け入れている県内企業等となっ

ていますが、アパートや貸家等の所有者や管理

者が外国人労働者の住居環境を整備するときに

補助対象とすることはできないでしょうか。ま

た、家賃に対する支援も検討できないかとも考

えます。こうした点について、今後検討いただ

くことを要望して、最後の質問に移ります。 

 宇佐インターチェンジから国道１０号への接

続について質問します。 

 東九州自動車道など、大分県においても高速

交通網の整備が進んでいます。防災対策、産業

振興、観光推進等において、高速道路を含む高

規格道路等の整備は有効だと認識しています。

現在整備中の中津日田道路や中九州横断道路等

の早期完成を目指していただきたいと思ってい

ます。 

 県内に高速道路を含む高規格道路が存在しな

いのは豊後高田市と姫島村のみです。現状でも

市内中心部から最寄りのインターチェンジまで

２０分以上かかり、なかなか恩恵を受けられな

い状況です。以前から宇佐インターチェンジか

ら豊後高田市、国東半島への宇佐国見道路の要

望をお願いしてきましたが、これまでの経過に

ついてもお聞きしています。そういった中、宇

佐市と豊後高田市の共同で、宇佐インターチェ

ンジから宇佐神宮付近の国道１０号に接続する

新たなアクセス道路、国道１０号バイパスの整

備要望を国に対して行いました。宇佐インター

チェンジから中津方面へのバイパスは既に整備

されていますので、国東半島方面への整備も実

現していただきたいと願っています。 

 今回の要望は、宇佐市中心部の冠水に対する

防災対策であるとともに、迂回路整備として、

又は慢性化している渋滞対策として、さらには

観光振興の面からも大変重要です。宇佐市選出

の議員がいる中で、私からで申し訳ありません

が、宇佐市、豊後高田市共々、大分県からも強

力な御支援をお願いします。 

 そこで、宇佐インターチェンジから国道１０

号への接続の利便性向上についてどのように取

り組んでいくのか、土木建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 宇佐インターチェンジから

国道１０号への接続についてお答えします。 

 議員御提案の国道１０号バイパスについては、

既存の計画等にはまだ位置付けられていない新

な構想であると認識しています。 

 そのため、まずは市や地元とともに、課題や

ニーズの把握をしっかりと行い、目指すべき方

向性を関係者と共有することが重要ではないか

と考えています。 

 県としては、県管理道路の交通量や周辺道路

の事業計画等、バイパス事業の方向性を共有す

る上で、必要となるデータ提供等の支援を行っ

ていきます。 

 いずれにしても、直轄国道の整備を行う場合

の事業主体は国であるため、県からも御要望の

趣旨をお伝えしたいと思います。 



第１回 大分県議会定例会会議録 第７号 

- 136 - 

 また、宇佐インターチェンジから国道１０号

への接続の利便性向上については、議員御指摘

の宇佐市内の課題とあわせて、国や市等と意見

交換をしっかりと行っていきます。 

木付副議長 佐藤之則君。 

佐藤議員 ありがとうございました。 

 これからの問題ということで、国への要望で

すので関係各省の対応になると思われますが、

宇佐市選出の議員の皆様と御一緒し、早期に整

備できますようお願いします。 

 質問を終わりまして、今回は人口減少対策を

中心に行政にとって今後終わることのないと考

えられる課題について議論しました。私も長年

の行政職員としての経験を踏まえて質問したつ

もりです。結果的に豊後高田のＰＲばかりであ

ったと思いますが、引き続き御指導をお願いし

ます。 

 人口減少対策は、日本の国全体の問題である

とともに、地域間競争でもあります。実質とし

て、人口増加に転ずることは何か大きな要因が

必要になると思いますし、非常に難しいことだ

と認識しています。引き続き移住・定住等の取

組を促進しながら、人口減少を歯止めすること

が重要であると思います。 

 また、外国人の積極的な受入れのための環境

整備等も大きな課題になると思われます。 

 一方で、産業の振興のための基盤施設の整備、

道路整備は地域が住みやすくなるための恒久的

な課題ですので、しっかりと取り組んでいただ

きたいと思っています。 

 県行政は今でも的確にやっていただいていま

すが、住民の声を聴き、必要なことをできるだ

け早く取り組むことが本当に重要だと思います。

そのためにも、これまで以上に市町村との連携

を密にしていただくことをお願いして、私から

の一般質問を終了します。ありがとうございま

した。（拍手） 

木付副議長 以上で佐藤之則君の質問及び答弁

は終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３６分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

元吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。小川克己君。 

  〔小川議員登壇〕（拍手） 

小川議員 皆さんこんにちは。今日は最後まで、

元気もりもり頑張らんといかんなと思っていま

すので、どうぞよろしくお願いします。 

 まず、エコエネルギーの導入促進についてお

尋ねします。 

 今日、人類共通の世界的な課題となっている

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け

ては、温室効果ガス排出の８割以上を占めるエ

ネルギー分野における取組が重要であり、この

高い目標の実現に向けては、産業界、消費者、

行政など国民各層が総力を挙げて取り組むこと

が大切です。 

 本県は、製油所と石油化学の両方の機能を有

する九州唯一の石油化学コンビナートを有する

など、我が国の製造業を支えるものづくり県で

す。一方で、県民一人当たりのＣＯ２排出量は、

全国で最多となっており、今後の県経済の持続

的発展に向けては、カーボンニュートラルの推

進が欠かせません。 

 本県ではエネルギー分野において、これまで

も特色ある取組を推進してきました。その代表

例が地熱の活用です。日本一のおんせん県であ

る本県では、例えば、古くから地獄蒸しなど入

浴以外の形でも利用してきました。世界初の地

熱利用発電は１９０４年にイタリアで行われた

と言われていますが、日本最初の地熱発電が１

９２５年に本県で実施されたのもその象徴です。

そして、戦後復興に伴う電力需要の増加に対応

するため、地熱の活用も本格的に検討が始まり、

我が九重町において地熱開発が始まりました。

１９７７年に運転を開始した八丁原発電所は、

一般家庭約３万７千軒の需要を担う能力を持つ

日本最大の地熱発電所となっています。 

 国においては、再生可能エネルギーとして地

熱利用をさらに推進するために、令和２年以降、

地熱開発に関する各種法令の規制緩和を進めて

います。例えば、国立・国定公園内における地

熱開発の基本的な考え方として、自然環境の保
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全等の配慮を前提としつつ、地域と共生した地

熱開発を積極的に進める方針が示されました。

国内の地熱資源は、その約８０％が国立公園な

どの自然公園内に存在するとされており、自然

公園内での開発が進めば、地熱発電の可能性は

ますます広がっていきます。 

 一方で、地熱開発を進めるためには、地域の

理解が不可欠です。特に本県においては、温泉

の観光利用が盛んであり、本県の基幹産業であ

る観光事業者の理解や協力がなければ、円滑な

地熱利用はできません。県として発電事業者等

と連携しながら、こうした地域理解の促進を図

っていくことが必要だと考えます。 

 また、地熱と並んで本県のエネルギー分野に

おける特色となっているのが水素の活用です。

既にコンビナートで発生する副生ガス等から抽

出した水素を活用する実証等にも取り組んでい

ますが、今後ますます水素エネルギーの果たす

役割は大きくなると考えられることから、さら

なる取組を進めていただきたいと思います。特

に九重町では、民間事業者等による地熱を活用

したグリーン水素の製造等の実証も行われてお

り、地熱と水素というエコエネルギーの取組は、

より一層、本県の特色としていかしていくべき

テーマになると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、エコエネルギーの導

入促進にどのように取り組んでいくのか、知事

に伺います。 

 以下の質問は、対面席にて行います。 

  〔小川議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの小川克己君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 小川克己議員のエコエネルギーの導

入促進についての質問にお答えします。 

 地熱や水力など、多様かつ豊富なエネルギー

資源を有する本県は、平成１５年に大分県エコ

エネルギー導入促進条例を制定し、長年にわた

り、エコエネルギーの導入を積極的に進めてき

ました。 

 現在、再生可能エネルギーの自給率は全国２

位となっていますが、今後さらに導入を進める

ためには、本県の強みである地熱や水素等の次

世代エネルギーが重要な鍵になると考えていま

す。 

 まず、地熱についてです。本県の地熱は、発

電電力量日本一を誇る豊富な資源であり、安定

供給が可能です。このため、今議会に地熱の利

活用に向けた事例視察や地熱利用設備の導入支

援のための予算を提案しており、こうした事業

を通じて、県内への普及を図っていきます。 

 また、地熱の導入を進めるためには、地域と

の共生が大前提であり、県民や観光事業者の理

解と協力が欠かせません。このため、昨年、国

が由布市で開催した県民や観光事業者向けのシ

ンポジウムを来年度は県独自で開催するなど、

開発に向けた地域での機運醸成を図っていきま

す。 

 次に、水素についてです。２０５０年カーボ

ンニュートラルに向けて、水素は必要不可欠な

エネルギーに位置付けられています。本年１月

に産学官で取りまとめたグリーン・コンビナー

トおおいた推進構想においても、水素は大分コ

ンビナートの脱炭素化と持続的発展のために重

要な役割を担うことを確認しました。この構想

の実現に向け、産学官で連携し、水素の供給や

利活用などを柱とした対策を計画的、段階的に

進めていきます。 

 また、県全体でも水素の利活用を進めていま

す。例えば、九重町で地熱を活用して製造した

グリーン水素、昨年１２月にＢＲＴひこぼしラ

インの燃料電池バスの実証運転に供給しました。

来年度は燃料電池車両導入支援の対象に、従来

の乗用車だけではなく、新たにトラックも追加

するなど、さらなる利活用の促進を図り、大分

県版水素サプライチェーンの構築を目指してい

きます。 

 なお、県も公用車に燃料電池車を導入する予

定にしています。 

 未来創造の大分県づくりを進める上で避けて

通ることができないカーボンニュートラルを制

約としてではなく、さらなる産業活性化や地方

創生の機会として捉え、エコエネルギーの導入

を計画的に進めていきます。 
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元吉議長 小川克己君。 

小川議員 ありがとうございます。ひこぼしラ

インにおいても、前の列車よりも乗降場所が多

くなったことで、利用者が多くなっていると聞

きました。そのような中において、ぜひ今後と

も水素バスを推進していただきたいと思ってい

ます。 

 また、今、知事が力強くクリーンエネルギー

を推進していくという話もありました。九重町

も八丁原や大岳、そして滝上、菅原という四つ

の地熱発電に加えて、水力発電所も四つあるし、

さきほど言われた水素のサプライチェーン、こ

れをぜひふんだんに取り入れて、子育て満足度

日本一、あるいはまた健康寿命日本一等々あり

ますが、このエコエネルギーの促進日本一をぜ

ひ目指して頑張っていただきたいと思いますの

で、重ねてよろしくお願いします。 

 次に、２番目の農林水産業の活性化について

です。 

 農林水産業の担い手確保についてお尋ねしま

すが、農林水産業の活性化に向けて、各種取組

を行っていく上での基盤と言えるのが担い手の

確保です。農林水産業はどちらかといえば労働

集約型産業ですので、従事する人がいなければ

立ち行きません。しかしながら、本県の農林水

産業の就業者数は全体として減少傾向にあり、

担い手の確保は喫緊の課題となっています。 

 本県では、これまでも新規就業者の確保に向

け、就農学校やファーマーズスクール、林業ア

カデミー、漁業学校などの研修体制の充実に加

え、県独自で親元就農者等へ支援することなど

積極的な取組を実施してきました。こうした取

組により、毎年度、安定的に新規就業者数を確

保できています。しかしながら、それでもなお、

就業者数全体として見ると減少しているという

ことは、まだまだ取組を強化していく必要があ

るということだと思います。 

 こうした中、新たな担い手として期待したい

のが女性です。最近では、消費者視点での品質

や安全へのこだわり、日々の暮らしからヒント

を得た商品開発、従業員の働き方についての配

慮、作業省力化のためのＩＴシステムの導入、

ＳＮＳを活用した情報発信など、女性ならでは

の視点や感性が農林水産業に新しいムーブメン

トを巻き起こしています。 

 一方で、本県の新規就農者における女性の割

合は２割程度にとどまるなど、女性が参入する

ハードルが高いのも事実です。その原因は様々

なものが考えられますが、その一つとしては重

労働であるなど、いわゆる３Ｋのイメージがあ

ることなどが考えられます。一方で、県内には

既に活躍している女性就農者もいることから、

こうしたイメージを改善できれば、女性就農者

のさらなる確保は可能なのではないかと考えま

す。 

 また、女性や若い夫婦が農林水産業に就業さ

れる際には、出産や子育てについて心配する声

も多いと聞きます。自然相手の仕事ですので、

出産や子育てがあっても休むわけにはいきませ

んし、研修中や就業当初などは収入も不安定で、

子育てにかかる出費等の負担も大きくなります。

子育て満足度日本一を目指す本県としては、こ

うした点も配慮した施策展開が望まれます。 

 さらに、人手不足の中にあっては、外国人材

の活躍も進んでいます。昨日の宮成議員、本日

の佐藤議員の質問でも、在留制度等の議論があ

りましたが、特に農林水産業においては、昨年

８月から在留期間の更新回数に制限のない特定

技能２号の対象業種に農業や漁業が追加される

など、制度の拡充が図られており、受入体制を

整備する必要性も高まっています。 

 こうしたことを踏まえ、農林水産業の担い手

確保についてどのように取り組んでいくのか、

知事に伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 農林水産業の担い手確保についてで

すが、人口減少の中にあっても、本県の農林水

産業の成長産業化を進めていくには、やはりそ

の原動力となる担い手の確保が重要です。 

 これまでもファーマーズスクールや林業アカ

デミー、漁業学校といった研修体制の充実を図

っており、新規就業者は６年連続で４００人を

超えています。また、他県に先駆けて、平成１

９年以降、本格的に農業の企業参入に取り組ん
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でおり、これまで延べ３５８社が参入し、農業

産出額の約１３％を占めるまでになっています。 

 しかしながら、就業者の減少は今後も見込ま

ることから、農林水産業の担い手確保のため、

次の３点に重点的に取り組みます。 

 １点目は新規就業者の確保ですが、全国から

人材を呼び込むため、産地の中核を担う大規模

経営体や、特に今、議員から御提議があった、

活躍する女性の姿をＳＮＳ等で情報発信すると

ともに、県内外で５０回以上実施している就業

相談会等の充実を図っていきます。 

 特に若者、とりわけ女性の就業者の確保のた

めには、子育て支援の充実が必要です。これま

で農林水産業に新規就業を目指す研修生に対し

て給付金等の支援を行っていますが、来年度か

ら新たに、全国に先駆けて、子育て中の研修生

に県独自の月額２万５千円を上乗せした給付を

行います。 

 さらに、農業と子育ての両立支援として妊娠

から産後３か月までとしている代替労働力確保

のための人件費助成を子どもが１歳になるまで

の期間に拡充します。 

 二つ目は企業参入です。先月、国東市の農業

法人と大手商社の子会社が連携して、たまねぎ

の大規模生産を行うという表明を受けて、大変

心強く思いましたが、こういう企業参入を加速

するために、新たにメガバンクの幅広いネット

ワーク等を活用し、経営力や資金力のある企業

をリストアップして積極的な誘致にさらに取り

組んでいきます。 

 三つ目は、労働力の確保です。就業者が減少

する中で、業務の省力化や生産性の向上は必要

不可欠です。そこで、収穫調製ロボットや苗木

運搬用ドローン、赤潮モニタリングシステム等

のスマート技術の開発と普及を強化します。 

 また、今御質問いただいた外国人材の確保に

向けて、新たに農林水産関係団体が行いますト

イレの洋式化といった就業環境の改善等を支援

します。 

 全国的な人口減少社会の中でも、本県農林水

産業が着実に成長できるように、担い手の確保

に全力で取り組んでいきます。 

元吉議長 小川克己委員。 

小川議員 ありがとうございました。３点にわ

たって、新規就農者の確保、女性、子育て中の

女性をターゲット、そしてまた企業の農業参入

ということでしたが、国東にウーマンメイクと

いう、レタスとほうれんそうを水耕栽培で育て

ており、私が感銘を受けたのは、いわゆる３Ｋ

のイメージが少ないというか、従業員が約３０

人ぐらいおるんですが、皆さんピンクのＴシャ

ツでレタスとほうれんそうを収穫するわけです

が、水耕栽培ですので、汚れたりしません。こ

ういった女性ならではの起業、私はすごいなと

思って見ました。 

 ぜひ知事も国東に行く機会があれば立ち寄っ

て見ていただいて、働き方改革も含めた農業振

興をやられていますので、ぜひ参考にしていた

だいて、また側面から支援もしていただけると

ありがたいと思っています。 

 農林水産業の担い手確保については、様々な

課題もあると思いますが、ぜひよろしくお願い

します。 

 次に、２点目の持続可能な畜産経営の推進に

ついてです。 

 これについても宮成議員や佐藤議員と、どう

しても地域性から畜産基地ということもあって

内容も重複する部分がありますが、御理解を賜

りたいと思っています。 

 畜産業は、本県の農業産出額の約４割を占め

る重要な産業の一つです。中でも肉用牛は、本

県の畜産業の中で最大の産出額を誇るだけでな

く、全国和牛能力共進会に代表されるような品

評会も様々な規模で開催されており、そこでの

成績に注目が集まるなど、単なる産業の枠を超

え、地域の誇りとも密接に結び付く重要な分野

です。また、酪農は、子どもから大人まで貴重

な栄養源となる牛乳を生産しており、地域の消

費者にとってはなくてはならない分野です。 

 この畜産業が、現在、危機に直面しています。

円安やロシアのウクライナ侵攻、中国等の旺盛

な需要等により飼料価格が高騰、高止まりし、

生産コストが大幅に増加しています。畜産業は

経費全体に占める飼料代の割合が高く、また飼
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料の多くを輸入に頼っている状況にあることか

ら、国際情勢の不安定化により、大きな打撃を

受けることは避けられません。さらに、飼料代

以外にも資材費や燃料費など、あらゆるコスト

が上昇している中で、畜産業の経営状況は厳し

さを増しています。 

 酪農業については、生乳の生産のために大量

の牧草等を給餌する必要があることなどから、

生産費に占める飼料費の割合が特に肉用牛と比

べて大きくなっており、飼料高騰により著しい

打撃を受けているようです。 

 また、肉用牛経営には、母牛から子牛を産ま

せて増やす繁殖経営と、その子牛を購入して育

てて枝肉として出荷する肥育経営の２種類があ

りますが、特に本県では、県農林水産研究指導

センター畜産研究部において優秀な種雄牛を造

成するなど、伝統的に繁殖経営の振興に力を入

れてきました。しかしながら、飼料価格の高騰

や牛肉消費の伸び悩み等に伴い、子牛価格が大

きく下落しており、繁殖農家は生産コストの急

増との二重の苦しみに直面しています。 

 子牛価格はピーク期には８０万円前後でした

が、足下では５０万円前後となっています。現

在のコスト状況を鑑みた採算ラインが４０万か

ら５０万円と言われているので、生産者の生活

費となる利益はもとより、費用すら回収できな

い状況と言えば繁殖農家の苦境はより深刻に感

じられます。 

 こうしたことを踏まえ、持続可能な畜産経営

の推進についてどのように取り組んでいくのか、

農林水産部長にお尋ねします。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 ウクライナ情勢に端を発し

た飼料価格高騰などにより、また昨年からの子

牛価格の下落により、畜産経営は厳しい状況に

あります。こうした中、国と県によるセーフテ

ィーネットで緊急的に下支えをしていますが、

持続可能な畜産経営の確立には、経営基盤の強

化が必要です。 

 まず、酪農では、飼料の輸入依存からの転換

が急務です。そこで、粗飼料自給率５０％の目

標の確実な達成に向けて、今回の２月補正にお

いて飼料収穫機械の導入支援に係る予算を追加

しました。 

 肉用牛では、セーフティーネット制度により、

経営の安定を図りながら、将来を見据え、生産

基盤を充実させていくことが必要です。そこで、

特に影響が大きい繁殖農家に対して国と県で母

牛の更新への支援を行い、発育や肉質に優れた

子牛を産む高能力な若い雌牛への転換を進めま

す。 

 また、本年４月には、玖珠地域で念願のキャ

トルステーションがいよいよ稼働します。県と

しても、この施設を省力化や生産拡大の拠点施

設と位置付け、積極的に支援していきます。 

 こうした施策を丁寧に進め、変化に強い持続

可能な畜産基盤を構築していきます。 

元吉議長 小川克己君。 

小川議員 コロナ禍以降、畜産関係に対しては

絶大なる支援をしていただいて、感謝しかない

わけですが、かといって、農業者については非

常に苦境に立たされています。 

 さきほど伺うと、高齢牛、私も家畜市場に毎

回行っていますが、去勢で、これは５０万ぐら

いは行くなと見てみると、３０数万円というこ

とで、種もいいのにどうして安いんかなと思っ

てみると、いわゆる母牛が15産ぐらいしている

ということで、そういったものが価格の低迷に

もつながっているようですので、さきほど回答

いただいた高齢牛を出して若牛に対する助成も

ということを伺いました。大変ありがたいこと

で、私どもも積極的に若い牛に切り替えていく

ように畜産家との話も進めていきたいと思って

います。 

 早速ですが、今晩また畜産関係者と一杯飲み

するようにしていますが、その中でも、どんど

ん新陳代謝を図ってもらいたい、助成策もある

と佐藤農林水産部長から聞いたということを皆

さん方に話しておきたいと思いますので、重ね

てよろしくお願いします。 

 次に、３点目の耕畜連携の推進についてです。 

 飼料価格の高騰に苦しんでいるのは肉用牛農

家だけではありません。酪農、豚、鶏などいず

れの畜種においても、生産コストに占める飼料
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費の割合は高く、畜産農家は苦しい経営を強い

られています。そうした中、国際情勢に影響を

受けにくい国産飼料に注目が集まっており、牧

草の代替となる稲のＷＣＳや輸入穀物の代替と

なる飼料用米の需要が年々増加しています。し

かしながら、飼料用米の流通には限りがあり、

さらなる増産が求められています。 

 一方、畜産経営では長年にわたって家畜排せ

つ物の適正処理や堆肥化による有効利用が課題

とされてきました。良質な堆肥生産とその活用

は地域環境の改善に貢献するとともに、地域資

源の循環による地域の活性化や畜産業への地域

住民の理解促進、堆肥販売益による畜産経営の

安定化にもつながります。 

 他方、耕種農家においては、水田農家では主

食用米の長期的な需要の減少や担い手の高齢化

等に加え、近年では円安やウクライナ侵攻等を

要因とする肥料や資材の高騰等により生産コス

トが大幅に上昇しており、農家所得の低下によ

る耕作放棄地の増加等が懸念されています。 

 こうした畜産農家、耕種農家双方の状況を鑑

みると、畜産農家から排出される家畜排せつ物

を良質な堆肥に変え、耕種農家はその堆肥を利

用して、飼料用米等を生産、その飼料を畜産農

家が利用するという耕畜連携の取組が今後ます

ます重要になってくると考えます。 

 これにより畜産農家は飼料を、耕種農家は肥

料をそれぞれ地域内から調達することが可能と

なり、国際情勢の影響を緩和し、経営の安定化

を図ることが期待できるほか、地域資源や地域

所得の循環にも寄与し、耕畜の農家に加え、地

域にとっても大きなメリットが生まれてくると

思います。 

 こうしたことを踏まえ、耕畜連携の推進にど

のように取り組んでいくのか、農林水産部長に

伺います。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 畜産の堆肥処理は、長年の

課題でしたが、飼料価格の高騰もあり、県とし

ては、耕畜連携による堆肥の活用と自給飼料の

増産を最重要課題として強力に進めていきます。 

 まず、堆肥の活用では、課題であった品質の

向上に向けて６３戸の施設整備などを支援し、

耕種農家のニーズに合った堆肥の供給が可能と

なりました。 

 あわせて、ペレット堆肥の製造機や散布機の

導入支援並びに堆肥の広域マッチング体制の整

備により、利用の拡大が見込まれています。 

 一方、稲作農家では、米の需要の減少に伴い、

主食用米からの転換が急務となっています。 

 そこで、飼料用米の生産と利用の拡大のため

に、昨年８月に畜産農家や耕種農家、関係団体

で組織するプロジェクトを立ち上げ、飼料用米

の県域マッチングと保管施設の整備など、流通

対策を進めています。この取組により、来年度

から新たに１，５００トンの飼料用米の利用拡

大が予定されており、施設整備完了後には２，

３００トンまで拡大する見込みとなっています。 

 今後も関係者が連携して農家経営を支える耕

畜連携を進めていきます。 

元吉議長 小川克己君。 

小川議員 重ねて、ぜひよろしくお願いします。 

 次に、３点目の玖珠九重地域の道路整備につ

いてです。 

 まず１点として、県道飯田高原中村線につい

て伺います。 

 飯田高原中村線は、九重町の南、瀬の本から

飯田高原を経由し、九重町の中心部や中村、九

州横断自動車道九重インターチェンジへとつな

がる幹線道路です。 

 私たち町民にとって大切な生活道路であると

ともに、ぐるっとくじゅう周遊道路の一部を担

う当路線には、平成１６年のオープン以来、入

場者数が１，２００万人を突破した九重夢大吊

橋や九酔渓、筋湯温泉、またスキー場などの観

光名所が数多くあり、県内外からの観光客を呼

び込む重要な観光ルートでもあります。 

 このため、本路線は通勤通学に使われている

ほか、コミュニティバスや観光バスなどにも多

く利用されていますが、道路の幅が狭く、安全

な通行に支障を来している箇所が点在していま

す。特に飯田小学校周辺では現在、通学路にお

いて歩道が整備されていない区間があり、児童

が安心して通学できる状況とは言えません。 
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 一方、当路線は河川と急峻な斜面に挟まれて

おり、近年、激甚化する豪雨により、たびたび

全面通行止めとなっています。特に印象に残っ

ておるのが、令和２年７月豪雨で当路線だけで

６か所の災害が発生し、全面通行止めとなりま

した。それらが解消された直後の翌年３月には

雨がほとんど降らないにもかかわらず、約５０

メートルにもわたり大規模に道路護岸が崩壊し、

再度全面通行止めとなりました。私も令和３年

第２回定例会において復旧の見通しについて質

問しましたが、その年の紅葉シーズンに間に合

うよう迅速に復旧していただき、胸をなでおろ

しました。 

 このような状況を踏まえると、まずはやはり

災害に強い道路整備が必要です。当路線は九重

町の観光振興の中心となる、正に観光の道であ

り、アフターコロナの観光客の足が戻りつつあ

る中、さらなる観光振興を図るためにも、町民

や観光客が安全・安心に通ることのできる道路

整備の促進が望まれます。 

 こうしたことを踏まえ、県道飯田高原中村線

の整備方針について、土木建築部長に伺います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 県道飯田高原中村線は、地

域住民の生活や観光振興を支える道路として重

要です。 

 議員御指摘のとおり、本路線には幅員狭小箇

所や通学路において歩道が未整備の区間、また、

災害に対して脆弱な区間があることを認識して

います。このため、県では現在、地元の御要望

を受け、同時に複数の事業を集中的に実施して

います。 

 まず、道路改良工事として、二俣木工区と河

内３工区で拡幅工事を進めており、河川に面し

た護岸基礎部では洗掘防止対策を行うなど、災

害に強い道路整備を行っています。 

 次に、飯田小学校周辺の田野工区では、通学

路の安全確保のため、新たに歩道を整備するこ

ととし、今年度までに用地買収が完了していま

す。来年度には工事が本格化する予定です。 

 さらに、落石等の危険がある２か所について

も、法面工事の準備を進めています。 

 今後の整備方針としては、まずは集中的に事

業実施中の箇所の早期完成に努めるとともに、

地域の皆様としっかりと意見交換を行いながら、

安全・安心に通ることのできる道路整備を行っ

ていきます。 

元吉議長 小川克己君。 

小川議員 たび重なる災害復旧も含めた道路改

良ということで、莫大な資金を投じていただい

ているので本当に申し訳ない気持ちですが、そ

こに住む人々にとっては生活道路でもあるので、

引き続きよろしくお願いします。 

 次に、２点目の県道玖珠山国線についてお尋

ねします。 

 県道玖珠山国線は、玖珠町中心部を起点とし、

町内を南北に縦断して、終点の中津市山国町に

て、高規格道路である中津日田道路へと向かう

幹線道路です。 

 沿線には約１キロメートルにわたり、石峰が

林立する景勝地である立羽田の景に加え、玖珠

町を代表する観光地である豊後森機関庫、久留

島武彦記念館などへ通じるルートであり、県内

外の観光客をこの地域に呼び込む重要な観光の

道でもあります。 

 また、物流の道として、林業が盛んなこの地

域の材木の運搬に利用されているほか、中津日

田道路が整備されることで、木材や自動車関連

部品を中津港周辺地域へ運ぶための広域的な輸

送ルートとしての役割も期待されます。 

 現在、中津日田道路は延長約５５キロメート

ルのうち２２.８キロメートルが既に開通し、

今月２４日には田口インターチェンジから青の

洞門・羅漢寺インターチェンジ間が新たに開通

するなど、着々と整備が進んでおり、玖珠山国

線の利便性のさらなる向上が重要となります。 

 このように、本路線は観光バスや木材運搬車

などの大型車が多く利用する道路となっていま

すが、紅葉シーズンとなると１０月中旬から１

１月中旬頃までは紅葉を楽しむ観光客が多く押

し寄せ、大混雑が発生します。特に町道鳥屋線

との交差点から県道平原耶馬渓線との交差点手

前までの間の道路の幅が非常に狭く、紅葉シー

ズンはもとより、ふだんにおいても安全な通行



第１回 大分県議会定例会会議録 第７号 

- 143 - 

に支障を来しています。 

 特に立羽田の景周辺は見通しが悪く、その対

策は急務です。県においても、立羽田工区とし

て平成２９年度から道路を拡幅する事業に着手

していますが、アフターコロナのさらなる観光

振興、地域活性化のために早期の事業完了が望

まれます。 

 こうしたことを踏まえ、立羽田工区の進捗状

況と県道玖珠山国線整備の今後の展開について、

土木建築部長に伺います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 もう一つ、県道に関する御

質問をいただきました。県道玖珠山国線につい

てお答えします。 

 本路線は観光振興や地域の物流を支える道路

として重要です。 

 議員御指摘のとおり、町道鳥屋線との交差点

から県道平原耶馬渓線との交差点手前までの間

は、幅員が狭く、見通しの悪い箇所も多いこと

から、安全な通行に支障を来していると認識し

ています。 

 このため、平成２９年度から、特に課題が大

きい立羽田の景周辺を優先して事業着手するこ

ととしており、延長約１.６キロメートルにわ

たり拡幅工事を進めています。この立羽田工区

では、これまで地域の皆様の御協力をいただき、

昨年度に用地買収が全て完了しました。速やか

に工事にも着手したところであり、一日も早い

完成を目指していきます。 

 今後は、現在実施中の立羽田工区の進捗状況

や効果を勘案しつつ、その前後の幅員の狭い箇

所についても事業着手を検討していきます。 

元吉議長 小川克己君。 

小川議員 重ねてよろしくお願いします。 

 時間の関係上、次に行きます。 

 ４点目として不登校児童生徒への支援につい

てです。 

 昨年度の文部科学省による児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

において、県内のいじめの認知件数は、小学校、

中学校、高校、特別支援学校合わせて９，３６

１件と前年度から１，１１５件減少しています。

一方で、不登校児童生徒数は、小、中、高校合

わせて３，２８５人と前年度から３１人増加し

ています。このように、いじめや不登校の数は、

年度ごとの増減がありますが、悲しい思いをし

ている児童生徒が依然として多くいることは違

いがありません。 

 こうした中、玖珠町では不登校の子どもに合

わせた柔軟なカリキュラムを組む、いわゆる不

登校特例校をこの春に小中一貫校として開校す

ることとしています。これは九州・沖縄の小中

学校では初めてのことになります。 

 この学校では通常の授業を小学校では最大お

よそ３％、中学校ではおよそ１４％を減らすこ

ととした上で、昆虫採集やバンド演奏など、好

きなことをしながら自己肯定感を高めるととも

に、コミュニケーションの方法を学ぶなどの授

業を行うとのことです。 

 今回は玖珠町が他地域に先駆けて取り組みま

すが、今後は県内の他の市町村との連携など、

その広がりが期待されます。また、民間のフリ

ースクールなどでも不登校児童生徒の支援に取

り組んでいます。県教育委員会としても全ての

子どもたちが幸せな学校生活を送られるよう、

玖珠町などの市町村やフリースクールなどと連

携し、不登校児童生徒の支援に取り組んでいく

ことが大切だと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、不登校児童生徒への

支援にどのように取り組んでいくのか、教育長

に伺います。 

元吉議長 渡辺教育次長。 

渡辺教育次長 不登校児童生徒の居場所や多様

な学びの場の確保として、県では県内６か所に

補充学習教室を開設し、自主学習に取り組む児

童生徒に支援員が助言を行っています。 

 また、自宅でもいつでも学べるよう、オンラ

インを活用した学習支援に取り組んでおり、来

年度は学習者の定員を増やしたいと考えていま

す。 

 加えて、登校はできるが、教室に入ることが

できない児童生徒の居場所として、校内教育支

援ルームや登校支援員の配置を市町村と連携し

て進めており、来年度は支援員を増員すること
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としています。 

 さらに、不登校の予兆を早期に察知するため、

一人１台端末を活用した心の健康観察システム

を県立学校や市町村立学校に導入します。 

 議員の御質問にもあった玖珠町が新設する学

びの多様化学校の開校に向け、教育課程の編成

など必要な助言を行っており、今後も必要な支

援を行っていきます。 

 フリースクールとの連携については、今年度、

全てのフリースクールを訪問し、実態把握を行

う中で、スタッフへの研修を実施したところで

す。来年度は、スクールに通う児童生徒にオン

ライン学習支援システムを新たに配備し、学習

教材として活用してもらいたいと考えています。 

元吉議長 小川克己君。 

小川議員 学びの多様化学校として、現在１３

人がこの学校に入校予定と聞いています。ぜひ

これが県内に波及して、誰一人取り残さない学

校教育の推進がなされていくことを期待し、私

の一般質問を終わります。ありがとうございま

した。（拍手） 

元吉議長 以上で小川克己君の質問及び答弁は

終わりました。高橋肇君。 

  〔高橋議員登壇〕（拍手） 

高橋議員 こんにちは。３０番、県民クラブの

高橋肇です。今日は久しぶりに一般質問の場に

立たせていただいた県民クラブの皆さん、また、

今日傍聴に来ていただいた皆さん、それから、

インターネットで見ていただいている皆さんに

心から感謝を申し上げます。 

 では、質問に入りますが、本日は一般質問２

日目、午前中からの引き続きで４人目というこ

とで知事も執行部の皆さんもお疲れだと思いま

すが、どうぞ最後までお付き合い願い、前向き

な御答弁をよろしくお願いします。 

 まず、県民の安全・安心に関わる問題につい

てお尋ねします。 

 この２年ほどの間に、日出生台における軍事

演習の回数が増えてきています。２０２２年に

は初めて４月に米軍実弾射撃訓練が行われ、さ

らに、２０２３年２月には自衛隊と米軍との共

同訓練がありました。米軍実弾射撃訓練と日米

共同訓練が同じ年度内に実施されるのはこれま

でになかったことです。また、訓練に関わる情

報についても年々伝えられにくくなっており、

地元に住む人たちの不安は大きくなっていると

聞きます。 

 中でも、特に心配しているのは米軍実弾射撃

訓練についてです。この米軍実弾射撃訓練は、

米軍基地の集中する沖縄の負担軽減策として、

大分県の日出生台演習場を含む国内５か所の演

習場に移転、分散されました。当時、大分県で

は受入れに対する地元住民や自治体の反対もあ

りましたが、政府等の強い要請の結果、当時の

平松知事がいかんともし難いと受入れを表明し

ました。 

 その後、冬期の間の２０時以降の射撃自粛や、

海兵隊員が外出する際の九州防衛局職員の同行

などの対応などを要請しました。また、広瀬前

知事は将来にわたって日出生台での米軍実弾射

撃訓練は縮小、廃止が県の基本的方針であると

繰り返してきました。しかし、２０１９年度の

訓練では冬期の自粛時間を超えての夜間射撃訓

練が繰り返され、また、２０２２年度の訓練で

は海兵隊員の外出時の対応が不十分との指摘が

あるなど、縮小、廃止どころか、拡大、恒常化

が進んでいるのではないかと心配しています。 

 このような状況の中、大分県の方針としては、

これまでどおり訓練の縮小と廃止であるに変わ

りはないと思いますが、県民の安心と安全を守

るべき責任がある県として、米軍や防衛省に対

し納得できる丁寧な説明と情報開示を強く求め

ていくべきではないかと考えます。 

 また、以前、米軍訓練に伴って導入された国

の住宅移転補償措置によって、日出生地区の住

民の数が２０年で半分になったと指摘しました。

あれから高齢化も進み、ますます過疎化も進ん

でいます。日出生台を含むこの地域が今後どう

なっていくのか、心配しています。 

 そこで、日出生台米軍実弾射撃訓練について

改めて基本的な方針を伺います。 

 また、この地域を守り、これ以上の訓練拡大

をさせないために、国や米軍に対しどのように

取り組む方針であるのか、知事の考えを伺いま
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す。 

 以下は対面席から質問します。 

  〔高橋議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの高橋肇君の質問に対する

答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 高橋肇議員の日出生台米軍実弾射撃

訓練についての御質問にお答えします。 

 日出生台演習場での沖縄県道１０４号線越え

実弾射撃訓練は、日米安全保障体制の枠組みの

中で、政府間合意に基づき、沖縄の基地負担軽

減のために苦渋の決断で受け入れたものです。 

 もとより、米軍実弾射撃訓練に対する本県の

基本的な姿勢は将来にわたる縮小、廃止であり、

そのことに変わりはありません。 

 本県は、国、県及び地元３市町との間で日出

生台演習場の米軍使用に関する協定を締結して

おり、これは全国で唯一のものとなっています。

協定には訓練日数や規模、安全対策などが盛り

込まれており、これまで訓練の拡大防止や県民

の不安解消に一定の成果を上げてきたものと考

えています。 

 本年度は日出生台演習場における米軍実弾射

撃訓練はありませんでしたが、本年１月に来年

度の訓練計画が防衛省から発表され、第４四半

期に実施予定とされています。 

 冬期の訓練となることから、射撃時間の短縮

をはじめ、安全管理の徹底や地元への丁寧な説

明、早期かつ適切な情報開示等を米軍に対し求

めるよう、これまでどおり国に要請していきた

いと考えています。 

 引き続き、県民の不安解消と安全確保に向け、

地元３市町と連携しながら、しっかりと対応し

ていきます。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。ただ、最近

の訓練回数の増加とか、それから、アメリカ軍

の海兵隊の協定破りというか、非常に目に余る

ものがあるんではないかなと感じています。 

 ぜひ拡大、恒常化だけは何としても防いでい

ただきたいというか、許さないでいただきたい

なと思っています。国の防衛ということについ

ては理解はしますが、やはり地元の住民、県民

を第一に考えていただきたいと思っています。 

 また、さきほども言ったように、日出生台か

らそこに住んでいる方々が今だんだん減ってき

ている。高齢化という自然減もありますが、日

出生小学校小野原分校もとうとうなくなって、

今バスで子どもたちが通う状況にもなってきて

います。知事も日出生台に行かれたことはある

と思いますが、非常にきれいな大自然のところ

です。ぜひそこを守っていただきたいというこ

とを切にお願いします。 

 それでは、二つ目の大分分屯地の弾薬庫につ

いてお尋ねします。 

 日出生台の実弾射撃訓練と同様に、大分市敷

戸にある自衛隊の大分分屯地における弾薬庫の

新設についても、九州防衛局から十分といえる

ような説明がなされていません。弾薬庫がある

鴛野地区やその周辺住民への住民説明会は２回

開かれたが、その資料には大分火薬庫整備に係

る工事についてと題され、弾薬庫及びその周辺

道路の整備工事に関係する説明が主でした。地

域住民の皆さんが疑問に思っている何が運び込

まれるのか、安全性はどう保障されるのか、ミ

サイルならば真っ先に攻撃を受けるのではない

か等々については、まともな回答はありません

でした。その後、昨年１２月には、現在建設中

の２棟に加えて、さらに７棟の弾薬庫新設の予

定があることが分かり、周辺住民の皆さんの不

安と不信が広がっています。 

 もしもの有事の際は、これらの弾薬庫は標的

となる可能性が高く、大分市だけではなく県と

しても大きな問題です。防衛省等に対し、県民

が納得できるよう丁寧な説明を求めるべきでは

ないでしょうか。 

 また、大分空港での自衛隊戦闘機の離発着訓

練や湯布院駐屯地へのミサイル部隊の配備など、

まるで戦争に向けての準備のような動きを不安

に感じている県民も少なくありません。 

 大分分屯地の弾薬庫の新設に関して、県民の

命と安全を守るとともに、不安解消のため県と

してどのように取り組んでいくのか、知事の考

えを伺います。 
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元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 大分分屯地の弾薬庫についてですが、

自衛隊が行う訓練や部隊配備、弾薬庫の整備な

どの防衛に関する事項は、基本的には国が責任

を持って行うものと承知しています。 

 もとより、我々としては県民の安全・安心を

第一に考え、国際情勢や国の動きを注意深く見

守っていくことが大事だと考えています。 

 陸上自衛隊大分分屯地の弾薬庫の整備につい

ては、令和４年１２月に閣議決定された国家防

衛戦略及び防衛力整備計画に基づくもので、自

衛隊の継戦能力の維持が目的であると伺ってい

ます。 

 県民の不安などに対しては、九州防衛局が昨

年５月に鴛野地区の各自治会長に、１１月には

近隣住民に対し説明を行ったものと承知してい

ます。防衛上の機密もあるとは思いますが、引

き続き国が責任を持って地元に対する丁寧な説

明や様々な形での情報提供、安全対策などに万

全を期していただきたいと考えています。 

 県としては、今後とも国の動きや工事の進捗

などを注視して、大分市と情報共有や連絡を密

にしながら情報収集に努め、県民の不安解消と

安全確保に取り組んでいきます。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。１点お尋ね

したいんですが、昨年から弾薬庫が造られる、

それ以来、さきほど言ったように、大分空港で

戦闘機の離発着訓練等々、それから、今回また

湯布院の西部方面特科隊の格上げ等が報道され

ているが、そこら辺は事前に県は情報をつかん

でいたのかどうか、そこだけお尋ねしたいと思

います。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 ただいまの議員からの御質問に

ついて、県は事前に情報をキャッチしていると

いうことはありません。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ということは、県には何も連絡がな

いままそういうのが進んでいる状況であるとい

うことでよろしいんですか。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 報道直後にそれに関する補足説

明的なものはいただいているが、事前に、その

前にいただいているということはないという認

識です。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。防衛上の機

密ということであるんでしょうが、やはり県民

の安全・安心に全責任を持つ県として、そうい

うところについてはしっかりと情報を集めてい

ただいて、今後対応をお願いしますし、佐藤知

事は元大分市長でもあるし、大分市の皆さんの

ことはよくお分かりだと思うので、住民に寄り

添った今後の対応を切にお願いします。 

 では、先へ行きます。 

 教育行政について伺います。 

 まず、海洋科学高校についてです。 

 私の地元の臼杵市の県立海洋科学高校は県内

唯一の水産系の高校です。近年、入学志願者が

徐々に減少し、他の専門高校同様に大変厳しい

環境にあります。 

 先日、高校に伺って鶴原校長先生から話を伺

いました。どうやって子どもたちから志望先と

して選んでもらうか、水産系高校としての魅力

ある取組をどうつくり上げるか、何よりも進学

や就職先をどのように保障するかなど、話を聞

いただけでもその御努力と御苦労に頭が下がる

思いでした。 

 海洋科学高校としても、入学志願者の減少傾

向に歯止めをかけるべく、進路ガイダンスを夏

休み中の８月に行い、中学生に海洋科学高校と

はこんな勉強をするところだよとＰＲしたり、

小中学校へ海洋科学高校の生徒が出前授業に行

ったり、また、小中学校の先生方を招いて学校

紹介をしたりするなど、相互理解を深める努力

をされています。 

 より深刻なのが教職員の確保です。専門高校

なので専門性が求められ、誰でもよいというわ

けにはいきません。香川県と共同運航している

実習船、翔洋丸も乗組員が不足しているという

ことで、両県で人探しをしているそうです。鶴

原校長先生も、元船員がいると聞けばすぐに連

絡し、また、船会社の方でよい人がいそうだと
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聞けば会いに行かれたり、さらに、自衛隊にも

お願いに出向いたりすると言われていました。

大変な思いをしながら、しかし、子どもたちの

多様な進路を保障するために日夜御尽力されて

います。 

 そこで、現在の海洋科学高校の現状と課題を

どのように認識されているのか、教育長に伺い

ます。 

 あわせて、海洋科学高校の今後の存続に向け

ても重要となる水産業や海洋関連産業を担う職

業人に必要な力を育成するための教育の充実に

今後どのように取り組んでいくのかについても

お聞かせください。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 海洋科学高校では、現在、

本科生８４人、専攻科生１７人が在籍し、本科

生は１年次に基礎科目を、２年次からは３コー

スに分かれて学びます。 

 航海及び機関コースでは遠洋航海実習などを

通して運航の技術や船舶の整備などを、食品コ

ースでは水産物の生産、加工、流通などを学び、

専門性を高めています。 

 また、持続可能な地域水産業の課題探求にも

取り組み、臼杵湾のアサリの資源保護活動や、

地元企業の協力の下、ブダイのあんかけそばな

どの新商品を開発しています。 

 このような教育実践が令和６年度推薦入学者

選抜での定員充足や専門性を生かした就職につ

ながったと考えています。引き続き、小学生や

中学生などへの有効な広報活動を研究し、志願

者の確保に努めていきます。 

 一方、船員の確保も民間を含め全国的に課題

となっているが、県外の水産関係企業を訪問す

るなど、あらゆるルートを通じて確保に取り組

んでいます。 

 今後は地域や地元企業との連携を一層強化し、

専門性や実践力の向上を図ることで、水産業や

海洋産業などを支える有意な人材の育成に取り

組んでいきたいと考えています。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。今、子ども

たちも減る中、保護者には普通科高校に進学を

願う家庭も多くなっていると聞きます。校長先

生も言われていましたが、やはりやる気のある

子、これをやりたいという子どもでないと続か

ない。何となし来たよという子は続かない、や

めていくそうなんです。それで、そういう希望

のある子、やる気のある子、そのためには、今、

教育次長が言われたように、やっぱり中学校よ

りも小学校の頃から、こういうもんだよという

広報活動、ＰＲが大事なのではないかと思いま

す。 

 一つ言われていたのが、大分大学に水産科が

ないと。そういうのを専門に学ぶ学科、場所が

大分県にはないんだと、それが一つの大きな問

題ではないかと言われていました。すぐどうこ

うできる問題ではないかとは思いますが、そう

いう部分も今後の検討課題の一つとしていただ

きたいと思います。 

 知事、急に振って申し訳ありませんが、ぜひ

一度、海洋科学高校を見学に行っていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 ぜひ伺いたいと思います。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。校長先生も

待っておられたので、機会があればぜひ足を運

んでいただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 では、先へ進みます。 

 教職員の働き方改革についてお尋ねします。 

 最近になって学校の教職員の過重な労働の実

態がマスコミ等によって明らかにされ、その改

善を求める声が強くなりました。文部科学省も

２０１６年に教員勤務実態調査を実施し、中教

審に学校における働き方改革に関する総合的な

方策について諮問しました。２０１９年１月２

５日に答申が取りまとめられ、同年３月１８日

付けで学校における働き方改革に関する取組の

徹底についてという通知が出されています。 

 その中の業務の役割分担・適正化のために教

育委員会等が取り組むべき方策の項では、学校

以外が担うべき業務、それから、学校の業務だ

が必ずしも教師が担う必要のない業務、そして、
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教師の業務のいずれであるかを仕分けること、

また、教員以外の担い手の確保や教員の業務で

あってもスクラップ・アンド・ビルドを原則と

し、過度な負担を軽減するよう求めています。

さらに、必要性が低いのに慣習的に行われてい

る業務は思い切って廃止するよう求めています。 

 この通知が発出されて５年になろうとしてい

るが、学校現場の働き方はどうなのでしょうか。

私は公立小学校の教員だったので公立学校しか

分かりませんが、今現場で頑張っておられる先

生方に聞いても、職場の環境が良くなったとか、

仕事が楽になったとか、そんな声がありません。

働き方改革といいながら、現場任せになってい

ることはないでしょうか。働き方を改めなさい

よという通知を一本出して、あとは現場が工夫

せよとなっていないでしょうか。先の通知には、

学校を支援する立場から、学校における働き方

改革の必要性を認識した上で、自ら学校現場に

課している業務負担を見直すことや、学校に課

されている過度な負担を軽減することに尽力す

ることが求められると書いています。 

 今あらゆる職種で人員不足、人材不足が言わ

れています。その中でも教育現場の人員不足は

深刻な問題です。子どもたちにとって、小学生

や中学生である時間はそのときしかありません。

そのため、必要とする先生を必要とする子ども

たちと出会わせてあげなければなりません。学

校の業務負担が軽減され、先生方が一人一人の

子どもたちと向き合える本来の教育の姿に戻れ

ば、教職員を目指す人材は集まってくるはずで

す。教育委員会が現場の負担軽減を支援する立

場から、目に見える業務内容の精選と削減に積

極的に取り組むべきときだと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、教職員の働き方改革

にどのように取り組んでいくのか、教育長に伺

います。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 教職員の働き方改革につ

いてお答えします。 

 国の学校における働き方改革に関する取組の

徹底についての通知を受け、県教育委員会では、

スクール・サポート・スタッフや部活動指導員

などの外部人材の活用を推進しています。特に、

スクール・サポート・スタッフは教員業務の円

滑な実施を支援する教員業務支援員として法的

にも位置付けられ、本県では、国の通知前の平

成３０年の３０人から今年度は約２７０人と、

この５年間で大幅な増員を行ってきました。 

 また、ＩＣＴの利活用による業務の効率化も

図っており、小中学校では共通の校務支援シス

テムの導入に向け、令和元年度から順次整備し、

今後、全市町村で運用を開始する予定です。 

 さらに、４年度からは、ＩＣＴ教育サポータ

ーを県立学校へ派遣しているほか、今年度は県

立高校などに採点補助システムを本格導入しま

した。 

 これらの取組により、県が服務監督を行う県

立学校の時間外在校等時間は、この５年間で一

人当たり月５時間程度減少しています。 

 一方で、小中学校では欠員等による厳しい状

況が続いており、人員確保に引き続き取り組む

とともに、教職員が負担軽減を実感できる働き

方改革を市町村教育委員会とも連携し、推進し

ていきます。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。県教委とし

てできることをされているということはよく聞

いています。ただ、外部人材の場合は子どもの

授業とかには当たれないわけです。学校のいろ

んな業務を分担するのを校務分掌といいますが、

その校務分掌も当たれない。つまり教員の免許

を持った正規の教職員が学級担任をし、校務分

掌に当たらなければいけないわけで、外部人材

が入れば雑務は確かに少し減るかもしれません

が、学校でやらなければいけない仕事というの

は何にも変わらないんです。だから、先生方の

忙しさに、そこで大きな変化がないというのが

今現状になっています。 

 スクール・サポート・スタッフ等々、とって

も大事なんですが、やはり正規の教職員、子ど

もたちの授業を受け持つことができる先生方を

増やさないと、現場は今非常に大変な状況にな

っています。 

 １点だけ、今度、県教委が学生向けとか若い
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人に向けて、教職のＰＲのビデオではないです

が、そういうのを流すとなっているが、内容的

には大体どういうものを考えているのか、ざっ

くりでいいので、教えていただければと思いま

す。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 教員の人材確保は大きな

課題です。教員の採用試験の応募を増やすため

にＰＲ動画の作成を予定しています。なかなか

学生さん方もそういった動画をゆっくり見る時

間がありませんので、短い動画をつくり、そう

いったものを見ていただいて、ぜひ県の教員採

用試験を受けていただきたいと考えています。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。ただ、学校

の教職員はこんなもんだよ、やりがいがあるよ、

いいよということだけでは、それを見て入って

も、現場の今の忙しさの中で、何だ、見ていた

のと実際は違うではないかと、結局は若年退職

者が増えるだけということにもなりかねません

ので、やはり現場の今の業務をどう整理してい

くか、いらないものをどう削減していくか、そ

ういうところにしっかり取り組んでいただきた

いと思います。 

 それでは、先へ進みます。 

 ３点目に、中学校の少人数学級の実施につい

てお尋ねします。 

 小学校の少人数学級については、小学校全て

の学級で１クラスの定員上限が３５人となる３

５人学級の導入が２０２１年度から小学校２年

生より段階的に行われており、２０２５年度で

６年生まで３５人学級となります。これは約４

０年ぶりの一律引下げとなります。しかしなが

ら、中学校や高校の定員上限については見直し

がされず、今も４０人のままです。 

 本県では、それ以前に小学校１年生と２年生、

中学校１年生に３０人以下学級を導入しており、

現場からも歓迎されています。特に、中学校１

年生は、中１ギャップ解消のため、その効果は

大きなものがあります。ただ、現行では中２に

なると４０人学級に戻らざるを得ず、中１ギャ

ップが中２に上がるだけという現場の声もあり

ます。 

 また、先般、中学校の教室を見ましたが、資

料の写真を御覧になってください。（資料を示

す）３５人以上のクラスでは机だけでいっぱい

という感じで、それ以上になると先生の机が教

室になく、廊下に出して、そこで先生が学級事

務をするという状態でした。教室の後ろに設置

されたロッカーも教科書や参考書などでいっぱ

いで、机の横にかばんも掛けられず、その学校

では廊下にかばん置場のための棚を作って、そ

こに子どもたちがかばんを置くようになってい

ました。こんな効率が悪い状況の中で子どもた

ちは学習しているわけです。ちょっと写真では

分かりづらいかもしれません。 

 これは教科書がこれまでよりサイズが大きな

Ａ４判になったことやタブレットを置くスペー

スが必要になったため、机がこれまでより一回

りほど大きくなったことが要因です。子どもた

ち自身の体格も大きくなったこともあり、一方、

教室は広くなるわけではないことから、かなり

密な状況の中で学校生活を送っています。コロ

ナ禍では密を避けるということで教室を分けた

りしていたが、今そうしたこともしていないよ

うです。 

 特に、中規模以上の中学校でこの傾向が強く

見られるようですが、この状況を解決するため

にも中学校２年生での３０人、あるいは３５人

学級を県独自で取り組むべきではないかと考え

ます。 

 こうしたことを踏まえ、中学校の少人数学級

の実施について教育長の見解を伺います。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 中学校の学級規模の在り

方についてお答えします。 

 県教育委員会では、中学校進学時に急激に環

境が変化する中、生徒への指導を充実させ、学

習体制の早期確立及び学力向上を図るため、独

自で中学校１年生に３０人学級を導入していま

す。また、小学校における３５人学級の計画的

な整備が進む中、中学校の３５人以下学級につ

いても、生徒の学習、生活両面での成長を図る

観点から、小学校同様に義務標準法の改正によ
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る拡充が必要であると考えています。 

 県内では児童生徒数の減少もあり、中学校の

全学級数のうち、３５人を上回る学級数は全体

の２４．４％にとどまっているのが現状です。

そのような中、少人数学級の拡大には都市部を

中心に新たな教室等の整備が必要なため、これ

までも国に対し、少人数学級の拡大とともに、

財源措置を要請してきました。国では小学校に

おける３５人学級等の教育効果を分析、検証し

た上で、中学校を含め、学校の望ましい教育環

境や指導体制の在り方を検討することとなって

います。 

 今後の動向を注視するとともに、国に対して、

教職員定数の確保、充実と安定的な配分につい

て引き続き要請していきます。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。国への要請

と同時に、さきほど言ったように、県で独自に

できないかという検討もお願いします。 

 とにかくあの状況の中で、もし何か地震等の

災害があったら、子どもたちは素早く避難する

ということはとても難しいことだと思います。

そういうことも含めて、少人数学級の実施の検

討をお願いします。 

 では、先に進みます。 

 認知症の施策についてです。 

 私は２０２２年第２回定例会で今後の認知症

政策について取り上げて、大分県の認知症条例

制定を含めた取組について質問しました。その

ときには、おおいた高齢者いきいきプランの中

で対応が可能という答弁でした。しかし、その

後、国でも認知症基本法が制定され、今年１月

１日から施行されています。これからの高齢化

社会を見据えたとき、誰でも認知症になる可能

性があるとの認識の下、認知症になっても誰も

が生き生きと住むことができる認知症フレンド

リー社会をつくることが重要です。 

 また、今回の能登半島地震のような大規模災

害が発生した際における認知症の方の避難支援

の体制づくりなど、各市町村における認知症施

策をより一層推進していくためには、県として

支援することも必要だと思います。 

 そのように考えると、県内の市町村の自主的

な取組だけでなく、県が率先して認知症条例の

制定に向けた動きをつくっていくことが大切で

はないでしょうか。もちろん条例の制定は議員

提案でもできることは承知しているが、国が基

本法を制定したこと等を鑑み、体系立った認知

症施策の構築や実施に向け、県が総合的にリー

ドして推進していくことが重要と考えます。ま

た、それぞれの市町村ごとの実情に合わせ、い

かしていくことも大切です。 

 これからの高齢化社会を見据え、県民誰もが

不安なくそれぞれの地域で生活できるよう認知

症施策を今後どのように進めていくのか、福祉

保健部長に伺います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 現在策定中の第９期おおい

た高齢者いきいきプランでは、認知症基本法の

施行を踏まえ、来年度から五つの柱に基づき施

策の充実を図っていきます。 

 柱の一つである認知症への理解増進では、国

の希望大使にも御就任された県内在住の認知症

当事者と連携し情報発信を強化しており、先日、

大分市内で認知症フォーラムも開催し、２００

人ほどの参加をいただきました。 

 また、別の柱の一つである認知症への備えと

いうことで、新年度から高齢者の通いの場をさ

らに活用し、脳を活性化させるゲームを取り入

れるなど、住民主体の認知症予防の取組を広げ

ていくこととしています。 

 他方、災害時の避難支援については、認知症

の方も含めて災害時要配慮者への対策というこ

とで、市町村による個別避難計画の作成を支援

するとともに、実際の避難生活においては保健

師等による健康支援にも努めます。また、御指

摘があった認知症の都道府県条例は愛知県のみ、

県内の市町村では、現在、臼杵市のみが条例を

制定しています。県としては、この秋に法律に

基づいて示されます国の基本計画を踏まえ、ま

ずは県の基本計画の策定について今後検討して

いきます。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。認知症は誰
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でもなる可能性があると。特別な病気でも何で

もないということで、みんながそういう方を大

事にしていく。地域の中で安心して暮らせると

いうところをぜひ県としてしっかり推進してい

っていただきたいと思います。 

 この問題については、また今後もいろいろと

お尋ねしたいと思います。 

 では、四つ目の今後のコロナ対策についてお

尋ねします。 

 昨年５月に新型コロナウイルス感染症が２類

相当から５類感染症に移行して、以前の日常が

戻ってきました。これまでのように一律に日常

の生活において厳格な感染対策を求められるこ

ともなくなって、限られた医療機関だけでなく、

幅広い医療機関において受診が可能となりまし

た。外出の自粛やマスク着用なども個人の選択

を尊重し、自主的な対応になり、行事や会合な

ども再開され、３密を気にすることも少なくな

りました。 

 しかし、当然のことですが、５類に移行した

からといってコロナウイルスが無毒化したわけ

ではありません。事実、今でもある程度の人数

の方が感染しているし、昨年末からのインフル

エンザとの同時流行もありました。また、コロ

ナウイルスの特徴として、様々な突然変異を起

こし、新たな性質を持った変異株が発生してい

ます。今後、感染力がさらに高まり、重症化し

やすい変異株が出現する可能性は否定できませ

ん。新たな変異株の出現には今後も注意すべき

と考えます。一度感染しても、再感染する可能

性もあります。子どもたちや高齢者など、重症

化リスクが高くなることも予想されます。 

 さらに、今後も今年のようにインフルエンザ

と同時に流行することも考えられます。医療現

場が人員不足と言われる中、このような事態を

想定した医療提供体制の整備や県民への注意喚

起といった対策が急務だと考えます。また、４

月からはコロナワクチンの接種が有料になるな

ど、他の５類感染症と同じ対応に移行すること

を不安に思う県民もおられるかもしれません。

様々な不安を解消する上でも、県として丁寧な

説明を行っていくべきと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、今後のコロナ対策に

どのように取り組んでいくのか、福祉保健部長

に伺います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 新型コロナウイルス感染症

が５類感染症となった昨年５月以降、県では段

階的に対応を変更してきましたが、４月からは

平時の感染症対策に完全に移行します。 

 医療提供体制については、医師会などの御協

力の下、幅広い医療機関による対応に既に移行

しており、これまでのインフルエンザとの同時

流行下においても医療現場では特段の混乱は生

じていません。 

 ４月からの完全移行については、先般、報道

でもお知らせしましたが、年度末までの間、引

き続き県民への丁寧な周知に努めていきます。 

 また、完全移行後も大分大学のグローカル感

染症研究センターと連携し、ゲノム解析は引き

続き継続させ、重症化リスクの高い変異株が確

認された場合には県民への注意喚起を速やかに

行うとともに、必要な対策を講じていくことと

しています。 

 なお、コロナのワクチン接種は４月から自己

負担が発生することになりますが、インフルエ

ンザのワクチンと同様に、高齢者などには定期

接種という形で一部公費支援が継続されること

となっています。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。１点だけ、

最近の新型コロナ感染症の状況、感染者数とか、

以前はずっと丁寧に毎日出ていましたが、今は

どのような変化になっていますか。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 ５類移行後、毎週という形

になり、以前の全数把握という形を改め、県内

で医療機関、定点５８か所の状況を毎週お伝え

しようということで繰り返し行っており、直近

まで計４３週にわたり毎週情報を発信していま

す。 

 直近でいうと先週分になりますが、先週６日

に公表した最新値で定点当たり６．９１人とい

うことで、これは注意報レベルが１０人以上と
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なっているので、それを下回り、さきほど言っ

た平時に極めて近くなってきているという状況

です。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。このままど

んどん小さくなっていくといいなと思いますが、

さきほど言ったように、非常にころころ姿を変

える、そういう病気なので、日頃から注意した

いなと思います。 

 １月２４日の報道にもありましたが、さきほ

どありました公費負担が打ち切られることで、

やっぱり不安に感じている県民も多いと思うの

で、そこら辺の周知徹底もまたよろしくお願い

します。 

 では、最後の中小企業における賃上げの支援

について伺います。 

 大分県下の中小企業、小規模事業者は、県内

企業約３万５千社のうち９９．９％を占めてお

り、雇用者数も８割を超えています。県の中小

企業活性化条例にも記載があるとおり、本県の

経済や社会の主役ともいうべき極めて重要な存

在です。しかしながら、近年は人口減少や高齢

化が進み、後継者がいないため廃業せざるを得

ない中小企業も少なくないと聞きます。後継者

を育てるためには新しい人材を雇用する必要が

ありますが、最近は労働条件がよりよいところ

が選ばれるようになっており、労働者の処遇改

善が経営上の大きな課題となっています。その

中で、やはり賃金は大きな比重を占めています。 

 物価が高騰する中、働く者にとって賃上げは

生活を守るためにも必須の条件ですが、価格転

嫁が十分にできない中小企業や小規模事業者も

あると聞きます。さきほど述べたように、人材

確保の面からも賃上げは重要ですし、地域経済

の活性化のためにも必要不可欠であろうと思い

ます。大企業の中には既に大幅な賃上げを表明

しているが、厳しい環境にある中小企業や小規

模事業者もあることから、賃上げに向けた県か

らの支援も必要と考えます。 

 どのような規模の企業で働く労働者も賃上げ

の恩恵にあずかれるような環境を整えていくこ

とは県としても重要な課題と考えます。 

 そこで、中小企業における賃上げについてど

のように支援していくのか、商工観光労働部長

に伺います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 成長と分配の好循環の

創出には、県内雇用の大宗を占める中小企業も

賃上げに踏み出せる環境整備が不可欠です。先

月末には、県と大分労働局との共催で大分県政

労使会議を開催しました。国、経済団体、労働

団体と共に賃上げの必要性を共有し、それに向

けて共に取り組むなどのメッセージを発出しま

した。 

 県では、賃上げを行う事業者に補助率等をか

さ上げする賃上げ枠の対象事業を従来の３事業

から建設や農業分野等も加えた１０事業に拡大

します。また、賃上げと生産性向上をあわせて

行う事業者に対する国の業務改善助成金に県独

自で上乗せする奨励金の上限額を大幅に引き上

げるなど、事業者支援を一層充実します。 

 賃上げ実現のためには、労務費等の上昇分を

適正に価格転嫁することも重要です。昨年２月

に経済団体、労働団体等と価格転嫁の円滑化に

関する協定を締結しました。普及啓発等を推進

し、一定の成果が確認されましたが、継続的に

さらに取組を進めるべく、来週、協定を更新す

る予定です。 

 事業継続や経営革新等に向けた金融、経営支

援も一体的に進め、中小企業が持続的な賃上げ

に踏み出せる環境整備を進めていきます。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございます。２月２１日

の新聞に、２０２３年度、県内で休業、廃業、

解散が最多の５３６社であるという報道があり

ました。事業継続を断念する中小企業が多く、

国からの無利子融資が終了ということが一つの

大きな引き金になっていると。特に、宿泊、飲

食を含むサービス業が最も多いということでし

た。 

 ぜひ中小企業、小規模事業者の支援の継続を

お願いしますが、さきほどの価格転嫁の部分で

すが、価格転嫁がスムーズにいくように、県と

してそれをちゃんと見守るような仕組みは何か
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あるんですか。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 価格転嫁自身について

県がモニターするような役割、そして、機能は

ありませんが、さきほど言った価格転嫁の円滑

化に関する協定を通じ、県内の各経済団体にパ

ートナーシップ構築宣言といいます価格転嫁に

しっかりと向き合うことを社長名で宣言する制

度に、より多くの企業に入っていただくという

取組でしたり、あと、県の補助金に価格転嫁の

円滑化に賛同する今言ったパートナーシップ構

築宣言をされた企業には加点措置するという対

策なども講じており、引き続き関係団体などと

連携し、価格転嫁の円滑化を進めていきたいと

思います。 

元吉議長 高橋肇君。 

高橋議員 ありがとうございました。政労使で

連携を図りながら、ぜひ息の長い支援をお願い

します。 

 私の一般質問はこれで終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

元吉議長 以上で高橋肇君の質問及び答弁は終

わりました。 

 お諮りします。本日の一般質問及び質疑は、

この程度にとどめたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の一般質問及び質疑を終わりま

す。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上をもって本日の議事日程は終了

しました。 

 明９日及び１０日は、県の休日のため休会と

します。 

 次会は、１１日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時３９分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第８号） 

 

令和６年３月１１日（月曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第８号 

            令和６年３月１１日 

              午前１０時開議 

第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

日程第２ 特別委員会設置の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４２名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    後藤慎太郎     森  誠一 

    大友 栄二     井上 明夫 

    三浦 正臣     古手川正治 

    嶋  幸一     麻生 栄作 

    阿部 英仁     御手洗朋宏 

    福崎 智幸     吉村 尚久 

    若山 雅敏     成迫 健児 

    高橋  肇     木田  昇 

    二ノ宮健治     守永 信幸 

    原田 孝司     玉田 輝義 

    澤田 友広     吉村 哲彦 

    戸高 賢史     猿渡 久子 

    堤  栄三     末宗 秀雄 

    佐藤 之則     三浦 由紀 

欠席議員 １名 

    太田 正美 

――――――――――――――――――――― 

出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 選挙管理委員長      一木 俊廣 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 人事委員会事務局長    塩月 裕士 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

 監査委員事務局長     河野 圭史 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日は、東日本大震災から１３年と

なりますことから、日程に入るに先立ち、改め

て、震災により犠牲となられた方々に対し、深

く哀悼の意を表すため、１分間の黙祷をささげ

たいと思います。 

 御起立願います。黙祷。 

  〔黙祷〕 

元吉議長 黙祷を終わります。 

 御着席ください。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 次に、諸般の報告をします。 
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 まず、第１８号議案のうち、知事等の損害賠

償責任の一部免責に関する条例の一部改正につ

いて、地方自治法第２４３条の２第２項の規定

により、監査委員の意見を聴取した結果、異存

ない旨、文書をもって回答がありました。 

 次に、先の令和５年第４回定例会において採

択した請願の処理結果については、お手元に配

布の請願処理結果報告のとおりです。 

 以上で報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第８号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 一般質問及び質疑、委員会付託 

元吉議長 日程第１、第１号議案から第１５号

議案まで、第１７号議案から第４４号議案まで、

第４６号議案及び第４７号議案を一括議題とし、

これより一般質問及び質疑に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。穴見憲昭君。 

  〔穴見議員登壇〕（拍手） 

穴見議員 おはようございます。４番、自由民

主党の穴見憲昭です。任期が始まって２回目の

一般質問となります。まずは、この機会をいた

だいた先輩、同僚議員の皆様に感謝申し上げま

す。 

 そしてまた、月曜日の朝、大変お忙しい中、

傍聴にも来てくださっています、あえて友人と

言っておきますが、本当にありがとうございま

す。 

 それでは、質問に入っていきます。 

 まず、企業誘致に関してお尋ねします。 

 先日までの質問でも言われているとおり、今

大きな問題の一つとなっている人口減少という

課題。その中で、人口の流出に歯止めをかける

ためのアプローチの一つとして、仕事ができる

環境づくり、つまり、仕事づくりが挙げられる

と思います。 

 それにはまず、既存の地場企業が安定し、雇

用を拡大させることも重要ですが、並行して、

新規の雇用機会の創出につなげるために、新た

な企業誘致に取り組んでいく必要もあります。

また、企業誘致することは、雇用機会の拡大の

みならず、税収の増加等、県勢発展に大きく寄

与することにつながります。 

 今、九州全体として設備投資に力を入れてい

る状況が続いており、その背景としては、言う

までもなく、半導体受託製造最大手ＴＳＭＣの

熊本進出や、半導体市場の需要回復が予測され

ていることなどがあると思いますが、本年１月、

大分銀行をはじめとする九州・沖縄の地方銀行

１１行により、新生シリコンアイランド九州の

実現に向けた連携協定が締結されるなど、引き

続き、九州では半導体産業の集積に向けた取組

が活発化しています。 

 本県においても、昨年末から、中津市のルネ

サスエレクトロニクス大分工場の開発機能の増

強や富士通ゼネラルエレクトロニクスの大分市

内への生産拠点の新設、地場企業であるＡＫシ

ステムの半導体関連装置製造のための新工場建

設等、半導体関連企業の投資や進出に関する発

表が相次いでいます。 

 本県も、この時期を逸することなく、本県の

未来創造につながる企業誘致、民間投資を呼び

込むことが重要です。 

 特に、経済波及効果の大きい大規模投資案件

の誘致については、これまでも土地や水の確保

などが課題として挙げられているところであり、

先の第４回定例会においても、用水確保の可能

性調査や県内全域の適地調査、または地域の特

性をいかした企業誘致方針の策定等に触れられ

た御答弁がありました。 

 こうした中、先月には、ＴＳＭＣの子会社で

あるジャパン・アドバンスト・セミコンダクタ

ー・マニュファクチャリング、通称ＪＡＳＭの

開所式が熊本県菊陽町にて行われ、今年中には

量産が開始されるとのことです。このような急

速な変化、動きを見てみると、本県においても、

半導体関連企業の誘致や、そのためのインフラ

整備等については、これまで以上に、スピード

感を大切にして取り組んでいく必要があると考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、用地・用水の確保や

整備も含め、企業誘致にどのように取り組んで
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いくのか、知事に伺います。 

 以降、対面席にて質問します。 

  〔穴見議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの穴見憲昭君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 おはようございます。穴見憲昭議員

の企業誘致についての質問にお答えします。 

 企業誘致は、本県経済の基盤を拡大し、地域

に新たな雇用と活力を創出するものであり、未

来創造の大分県づくりにとって最も重要な施策

の一つです。 

 半導体や自動車関連産業を中心とした国内投

資が活発化する中で、本県でも、今年度、製造

業に対する補助金の新規雇用要件を大幅に緩和

し、企業へのインセンティブを高める措置を講

じています。この効果等もあり、自動車用樹脂

製品製造企業やパワー半導体モジュール製造企

業の新規進出につながってきています。 

 一方、好調な企業誘致に伴い、大分流通業務

団地等の売却が進み、進出可能な用地が限られ

てきたことから、用地・用水の確保等、受入環

境の整備が喫緊の課題となっています。 

 そこで、今年度、用地については、土地の利

用状況やハザードマップ等を参考に県内全域の

適地調査を実施しており、その結果を今月中に

各市町村へ提示したいと考えています。 

 本調査結果を基に市町村と共に開発候補地を

絞り込み、誘致効果が圏域に及ぶと見込まれる

大規模候補地については、県が一括して企業需

要や開発コスト等の調査を行います。 

 あわせて、市町村による、こうした候補地の

開発を集中的に支援して加速していきます。こ

のため、３年間限定で、工業用地整備等に対す

る補助金について、用地測量等を新たに補助対

象に追加するとともに、補助率や上限額を引き

上げる措置を今議会に提案していますので、何

とぞ御審議をよろしくお願いします。 

 また、工業用水については、昨年度から河川

取水や公共下水の再資源化等の調査を実施して

おり、利用条件やコスト等を今月中にまとめ、

市町村と共に中長期的な視点で検討を進めてい

きます。 

 なお、工業用水や公共下水の再資源化で、特

に連携した取組が必要な大分市とは、先日、政

策協議を行い、用地確保とあわせ、県市連携の

重要性を改めて確認しました。 

 こうした取組に加え、中九州横断道路の整備

をはじめとした広域交通ネットワークの構築や、

ものづくりを支える産業人材の育成等、必要な

環境整備を進めていきます。 

 引き続き、市町村ともしっかり連携した上で、

スピード感を持って企業誘致に取り組んでいき

ます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。いろんな方

が言われているとおり、ＴＳＭＣの関係は本当

にこれとない、またとないチャンスだと思いま

すので、しっかりその恩恵を受けられるように、

関連企業を呼び込めるように整備を進めていた

だきたいと思います。 

 それと先日の、さきほどあった足立大分市長

との政策協議も概要を拝見しました。ＴＳＭＣ

の関係のみならず、やはりたくさんの企業誘致

が可能となるように、用地確保、そしてまたイ

ンフラ整備等に努めていただきたいと思います

ので、引き続きよろしくお願いします。 

 では次に、スタートアップへの支援について

お尋ねします。 

 力強い本県経済の構築に向けては、さきほど

の企業誘致と両輪で、地場企業の成長支援も欠

かせません。さらに言えば、既存の企業だけで

なく、その種とも言える創業支援は、県経済の

新陳代謝を促し、新たな成長エンジンを生み出

す重要な施策であると考えます。 

 しかし、実際に起業家が創業を実現し、安定、

そして成長していくには、乗り越えるべき壁が

いくつもあり、起業希望者は漠然とした事業ア

イデアは持っているものの、具体的な事業計画

を作成することは容易ではないケースが多いと

言われています。さらに、ターゲットの策定や

収益化の方法など、検討しなければならない項

目が数多くあります。 

 こうした様々な点を起業家が一人で考えるこ
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とはなかなか困難なことであり、また、無事創

業にこぎ着けたとしても、その経営計画の実行

にあたって資金調達や人材確保などに多くのノ

ウハウが必要となります。 

 こうした一連のスタートアップの成長サイク

ルは、これまでの企業の成長スタイルとは異な

るものであり、その支援にあたっては、商工団

体等における既存の中小企業支援のノウハウだ

けでは対応が困難であろうかと思います。 

 そんな中で、本県では、平成２７年に設置し

たおおいたスタートアップセンターが中核とな

りスタートアップの成長支援を行っており、成

功例も出てきていますが、こうした取組を継続、

そして強化し、さらなる成長企業を生み出して

いくことを期待しています。 

 これらを踏まえ、今後、スタートアップへの

支援にどのように取り組んでいくのか、商工観

光労働部長に伺います。 

元吉議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 社会情勢が大きく変化

し、技術革新も著しく進展する中で、将来にわ

たって本県経済の活力を維持、発展していくた

めには、地元企業の経営革新や新たな企業誘致

などに加え、創業への挑戦も多く生み出してい

くことが重要と考えています。 

 一方で、アイデアはあっても人脈や経験など

が不足する起業家の卵は、資金調達や販路開拓、

人材確保など多くの課題を克服することが必要

です。 

 そのため、おおいたスタートアップセンター

では、創業の裾野拡大を図るためのセミナーや

成長志向の起業家の育成に向けた相談支援など

を実施しています。昨年度の創業支援件数はセ

ンター開設以来過去最高の６４３件で、今年度

も同程度となる見込みです。 

 また、高い成長を志向するスタートアップに

は、成長の段階に応じ、伴走型できめ細かいサ

ポートを実施しています。これまで、ビジネス

の全国展開による売上拡大やＭ＆Ａによる経営

基盤安定化など、大きく成長した企業も複数輩

出されています。 

 昨年８月からは新たに、創業のハードルとな

る借金や個人保証の不安を取り除くため、経営

者保証不要の制度資金を創設しました。 

 引き続き、本県の未来創造支える創業への挑

戦を、関係機関とも連携し、力強く後押しして

いきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。起業を希望

される若い方は、やはりヒト、モノ、そして情

報が集まりやすくて、交通アクセスのよい都会

に目が行きがちかなと思いますが、一方で、地

方にも初期コストを低く抑えられたり、または

その土地の資源を活用できたり、そして、さき

ほど部長の御答弁にもあったとおり、他県より

も手厚い支援をやっていますよということであ

れば、非常に魅力のある要素だと思います。 

 ですので、起業を希望される方の受皿をしっ

かり整備、強化して、さらにはそれをしっかり

ＰＲしていただいて、若い方がこの大分で活躍

できるんだというステージを確立してほしいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 では次に、子ども・子育て支援に係る働き方

改革の推進に関してお尋ねします。 

 国が昨年末に発表したこども未来戦略におい

ては、若年人口が急激に減少する２０３０年代

に入るまでが、少子化、人口減少の状況に歯止

めをかけ、反転させることができるかどうかの

重要な分岐点であるとされていますが、残念な

がら、先日の報道でも、昨年の出生数、約７５

万人ということで、過去最少とのことでした。 

 子ども・子育て政策の強化において、三つの

柱の一つに位置付けられているのが、夫婦が相

互に協力しながら子育てし、それを職場が応援

し、地域社会全体で支援する社会をつくること

とされており、具体的な取組としては、男性、

女性ともに、希望どおり、気兼ねなく育児休業

制度を使えるようにしていく環境の整備、つま

りは働き方改革です。 

 現在、本県においても２５歳から４４歳の女

性の就業率は８割を超え、過去最高となってお

り、また、全国における共働き世帯の割合も約

７割とのことで、もはや男性が育児に参加する

ことは当然のこととなりつつあるところですが、
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一方で、男性の育児休業取得率は１割強にとど

まっている状況にあり、その理由としては、職

場の上司や同僚等の負担が増加することや代替

要員が確保できないことなど、業務上の都合が

多いようです。 

 しかし、中小企業等において、業務の工夫や

国の助成制度の活用等により、男性が育児休業

を取得できる環境整備などの働き方改革を進め

ている事例もあります。こうした取組は、従業

員の満足度向上、優秀な人材の採用等のメリッ

トがあるとともに、男性の育児休業だけでなく、

優秀な従業員が、介護や看護などの様々な事象

を抱えた際にも離職せずに済むということにな

りますので、長期的に見れば企業の人材確保面

において大きなメリットになろうかと思います。 

 このような取組を推進していくために、県と

しても民間企業の取組を積極的に支援していく

必要があると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、企業等における働き

方改革の推進にどのように取り組んでいくのか、

知事に伺います。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 働き方改革の推進についてですが、

人口減少が進む中、企業と社会が持続的に成長

していくためには、働く方一人一人がよりよい

将来の展望を持てるような環境整備を進め、人

材の定着や生産性向上にもつながる働き方改革

に取り組むことが重要です。 

 女性の就業率が向上し、全世帯の約３分の２

が共働きとなる中、女性の就業継続や少子化対

策の観点からも、男女共に家事や育児を担う共

働き、共育ての推進が必要となっています。 

 令和４年の県の労働福祉等実態調査によると、

育休取得率は女性の９７.４％に対して、男性

は年々上昇しているものの１３.８％と全国平

均の１７.１％を下回っている状況です。 

 男性の育休取得が進まない主な理由としては、

さきほど議員からも御指摘があった周囲の負担

が増加する、そして、収入が減少する等も挙が

っています。 

 このため国は、育休者の業務を代替する周囲

の労働者への手当支給等に対する助成を今年１

月から開始しました。さらに、本人への育児休

業給付金の拡充等も検討しています。 

 県としても、中小企業等が男性の育休取得促

進を含めた働き方改革に踏み出せるよう、昨年

１２月補正予算において、省力化につながるデ

ジタル機器の導入等に対する国の補助に上乗せ

支援を措置しました。 

 また、男性育休取得者数に応じ、職場環境整

備に柔軟に活用できる中小企業向けの助成金の

創設を今議会に提案しています。こうした取組

を通じて、企業におけるロールモデルを増やし、

男性も気兼ねなく育休取得できる職場意識の醸

成等を図っていきます。 

 また、男性の育休取得率のみならず、労働時

間や有休取得率等の目標達成に向けて、大分県

働き方改革推進会議等も活用して、引き続き関

係機関と連携して取組を進めていきます。 

 具体的には、働き方改革の必要性等について

の理解を促進するためのセミナーや相談会に加

えて、優良企業への表彰等による周知、啓発を

行うとともに、経営者の意識改革を進めるため

のトップセミナー等を継続して開催していきま

す。 

 今後とも、子育て満足度日本一を目指す本県

として、男女共に仕事と育児の両立ができる環

境整備をはじめ、働き方改革の推進に積極的に

取り組んでいきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。御存じのと

おり、大分県は９９.９％が中小企業で、やは

り企業としても余裕のある人員配置をしている

ところの方が少ないかと思います。 

 そしてまた、業務の効率化におけるＩＣＴ活

用やＤＸの推進も、まだなかなか進んでいない

ところが多いのかなと感じています。ですので、

取り組みたいがかなわないといった企業も少な

くないのではないかと思います。 

 さきほど御答弁にあった助成金、しっかりそ

ういったところを周知して、ちゃんと使ってい

ただいて、働き方改革が進むようにサポートし

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 



第１回 大分県議会定例会会議録 第８号 

- 160 - 

 では続いて、ヤングケアラーについてお尋ね

します。 

 昨今、子どもに関する大きな課題の一つとし

て、ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちへの

支援が挙げられると思います。 

 ヤングケアラーへの支援と一言で言っても、

その方法は多岐にわたると思います。しかし、

どのような支援を行うにしても、まずは行政を

含む関係者がヤングケアラーと言われる当事者

の実態をしっかりと把握することが第一歩であ

り、そこからやっと具体的な支援策の協議、判

断に至ることが可能になろうかと思います。 

 しかし、ヤングケアラーとは、家庭内のデリ

ケートな問題であることから表面化しづらいこ

と、まだまだ認知度が低いこと、子ども自身に

自覚がないことなどの理由により、非常に実態

把握が難しく、よって、適切な支援が行き届い

てないことが考えられます。 

 さらに、そもそもヤングケアラーという定義

が不明瞭であるため、実態調査するにしても、

どこまでがヤングケアラーとされ、支援が必要

なのか否かの線引きが非常に難しい状況にあり、

きめ細かな対応を行っていくためには、多くの

マンパワーが必要であるとも感じます。 

 また、子どもが多く時間を過ごす学校現場と

の連携も欠かせません。令和３年の実態調査に

よると、県内でも、世話している家族がいると

回答した児童生徒は２千人を超え、そのうち、

世話していることで困り事を抱えていると答え

たのは約千人であると推計されており、看過で

きない数となっています。 

 そのような状況下で、今回の当初予算案にお

いて、ヤングケアラー等支援体制強化事業とし

て、実態調査や見守りのほか、相談体制を強化

することが提案されていますが、今後、県とし

てマンパワーや予算の確保はもちろん、現場で

の対応や支援を教育委員会や市町村と共有しな

がら、ヤングケアラーの早期発見と支援に当た

っていく必要があると感じます。 

 こうしたことを踏まえ、今後、ヤングケアラ

ーへの支援について、どのように取り組んでい

くのか、福祉保健部長に伺います。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県では、令和３年度の実態

調査の結果を受け、教育委員会と共に、ヤング

ケアラーそのものの理解促進や、県や市町村の

相談窓口の設置など、これまで支援体制の構築

を進めています。 

 昨年４月からは、県に配置した専門アドバイ

ザーが精力的に市町村に出向き、スクールソー

シャルワーカーなど支援者への助言や、研修会

の開催などを重ねてきました。 

 その結果として、各市町村では、昨年末まで

に１６４件の具体的な相談を受け、うち２７件

を福祉サービスにつなげるなど、着実に対応も

進んでいます。 

 また、既に１４の市町では、自ら声を上げに

くい子どもや御家庭に対して、お弁当などを個

別に届けていく見守り事業を実施しており、こ

れを今後県内全域に拡大することで、こうした

子どもたちへの支援も充実させていくこととし

ています。 

 前回の調査から３年ほどが経過しますので、

コロナ禍後の実態把握を行うため、新年度には

小学５年生から高校３年までの計８学年、児童

生徒全員への悉皆調査を改めて実施して、結果

を速やかにまとめて、今後の効果的な施策に活

用していきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。 

 では、そのまま続けて、さきほども言ったと

おり、ヤングケアラーの実態把握、早期発見に

おいては、教育現場の協力が不可欠だと考えま

す。教育委員会として具体的にどのように取り

組んでいくか、教育長に伺います。 

元吉議長 渡辺教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 ヤングケアラーの支援に

ついて、教育委員会の取組を御質問いただきま

した。 

 さきほどの御質問で、ヤングケアラーの定義、

また実態把握するにしても、どこまでがヤング

ケアラーとされるのか、線引きが難しいという

お話がありました。 

 今年度、国が作成したヤングケアラー支援に
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係る調査項目を整理しましたアセスメントシー

トを全ての公立学校に配布して周知を図ってい

ます。また、これまでもスクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーのカウンセリン

グや相談から、ヤングケアラーの可能性がある

と思われる事案を発見して、支援につなげたケ

ースも一定数あります。 

 引き続き、福祉保健部と連携しながら、ヤン

グケアラーの実態把握、早期発見に取り組んで

いきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。大分市の担

当者と話したときも、やはりその基準というか、

指針がない、つくりにくいから非常に難しいと

いう話がありましたが、今、御答弁の中でアセ

スメントシートが共有されているということで、

まずは安心しました。 

 しかし、今はよくも悪くも、地域自治会とか

子ども会とかＰＴＡといった横のつながりが徐

々に希薄になりつつある時代なのかなと思って

います。ですので、やはり子どもが大半の時間

を過ごす学校での気づきが非常に重要になって

こようかと思います。 

 ですので、引き続き教育委員会としても、そ

してまた福祉保健部としても、双方で協力、情

報の共有をしながら、この課題の対応に当たっ

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 では続いて、防災・減災対策に関して、いく

つかお尋ねします。 

 今年１月１日、能登半島にて震度７の地震が

発生しました。改めて、お亡くなりになられた

方々の御冥福をお祈りするとともに、被災され

た全ての方々に御見舞いを申し上げます。 

 また、本日は３月１１日ということで、冒頭

皆さんで黙祷をささげましたが、東日本大震災

が発生した日です。決して忘れることのできな

い痛ましい被害が起きた日でした。 

 改めて、平時からの防災・減災対策が重要と

いう認識の下、質問を進めていきます。 

 今回の地震では、多くの建物が倒壊するとと

もに、道路の寸断、漁港の隆起など、目を覆う

ような悲惨な状況となっており、特に、建物の

倒壊で多くの方がお亡くなりになられました。

報道によると、輪島市の住宅の耐震化率が４５

％、珠洲市の耐震化率が５１％であり、古い住

宅が多く、耐震改修工事が進んでいなかったこ

とがその要因の一つであったのではないかと感

じるところであり、改めて、住宅の耐震改修の

必要性を痛感しました。 

 本県が策定した大分県耐震改修促進計画によ

ると、本県における住宅の耐震化率は平成３０

年度の実績で８４％であり、令和７年度までに

９２％に上げていくこととされています。 

 このように高い目標に向け取り組んでいる本

県においても、やはりまだまだ多くの昔ながら

の古い住宅があり、近い将来、南海トラフ地震

が発生すると言われている中、地震発生による

家屋倒壊の危険性の周知や、住宅の耐震化に取

り組んでいくことが引き続き重要であると考え

ます。 

 県は耐震診断や耐震改修への補助制度を創設

し、市町村と協力しながら住宅の耐震化に取り

組まれているようですが、県内の住宅の耐震化

について、現状をどのように捉え、今後どのよ

うに取組を進めていくのか、土木建築部長に伺

います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 それでは、住宅の耐震化に

ついてお答えします。 

 本県の住宅の耐震化率は８４％であり、南海

トラフ地震が危惧される中、残る１６％の対策

が急務であると考えています。 

 県では、耐震診断から耐震工事まで、段階に

応じた補助メニューを用意しています。 

 まず、無料で行う耐震性の簡易判定。次に、

自己負担５，５００円で受けられる詳細な耐震

診断。実はこの診断ですが、一般的な住宅で１

０万円前後必要となりますが、これを５，５０

０円で受けられることになります。 

 さらに、改修工事を行う場合も、住宅全体の

改修から部分的な改修、加えて、寝室だけでも

安全な空間を確保する耐震シェルターの設置な

ど、県民の要望に応じた補助制度を設けている
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ところです。 

また、改修工事の費用負担に不安を覚える方に

は、住宅金融支援機構のリフォーム融資制度を

紹介しています。 

 耐震化の促進には、これらの制度の周知が肝

要であると考えており、市町村広報紙などによ

るＰＲのほか、多くの人が集まるイベントなど

にて、まずは補助制度の紹介に加え、改修工事

の施工例の展示、相談会などを実施しています。 

 今後も、積極的に耐震化の必要性の啓発と補

助制度の周知を行い、地震による住宅の倒壊で

の死者ゼロを目指して、住宅の耐震化に取り組

んでいきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。やはり住宅

の耐震は、ハード面整備における一丁目一番地

というか、まずはそこからというところになっ

てこようかと思います。 

 今、部長の御答弁であったとおり、いろんな

補助メニューがあって、私も一通り見ましたが、

結構いろんな種類でやられているなと思いまし

た。 

 でも、御答弁の最後の方にあったとおり、や

はりそこを知ってもらって、使ってもらってや

っと役立つわけですので、やはりまだまだ知ら

ない方も多いと思います。 

 引き続きしっかりＰＲしていただいて、住宅

の耐震化、努めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 では次に、防災士について伺います。 

 今回のような大規模な地震、または自然災害

においては、やはり公助が行き届くまでに時間

を要し、過去の教訓どおり、まずは自助、共助

の取組が重要であると再認識させられました。 

 そのような中で、平時からの備蓄品の準備や

自主防災組織の存在、個々の防災意識の向上が、

いざというときの人命救助につながることは言

うまでもなく、防災士の養成や地域防災士会の

確立は必要不可欠な事項だと感じます。 

 本県では、長期総合計画の中にも防災士の資

格取得者数増が組み込まれており、日本防災士

機構の直近のデータでは、資格取得者が１万３

千人を超え、令和６年度までの目標値は１万６

千人とされています。この取得者数は全国で見

ても３番目の数値であり、非常にすばらしいこ

とであると感じています。 

 しかし一方で、資格を取った後のフォローや

スキル向上のための研修が十分なのか。いざと

いうときの活動が可能なのかなどといった点が

懸念されます。 

 資格取得者数、または取得率も重要ですが、

スキルアップのための定期的な研修などが必要

であるのは皆さん御承知のとおりです。本県も

そうした状況に目を向け、取り組まれていると

は思いますが、昨年まではコロナ禍も続いたた

め、十分な活動もできなかったのではないかと

思います。コロナ禍が明けた今こそ、防災士の

資質向上等に向けた取組に力を入れていくべき

ではないかと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、防災士のスキルアッ

プの支援にどのように取り組んでいくのか、防

災局長にお伺いします。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 地域の防災力を高めるためには、

自助、共助の要となる自主防災組織のさらなる

強化とこれを支える防災士のスキルアップが大

変重要です。 

 このため県では、市町村と連携しながら、防

災士の育成やスキルアップに取り組んでいます。 

 このうち、スキルアップについては、小学校

の体育館を利用した避難所開設の模擬訓練や、

タイムラインを活用した早期避難に係るグルー

プワークなどを実施しており、今年度末までに

約６００人が受講予定となっています。 

 加えて、市町村やＮＰＯ、地元防災士会が連

携し、地域の避難訓練等を支援する避難させ隊

の活動を支援しています。具体的には、防災士

が訓練を通じて自分たちの住む地域にどのよう

な災害が起きるのかを再確認し、防災への意識

を醸成しています。 

 昨年７月の梅雨前線による大雨では、スキル

アップ研修を受講した中津市の防災士の呼びか

けにより、地域住民が早期に避難し難を逃れる

など、着実に成果を上げています。 
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 今後とも、防災士がそれぞれの地域で防災リ

ーダーとして活躍していただけるよう、市町村

や防災関係団体と連携して取り組んでいきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。私も昨年防

災士の試験を受けて何とか滑り込めたんですが、

ちょっと私事になるんですが、私も地元の消防

団に入っていて、かれこれ７年、８年たつので

定期的に災害時の講習とか救命訓練とかはやっ

ていたんですが、去年、課題を解く中で要所要

所を忘れていて、おまえの能力が低いからだと

言われればそれまでなんですが、やはり定期的

に反復してやっていかないと、忘れていく方は

多いのではないかなと思います。ですので、い

ざというときにその能力をしっかり発揮できる

ように、効果のあるフォローアップ、スキルア

ップの研修をよろしくお願いします。 

 続いて、消防団員の確保について伺います。 

 防災士同様に、地域防災における重要な役割

を果たしている組織として消防団が挙げられま

す。消防団は火災だけでなく、風水害を含む災

害時の活動や地域での防災訓練等でも出動、ま

たは協力し、地域防災には欠かせない組織であ

ると言えます。 

 しかし、その消防団員も年々減少しており、

総務省のデータによると、昨年４月時点で対前

年比マイナス約２万人、大分県内で見ると、条

例定数で約１万５，８００人に対して実数約１

万３，４００人と、約２，４００人足りていな

い状況にあります。 

 私の住む大分市でも、定数に対して充足率を

満たしていない分団が少なくありません。 

 消防団を含む消防業務は、市町村の管轄では

ありますが、団員確保においては、市町村独自

の取組だけでは追いついていない状況にあると

も言えます。 

 そうした中で、本県も消防力強化推進事業に

おいて、消防団員の確保に対する助成や、おお

いた消防団応援の店の推進など、消防団員の確

保に向けて取り組まれていることは存じていま

すが、さらなるサポートも必要ではないかと考

えます。 

 こうしたことを踏まえ、県として消防団員の

確保に向けどのように取り組んでいくのか、防

災局長に伺います。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 今回の能登半島地震における消

防団の献身、懸命な活動を踏まえ、消防団のさ

らなる充実に向けた総務大臣書簡が本年２月、

知事及び市町村長宛てに発出され、団員の確保

や活動への理解促進等が要請されました。 

 議員御指摘のとおり、生産年齢人口の減少等

を背景に、本県の消防団員は過去１０年で約２

千人減少し、団員確保は喫緊の課題となってい

ます。 

 このため、県では市町村と連携し消防団員の

確保に取り組んでおり、若者にターゲットを絞

ったＳＮＳによる魅力発信や大分市の消防団ホ

ームページの開設などにより、新入団員の応募

に結び付けています。 

 今後は、特定の活動にのみ参加する機能別消

防団員を確保するため、全国の先進事例を共有

し、市町村に制度導入を促していきたいと考え

ています。 

 加えて、次代の人材育成や消防団活動への理

解促進に向けては、県地域消防アドバイザーが

各地域で防災思想の啓発活動等を行っており、

日出町や豊後大野市ではジュニア消防クラブの

創設が進んでいます。 

 引き続き、市町村との連携を密にしながら、

消防団活動への理解促進や若者、女性など多様

な人材の参加促進に取り組んでいきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。大分市も消

防団員の定年延長を行ってマンパワーの確保を

行っているんですが、それも言うならば一時的

なものというか、問題の根本的な解決にはなっ

てないと思います。 

 今、防災局長の御答弁で様々な取組を伺いま

したが、やはり各市町村の取組だけではなかな

か厳しいのが今だと思っています。引き続きし

っかり市町村のサポートをして、協力し合いな

がら消防団員の確保に努めていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 
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 では次に、おおいた消防指令センターとの連

携について伺います。 

 大分市役所本庁舎に隣接する大分市複合公共

施設も完成が間近となり、おおいた消防指令セ

ンターもその４階に設置されます。実際の運用

開始はまだ先ですが、研修や訓練等はもう始ま

っていきます。 

 このセンターは本県にとって大変重要な意義

を持つものであり、昨年、第２回定例会の質問

に対する御答弁においても、この効果として、

１１９番の回線数や要員増によるつながりやす

さ、業務の強化・効率化、職員のスキル向上と

いったことが挙げられていました。 

 これらは個人的にも非常に頼もしく思うとこ

ろですが、一方で懸念していることもあります。

それは予算、つまり運営費用に関する面です。 

 このセンター設置によって、大分市以外の自

治体の通信指令システムは非常時のバックアッ

プ機能を除きなくなっていくとされています。

そうしたことから、何年かたった後にやはりや

めますと、元に戻しますといったことはかない

ません。よほどのことがない限り、未来永劫こ

のシステムで大分県内の防災業務を担っていく

必要があります。 

 今回、この事業の整備費用として県から１５

％の補助がありました。こちらに関しては、少

なくとも大分市消防局は大変感謝していました

し、他の自治体も恐らく同様であったかと思い

ます。 

 しかし、持続性が重要です。このセンターの

整備費は総額で約６５億円、国の緊急防災・減

災事業債という制度も活用されており、普通交

付税により７割が国から措置されます。さきほ

ど言ったとおり、県からの補助は総事業費の１

５％で、７割は国から、残りの３割のうちのさ

らに２分の１が県からとなるので、１８市町村

の実質負担は少なく済んでいます。しかし、今

後、センターの維持費や管理費、数年先には機

器の更新費が発生してきます。総額約６５億円

の整備ですので、かなり高度な設備が備わって

いるものと思われますし、維持・更新費にも高

額な予算が必要になってこようかと思います。

さらに、共通経費は按分と聞いていますので、

各市町村の負担も今後懸念されます。このよう

にセンターを今後維持していくためには、相応

の経費が必要ですし、更新期にさきほど述べた

国の制度があればよいのですが、今後のことは

不明確です。 

 先般の質問における知事の御答弁では、セン

ターの整備費用については、国の財源を活用す

るとともに、県が財政支援を行い、市町村の負

担軽減を図りますといったことでありました。 

 今後、整備費用のみならず、このセンターを

維持、そして有効活用していくためには、国か

らの支援の確保、さらには県から市町村への支

援も必要と思っています。もちろん、消防指令

業務については、一義的に市町村の管轄である

ことは十分に理解していますが、昨今の災害の

激甚化等を鑑みると、効率的な消防指令業務を

確立していくことも県民の命を守る上では重要

な取組と考えます。 

 また、特に大規模災害時などにおいては、県

とセンターとが緊密に連携し、円滑な救助等に

つなげていかなければなりません。どのように

連携し、緊急時に備えようとしているのかにつ

いても大変注目しています。 

 こうしたことを踏まえ、今後のおおいた消防

指令センターの維持・運営面への支援も含め、

県としてどのようにセンターと連携し消防行政

における安心を確保していくのか、防災局長に

伺います。 

元吉議長 岡本防災局長。 

岡本防災局長 おおいた消防指令センターにつ

いては、いよいよ本年４月から通信指令員の研

修が始まり、７月の大分市を皮切りに順次１１

９番を切り替え、１０月から運用が開始される

予定となっています。 

 人口減少が進む中、行政サービスの連携、協

働は、県としても大変重要であると認識してお

り、整備費として１５％の約１１億円を支援し

ています。 

 一方、維持管理費については、消防組織法上、

市町村の負担とされており、県が支援すること

は課題が大きいと認識しています。 
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 しかしながら、県内全域での共同運用は、こ

れまでも全市町村と県が一体となって進めてき

たところであり、引き続き支援の在り方を検討

していきたいと考えています。 

 また、議員御指摘のとおり、県とセンターと

の連携は防災対策上必要不可欠であり、特に大

規模災害では、初動体制の早期確立や情報の収

集、被災状況の共有化が重要です。このため、

重要事案の同時受信のほか、緊急車両の動態管

理情報や現場映像を速やかに共有し、迅速な初

動体制の確立を図ることとしています。 

 今後とも、全国初となる県域での消防指令セ

ンターの運用効果を最大限に生かし、安全・安

心な大分県づくりに取り組んでいきます。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。繰り返しに

なりますが、このシステムの運用開始において

は非常に期待しています。しかし、実際に運用

していく各自治体からは、現行システムよりも

市町村の負担が増加するのではないかという不

安の声も届いています。 

 今後の財政支援とか国の補助金の確保とか、

そういったことは今日時点でどうします、こう

しますというのは当然言えないと理解はしてい

ます。ですが、そういった不安な部分というか、

懸念点があることを運用開始前にお伝えしてお

きたく思い、今回質問しました。 

 平成３１年に策定された新大分県消防広域化

推進計画の概要の中にも、消防広域化推進にお

ける県の役割という項目で、国への支援要請や、

県としての支援といった記載や、個々の消防本

部の管轄を超えて広く効果が及ぶ取組について、

県独自で必要な財政、その他支援を行うという

ような記載もありました。ですので、やはり今

後も県の役割というのは非常に重要になってこ

ようかと思います。 

 そしてまた、佐藤知事におかれても、このセ

ンターの設置案が出たときは、当然大分市長と

して、一番、ある意味、現場で現場の方々の声

を聞いてこられたのではないかと思っています。

ですので、引き続き各市町村、そして消防局と

協議しながら、このセンターが効果的な運用が

できるように努めていただきたいとお願いしま

す。 

 それでは、最後の項目に移ります。 

 庄の原佐野線の整備について伺います。 

 都市計画道路庄の原佐野線は、大分市中心部

の東西を結ぶ骨格軸道路として渋滞緩和につな

がる重要な路線であり、その整備効果に大きな

期待をしているところです。 

 宗麟大橋開通以前は、県道大分臼杵線の加納

西交差点などで朝夕の通勤時間帯に著しい渋滞

が発生していました。平成３０年１月には、大

分川河口部で約半世紀ぶりの新橋梁となる宗麟

大橋が完成し、庄の原佐野線の大分インターチ

ェンジから下郡バイパスまでの間が開通しまし

た。宗麟大橋の開通により、周辺の道路では通

勤時間帯の通行車両が劇的に減少するなど、大

きな効果が発揮されています。 

 一方で、交通の流れが変わり、下郡バイパス

や米良バイパスとの交差点で新たな渋滞が見ら

れています。 

 引き続き、それらの渋滞解消に向け、平成２

９年度には下郡バイパスから米良バイパスを結

ぶ下郡工区が事業化され、現在は橋梁下部が建

設されるなど、着々と事業を進めていただいて

います。 

 さらに、米良バイパスと明野地区を結ぶ下郡

・明野工区も昨年事業化されたと伺っています。

下郡工区と一体となって整備することで、東西

幹線軸としての機能が強化され、大幅な交通の

転換による県道大分臼杵線の交通渋滞緩和、所

要時間短縮などにつながるものと大いに期待し

ています。 

 このように、大分市中心部と東部のアクセス

が向上し、渋滞緩和などが図られる庄の原佐野

線は、多くの皆様から一日も早い完成が望まれ

ています。 

 こうしたことを踏まえ、現在事業が進められ

ている庄の原佐野線下郡工区の事業の進捗状況

及び下郡・明野工区の今後の見通しについて、

土木建築部長に伺います。 

元吉議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 それでは、庄の原佐野線の
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整備についてお答えします。 

 庄の原佐野線は、大分市の交通ネットワーク

の東西軸を強化し、市内の慢性的な交通渋滞の

緩和にもつながる重要な路線であり、重点的に

整備を進めてきました。 

 まず、下郡校区は、地域の皆様の御協力によ

り、昨年末までに全ての用地契約が完了しまし

た。工事については、橋梁下部工１７基のうち

２基が完成し、現在５基を工事中です。残りの

１０基に関しても、来年度までに全てを発注す

る予定です。 

 来年度以降は大規模な橋梁上部工に着手する

こととしており、現在その準備を行っています。 

 次に、今年度から事業化した下郡・明野工区

は、明野地区からの交通を分散することで、大

分市内のさらなる渋滞緩和を見込んでいます。

既に、米良バイパスをまたぐ橋梁の下部工に着

手しており、米良バイパスの東側の区間につい

ても、測量や設計などを進めています。 

 今後も関係者の御協力をいただきながら、一

日も早い完成を目指し、事業を推進していきま

す。 

元吉議長 穴見憲昭君。 

穴見議員 ありがとうございます。庄の原佐野

線の整備というのは米良、明野、下郡、滝尾と

いったその近隣だけでなく、やはりさきほどか

らあるとおり、東西の幹線軸として、市民に限

らず非常に多くの方が期待している道路です。

これによる効果も非常に大きいものではないか

と感じています。 

 ついては、一日も早く完成するように、引き

続き努めていただきたいということをお願いし

ておきます。 

 以上で私の質問を全て終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

元吉議長 以上で穴見憲昭君の質問及び答弁は

終わりました。猿渡久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕（拍手） 

猿渡議員 皆さん大変お疲れ様です。日本共産

党の猿渡久子です。２期目になり、１年近くな

りますが、初めての一般質問です。本会議での

質問の機会を増やすべく、今後とも求めていき

ます。 

 では、一つ目の質問から質問に入ります。お

忙しい中、多くの皆さんに傍聴においでいただ

き、本当にありがとうございます。 

 まず１点目、県民の安心の確保について、そ

の１点目、伊方原発についての質問から入りま

す。 

 東日本大震災から今日で１３年となります。

しかし、いまだに避難者は約２．９万人に上り、

そのうち、福島県に帰れない避難者は２万人を

超えます。２月２６日には伊方原発がある南予

を震源とする震度４の地震があり、千葉でも地

震が相次ぎ、他人事ではないと危惧しています。 

 大分県地域防災計画における放射性物質事故

対策及び原子力災害対策についての記載に住民

の屋内退避・避難体制の整備とあります。伊方

原発の放射能漏れ事故が発生した際の対応は基

本的に屋内退避だと思いますが、仮に南海トラ

フ地震が発生し、放射能漏れ事故が起きた場合、

屋内退避は無理ではないでしょうか。 

 能登半島地震では志賀原発の変圧器が壊れて

一部の外部電源が喪失し、燃料プールから水が

漏れるなど、トラブルに見舞われました。そう

した状況下で、能登における家屋の倒壊や道路

の寸断、津波の来襲等の状況を鑑みると、やは

り屋内退避は困難だと感じざるを得ません。 

 また、地域防災計画では、健康相談及び医療

救援活動について、県内の医療機関等の支援の

下、避難生活者の心身の健康を確保するものと

するとあり、安定ヨウ素剤の服用について、医

師、薬剤師の確保等その他の必要な措置を講ず

るとありますが、複合災害の場合、そうした対

応は非常に難しいと考えられます。 

 原子力災害が起きれば、現実的には県民を守

ることはできないのではないでしょうか。私は

異質な災害を引き起こす恐れのある原子力発電

所は稼働停止すべきだと考えています。 

 佐賀関から４５キロメートルの対岸にある伊

方原発は３号機が稼働中ですが、日本最大の活

断層である中央構造線の直近にあり、南海トラ

フ地震の想定震源域内にも位置しています。一

旦事故が起きれば、豊後水道や瀬戸内海は死の
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海となり、風向き次第で大分県も深刻な放射能

汚染に見舞われると想定されます。天災は止め

られませんが、原子力災害は止めることができ

ます。 

 私は大分県として伊方原発の稼働停止を求め

るべきだと考えますが、伊方原発に対する佐藤

知事の見解を伺います。あわせて、万が一、原

子力災害が発生した際に県民をどのように守っ

ていこうと考えているのか、お聞かせください。 

 以降、対面席にて質問します。 

  〔猿渡議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

元吉議長 ただいまの猿渡久子君の質問に対す

る答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 猿渡久子議員の伊方原発についての

質問にお答えします。 

 安全で安心な県民生活には、電力の低廉かつ

安定的な供給が不可欠です。一方で、原子力発

電については、いかなる事情よりも安全性を全

てに優先させることが大前提です。原子力規制

委員会が福島の事故を踏まえて策定した新規制

基準に基づき、中立、公正な立場で厳格に審査

を行うこと、そして、国、電力会社は徹底的に

安全性を検証し、安全対策を行うことが求めら

れています。 

 伊方原子力発電所については、新規制基準を

満たす水準に達していることを原子力規制委員

会が認め、令和３年１２月から再稼働していま

す。 

 国や電力会社には引き続き原子力発電所の安

全対策に万全を期すとともに、地域住民をはじ

め、国民全体に明確かつ責任ある説明を行い、

原子力発電への不安払拭に努めなければならな

いと考えています。 

 もう一つ、万が一、原子力災害が発生した際

の対応について御質問がありました。 

 本県は伊方原子力発電所から最も近いところ

でも約４５キロメートル以上離れており、原子

力災害対策重点区域である原発３０キロメート

ル圏内の外に位置しています。しかしながら、

万が一の事態に備え、県が策定した原子力災害

対策実施要領により、重点区域に準じた対策を

講じることとしています。 

 議員から御指摘のあった屋内退避が困難な場

合については、実施要領に従い、自衛隊をはじ

め、様々な機関と協力して、影響が及ばない地

域へ避難するなどの対応を行うこととしていま

す。 

 原子力発電は国や電力会社が安全対策や地域

への情報提供をしっかりと行うことが大前提で

すが、県としても引き続き県民の安全・安心の

確保に向けて、対応すべきことをしっかりと行

っていきます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 原発ゼロでも電気は足ります。それ

は証明されています。 

 パネルを準備しました。（パネルを示す）皆

さんのタブレットの中にもありますが、テレビ

などを御覧の皆さんのためにもパネルを準備し

ましたが、これは福島第一原発事故の放射能汚

染地図を伊方と大分の地図に重ねたものです。

この想定によると、佐賀関や臼杵市などには１

マイクロシーベルト、大分市中心部、この県庁

の辺りでも０．５マイクロシーベルトの放射能

が到達することになります。 

 ７日に判決があった裁判、本当に悔しい結果

でしたが、私も５４９人の原告の一人としても、

今後とも原発を止めるためにも皆さんと力を合

わせていく決意です。 

 では、二つ目の質問に移ります。 

 二つ目の項目、陸上自衛隊の部隊再編及び大

分分屯地の弾薬庫について知事の見解を伺いま

す。 

 陸上自衛隊湯布院駐屯地に本部がある西部方

面特科隊を第２特科団に格上げし、所属部隊を

拡充し、九州・沖縄における地対艦ミサイルな

ど、火力戦闘の機能を高めると報じられていま

す。駐屯地には長射程ミサイルの運用が見込ま

れる連隊も新たに配備されるほか、敷戸団地や

大分大学のすぐそばの大分分屯地には９棟もの

大型弾薬のための倉庫が新設される予定です。

既に一部工事も始まっています。 

 昨年７月、日本共産党の堤栄三議員の質問に

対し、また先日、８日、高橋肇議員の質問に対
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しても、火薬庫の新設は閣議決定された国家防

衛戦略及び防衛力整備計画に基づくもので、自

衛隊の継戦能力の維持が目的であると伺ってい

ると知事は答弁されています。継戦能力とは、

有事の際に組織的な戦闘を継続する能力のこと

です。今、敵基地攻撃兵器として購入するだけ

でなく、日本で研究や開発が進められているの

は、報道によると射程２千キロメートルから３

千キロメートルにも及ぶ長射程ミサイルであり、

音速の５倍以上で飛ぶことができる極超音速兵

器です。専守防衛で日本を守るのであれば、日

本の近海を防衛できればいいはずです。戦争を

続けるために敵の基地を攻撃できるミサイルを

持ち、大量に保管し、全国に二つ目という特科

団を湯布院駐屯地に置くというのです。 

 私は県内でも戦争準備が着々と進められてい

ると感じています。これらの動きに、国民を守

るどころか、攻撃の的になるリスクが高まると

反対の声が広がっています。県民の不安を解消

し、安心・安全を守るために、大分県としてこ

れらの動きに反対すべきだと考えますが、陸上

自衛隊の部隊再編及び大分分屯地の弾薬庫に関

する知事の見解をお答えください。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 陸上自衛隊の部隊再編及び大分分屯

地の弾薬庫についてですが、湯布院駐屯地への

ミサイル連隊の配備や西部方面特科隊から第２

特科団への変更については、陸上自衛隊におけ

る部隊の改編でして、防衛政策を専管する国の

責任において行われるべきものと考えています。 

 次に、陸上自衛隊大分分屯地についてですが、

同分屯地は昭和３０年に開設されて以来、厳重

な管理の下、自衛隊が使用する弾薬類を保管し、

これまで大きな事故もなく安定的に運用されて

います。 

 これまでも答弁してきたとおり、大分分屯地

における弾薬庫の整備は、令和４年１２月に閣

議決定された国家防衛戦略及び防衛力整備計画

に基づくものでして、自衛隊の継戦能力の維持

が目的であると伺っています。また、令和６年

度の政府予算案においては、国内各所での弾薬

庫の整備費等が計上されています。 

 大分分屯地の弾薬庫の整備については、防衛

政策を専管する国が責任を持って行うものと承

知しており、地元に対する丁寧な説明や様々な

形での情報提供、安全対策などに万全を期して

いただきたいと考えています。 

 県としては、今後とも国の動向を注視し、大

分市とも連携を密にしながら、県民の不安解消

と安全確保に取り組んでいきます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 知事に一つ再質問をお願いしますが、

先日、８日にＦ２戦闘機の大分空港での訓練や

特科団格上げの情報は事前になかったという答

弁がありましたが、事前の情報提供を国に対し

求めるべきではないでしょうか。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 国に対しては、適宜必要な情報の提

供をできるだけ速やかに県にしていただくよう

に求めていきます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 後で知ったではなくて、先に情報を

くれと求めるべきだと思います。私は原発が攻

撃の的になる恐れもあるのではないかと危惧し

ています。地方自治体の役割は、住民の平穏な

暮らしを守ることです。今こういう状況の中で、

国に言いなりでは私は県民は守れないと思いま

す。戦争にしないために政治力を発揮すること

こそ、政治の仕事だと私は考えています。 

 ＡＳＥＡＮは、紛争の平和的解決を掲げた条

約を土台にして、紛争があっても、その紛争を

戦争にしないという平和の地域共同体をつくっ

ています。日本共産党はそのＡＳＥＡＮに学ん

で、協力して憲法９条を生かした平和外交を進

めようという外交ビジョンを持って努力してい

ます。大分県として、伊方原発に対しても、軍

事増強の動きに対してもノーと言うべきだと、

声を上げるべきだと強く申し上げて、次の質問

に移ります。 

 子育て支援についてです。 

 学校給食費無償化について、まず伺います。 

 実質賃金は下がり、不安定雇用と物価高で生

活が厳しい中で、学校給食費無償化を求める声

は大きく、私たち日本共産党としてもこれまで
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も強く求めてきました。今回、支援学校や定時

制高校などの県立学校の給食費無償化のための

予算が提案されたことを喜ばしく思っています。 

 市町村による小中学校の学校給食無償化の取

組も徐々に進んでいますが、市町村としては財

政面に課題があります。東京都では２０２４年

度から区市町村による給食費無償化に対し２分

の１を補助するとしており、２３区では全ての

区で実施される方向です。青森県でも新年度か

ら市町村交付金を創設する方針で、全県で無償

化を実施予定とのことです。大分県としても、

東京都や青森県のように小中学校の給食費につ

いて県が市町村を財政支援することを考えるべ

きだと思いますが、教育長の答弁を求めます。 

 ２点目、妊産婦の医療費助成についてです。 

 私は市議会議員の頃からライフワークとして

子育て支援の充実に力を入れ、子ども医療費助

成制度の拡充についても再三にわたって求めて

きました。県民世論に押されて、今回、高校生

分を県が２分の１負担する予算案が提案されて

います。小中学生の入院費助成については県補

助があるものの、通院費助成については依然と

して市町村が独自に実施している状況の中で、

高校生については前進であり、よかったと思い

ます。今後、小中学生の通院費への県の助成な

ど、さらなる拡充を求めます。 

 そうした中、安心して子どもを産み育てる環

境づくりに重要な妊産婦医療費助成制度につい

ては、現在、県内では臼杵市、竹田市、豊後高

田市が独自に実施中で、宇佐市は新年度より実

施の方向とのことです。青森県、岩手県、茨城

県、栃木県、富山県では、県から補助を行うこ

とで県内の全市町村が実施しています。 

 妊産婦医療費助成制度の実施市町村を広げる

ことが少子化対策としても重要であることから、

大分県が市町村を財政支援すべきだと考えます

が、県の見解を伺います。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 私からは学校給食費無償

化についてお答えします。 

 学校給食費の無償化を含めた保護者負担の軽

減策については、各学校設置者の判断により行

われるものと認識しています。 

 県では、これまで県立学校において給食費の

補助等を行ってきたが、今回、子育てに係る保

護者の経済的負担を一層軽減するため、県が最

大限できることとして給食費を無償化すること

としました。 

 一方、小中学校の給食費の負担軽減策につい

ては、地域の実情に応じて、設置者である市町

村により検討されるものと考えています。 

 なお、学校給食費の無償化の実現に向けては、

昨年１１月、全国知事会から国に対して、学校

給食に関する地域の実態等を考慮した上で、国

の責任と財源による制度設計を行うよう要望し

ています。 

元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 私から妊産婦の医療費につ

いてお答えします。 

 妊娠・出産期には様々な支援が必要であり、

県では国や市町村と連携して、医療や相談体制

の整備、さらには経済的支援の充実に取り組ん

でいます。 

 昨年度から開始した妊娠と出生届出時の計１

０万円の給付は使途の制限がなく、妊娠中や出

産後の医療費にも活用できます。また、今年度

からは出産費用に充てる一時金が従来の４２万

円から５０万円に引き上げられており、市町村

が従来から配付している妊産婦健診１６回分の

受診券と合わせ、経済的な負担は近年大きく改

善、軽減されていると承知しています。 

 さらに、昨年８月からは国に先駆け、近隣に

産科がない妊産婦に対しては、本県独自で健診

や出産の際の交通費、さらには宿泊費への支援

も開始し、先月、２月末までの半年間で調べて

みると、六つの市村で１０５人に活用いただき、

大変好評を得ています。 

 今後もこうした施策にしっかり取り組み、全

ての妊産婦に寄り添った支援をしていきます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 福祉保健部長に一つ再質問します。 

 小中学生の医療費への県の助成について今後

ぜひ考えていただきたいと思いますが、その点

はいかがでしょうか。 
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元吉議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 質問の中で御指摘された小、

中の通院費です。今回、高校生までの医療費の

年代の拡大に伴い、各市町村とは幾度となくい

ろんなやり取りをして、どこまで拡大していく

のが一番妥当か、お互いの財政負担等も考慮し

ながらしてきました。 

 一つの形として、今回、高校生まで広げてい

こうとしているが、今、各市町村の動きを見る

と、協力いただけるところ、なかなかそこまで

まだいけないところ、いろいろ事情がありそう

なので、また市町村との話もしながらこちらの

対応を考えていきます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 ぜひ今後また検討いただきたいと思

います。 

 中津市は２番目以降の子どもを対象とした給

食費一部無償化、これを同じ中津の子どもとし

て差が出ないように、中津市の小中学校や幼稚

園、保育所に通う子どもたちと同じように、県

立の中津支援学校に通う小中学生にも市の予算

で昨年９月から無償としています。本来、県立

校には県がすべきところですが、市が差が出な

いように行っています。 

 小中学校の給食費無償化の状況は市町村によ

って格差があり、支援学校に通う子どもとの格

差も生じます。県内どの子も格差が生じないよ

うに、大分県が小中学生についても給食費無償

化、財政支援すべきだと思います。この格差の

問題について答弁いただけますか。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 今回、県で最大限できる

こととして、県立学校、特別支援学校も含めて、

給食費の無償化を図るように対応しました。市

町村によって対応が異なる状況もこちらで把握

しているが、そういった部分については、県と

して最大限できる範囲で、今回、給食費の無償

化をしました。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 私は機運醸成に努力しなければなら

ない豊予海峡ルート構想よりも、県民の要望が

強く、少子化対策や地域活性化にもつながる効

果が明らかな子育て支援策にこそ優先的に税金

を使うべきだと思います。ぜひ今後、前向きに

検討を重ねてお願いします。 

 ３点目の質問に入ります。 

 化学農薬や化学肥料をなるべく使わない環境

に優しい農業の推進について質問します。 

 その一つ目、学校給食における有機農産物な

どの活用についてです。 

 今、子どもたちの食の貧困化が社会問題にな

っており、学校給食の重要性が増しており、子

どもたちに安全な地域の豊かな食材をと願う声

が広がっています。ＥＵ諸国や韓国などではオ

ーガニック給食が当たり前になっており、学校

給食を中心とする公共調達で安定的な買手を確

保することにより有機農業も拡大しています。 

 国内の先進地も同様です。千葉県いすみ市で

は、食材費のコストアップ分は市が補填し、２

０１７年には学校給食において１００％地元産

有機米の使用を実現しました。子どもたちにと

ても好評で、残菜も減っており、様々なメディ

アに取り上げられたほか、有機米のブランド化

も図られ、やりがいを持って有機米作りに取り

組む生産者が増えているそうです。オーガニッ

ク給食が移住・定住のセールスポイントにもな

っていると伺っています。また、子どもたちを

通じて、大人たちに環境に優しい農業の良さを

知ってもらうことにもつながるなど、学校給食

は有機農業の推進に向けた普及啓発にも有効で

す。 

 こうしたことから、子どもたちの健やかな成

長のために、オーガニックな食材を学校給食に

取り入れるべきではないでしょうか。割高なた

めになかなか買ってもらえないという問題をク

リアすることが環境に優しい農業の課題ですが、

学校給食に安全な農産物の利用を進めることで

環境保全型農業を推進することにつながると考

えます。 

 そこで、学校給食における有機農産物の活用

について県の見解を求めます。 

 ２点目、環境保全型農業の推進について伺い

ます。 

 大分県の生産農業所得は１９９４年をピーク
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に減少を続け、九州で最下位、農家数は２０年

間でほぼ半減、約８割が後継者不足と調査で答

えています。この状況を打開する一つのヒント

が環境に優しい農業に取り組む先進地にあるの

ではないかと思います。２０２２年度にオーガ

ニックビレッジ宣言をした佐伯市では、埼玉県

から先進農家を招き研修会を開催するなど、２

０２７年の学校給食有機米１００％の達成を目

指して努力していると伺いました。茨城県石岡

市のＪＡ有機農業部会の会員の８割強は新規参

入就農者で、２１家族が研修を終えて独立し、

移住者は家族も含めると１００人以上、小学校

の児童数も増加しているとのことです。さきほ

どのいすみ市でも、生産拡大、農業所得の向上

につながっています。 

 有機農業など環境保全型農業について学び、

将来的に県内各地の有機農産物等を県内の学校

給食に提供できるように県内での地産地消の取

組を強めることが求められており、そのために

県が果たす役割は大きいと思います。佐伯市や

臼杵市の取組を広げるべく、県が先進地から講

師を招いて、普及指導員や市町村、県内の生産

者が有機農業や化学農薬、化学肥料の低減につ

いて勉強できるようにすることや、普及指導員

の環境保全型農業に関する指導力向上を図るこ

とが必要であり、農業大学校、農業文化公園る

るパークも活用し、有機農業など環境保全型農

業の普及啓発に一層努めるべきだと考えます。 

 そこで、環境保全型農業の推進にどのように

取り組んでいくのか、答弁を求めます。 

元吉議長 渡辺理事兼教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 私からは学校給食におけ

る有機農産物の活用についてお答えします。 

 県では地場産物を活用した安全・安心な学校

給食につながる取組として、毎年１１月に当日

使用する食材全てを地場産物とする学校給食１

日まるごと大分県を全市町村で実施しています。

この取組において有機農産物を活用している地

域もあり、中でも佐伯市や臼杵市では地元で生

産された有機農産物の米や野菜等を計画的に活

用するなど、独自の取組を進めています。しか

しながら、学校給食への活用には必要となる有

機農産物の量の確保や価格などの課題がありま

す。 

 引き続き、地場産物の活用により児童生徒の

生産者や地域への理解を深めるとともに、有機

農産物を活用した事例の情報提供などを市町村

に対して行っていきます。 

元吉議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 私からは環境保全型農業の

推進についてお答えします。 

 県では環境保全型農業の拡大に向け、有機農

業の推進や化学農薬だけに頼らない天敵昆虫な

どを使用したＩＰＭの普及、さらには堆肥を活

用した化学肥料の低減を進めています。 

 まず、有機農業では市町村単位での生産者の

組織化を進め、講習会の開催や相互の技術交流

を進めるとともに、省力化機械などの導入支援

により生産性向上を図っています。また、ＩＰ

Ｍでは、例えば、ベリーツ生産者の圃場におい

て化学農薬を減らし、代わりに害虫を捕食する

アブラバチを導入するなどの技術の確立と普及

に努めています。さらに、化学肥料の低減につ

いては、昨年整備した県域での堆肥供給マッチ

ングシステムを活用し、土壌診断に基づいた高

品質な堆肥の投入による土作りを後押ししてい

ます。 

 こうした取組を進めていくためには、日々進

化する環境保全技術を県の普及指導に着実に取

り入れることが重要です。そこで、国が実施す

る研修制度を積極的に活用するとともに、指導

力の向上を目的とした普及員向け研修の充実も

図っています。今後とも有機農業をはじめとし

た環境保全型農業の拡大を図っていきます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 今答弁された内容をさらに充実すべ

きではないかと言っています。課題があるから、

学校給食で購入することで安定した買手を確保

して、そのことによって有機農業を一層進めて

いくと。最初は一部かもしれないが、それをだ

んだんに広げていくことが必要ではないかと言

っています。 

 まず、私は県立学校である支援学校や定時制

高校でのオーガニック給食、できるところから
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取り入れていくことが必要ではないかと。大分

県としてはそれをぜひ考えていただきたいと思

います。 

 長野県松川町では、町内産の有機作物を学校

給食の食材として使うと農業振興予算から補助

が出ており、有機給食の取組が農家の経営安定

につながっていると、先日、ＮＨＫで紹介され

ていました。 

 有機農業等は、みどりの食料システム戦略で

目標を示した国の方針です。全国豊かな海づく

り大会の基本方針の一つに森から川、海へとつ

ながる豊かな自然環境の保全とあるように、豊

かな海づくりのためにも大事なことだと考えて

います。また、オーガニック食材を観光にいか

したサステナブルで高付加価値な観光について

は、経済活性化対策特別委員会でさらに勉強し、

議論していきたいと思います。ぜひ今の取組を

一層進めるように、重ねてお願いします。 

 では、最後の項目、芸術文化の振興について

の質問に入ります。 

 私は昨年１１月に、芸術文化振興で高く評価

されている水戸芸術館を視察しました。一つの

行政における矜持を示す強い信念に基づいて運

営されていることに大変感銘を受け、とても勉

強になりました。水戸芸術館は水戸市民の財産

であるという精神を貫きながらも、他の自治体

とは異なる解釈で芸術振興を進め、成功してい

る点で大変感銘を受けたわけです。 

 貸館は行わずに自主事業に特化し、市民に鑑

賞の場を提供し、自主事業においての講演の間

に５日間は無料でリハーサルが可能であること、

これも徹底して良質なものを市民に提供すると

いうポリシーを貫かれています。国産最大級の

パイプオルガンも大いに活用した無料コンサー

トや市民のためのオルガン講座など、市民が芸

術を生活の一部として身近に感じられるように、

一部の人ではなく、幅広い市民に楽しんでいた

だけるような創意工夫に満ちた豊かな環境を提

供しています。国内外から高い評価を受けてい

るアルゲリッチ音楽祭というすばらしい芸術環

境に恵まれた大分県として、大いに学ぶべきだ

と思います。 

 県内の芸術文化の関係者からは、芸術の本質

は心を育む教育にある。根本的な文化や芸術を

どのように平等にあまねく人へ浸透させていく

のか。文化は多様で、その土地に重層的な深み

を与えていき、芸術は人がいかに生きていくの

かという精神的な内省と成長を促していくもの

だとの御意見をいただいています。 

 本県のアルゲリッチ芸術振興財団でも、県内

各地に出向き、連日、ピノキオコンサートを行

うなど、公益に資する活動に大変積極的に取り

組まれています。アルゲリッチ音楽祭に多くの

ボランティアの皆さんも大変御協力いただいて

いるとのことで、巨匠と呼ばれる世界的音楽家

が毎年大分県で演奏いただけることは本当にす

ばらしいことだと思います。私はスポーツのワ

ールドカップが毎年大分県であるのと同じぐら

いすごいことだと思います。音楽だけでなく、

幅広い芸術文化関係の団体や関係者や個人の多

くの皆さんの御努力に心から敬意を表するとこ

ろです。 

 ドイツのメルケル元首相がコロナ禍に行った

演説で、連邦政府は芸術支援を優先順位のリス

トの一番上に置いているとし、芸術文化を重視

する姿勢が強調されたことは有名です。大友宗

麟がザビエルを府内に招いたことから、１５５

７年に日本で初めての日本人による聖歌隊がつ

くられたなどの記録があり、大分県は日本にお

ける西洋音楽発祥の地です。その大分県として、

今後一層変化していくであろう社会環境を見据

え、芸術や文化の社会での真の役割を考えた新

しい価値観を持ち、振興に努めるべきだと思い

ます。幅広い県民が芸術文化に親しむことで、

誰もが豊かさや多様な幸福感を感じられるよう

になればすばらしいと思います。そして、それ

が芸術文化の目的だと思います。 

 県民の芸術文化への取組にリスペクトを表し

つつ、一層支援を強め、一部の人だけでなく、

誰もが楽しめるものにしていくための取組を進

めることが大事だと考えています。 

 そこで、芸術文化の振興にどのように取り組

んでいるのか、企画振興部長に伺います。 

元吉議長 山田企画振興部長。 
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山田企画振興部長 芸術文化の振興についてお

答えします。 

 県では、大分の宝と呼ばれるまでに成長、発

展した別府アルゲリッチ音楽祭や、若手の登竜

門とされる大分アジア彫刻展などを通じて、優

れた芸術文化に触れる機会の提供とアーティス

トの育成に取り組んできました。また、芸術団

体等が主催する県民芸術文化祭は、毎年、県内

各地で幅広いジャンルの魅力的な企画を催して

おり、多くの県民に親しまれています。 

 これらは、いずれも芸術文化をこよなく愛す

る関係者の皆さんの献身的な努力が実を結んだ

ものであり、今後もさらに連携を深め、取組を

強化します。具体的には、来年度の別府アルゲ

リッチ音楽祭では、コンサートホールだけでな

く、屋外でも誰もが気軽に楽しめるよう、大分

駅前広場での無料のフィルムコンサートや若手

演奏家等によるステージイベントなどを計画し

ています。 

 さらに、デスティネーションキャンペーンと

連携して、県内各地の駅や観光スポット等にお

いてまちなかコンサートを開催するほか、地域

の文化資源を巡るカルチャーツーリズムも展開

したいと考えています。 

 県民が芸術文化を身近に感じ、より多くの感

動や喜びを味わうことができるよう、関係者と

連携してしっかりと取り組みます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 最後に、知事に答弁いただきたいと

思います。 

 私は先日、室内楽を聞いて、そのとき尾野副

知事も見かけたが、自分の内面と向き合う時間

を持て、それが本当によかったなと思って、大

変感動しました。私の場合、内面と向き合うと

反省ばかりという感じになってしまいますが、

人の内省と成長を促していくものだという芸術

の本質、人の心を育てるという芸術の目的をし

っかり踏まえて、それを共通認識として取り組

んでいくことが大事だと思います。 

 今、答弁があったまちなかでのいろんな取組

とかも幅広い方に味わっていただくという点で

大変有効だと思いますが、そういう取組をする

際にも、芸術の本質は何か、何のためにそうい

うイベントをするのかをしっかり踏まえて、取

り組む皆さんが共通認識して取り組んでいくこ

とが大事かと思いますが、そういう点での知事

の考えをお聞かせください。いかがでしょうか。 

元吉議長 佐藤知事。 

佐藤知事 今、猿渡議員から御質問があったと

おり、芸術文化というのは、内省を促したり、

人を育んだり、そして、感動を与えて生きる力

を与えたり、様々な望まれている効果があると

思います。 

 特に、今年は小澤征爾監督が亡くなられた年

ですが、私もアルゲリッチ音楽祭で小澤さんと

アルゲリッチさんの共演を見て、本当に感動し

ました。そういう感動、生きる力を与えていた

だくというのも音楽のすばらしい役割というか、

そういうこともこれからも期待していきたいと

思います。 

 そういう意味で、そういう様々な力を与えて

いただく芸術文化の振興は大変大事であると思

いますし、大分県も関係の皆さんと一緒になっ

て、さらにしっかりと取り組んでいきます。 

 さきほど答弁があった大分駅前広場でのフィ

ルムコンサートにより小澤征爾監督、水戸室内

管弦楽団、そして、アルゲリッチさんとの共演

をぜひまた、より多くの方々に見ていただいて、

感動をもう一度味わっていただくとともに小澤

征爾監督を哀悼していただく意味も込めて企画

するなど、より多くの県民の皆様に芸術のすば

らしさを感じていただく様々な取組を実施しま

す。また、今までのたくさんの蓄積があり、ア

ーカイブ化も必要だと思うので、そういうこと

についてもこれから取り組みます。 

元吉議長 猿渡久子君。 

猿渡議員 ありがとうございます。私の場合、

市議選に初挑戦するときもそうですし、県議選

に挑戦しようという決意を固めるときもそうだ

ったんですが、ある歌を毎日毎日聞いて励まし

てもらった経験があります。皆さん、やっぱり

美術品だったり、本や映画やいろんなものに影

響を与えられたことはあるのではないかと思い

ます。今日、いくつかの点で質問したが、環境
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の問題についても、食べ物の問題についても、

芸術文化のことについても、あるいは観光につ

いても同じだと思いますが、今、本物が求めら

れているし、質のいいものをどう提供していく

か。それも一部の方ではなくて、幅広い県民に

質のいい本物の内容をいろんな分野で提供して

いくと。そのために、大分県としてどのような

役割を果たしていくかが大切になってくると思

います。 

 ですから、そういう面で、私も農業分野とか

はこれまで勉強不足でしたが、幅広い分野でい

ろいろ勉強しながら、私も皆さんと一緒に努力

し、頑張っていきます。今日は本当にありがと

うございました。（拍手） 

元吉議長 以上で猿渡久子君の質問及び答弁は

終わりました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４１分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後１時 再開 

木付副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問及び質疑を続けます。福崎智幸君。 

  〔福崎議員登壇〕（拍手） 

福崎議員 皆さんこんにちは。２６番、県民ク

ラブの福崎智幸です。 

 本日は東日本大震災発生から１３年目を迎え

ます。当時、多くの尊い命が失われ、被災され

ました。また、本年元旦には能登半島地震が発

生し、同じく尊い命が失われ、今なお避難生活

を余儀なくされています。改めて、自然の猛威、

そして、人間の力の非力さを私は感じています。

失われた尊い命の皆さんには改めて哀悼の意を

ささげるとともに、被災された皆様に御見舞い

申し上げ、一日も早い復旧・復興を願います。 

 今回は２回目の質問となります。機会を与え

ていただいた県民クラブの先輩、同僚議員の皆

さん、また、お忙しい中、傍聴にお見えいただ

いた支援者の方々に改めて感謝を申し上げます。

ありがとうございます。 

 それでは、分割方式で質問します。 

 まずは水素の利活用について、知事の見解を

お尋ねします。 

 佐藤知事は水素の利活用について大変思いが

強く、大分市長時代には大分市水素利活用協議

会の立ち上げや、大分市水素利活用計画の策定

など、水素エネルギーとして活用する水素社会

の実現に取り組まれてきました。 

 また、シンポジウムの開催や、市の施設に業

務用燃料電池を導入するなど、実際の水素の利

活用を精力的に推進されてきました。 

 県知事に就任されてからは、グリーン・コン

ビナートおおいた推進会議を発足させるなど、

次世代エネルギー水素のさらなる利活用などを

軸とした新たな企業間連携に取り組んでおられ

ます。 

 また、県内における水素の製造や利活用など

を進める大分県版水素サプライチェーンの構築

による大分モデルの水素社会の実現を目指した

取組も進められています。 

 グリーン・コンビナートおおいたや水素の利

活用については今議会でも様々な議論がなされ

ていますが、私は水素社会の実現に向け、必要

となる先端技術への挑戦、さらにはそのための

基盤となり得る産学官連携の重要性などについ

て議論したいと思います。 

 皆さんは水素細菌という菌を御存じでしょう

か。水素細菌とは、水素をエネルギー源として、

ＣＯ２を利用しながら有機物を産生する細菌の

ことで、カーボンニュートラルの実現に向けて、

利用が期待されている細菌です。 

 昨年、我が会派でこの水素細菌を研究してい

るＣＯ２資源化研究所に伺いました。ＣＯ２資

源化研究所は、東京大学発のベンチャー企業で、

バイオ分野の研究開発をメインに行っており、

食糧問題の解決や低炭素社会の実現に向け、独

自のバイオ技術を使ったＵＣＤＩ水素菌の培養、

触媒などにより、ＣＯ２と水素を原料としたバ

イオフード、飼料用動物性たんぱく素材や、プ

ロテイン、バイオジェット燃料、化学品の４分

野で、有用たんぱく質や生分解性プラスチック

原料などを産生させる研究開発に取り組んでい

ます。 

 ６００人を超える研究者と１５０社を超える

企業とのネットワークを構築しており、また、
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今年はさらに研究所を拡張する計画もあるとい

うことで、大変期待度の高い企業であり、大分

県が今後、水素利用を積極的に進めていく上で

重要なパートナーになり得ると強く感じていま

す。 

 技術革新が加速化している近年、水素などの

次世代エネルギーに代表される先端技術への挑

戦にあたっては、一つの企業だけで取り組むこ

とは困難であり、産学官連携の必要性が高まっ

ています。ＣＯ２資源化研究所は、産学官連携

のある意味究極的な形とも言えるのではないか

と私は思います。本県においても、今後、水素

社会の実現を目指すにあたっては、先端技術へ

の挑戦が不可欠であり、そのためには産学官連

携の強化が必要になってくると思います。 

 こうしたことを踏まえ、ＣＯ２資源化研究所

等との産学官連携や先端技術への挑戦を含め、

水素の利活用にどのように取り組んでいくのか、

知事の見解を伺います。 

 以降は対面席で質問します。 

  〔福崎議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

木付副議長 ただいまの福崎智幸君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 福崎智幸議員の水素の利活用につい

ての質問にお答えします。 

 ２０５０年のカーボンニュートラルの実現に

向けて、水素は必要不可欠なエネルギーに位置

付けられています。本県においても、大分コン

ビナートの脱炭素化と持続的発展の両立や、豊

富な再生可能エネルギー資源の有効活用の観点

等から、水素は未来創造の大分県づくりで重要

な鍵となる技術と考えています。 

 一方で、水素の利活用拡大に向けては、引き

続きコストの低減等の大きな課題が残っていま

す。その課題解決に向け、国では様々な先端的

な技術開発や実証等を後押しし、産学官の英知

を結集した取組が進んできています。本県も産

学官で連携し、水素サプライチェーンの構築に

向けた挑戦を計画的に進めています。 

 例えば、本年１月に取りまとめたグリーン・

コンビナートおおいた推進構想では、関係企業

や大分市、大分大学と共に、オブザーバーの産

業技術総合研究所からも技術的な助言をいただ

き、議論を重ねてきました。構想実現に向けた

取組は正にこれからです。 

 県として、事業可能性調査や実証、設備投資

等を支援して、企業の挑戦を後押ししていきた

いと思います。 

 大分大学はＧＸをはじめとした先端技術に特

化したセンターを新設すると伺っており、大変

心強く思っている次第です。引き続き産学官で

連携して、構想の具現化を一歩ずつ進めていき

ます。 

 また、コンビナート以外でも水素関連の挑戦

が拡大してきています。昨年末には、九重町で

地熱を活用して製造されたグリーン水素をＢＲ

Ｔひこぼしラインの燃料電池バス実証へ供給し、

水素の地産地消を実現しました。 

 このほか、水素透過金属膜による水素の高純

度化や、半導体製造過程で出る廃棄物を活用し

た水素製造、水素燃料船の研究開発など、県内

企業による挑戦も活発となってきています。産

学官で構成される大分県エネルギー産業企業会

の水素関連産業分科会等を通じ、引き続き研究

開発やマッチング等を後押ししていきたいと考

えています。 

 また、本県は先月、東京大学先端科学技術研

究センターと、産業発展や学術振興等に向けた

連携協定を締結しました。同センターにはエネ

ルギー分野の専門家も多く、水素も具体的な連

携の候補分野の一つとなっています。 

 引き続き、ＣＯ２資源化研究所等、様々な産

学官の皆様とパートナー連携を検討しながら、

水素社会実現に向けた挑戦を進めていきたいと

考えています。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 御答弁ありがとうございました。水

素エネルギーの普及は、経済成長、環境保護、

社会的福祉の向上にも大きく寄与します。水素

エネルギーの導入により新たな産業が生まれ、

雇用が創出され、地域経済が活性化する可能性

が高くなります。このように、水素エネルギー

は持続可能な未来に向けた重要な役割を担って
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おり、技術革新、政策的支援、国際協力を通じ

て水素エネルギーの可能性を最大限に活用する

ことが持続可能な発展への道を切り開く鍵にな

ると言われていますので、ぜひともよろしくお

願いしたいと思います。 

 私はこの持続可能な発展への道を切り開くた

めには、水素に特化した部署が必要ではないの

かなと考えます。ぜひ県としても水素利活用を

積極的に推進していくための体制づくりをお願

いしたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 次に、教職員の人材確保について教育長にお

尋ねします。 

 人材不足の問題は、全ての産業分野において

重要な課題です。今回は、学校現場での人材不

足について質問します。 

 令和４年に文部科学省が公表した教員不足の

実態調査によると、令和３年５月１日時点で全

国で２，０６５人の教員不足であり、うち大分

県では小学校で１５人、中学校では１７人の不

足であったということでした。 

 さて、教員不足には様々な要因がありますが、

最近では特別支援学級の増加も一つの要因とし

て挙げられています。文部科学省によると、小

中学校で特別支援学級に通う児童は、ここ１０

年で２倍に倍増しているそうです。教員の確保

ができなければ、必要とする教育支援ができな

い状況になると心配する保護者の声も多く聞き

ます。 

 また、教員採用倍率の低下も顕著となってお

り、その要因として考えられるのが、民間企業

への人材流出だと言われています。近年の民間

の就職活動は前倒しの一途をたどっており、大

学４年の６月頃から内定をもらえる学生もいま

すが、その一方で、教員試験の合格発表は９月

中旬頃であり、周りの同級生たちの進路が決ま

っていく中で就職を焦り、進路変更を考える学

生も一定数いると推察されます。 

 さらに、教師に対するイメージも人材が集ま

らない要因の一つだと思います。長時間労働や

いじめ、モンスターペアレントの対応、さらに

は過重労働やパワハラ、カスハラなどの精神的

疾患で休職や退職する教員も増えていると聞く

と、ブラックな職場というイメージになってし

まっているのではないでしょうか。このような

現状を打開し、教員不足の解消を図るには、教

員をより魅力的な仕事にしていくことや、教育

制度の在り方を大胆に、抜本的に見直していく

ことが大変重要だと私は感じています。 

 また、教員一人当たりの児童生徒数を比較し

てみると、大分市とその他の市町村では、担任

する児童生徒数に大きな差があり、このことも

教員の負担感、不公平感につながり、人材確保

の妨げになっていると思います。 

 さて、教員の人材確保ですが、例えば、地元

の大学と連携し、インターンや特別採用枠を設

けるなど、新たな取組も必要だと思います。例

えば、インターンの在り方では、現場実習とい

う形ではなく、１年間有給教員として働いても

らえば、地に足の着いた現場実習になりますし、

教員の仕事に対しての使命感も醸成され、学生

のときからの人材確保につながると私は考えま

す。さらに大学卒業後は、県内で教員として働

くことを条件とした県内採用枠を設けることも

人材の確保につながっていく良い方策ではない

かと思います。 

 さらに、教員退職者は即戦力のある頼もしい

人材ですが、教育現場での再任用が少ないよう

に感じ、心配しています。 

 こうしたことを踏まえ、今年４月時点の教員

の採用予定状況や市町村間の教員の負担均衡に

向けた取組、有給インターンなどの新たな採用

の取組、再任用の状況や、その対応を含め、教

職員の人材確保にどのように取り組んでいくの

か、教育長に伺います。 

木付副議長 渡辺教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 教職員の人材確保につい

てお答えします。 

 令和６年４月の教員の採用予定者は、全ての

校種を合わせて３８７人となっています。 

 教員の人材確保は、全国的に厳しい状況にあ

ることから、これまで３次試験の廃止や他県教

諭特別選考の実施など、試験制度を見直してき

た結果、今年度は、全体の延べ出願者数及び出
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願倍率がともに増加しています。 

 さらに、来年度は、１次試験の日程や最終合

格発表を前倒し、民間企業等の就職活動時期を

考慮した採用試験の見直しを行うこととしてい

ます。 

 県内採用枠や特別採用枠を設けることについ

ては、採用試験の公平性や公正性の観点から、

慎重な対応が必要と考えています。 

 なお、有給インターンは教員免許制度との関

係から課題があるのではないかと考えています。 

 市町村間の教員の負担均衡については、加配

の活用やスクールサポートスタッフの配置、全

市町村共通の校務支援システムの導入などの工

夫を行いながら対応しています。 

 また、短時間勤務制度の見直しのほか、校長

や指導主事への任用など、勤務形態や職の選択

肢を広げたことにより、６０歳以降も勤続勤務

を希望する教員の割合は年々上昇しています。 

 今後も様々な取組により人材確保を図ってい

きます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 御答弁ありがとうございます。教職

員の人材確保の一番の特効薬は、臨時的任用教

員の正規教員への採用だと思っています。 

 クラス担任や教科担任、生徒指導などの現場

経験が豊かな臨時的任用教員は即戦力となり得

る人材ですが、日々学校現場で働く臨時的任用

教員にとって、採用試験対策との両立は非常に

厳しいものがあります。 

 他県では、採用試験において、臨時的任用教

員の経験による免除制度などがありますが、大

分県でどのような経験者の優遇がなされている

のか、伺いたいと思います。 

木付副議長 渡辺教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 本県では、正規教員とし

ての経験を有する者については、能力実証がさ

れており、例えば、他県の教諭経験がある者に

ついては特別選考を実施しています。 

 また、本県で採用された後、介護等を理由に

退職した者を対象とし、１次試験を免除する取

扱等も行っています。 

 しかしながら、臨時講師経験により優遇措置

を設けることは、試験制度の公平性、公正性の

上で問題があることから、特段の対応は行って

いません。 

 大分県の教員採用は平成２０年に不祥事を起

こしていますので、こういった形で、公正、公

平性の観点を重視しながら、教員の試験等を対

応していきたいと考えています。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 過去のことにとらわれて今を失うこ

とは大変私は遺憾なことだと思っています。 

 経験者に対して様々な取組がなされていると

いうことでしたが、経験者の確保で一番はやっ

ぱり私は臨時的任用教員ではないかと思います。

九州各県で実施されている１次試験の免除制度

が大分県だけされていない。その理由が過去の

そういう問題ということは、到底私はあり得な

いと思います。 

 もう一度伺います。 

 大分県において免除制度を導入する考えはな

いか、伺いたいと思います。 

木付副議長 渡辺教育次長。 

渡辺理事兼教育次長 他県において、臨時講師

の経験を優遇する対応をしていることは承知し

ています。他県によっては教員採用試験に加点

したりだとか、そういった対応もしていると伺

っています。 

 ただ一方で、臨時講師経験に加点したために、

今度は大学の新規採用者、そういった者にも加

点するような形での対応を求められたり、そう

いったことで苦慮したりということで、試験制

度、対応を変更することについては慎重に対応

する必要があると思っています。 

 さきほども申し上げたとおり、平成２０年、

大分県については大変な不祥事を起こして、県

民の皆様に大変な御心配をおかけしています。

そういったことから、教員採用試験にあたって

は、公平性、公正性、そういったものを大切に

しながら対応したいと考えています。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 過去の過ちをいつまでも引きずって

人材が流出すること、そのことが私は大分県の

教育にとっては大変大きな問題ではないかとい
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うことを指摘し、次の質問に入ります。 

 次に、カスタマーハラスメントについて、担

当部局の見解をお尋ねします。 

 カスタマーハラスメントとは、優位な立場を

利用して顧客などが悪質なクレームや過剰な要

求を行う迷惑行為で、簡単に言うと、顧客が従

業員に行ういじめや嫌がらせ行為を指します。 

 ２０１８年の厚生労働省、職場のパワーハラ

スメント防止対策についての検討会報告書に、

顧客や取引先からの著しい迷惑行為が加えられ

たことから深刻化し、注目され始めました。 

 カスハラがなぜ深刻化してきたのかといえば、

我が国は古くから、お客様は神様ですの言葉が

あるように、お客様が上で店員は下の立場とい

う顧客至上主義が根付いており、店員には何を

言っても、どんな態度で接しても客だからいい

と考える人も少なくないからだと私は思います。 

 加えて、製造物責任法の施行や、消費者基本

法の改正、消費者庁の設立といった消費者保護

の環境が整備されたことで、消費者の立場はよ

り強くなってきたのではないかと思います。消

費者の地位が向上したことで権利意識が高まり、

過剰な要求や暴言などのカスハラを行う人が増

えたと言っても私は過言ではないと思います。 

 民間が行った２０２３年のカスタマーハラス

メントの実態調査では、直近１年で１回以上カ

スハラを受けたとの回答が６４．５％、うち１

回から５回受けたという回答が５３．１％、６

回以上受けたと回答した人も合計１１．４％あ

ったと言っています。 

 また、業種別の傾向として、１１回から１５

回受けたという回答の４４．４％がサービス業

で、１６回以上受けたとの回答については、総

回答数が２４件と少なかったものの、そのうち

のサービス業が３３．３％、金融、保険業が１

６．７％であり、サービス業の現場では、かな

りの数のカスハラによる被害が発生しているこ

とが判明しています。 

 また、カスハラの中でも最も多いのが暴言で

あり、このようなカスハラは従業員に過剰なス

トレスを与えますし、それが原因で精神を病ん

でしまったり、退職してしまったりする人も珍

しくないそうです。 

 さらには、長時間拘束のカスハラは、従業員

への多大なストレスはもちろん、業務の遅延を

招き、業務に多大な支障を来すことになります。 

 さらに、業務上の取引の中でもカスハラは発

生しており、取引先からの値引きやサービスの

強要、威圧的な言動が行われており、カスハラ

は今や一般消費者だけではなく、取引先も加害

者となり得るものとなってきています。 

 このような状況を踏まえ、令和４年２月に厚

生労働省は関係省庁と連携の上、顧客等からの

著しい迷惑行為の防止対策の一環として、カス

タマーハラスメント対策企業マニュアルやリー

フレット、周知啓発ポスターを作成しました。 

 このマニュアル等の作成を受け、自治体では、

県レベルでは新潟県が令和４年４月に、カスタ

マーハラスメント対策企業マニュアルの周知や

県内企業、市町村、県の施設等への啓発資料の

配布、あわせて県労働相談所に相談窓口を設置

しています。 

 岐阜県や高知県、神奈川県では県ホームペー

ジにカスタマーハラスメント専用のページを開

設し、ＰＲを行っています。 

 市町村レベルでいうと、岡山市では令和５年

度からの第２次岡山市消費者教育推進計画で、

カスハラ対策の必要性を明記しています。札幌

市は令和５年度に啓発ポスターを作成し、庁舎

等で掲示しており、東京都では現在、カスタマ

ーハラスメント防止対策に関する検討部会を設

置し、条例制定を含めた検討が行われています。

北海道でも同じくカスハラ防止を目的とした条

例制定を検討しているとの報道が最近ありまし

た。 

 そこで、大分県の取組をホームページで確認

したら、厚生労働省との関連するホームページ

へリンクするという形での情報提供となってい

ました。カスハラは労働者に対する深刻なハラ

スメントですので、セクハラやパワハラと同じ

ような情報提供をお願いしたいと思います。 

 こうしたことを踏まえ、労働者保護の観点か

ら、カスタマーハラスメントに関する県の認識

及びその防止に向けて今後どのように取り組ん
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でいくのか、商工観光労働部長に伺います。 

木付副議長 利光商工観光労働部長。 

利光商工観光労働部長 顧客等による著しい迷

惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントは、

労働者の就業環境を害するとともに、企業の生

産性にも悪影響を与え、パワハラ、セクハラと

同様に重大な問題と考えています。とりわけ人

材不足の中にあって、ハラスメントのない働き

やすい職場環境の整備は急務です。このため、

国の指針にある労働者からの相談に適切に対応

するための体制の整備などを事業主に促してい

くことが重要です。 

 県では、冊子、ポイント労働法や情報誌、労

働おおいた等により、労働者や事業主にカスタ

マーハラスメント対策の周知、啓発を行ってい

ます。 

 また、昨年２月に開催した労働講座では、カ

スタマーハラスメント対策をテーマに、労働問

題に詳しい弁護士等を講師に迎え、国のマニュ

アルや事例を分かりやすく紹介し、１０５人に

参加いただきました。 

 さらに、１２月開催のハラスメント対策セミ

ナーでも、判例に基づいたカスタマーハラスメ

ントの具体的内容を弁護士が詳細に解説しまし

た。企業のほか、介護施設や病院関係者等から

１６３人が参加するなど、関心の高さがうかが

えました。 

 引き続き関係機関とも連携し、カスタマーハ

ラスメントへの適切な対応を促します。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 県が様々な取組をしていただいてい

ることは分かりました。カスタマーハラスメン

トは労働者に直接害を与える重要な問題です。

労働者に対する周知も必要であるので、ホーム

ページの記載をもう少し充実していただくよう

にお願いするとともに、カスタマーハラスメン

ト対策企業マニュアルが徹底されるよう、県内

企業に対するセミナー等の開催をさらに行って

いただくようお願いし、次の質問に入ります。 

 次に、公共交通をめぐる諸課題であるカーボ

ンニュートラルについての質問に入ります。 

 まず、脱炭素化に向けた公共交通事業者との

連携について質問します。 

 公共交通、それから物流分野を含む運輸部門

のＣＯ２排出量は、日本全体の２割を占めてい

ると言われており、２０５０年のカーボンニュ

ートラルに向けての公共交通のＧＸも大変重要

です。 

 国も、交通、物流事業者の車両電動化や効率

的な運行管理、エネルギーマネジメントシステ

ムの導入等を一体的に推進するとともに、Ｍａ

ａＳの活用等により、自家用車から公共交通機

関への利用の転換を進めることを政策に掲げて

います。 

 既にＪＲ東日本では、メーカーと連携して、

燃料電池鉄道車両ＨＹＢＡＲＩを開発中であり、

２０２２年３月から鶴見線、南武線等において

実証試験も開始されていると聞きます。 

 また、他にもＪＲ東海において、燃料電池車

両に関する調査研究や実験などを進めており、

ＪＲ北海道でも燃料電池車両の将来的な導入を

検討しているという報道がありました。 

 また、令和４年度から、ＪＲ西日本が気動車

における次世代バイオディーゼル燃料の導入に

向けた調査も開始しています。 

 本県では、日田彦山線ＢＲＴひこぼしライン

において、燃料電池バスの試験運行が行われて

おり、将来的に期待しています。こうした中、

私は久大本線、もしくは豊肥本線での燃料電池

車両の実証試験、それに伴う車両の刷新、地域

観光との連携などを行えば、新たな話題づくり

やエコツーリズムの創出につながるのではない

かと考えます。そのための燃料電池車両や次世

代バイオディーゼルの試験導入にあたっては、

県も積極的に取り組んでいくべきと考えます。 

 こうしたことを踏まえ、公共交通におけるカ

ーボンニュートラルにどのように取り組んでい

くのか、企画振興部長にお尋ねします。 

 次に、改正地域交通法への対応について質問

します。 

 人口減少等による長期的な利用者の落ち込み

に加え、コロナ禍の影響により、地域交通を取

り巻く環境は年々悪化してきています。 

 特に、鉄道においては一部のローカル鉄道で
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大量輸送機関としての特性が十分に発揮できな

い状況に追い込まれています。 

 このような現状を踏まえ、２０２３年１０月

に改正地域交通法が施行され、持続可能な地域

モビリティ実現に向けた実効性のある議論が推

進されることとなりました。 

 正に持続可能な交通体系を構築していくため

には、ポリシーミックスの観点から、地域公共

交通をリデザインし、鉄道からバス等へのモー

ド転換や、上下分離方式をはじめとする公有民

営方式の導入などを含めた総合的、横断的な交

通政策を実施することが重要であると思います。

そのためには、国や自治体において、環境等交

通以外の分野の予算も活用するなど、全力を挙

げて取り組んでいくことが必要と考えます。 

 また、鉄道やバスの運賃体系は、総括原価方

式による上限認可制であり、運賃改定には高い

ハードルとなっています。現行の総括原価方式

の見直しを国に要望するとともに、燃料費や人

件費の上昇、さらにはバリアフリー化や防犯対

策、災害対策等の社会的要請に対する支援策を

強化、充実していただくよう要望します。 

 具体的に言えば、航空運賃における燃油サー

チャージのように、事業者が運賃料金を柔軟に

設定できる制度の創設を国に強く働きかけても

らいたいと考えています。 

 また、エネルギー価格高騰によるコスト増が

経営を大きく圧迫しており、国は物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用し、特別高

圧契約で受電する事業者に対する支援を行うよ

う自治体に求めていますが、多くの自治体では、

鉄道会社のような大企業を対象外としています。 

 今後、支援延長となった際は、公共交通機関

の維持、賃上げの牽引という観点からも、鉄道

会社も含めた大企業も対象とすることが重要と

考えます。 

 そこで、昨年１０月に施行された改正地域交

通法に対する県の認識と今後の対応について、

企画振興部長にお尋ねします。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 公共交通に関して２点お答

えします。 

 １点目は、公共交通におけるカーボンニュー

トラルについてです。 

 本県では、運輸部門のＣＯ２排出量について、

２０２０年度に２２５万トンであったものを２

０３０年度には１７６万トンまで削減すること

を目標に取組を行っています。 

 ＪＲ九州でも、２０５０年のカーボンニュー

トラルを目指して、既に大容量の蓄電池を搭載

した車両による営業運行を行っており、今年度

は、バイオディーゼル燃料を使用した走行試験

にも取り組んでいます。 

 さらなるＣＯ２削減に向け、議員御提案の燃

料電池や次世代バイオディーゼル燃料を使った

車両の導入も今後の選択肢の一つと考えられる

ことから、県としても実証実験への協力も含め、

どのような取組ができるのか、研究してみたい

と考えています。 

 鉄道以外の公共交通の脱炭素推進も重要です。

そのため、県内のバス事業者が未導入のＥＶバ

スや、普及率が低いＥＶタクシーの購入経費に

対し助成することとしています。 

 加えて、マイカーからバス利用への転換によ

り、一人当たりのＣＯ２排出量が半分以下にな

ることから、路線バス無料デーの実施など、バ

ス利用の促進による環境負荷の軽減に取り組み、

公共交通のカーボンニュートラル実現を目指し

ます。 

 ２点目は、改正地域交通法への対応について

です。 

 同法は、人口減少が進む中、自治体や交通事

業者、ＮＰＯ等の多様な主体が連携して、地域

公共交通の再構築を図ることを目的としていま

す。 

 公共交通機関の運賃については、利用者保護

の観点から、一定の規制が必要と考えますが、

今回の改正では、地域の関係者間の協議により、

鉄道とバスの共通運賃や通算での割引運賃など

の柔軟な運賃設定が可能となりました。 

 また、バリアフリー化や災害対策としては、

県内６か所の駅におけるエレベーターやスロー

プ等の設置に加え、別府駅の耐震化についても、

国と県でＪＲ九州への支援を行っています。 
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 なお、電気料金については、低圧契約及び高

圧契約は、大企業も含め国が負担軽減策を実施

していることから、特別高圧契約についても、

国の責任において全国一律の対策を講じるよう

全国知事会を通じて提言したところです。 

 地域交通を取り巻く環境が厳しさを増す中、

改正地域交通法の趣旨を実現するには交通以外

の分野の協力も必要です。今後は、スクールバ

スや福祉施設の送迎車の活用など、多様な分野

との連携も念頭に置いて、地域の暮らしを支え

る移動手段の確保に努めます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 特別高圧の分については、多分、自

治体において中小企業、大企業まで含めて判断

できると聞いていますので、改めてそう自治体

で判断できるならば、特別高圧の分も含めて拡

張していただくように再度要望したいと思いま

す。 

 それから、現在、公共交通の定期券の学生割

引が運行事業者のサービスで行われており、運

賃などの収入が割引の原資となっています。経

済成長や人口増加の時代は、学割のコストも運

賃収入で吸収できていたと思いますが、近年は

乗客の減少や原油高などで交通事業者の経営は

これまで以上に厳しさが増しています。広く教

育を受けられる環境整備と公共交通の維持の方

策として、専門家も、学割の原資を国や地方自

治体で負担する仕組みづくりが必要だと指摘し

ています。 

 そこで、県として学割負担を公費負担として

はどうかと考えますが、企画振興部長に再度質

問したいと思います。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 学割は、主にバスとか鉄道

において行われていますが、交通事業者が行う

社会貢献活動としての側面があることに加えて、

収入の低い学生を割引によりつなぎ止め、将来

の顧客として確保する事業者側のメリットもあ

るため、従来、事業者の負担で任意に行われて

きたものです。 

 バスについては、利用者の減少で経営が厳し

い路線バスについて、学割分の事業者の負担も

織り込んだ、赤字額に対して公費助成をすると

いう形で支援を行っています。 

 鉄道に関しては、ＪＲ九州は、県をまたぐ広

域エリアをカバーする大企業であり、全国的な

課題として、国において一律に検討すべきもの

ではないかと考えています。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 それでは、国に対して強く要望をお

願いしたいと思います。 

 それでは、最後に海運事業について質問した

いと思います。 

 まずはフェリー航路の維持、活性化について

お尋ねします。 

 周囲を海に囲まれた我が国において、海上輸

送は我が国の貿易量の９９．６％、国内貨物輸

送の機関分担率の４割を占めるなど、国民生活

や経済活動を支える重要な社会インフラであり、

安定した海上輸送を維持、確保するためには、

その役割を担う船員が不可欠ですが、依然とし

て、内航海運の船員の高齢化や定着率の悪化が

深刻な問題となっており、若年船員の確保育成

は重要な課題となっています。 

 海上輸送において、人流を担うフェリー、旅

客船は、生活に欠かせない物資輸送と島民の移

動権利を保障する海の国道とも言える重要な役

割を担っています。また、一たび大規模自然災

害が発生した際には、今回の能登半島地震のよ

うに陸上交通網が寸断される中、被災地への支

援物資を輸送するなど、国民のライフラインを

確保する上で極めて重要な役割を果たしていま

す。さらには、２０２４年問題におけるモーダ

ルシフトの受皿としても期待されていますが、

長年にわたって行われてきた道路偏重政策によ

り、フェリー、旅客船事業者は、減便や減船、

航路廃止に追い込まれており、昨今の燃料油価

格の高騰などで厳しい経営を余儀なくされてい

ます。 

 国や地方自治体は、フェリー、旅客船の重要

性を認識し、海上輸送へのモーダルシフトを推

進しているにもかかわらず、航路の維持、存続

に向けた施策や支援策が十分に講じられていな

いと私は感じています。 
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 そこで、災害時の輸送機関としても重要な役

割を果たしていることを再認識していただき、

フェリー航路を維持、存続していくためにも、

燃料油価格激変緩和対策事業のさらなる継続及

び軽油引取税の減免恒久化や港湾施設使用料の

減免拡充など、実効性のある支援措置を講じて

いただくよう強く要望します。 

 こうしたことを踏まえ、船員の確保支援も含

め、フェリー航路の維持、活性化にどのように

取り組んでいくのか、企画振興部長に伺います。 

 続いて、洋上投票制度の理解促進についてお

尋ねします。 

 洋上投票を行うには、有効期限７年の選挙人

名簿登録証明書や投票人名簿登録証明書の事前

取得、指定市町村の選挙管理委員会から投票送

信用紙等の交付を受ける必要があります。加え

て、船内でのファクシミリ投票後の送信完了の

確認や、投票記載部分と必要事項記載部分の切

り離し、帰港後の投票用紙の送致など、一連の

手続が必要となります。また、選挙人名簿登録

証明書や投票人名簿登録証明書を取得後に、陸

上で通常の投票や期日前投票を行う際には、そ

の提示が別途必要となるようですが、投票所に

おいて、こうした手続が十分に理解されていな

いケースがあると聞いています。 

 洋上投票は、船員にとって公民権を行使する

大変重要な行為であり、適正に対処するために

は選挙管理に関わる方々の理解が大切だと思い

ます。 

 そこで、選挙管理に関わる方々への洋上投票

制度に関する理解促進をどのように図っていく

のか、選挙管理委員長にお尋ねします。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 私からはフェリー航路の維

持、活性化について、お答えします。 

 一度に大量の人や物を運び、ＣＯ２排出量の

削減や陸上交通のリダンダンシー確保にもつな

がるフェリー航路の維持、活性化は大変重要で

す。 

 船員不足の問題は、現時点では減便等を強い

られるまでの影響は生じていないと伺っていま

すが、将来を担う人材の確保に向け、県教育委

員会と連携して、県立海洋科学高校における船

員の養成に力を入れます。 

 航路の維持には利用者の拡大も大事であるこ

とから、フェリー事業者によるテレビＣＭやＳ

ＮＳ等を活用した広告宣伝に対する支援を行っ

ており、今年度からは、コロナ禍からの回復を

後押しするため、補助率を２分の１から３分の

２にかさ上げしています。 

 また、事業者の経営を支援するため、定期航

路に対する岸壁使用料等の減免を実施しており、

特に令和２年度からの３年間は、コロナや燃料

価格高騰の影響を考慮して、全ての港湾施設を

減免対象としたところです。 

 燃料価格対策の継続や、軽油引取税の課税免

除の恒久化については、今後の国の動きを注視

し、必要に応じて要望していきたいと考えてい

ます。 

 今後とも、国民生活や社会経済を支えるフェ

リー航路の維持、活性化に向け、引き続き必要

な支援を行います。 

木付副議長 一木選挙管理委員長。 

一木選挙管理委員長 私からは洋上投票制度に

ついてお答えします。 

 洋上投票は、国政選挙等の期間中に、国外を

航行する船員の投票機会確保のための制度です。 

船員の投票意思を確実かつ正確に反映させるた

め、選挙人名簿登録証明書等の提示など様々な

手続が規定されています。 

 県選挙管理委員会では、市町村の選挙管理委

員会に対して、選挙時の説明会や初任者研修会

を通じて、適正な手続に沿った投票管理を徹底

しています。 

 これを踏まえ、市町村の選挙管理委員会では、

事務従事者向けのマニュアルを作成し、適切な

対応を図っています。あわせて、市町村の選挙

管理委員会と協力して、選挙出前授業を行って

います。洋上投票の利用が想定される県立海洋

科学高校でも実施し、制度の概要や手続につい

て学んでもらっています。 

 現在、県内では３０人の船員が登録証明書の

交付を受けています。令和４年の参議院選挙に

おいては洋上投票の利用はありませんでしたが、



第１回 大分県議会定例会会議録 第８号 

- 183 - 

３年の衆議院選挙では６人が投票を行いました。 

 今後とも、市町村の選挙管理委員会と連携し

て、様々な機会を捉え、制度の周知と円滑な運

用に努めます。 

木付副議長 福崎智幸君。 

福崎議員 洋上投票については、めったに投票

する方がいないので、そんなに事務に関わる人

は機会がないのかなと思うので、しっかり周知

徹底を行いながら、漏れのないようにお願いし

たいなと思っています。 

 改めて要望したいと思いますが、船員等の後

継者人材確保についてお願いしたいと思います。 

 小さい頃から、海や船に関心を持ってもらう

ことや職業としての船員の魅力を発信すること

が私は船員の確保については大切ではないかと

思っています。県内唯一の水産関係教育機関で

ある海洋科学高校に進学してもらうこと、これ

が一番有効的な手段だと私も思います。 

 海洋科学高校における人材育成の強化につい

ては、我が会派の高橋議員からの質問でもあっ

たとおり、しっかりと取り組んでいただきたい

と思っていますし、船員の確保等についての支

援策も十分検討していただくよう要望したいと

思います。 

 また、公民権行使以外の船員の特殊性として、

家族や陸上社会と離れ、職住一体となった特殊

な労働環境の下に船員はあります。行政サービ

スの受益が一定程度制限されていることが挙げ

られますが、こうした中、船員の住民税につい

ては、自治体の裁量による減免が可能であるこ

とが総務大臣政務官により示されており、四日

市市や鳥羽市など５市１町において、個人住民

税均等割の２分の１を減免する措置が実施され

ています。 

 私は、本県においても個人住民税の均等割に

ついての減免を市町村に働きかけてはどうかと

考えていますので、今後、御検討をお願いした

いと思います。 

 そして、最後に一つ、こうした議会で各議員

が一般質問に立ちますと、要望や意見等が出て、

それに対して、調査、研究、検討されるという

回答がありますが、大分市議会の時代のときに

は、年に１回きちんと議員が質問した意見、要

望については、執行部側から、どういうふうに

１年間取り組んできたかという経緯と結果を示

されてきたと思っています。大変そのことが我

々にとっても、しっかりと取り組んでくる裏付

けにもなっていますので、できれば、そういう

ことで回答をいただけるとありがたいなという

気持ちを添えて、私の質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手） 

木付副議長 以上で福崎智幸君の質問及び答弁

は終わりました。中野哲朗君。 

  〔中野議員登壇〕（拍手） 

中野議員 皆様こんにちは。自由民主党の中野

哲朗です。貴重な発言の機会を与えていただい

た先輩議員、同僚議員各位に対し、心から感謝

申し上げます。そして、地元日田市からお越し

くださった皆様、本当にありがとうございます。 

 さて、質問に入る前に、この３月末をもって

県を退職される渡辺企業局長、山田企画振興部

長、高橋生活環境部長、佐藤農林水産部長、三

村土木建築部長、渡辺会計管理者兼会計管理局

長、塩月人事委員会事務局長、幸労働委員会事

務局長、岡本生活環境部理事兼防災局長、森議

会事務局長をはじめ、多くの職員の皆様には、

誠心誠意、使命感を持って、県民のため、そし

て、大分県発展のために格段の御尽力をいただ

きました。心から感謝とお礼を申し上げます。 

 今後も健康に十分に御留意いただき、平松県

政、広瀬県政、佐藤県政と３代の知事を支えら

れたこれまでの豊富な知識や経験を存分にいか

されて、様々な分野におかれて、なお一層の御

活躍をされますよう、心よりお祈り申し上げま

す。本当に長い間お疲れ様でした。 

 それでは、質問に入ります。 

 まず、持続可能な地域づくりについて質問し

ます。 

 過疎化、高齢化が進む県内では、中山間地等

の条件不利地域を中心に、共同作業や伝統行事

の開催など、様々な集落機能の低下が県民の安

全・安心な生活に影響を与えています。本県で

はこれまで、住み慣れた地域に住み続けたいと

いう住民の願いをかなえるため、単独集落では
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立ち行かないところを近隣の複数集落等で補い

合うネットワーク・コミュニティの構築を進め

ており、一定の成果を上げていると伺っていま

す。一方で、人口減少は想定以上のスピードで

進んでおり、県内でも、６５歳以上の人口が４

０％を超える自治体の多くでは、現在の自治会

等の単位での集落機能の維持が難しくなってい

る現状にあると聞きます。 

 昨年１２月に発表された国立社会保障・人口

問題研究所の推計によれば、大分県の令和１７

年の人口は約９８万４千人と１００万人を下回

り、令和３２年には県全体の６５歳以上の人口

が４０％を超えるとされています。また、その

頃には、県内１８市町村のうち、高齢化率が５

０％を超えるのが１０市町村となり、４０％を

超えないのは大分市、中津市、由布市、日出町

の４市町にとどまるなど、自治体の存続も危惧

されるところです。 

 県では、これまで小規模集落対策として取り

組んできた施策を高齢化集落対策に名称変更し

ました。これを機に、名称だけでなく、県民の

幸福につながる持続可能な地域づくりという観

点から、施策の内容についても、改めて柔軟な

姿勢で見直すことも必要ではないかと考えます。 

 また、これまでの議会でもたびたび議論があ

るように、対策に取り組もうとしても、そもそ

もその担い手がいない、又は高齢化していると

いう状況の集落が多くあります。市町村と連携

し、子育て世代など次世代を担う若者等を高齢

化集落の担い手として取り組んでいく定住の取

組を充実させることも大切だと思います。 

 こうしたことを踏まえ、人口減少下における

持続可能な地域づくりにどのように取り組んで

いくのか、知事の考えを伺います。 

 以降の質問は対面席から行います。 

  〔中野議員、対面演壇横の待機席へ移動〕 

木付副議長 ただいまの中野哲朗君の質問に対

する答弁を求めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 冒頭、中野哲朗議員には、このたび

県庁を退職する職員に対し、大変温かいねぎら

いのお言葉を賜りました。心温まる御配慮に御

礼を申し上げる次第です。 

 それでは、持続可能な地域づくりについての

御質問にお答えします。 

 本県では、少子高齢化、人口減少を見据え、

持続可能な共助の仕組みとしてネットワーク・

コミュニティの構築を進めており、祭りなどの

イベントによる住民交流や高齢者の見守りなど、

集落の枠を超えた多様な取組が行われています。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、人口減

少が加速する中で、特に条件不利地域などにお

いて、担い手不足が課題となっています。 

 その一方で、担い手の確保に成功している事

例もあります。例えば、佐伯市青山地区では、

運営組織内に若者部会を設置して、イベントを

中心に企画段階から地域活動への参加を促すこ

とで、若者の地域貢献意欲の向上につながるな

ど、担い手の確保が進んでいます。 

 また、竹田市の明治地区でも、運営組織の立

ち上げ段階から女性や若者を巻き込むことで、

組織設立後も企画委員会のメンバーとして残り、

芋掘り体験やチョコレート作り等の人気イベン

トで中心的役割を果たしてきています。 

 こうした事例を県内で横展開できるように、

来年度からネットワーク・コミュニティを対象

とした補助金に、新たに担い手確保支援枠を設

けて、若手のアイデアや発想を活用した取組等

を支援します。 

 また、ネットワーク・コミュニティを構成す

る集落の人口が減少していることから、ネット

ワークの広域化や連携に向けた取組も後押しし

ます。 

 加えて、持続可能な地域づくりには、それぞ

れの地域が特色や強みを発揮していくことも大

事です。地域活力づくり総合補助金も活用しな

がら、埋もれている可能性のある新たな地域資

源を改めて掘り起こし、磨き上げ、発信するこ

とで、個性あふれる地域振興に取り組んでいき

たいと考えています。 

 さらに、次世代を担う子育て世帯に対して、

親との同居や近居のための住宅リフォームの支

援を行うとともに、住宅新築時の農地転用手続

などについての相談窓口を設置して、定住を促
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進します。 

 しかしながら、今後、人口減少がさらに進め

ば、共助が困難な地域も増えてきます。その際、

生活利便性の維持・向上や地域活性化を図るた

めに、限られた資源を集中的、効率的に利用す

るまちづくりは、その解決策の一つと考えられ

ます。 

 住み慣れた地域に住み続けたいという県民の

希望をかなえることを基本としつつ、人口減少

社会への長期的な対応策についても検討を進め

ていきたいと考えています。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 知事から大変丁寧な答弁をいただき

ました。 

 この課題については、知事の就任後設置され

た新しいおおいた共創会議でも議論があったと

伺っています。限られた財源の中で効果的な財

政運営が求められますが、人は減る、高齢化は

進むといった現状を示すと同時に、地域を元気

にしようという明るさや、地域の振興、活性化

という部分で、みんなで一緒にやっていこうと

いう姿も見せていただきたいと思います。住み

慣れた地域に住み続けたいというのは、県民全

ての重い願いだと思っています。 

 次に、治水対策について質問します。 

 近年の気候変動の影響により、局地的な大雨、

いわゆるゲリラ豪雨や線状降水帯の発生などが

頻発しており、国土交通省では、今後、降雨量

は約１.１倍、河川に流れる流量は約１.２倍、

洪水発生頻度は２倍となる予測を公表していま

す。 

 昨年６月３０日から７月１０日にかけての梅

雨前線の影響により、日田市、中津市などを中

心に、平成２４年、平成２９年の九州北部豪雨

災害と同規模の雨量に見舞われ、多くの被害が

発生しました。特に、由布市湯布院町畑倉地区

での大規模な土砂災害のほか、日田市の小野川、

中津市の山国川などでも多くの被害が発生した

ところです。 

 このように、平成２４年以降、立て続けに大

規模な災害が発生しており、私自身も、この毎

年のように発生する災害を身近に経験し、治水

対策はますます重要になると考えています。 

 一方、県でも広域河川改修事業等による河道

拡幅や橋梁の架け替えなどの治水対策に取り組

み、昨年夏の豪雨では、日田市の大肥川や中津

市の山国川などで護岸等の施設被害は多く発生

したものの、人家など家屋浸水は、過去の災害

に比べ大幅に減少しており、一定の効果を上げ

ています。また、各河川で実施している河床掘

削や支障木伐採などの取組も浸水被害の事前防

止に役立っています。 

 しかしながら、河川改修などのハード整備に

は多額の費用や期間が必要です。毎年のように

氾濫被害が発生している現状を考えると、やは

り河川改修が追い付いていないと言わざるを得

ません。加えて、今後、気候変動などの影響が

顕著になることを考えると、従来の河川管理者

主体のハード整備だけでは、水害に対する安全

性を向上させるのは容易ではないと思います。 

 国や県等においては、令和２年度から河川の

流域全体のあらゆる関係者が協働してハード、

ソフト対策に取り組む流域治水を推進していま

す。こうした取組をはじめ、近年の激甚化する

災害を踏まえながら、計画的かつ積極的な対策

をお願いしたいと思います。 

 こうしたことを踏まえ、治水対策に今後どの

ように取り組んでいくのか、知事に伺います。 

木付副議長 佐藤知事。 

佐藤知事 治水対策についてお答えします。 

 昨年の梅雨前線豪雨により、またもや日田市、

中津市などを中心に甚大な被害が発生して、改

めて県土強靱化を強力に進めていかなければな

らないと決意しました。 

 今後の治水対策は、近年の気候変動の影響に

よる災害の頻発・激甚化を踏まえると、県内全

域で総合的かつ多層的に取り組む流域治水が重

要であり、積極的に推進していきたいと考えて

います。 

 具体的には、国、県、市等、あらゆる関係者

が一体となって取り組む流域治水プロジェクト

において、従来の対策に新たな対策を積み重ね、

毎年見直しを行い、取組を強化していきます。 

 まずは、従来の対策である再度災害防止です。
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昨年の梅雨前線豪雨では、平成２９年九州北部

豪雨で甚大な被害のあった日田市の大肥川や小

野川において改良復旧事業などが完了していた

ため、浸水被害が大きく軽減するなど、その効

果が現れました。さらに、令和４年９月の台風

１４号に見舞われた竹田市でも、玉来ダムによ

り、下流域で氾濫被害が発生しませんでした。

引き続き、しっかりと再度災害防止に取り組ん

でいきます。 

 次に、新たな対策です。県内に影響を及ぼす

４３のダムで、利水管理者等と調整して、大雨

が降る前にためている水を放流する、いわゆる

事前放流の運用を開始しています。 

 また、田んぼダムについては、昨年８月に１

６の市町と共に大分県の農地の維持管理を検討

する協議会の中に田んぼダム推進部会を設置し

て、本格実施に向けた取組を進めてきています。 

 加えて、県管理河川において水位周知河川な

ど８４河川で作成していた洪水ハザードマップ

を令和８年度までに身近な中小河川約５４０河

川まで拡大することとし、非常時の的確な避難

行動につなげていきます。 

 さらに、将来の気候変動による降雨量の増大

等に対応するため、まずは県内六つの１級水系

で、これまでの取組を一層充実させる流域治水

プロジェクト２.０を新たに策定していきます。 

 引き続き、県民の生命と財産を守るために、

流域全体で水害を軽減させる治水対策の推進に

全力を尽くしていきたいと考えています。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 県内には八つの流域治水協議会が設

置され、知事から話があった流域治水プロジェ

クトを令和３年８月までに制定を終えているよ

うです。河床掘削等のハード整備とあわせて、

防災マップの作成、防災教育、避難訓練等を推

進するソフト整備に一体的に取り組むためには、

部局横断、また、国や市町村との連携も大切だ

と考えますので、よろしくお願いします。 

 次に、地域医療の充実に関して、まず、在宅

医療の推進について質問します。 

 今年の診療報酬改定は、６年に１度の医療、

介護、障害福祉サービスのトリプル改定となり

ます。それに向けて、昨年５月に開催された厚

生労働省の意見交換会の資料によると、死亡者

数は２０４０年までに増加傾向であり、ピーク

時には年間約１７０万人に達すると見込まれて

います。 

 また、死亡の場所としては、自宅、介護施設

等が増加傾向にあり、今後ますます在宅でのみ

とりを含めた在宅医療ニーズの増加が予想され

ています。 

 昨年、県が実施した在宅医療に関するアンケ

ート調査の結果を見ても、在宅医療のイメージ

について、住み慣れた環境で家族や知人に囲ま

れて療養できるものであると思うかという問い

に対して、肯定的な回答が約８割となっていま

す。また、自分が最期を迎えたい場所はという

問いに対して、性別や年齢で異なるものの、全

体では自宅という回答が３７％と最も高くなる

など、在宅医療への期待がうかがえます。 

 県議会においても、より一層県民一人一人の

人生の質を高め、全ての県民が豊かな人生を送

ることのできる県を目指し、令和２年に全国初

となる人生会議の普及啓発を推進する条例を議

員提案により制定したところです。 

 今後、在宅医療の一つである訪問診療の需要

が増加すると見込まれていることなどから、地

域における医療機関や訪問看護事業所等の関係

機関が連携した包括的かつ継続的な在宅医療を

受け入れられる体制をより強固なものとするた

めの取組が求められています。 

 本県でも、高まる在宅医療へのニーズに対応

するため、施策の強化を図っています。新年度

の当初予算案に積極的な施策が盛り込まれてい

ることからも、そうした県の姿勢がうかがえる

ところであり、今後の取組に注目しています。 

 こうしたことを踏まえ、本人の希望により、

人生の最期のときまで、可能な限り住み慣れた

地域で自分らしい暮らしを送れるよう、今後ど

のように在宅医療の推進に取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県民の４割近くが自宅で最

期を迎えたいと望んでいますが、実際に御自宅
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で亡くなる方は約１割にとどまっており、県民

の希望に応えるため、新年度は次の三つを柱と

して在宅医療の取組を進めていきます。 

 まず一つ目は、医療機関の参入促進です。こ

れまでもポータブルエコーや心電計など在宅医

療に必要な機器整備を支援してきましたが、昨

今、医療機関の導入意欲も高まっていることか

ら、予算を大幅に増額し、参入を後押しします。 

 二つ目は、機能強化型訪問看護ステーション

の拡充です。今年度開始したアドバイザー派遣

等により、新たに３か所を加え、現在計１２か

所の機能強化型ステーションがみとりや終末期

ケアに２４時間３６５日対応しています。新年

度は、訪問看護師の育成費用の助成も行うこと

とし、さらに新年度２か所程度の強化型への移

行を予定しています。 

 三つ目は、オンライン診療の活用です。機器

操作に不慣れな高齢者等をサポートする訪問看

護師の派遣経費を助成し、県内で現在僅か３％

程度にとどまっているオンライン診療機関の拡

大を図っていきます。 

 加えて、次期医療計画では、在宅医療の１７

圏域に連携拠点を位置付け、関係機関と協力し、

在宅医療を推進していきます。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 地域医療の充実に関してもう一点、

看護職員の確保について質問します。 

 高齢化の進展により、医療ニーズは増大し続

ける中にあって、来年にはこれまで我が国の成

長の礎を築いてくださったいわゆる団塊の世代

の皆さんが７５歳以上の後期高齢者になります。

戦後の第１次ベビーブームに生まれた皆さんな

ので、特に人数が多く、医療体制に与える影響

は大きいと予想されています。また、その先の

２０４０年には団塊ジュニア世代が６５歳以上

になるなど、医療ニーズの増大はさらに加速し

ていくと想定されます。 

 そうした医療の現場を支えているのは、医師

や看護職員などの医療従事者の皆さんです。特

に看護職員は、医師の診療の介助や採血などの

サポートに加え、患者さん一人一人に対して治

療がスムーズに進み、入院生活が安全に安心し

て送れるよう、看護計画を立案し、それに沿っ

て看護を展開、評価を行って次の看護を展開す

るという重責を担っています。 

 加えて、最近注目されているチーム医療では、

看護職員がキーパーソンとも言われ、他部門と

の調整も行う病院の要にもなっています。 

 このように今後の医療ニーズの増大を鑑みる

と、看護職員の重要性は高まるばかりですが、

一方で、少子化等の影響により、看護職員の確

保は医療現場での大きな課題となっています。

実際に、看護職員の人材不足により、配置基準

を満たさず、病棟閉鎖や規模を縮小した病院が

あると聞きますが、このことは地域医療の継続

が危機的な状況にあることを示すと言えます。 

 県では、新人看護職員の確保に向けた様々な

取組を行っていると承知していますが、私は、

少子化によりあらゆる分野で人手不足が深刻に

なる中、新卒学生等だけでは必要な看護職員を

確保していくことは困難ではないかと考えます。

出産や育児、あるいは職場に合わなかったなど

の理由で、現在は看護職から離れている方に対

してもアプローチを強化し、さらなる看護職員

の確保を進めていくべきではないでしょうか。 

 こうしたことを踏まえ、看護職員の確保にど

のように取り組んでいくのか、福祉保健部長に

伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 令和４年末時点の県内の看

護職員は約２万２千人で、人口当たりで見ると

全国上位となっています。しかし、令和７年に

は約１５０人が県内で不足すると見込まれてお

り、さらなる確保を図るため、三つの視点で復

職支援に取り組むこととしています。 

 一つ目は、相談体制の強化です。４月から県

のナースセンターに経験豊富な相談員を１名増

員して、子育て世代等の求職者のニーズに応じ

た個別の支援プランの作成を通じて復職を後押

しします。 

 二つ目は、求人施設への働きかけの強化です。

相談員が求人施設を積極的に訪問し、時短勤務

など柔軟な働き方ができる勤務条件の整備につ

いて助言指導するとともに、求人票にこうした
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条件を盛り込むよう様式を改善し、マッチング

を促していきます。 

 三つ目は、情報発信の強化です。育児時間の

取得促進や夜勤の工夫など復職後の支援に取り

組む施設の紹介動画を、この８月をめどに作成

し、潜在看護師等に向けて、魅力ある職場の情

報発信に力を入れることとしています。 

 こうした取組を県の看護協会と連携して進め

まして看護職員のさらなる確保に努めていきま

す。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 先日、自民党看護議員連盟と大分県

看護協会、大分県看護連盟の皆さんとで、訪問

看護ステーションの現状と課題について学ぶ機

会を得ました。訪問看護師を採用できないので

事業継続が困難とか、慢性的に人員不足が解消

できていないなどの多くの課題を認識したとこ

ろです。 

 在宅医療をはじめ、安心な暮らしを支える看

護提供体制づくりは、命、生活を守ることにほ

かなりません。確保とともに、離職防止、定着、

質の向上、人材育成など課題がたくさんありま

すが、実効性のある取組となることを期待して

います。 

 次に、子育て環境の整備について、まず、保

育人材の確保について質問します。 

 少子化は、我が国や本県が直面する最大の危

機であると言え、国は昨年１２月、これまでと

は次元の異なる少子化対策の実現に向けて取り

組むこども未来戦略を策定し、今後３年間の集

中取組期間において実施すべき加速化プランを

明らかにしました。 

このプランで実施する施策の柱の中でも、全て

の子ども、子育て世帯を対象とする支援の拡充

については、特に、保育園等の幼児教育、保育

に関する対策に重点が置かれています。 

 幼児教育や保育の充実にあたっては、地域の

実情を反映した施策構築がより重要となること

から、県においても、しっかりとした対策を講

じるべきと考えます。 

 保育については、待機児童対策の推進により

量の拡大は進んだものの、一方で、昨今、幼稚

園や保育園の現場での子どもをめぐる事故や不

適切な対応事案などにより子育て世帯が不安を

抱えており、安心して子どもを預けられる体制

整備を急ぐ必要があります。 

 このため、国では来年度から、制度発足以来、

一度も改善されてこなかった４・５歳児の職員

配置基準について、７５年ぶりとなる配置基準

の改善と保育士等のさらなる処遇改善を順次進

めることとしています。 

 また、全ての子どもの育ちを応援し、子ども

の良質な成育環境を整備するとともに、全ての

子育て家庭に対して、多様な働き方やライフス

タイルに関わらない形での支援を強化するため、

現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間

までの利用可能枠な枠の中で、就労要件を問わ

ず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給

付を創設することとしています。 

 このような国による保育の充実策には期待が

集まるところですが、一方で気になるのは、保

育士の確保の問題です。県内の保育士の有効求

人倍率や離職率は依然として高く、保育士不足

により利用定員まで受入れができなかった施設

も少なくないと伺っています。 

 本県においても、従前から保育士修学資金の

貸付けや就業支援サイト保育おおいたの運用、

また、各市町村においても、奨励金の支給や奨

学金の返済支援など、様々な支援策を講じてい

るところですが、国による保育の充実に対応す

るためにも、さらなる支援策の拡充が必要であ

ると考えます。 

 こうしたことを踏まえ、保育人材の確保にど

のように取り組んでいくのか、福祉保健部長に

伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県では、修学資金の貸付け

をはじめ、保育士をサポートする保育補助者の

配置や、ＩＣＴの導入による働き方改革の推進

などを重点的に支援しています。 

 他方、新年度からの保育士配置基準の改善や、

いわゆる誰でも通園制度の創設などにより、今

後さらなる保育士不足が懸念されます。 

 このため、高校生など若い世代を対象として、
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働き方改革が進んでいる県内モデル園の様子や、

現場の保育士の声などを、年末から動画配信を

今していますが、既に７千回を超える視聴をい

ただいており、担い手確保に向けて手応えを感

じています。 

 また新年度から、特に見守りが必要な障がい

児の受入施設には、清掃、消毒などの業務を行

う保育支援者の配置を促進し、保育士のさらな

る負担軽減に努めていきます。 

 なお、これまで累次にわたり保育士の処遇改

善を進めており、今年度は人事院勧告を踏まえ、

昨年の４月に遡ってプラスで５.２％、月額に

すると約１万８千円の大幅な増額を行いました。 

 今後とも、保育環境と処遇の改善を二つの柱

として、引き続き保育人材の確保に努めていき

ます。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 子育て環境の整備についてもう一問、

児童虐待の防止について質問します。 

 平家物語には、子どもはお金やどんな財宝よ

りも優れた宝であるという意味の、子に過ぎた

る宝なしということわざがあります。少子化が

国家的な危機となっている現状において、その

言葉の意味はより重くなっていると考えますが、

そうした中、宝である子どもたちを守るべき親

や保護者が逆に子どもを傷つけてしまう児童虐

待が増加しています。 

 児童虐待は子どもに対する最大の権利侵害で

あり、子どもの心身の成長及び人格の形成に重

大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継

がれる恐れもあり、社会全体として防いでいか

なければなりません。虐待は家庭内におけるし

つけとは明確に異なり、懲罰権などの親権によ

って正当化されないことは言うまでもありませ

ん。また、暴力により傷害を負わせる身体的虐

待や性的虐待だけでなく、子どもの健康や安全

への配慮を怠るネグレクト、言葉による脅かし

や兄弟との差別的扱いなどの心理的虐待も含ま

れます。 

 そうした虐待を防ぐためには、虐待に至る前

に、子どもや親の異変に周囲が気付き適切な支

援を行う発生予防、虐待が深刻化する前の早期

発見、早期対応、そして、不幸にも深刻化した

虐待を受ける子どもや、虐待をしてしまった親

への支援といった対応が必要と言われています。

このような支援や相談に対する重要な役割を担

っているのが児童相談所です。 

 本県には、中津、日田、宇佐、豊後高田の４

市を担当する中津児童相談所と、それ以外の地

域を担当する中央児童相談所があり、大分市に

ついては昨年度設置された中央児童相談所の城

崎分室が対応しています。 

 本県における児童虐待相談対応件数は、昨年

度、現行の調査を始めた平成２０年度以降で最

多となる１，７８６件となったほか、一時保護

も前年度比１２１件増の３００件であったと伺

っています。 

 こうした中、県では児童福祉司の拡充などに

取り組んでいますが、一方で、施設の狭隘化な

どハード面での課題も出てきているようです。

その解決に向け、新年度の当初予算案において

は、児童相談所の施設整備等に関する予算が計

上されており、子どもたちを守るための対応力

強化につながるものと期待しています。 

 こうしたことを踏まえ、児童虐待の防止にど

のように取り組んでいくのか、福祉保健部長に

伺います。 

木付副議長 工藤福祉保健部長。 

工藤福祉保健部長 県では、昨年の虐待死亡事

案の検証結果を重く受け止めまして、新年度は、

児童相談所の医学的専門性を強化するため、非

常勤医師の勤務日数を増やすとともに、精神科

医師等に随時相談できるよう体制を拡充してい

きます。 

 利用が急増している一時保護所については、

様々な事情を抱える子どもの相部屋での支援を

避けるため、新たに個室を８室増設するほか、

夜間等の緊急対応用の居室を設けるなど、機能

強化を図っていきます。 

 また、新年度も児相職員の大幅な増員を予定

しており、年々狭隘化する中津児童相談所や城

崎分室の執務室等の拡張も行うこととしていま

す。 

 加えて検証報告では、関係機関とのさらなる
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連携強化も指摘されていますので、これを受け、

１０年以上にわたり全ての市町村で毎月欠かさ

ず開催している要保護児童対策地域協議会にお

いて、対応が必要な子どもの情報共有や関係機

関の役割分担などを改めて徹底します。 

 こうした取組を通じて、児童虐待の防止に県

として全力で取り組んでいきます。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 新年度当初予算案の児童虐待防止対

策事業費のうち、児童家庭支援センター機能強

化事業が今年度と比較して約２千万円増額され

ているようです。今回の質問にあたり、令和３

年度に開設した日田市の陽（ひなた）で話を伺

いました。そうした虐待というか、事案にいか

に未然に介入できるかという視点が大切だとい

うことを学びました。相談件数も非常に多く、

頼られる存在となっています。センターの運営

については、引き続き県の力強いバックアップ

をお願いしたいと思います。 

 続いて、地域公共交通の維持について質問し

ます。 

 東九州新幹線や豊予海峡ルートの実現といっ

た広域の交通ネットワークの整備と同様に重要

なのが、県民が日々利用する電車やバス、タク

シーといった地域公共交通を維持していくこと

です。 

 近隣の中小店舗の減少や病院の統廃合・移転、

学校の統廃合等により、買物、通院、通学など、

日常生活における移動手段の確保、特に地域公

共交通が果たす役割は大きくなっています。 

 さらに、高齢化の進展や高齢者による運転免

許証の自主返納が進みつつあることなどから、

自動車を運転できない高齢者等の移動手段とい

う観点からも地域公共交通の重要性は増してお

り、例えば、私の地元日田市では、新年度の当

初予算案に、高齢者等移動支援体制整備事業が

提案され、地域の実情に応じた体制づくりに取

り組もうとしています。このように、地域公共

交通は、生活の不安を解消し、暮らしやすく魅

力あふれる地域をつくり上げるため、また、地

域間の人の流れを創出し、観光客や交流人口の

増加を図るために必要な基盤的サービスと言え

ます。 

 一方で、公共交通の利用者は、特に地方部に

おいて減少傾向にあります。交通事業者は、様

々な経営努力によりこの需要減に対応していま

すが、その多くが赤字経営を余儀なくされ、さ

らにはコロナ禍による交通需要の減少により、

全国的に公共交通事業の存続が危ぶまれる状況

になっています。 

 本県でもこれまで、交通事業者等と連携し、

地域公共交通の維持に向けた様々な施策を展開

してきました。しかしながら、交通事業者の経

営は年々厳しくなっており、さらなる支援等が

求められています。新年度の当初予算案におい

ても、複数の新たな取組が盛り込まれており、

これらの狙いや内容を県民に丁寧に説明すると

ともに、速やかかつ効果的な実施を期待してい

ます。 

 こうしたことを踏まえ、地域公共交通の維持

にどのように取り組んでいくのか、企画振興部

長に伺います。 

木付副議長 山田企画振興部長。 

山田企画振興部長 まず、冒頭で大変温かいね

ぎらいの言葉をいただき、ありがとうございま

した。心から感謝を申し上げます。 

 それでは、私から地域公共交通の維持につい

てお答えします。 

 地域公共交通は、県民の日常生活を支える重

要な社会インフラですが、利用者の減少が路線

の廃止や減便といったサービスの低下を招き、

さらに利用者が減少するという悪循環に陥って

います。 

 県では、路線バス等の運行赤字に対する助成

を行っていますが、来年度は新たに視点を変え

た需要喚起策として、路線バスを無料で利用で

きる実証運行を行う予定です。交通渋滞の緩和

やＣＯ２排出量の削減等の公共交通が有する多

面的な効果について県民の理解を深め、バス利

用を促していくことで、悪循環の解消を目指し

ます。 

 また、運行を支えるドライバーの人手不足も

深刻です。そのため、２種免許取得経費への助

成や採用募集のための合同説明会等の開催支援、
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女性乗務員の確保に向けたセミナーや交流会の

開催等に取り組むこととしています。 

 加えて、市町村と連携して、コミュニティバ

スやデマンド交通、自家用車や一般ドライバー

を活用した有償旅客運送等の取組を進めること

により、地域住民の日々の暮らしを支える移動

手段の確保に努めていきます。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 公共交通に関する課題や要望は地域

によって異なるため、一律の取組では解決に至

らない部分も多いと考えますが、持続可能なま

ちづくりを目指すにあたっては、欠かすことの

できない課題でもあります。最も効果的で使い

勝手がいい仕組みを構築するために、県の働き

を期待していますし、また市町村の取組を後押

ししていただきたいと思います。 

 次に、鳥獣被害対策について質問します。 

 本県では、野生鳥獣による農林作物の被害軽

減を図るため、集落全体で行う予防・集落環境

対策、捕獲対策、狩猟者確保対策、獣肉利活用

対策を総合的に支援する鳥獣被害総合対策事業

に、毎年約８億円の予算を計上しています。令

和４年度は、予防対策等に総合的に取り組んだ

結果、被害総額は過去最少の１億５千万円とな

るなど、一定の成果を上げていますが、農林産

物への被害は依然として深刻です。 

 加えて、有害鳥獣の生息域は里山まで拡大し、

人の生活圏への出没が顕著な状況となっており、

生活環境への影響が懸念されています。そのた

め、有害鳥獣捕獲を担う狩猟者への期待は大き

いものがありますが、高齢化や人員不足の状況

を鑑み、その確保が懸念されているところでも

あります。 

 こうした中、県では、国の鳥獣被害防止総合

対策交付金事業等を活用し、イノシシ、シカ等

の有害鳥獣捕獲に対する報償金を支出していま

す。県内１４市の捕獲報償金の現状を調査した

ところ、シカについては、大分市を除く１３市

で猟期内の捕獲に対しても県費の補助対象とな

っているのに対し、イノシシについては、猟期

内は県費の補助対象ではありません。令和４年

度のイノシシの捕獲頭数は４万２，０５２頭で

過去最多を記録していますが、通年でのイノシ

シの捕獲活動をさらに進めるためには、猟期内

のイノシシも県費補助の対象とすることで、捕

獲意欲の向上を図っていく必要があると考えま

す。それが農林産物の被害低減をはじめとする

住民生活の安全・安心を確保することにつなが

ると思っています。 

 また、新年度の当初予算案では、加害獣の侵

入を防止する防護柵の機能強化への助成が新た

な取組として設けられていますが、あわせて、

捕獲頭数をさらに増やす取組が必要と考えます。 

 イノシシは多産であることなどから、捕獲の

みでは対策は難しいとも言われますが、地域か

らさらなる対応が必要であると求める声が多い

こともまた事実です。 

 こうしたことを踏まえ、鳥獣被害対策につい

て、県としてどのように取り組んでいくのか、

農林水産部長に伺います。 

木付副議長 佐藤農林水産部長。 

佐藤農林水産部長 鳥獣被害対策については、

学識経験者の研究などによると、多産であるイ

ノシシは捕獲のみでの対策は困難で、被害の多

くが里慣れした個体に起因していることから、

駆除は里に居つく加害個体を中心に行うべきと

されています。 

 こうした知見を基に、県では、農地を柵で囲

う予防対策とあわせて、加害個体の駆除を中心

とする捕獲対策を進めています。 

 イノシシ被害は、狩猟期外である春から秋の

農作物被害が約９割で、この時期に予防対策と

あわせて加害個体の捕獲を行うことで被害の低

減効果が高っています。しかし、夏場の高温や

雑草の繁茂で指導者の捕獲意欲が停滞するため、

捕獲報償金で捕獲意欲を下支えし、また、その

時期に幼獣の報償金も九州他県より増額する等、

対策を強化しています。 

 一方、狩猟期内のイノシシは、肉質が向上し、

獣肉処理施設の買取り単価は狩猟期以外の約１.

６倍となるなど、指導者の捕獲力も高いことか

ら県では報償金の対象とはしていません。 

 こうした取組の中、昨年度のイノシシ捕獲頭

数は全国で２位、被害額は平成以降最少となっ
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ています。 

 今後も鳥獣被害対策を効果的に推進し、農林

水産物のさらなる被害低減に取り組んでいきま

す。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 理由について説明がありましたが、

イノシシの猟期内の報償金については、大分県

市議会議長会が県に要望したとも聞いています。

また、昨年の第４回定例会の農林水産委員会で

も強く意見要望が出されています。また、防護

柵をはじめとした防除対策でも、水路などの地

形的な問題や、防護柵の下を掘り起こすといっ

たことから、イノシシを完全に防ぎ切れない場

合があるとの指摘もあります。各自治体が単費

を投じて取り組むのは、被害が増え続ける現状

が背景にあると思います。この課題には前向き

に対応していただきたいと思いますので、改め

て要望したいと思います。 

 最後に、国道３８７号豆生野拡幅について質

問します。 

 国道３８７号は、宇佐市を起点とし、日田市

などを経由して、熊本市に至る総延長約１３３

キロメートルの幹線道路です。大分・熊本両県

の地方生活圏を連絡する必要不可欠な生活道路

としての役割を担い、年々、大型貨物車両等の

通行が増えている状況です。この上津江の豆生

野拡幅は、災害時の緊急輸送路の確保とともに、

幅員狭小、線形不良の隘路区間の解消を図り、

日田市から熊本県菊池市を結ぶ物流、観光の連

携強化の支援を目的とした現道拡幅事業であり、

事業期間は平成２５年度から令和８年度とされ

ています。日田土木事務所の事業概要書による

と、総延長１，７２０メートルのうち令和５年

度までに事業費ベースの換算延長で１，０８２

メートルの事業を執行する見込みで、その進捗

率は６２.９％となります。 

 熊本県菊陽町に世界的な半導体関連企業が進

出したことで、日田市から熊本方面へ通じる路

線、とりわけ国道３８７号が、今まで以上に物

流、観光、通勤など、大変重要な路線となるこ

とから、さらなる整備の促進、加速化を望む声

が多く届いており、私もその進捗が気になって

います。 

 こうしたことを踏まえ、国道３８７号豆生野

拡幅について、今後どのように取り組まれるの

か、土木建築部長に伺います。 

木付副議長 三村土木建築部長。 

三村土木建築部長 国道３８７号は地域の生活

道路であるとともに、観光や林業を支える道路

としても重要です。 

 幅員が狭く、見通しが悪い箇所が点在する道

の駅せせらぎ郷かみつえの南側約１.７キロメ

ートル間を、平成２５年度に豆生野拡幅として、

議員おっしゃるとおり、事業を着手しました。 

 地域の皆様に、用地買収への全面的な御協力

をいただきながら、鋭意工事を進めていますが、

極めて急峻な厳しい地形であることから難工事

となっており、ようやく今年度中に合計で５４

０メートルを供用できる予定です。 

 今後は、幅員が狭く老朽化している川原橋の

架け替えを予定しており、現在は仮橋と迂回路

を設置しています。この川原橋の工事完了後は、

速やかに新屋敷橋の架け替え工事に着手する予

定です。 

 地元の皆様の早期完成を望む声は十分に認識

しています。工事が完了した箇所は速やかに供

用しながら、一日も早い全線開通に向けてしっ

かりと努力していきます。 

木付副議長 中野哲朗君。 

中野議員 大変力強い答弁ありがとうございま

した。日田市の新年度の市政執行方針には、県

境の地にある北の地の利を生かし、これまで重

点的に取り組んできた福岡方面からだけではな

く、熊本方面からの誘客にも取り組むとの力強

い文言がありました。 

 また、世界最大の半導体メーカーＴＳＭＣが、

日田からそう遠くはない熊本県菊陽町に進出し、

活気を呈していることから、日田商工会議所の

会頭も国道３８７号の整備が必要だと力を込め

ておられます。また、津江地域の住民の皆さん

も大きな期待を寄せています。 

 川原橋の話がありましたが、今年度、予算的

にも大変大きな予算、５億１千万円程度計上し

ており、地元としても大変感謝しています。 
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 道路整備を着実に進めるための予算総額の確

保については、私も自民党県議団の一員として

一緒になって取り組んでいきたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

木付副議長 以上で中野哲朗君の質問及び答弁

は終わりました。 

 これをもって一般質問及び質疑を終わります。 

 ただいま議題となっている各案のうち、第１

５号議案、第１７号議案から第４４号議案まで、

第４６号議案及び第４７号議案については、お

手元に配布の付託表のとおり所管の常任委員会

に付託します。 

 なお、他の委員会にも関連のある案について

は、合い議をお願いします。 

―――――→…←――――― 

 

 
付        託        表 

件          名 付 託 委 員 会 

第 １５ 号議案 包括外部監査契約の締結について 総 務 企 画 

第 １７ 号議案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条

例等の一部改正について 

総 務 企 画 

第 １８ 号議案 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部

改正について 

総 務 企 画 

第 １９ 号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 総 務 企 画 

第 ２０ 号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正につい

て 

総 務 企 画 

第 ２１ 号議案 大分県住民基本台帳法施行条例等の一部改正について 総 務 企 画 

第 ２２ 号議案 大分県用品調達特別会計条例の廃止について 総 務 企 画 

第 ２３ 号議案 病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める

条例の一部改正について 

福祉保健生活環境 

第 ２４ 号議案 大分県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正につ

いて 

福祉保健生活環境 

第 ２５ 号議案 大分県厚生年金住宅貸与条例の廃止について 福祉保健生活環境 

第 ２６ 号議案 指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部

改正について 

福祉保健生活環境 

第 ２７ 号議案 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の廃止等について 

福祉保健生活環境 

第 ２８ 号議案 大分県安心こども基金条例の一部改正について 福祉保健生活環境 

第 ２９ 号議案 大分県婦人相談所の設置及び管理に関する条例等の一部

改正について 

福祉保健生活環境 

第 ３０ 号議案 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

福祉保健生活環境 

第 ３１ 号議案 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意

入院者の症状等の報告に関する条例の一部改正について 

福祉保健生活環境 

第 ３２ 号議案 指定障害福祉サービスの事業に係る申請者の要件並びに 福祉保健生活環境 
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人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一

部改正について 

第 ３３ 号議案 権利の放棄について 福祉保健生活環境 

第 ３４ 号議案 大分県安全・安心まちづくり条例の一部改正について 福祉保健生活環境 

第 ３５ 号議案 県有地の信託の変更について 商工観光労働企業 

第 ３６ 号議案 情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴

う関係条例の整備について 

商工観光労働企業 

第 ３７ 号議案 令和６年度における農林水産関係事業に要する経費の市

町村負担について 

農 林 水 産 

第 ３８ 号議案 大分県漁港管理条例等の一部改正について 農 林 水 産 

第 ３９ 号議案 令和６年度における土木事業に要する経費の市町村負担

について 

土 木 建 築 

第 ４０ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ４１ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ４２ 号議案 大分県道路占用料徴収条例の一部改正について 土 木 建 築 

第 ４３ 号議案 工事請負契約の締結について 土 木 建 築 

第 ４４ 号議案 大分県建築基準法施行条例の一部改正について 土 木 建 築 

第 ４６ 号議案 土地の取得について 文 教 警 察 

第 ４７ 号議案 大分県地方警察職員定数条例の一部改正について 文 教 警 察 

 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 特別委員会設置の件 

木付副議長 日程第２、特別委員会設置の件を

議題とします。 

―――――→…←――――― 

 特別委員会設置要求書 

 次のとおり特別委員会を設置されるよう会議

規則第６６条の規定により要求します。 

記 

１、名称 

 予算特別委員会 

２、目的 

 令和６年度予算審査のため 

３、期間 

 令和６年３月１１日から令和６年３月２７日

 まで 

４、付託する事件 

 第１号議案から第１４号議案まで 

５、委員の数 

 ４２人 

 令和６年３月１１日 

発議者 大分県議会議員 御手洗吉生 

 〃     〃    志村  学 

 〃     〃    首藤健二郎 

 〃     〃    太田 正美 

 〃     〃    大友 栄二 

 〃     〃    三浦 正臣 

 〃     〃    古手川正治 

 〃     〃    嶋  幸一 

 〃     〃    高橋  肇 

 〃     〃    木田  昇 

 〃     〃    二ノ宮健治 

 〃     〃    玉田 輝義 

 〃     〃    戸高 賢史 

大分県議会議長 元吉俊博 殿 

―――――→…←――――― 

木付副議長 御手洗吉生君ほか１２人の諸君か

ら、お手本元に配布のとおり特別委員会設置要

求書が提出されました。 

 お諮りします。要求書のとおり予算特別委員

会を設置し、第１号議案から第１４号議案まで

を付託したいと思いますが、これに御異議あり
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ませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

木付副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、要求書のとおり予算特別委員会を設

置し、第１号議案から第１４号議案までを付託

することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

 予算特別委員会に付託した議案 

第 １号議案 令和６年度大分県一般会計予算 

第 ２号議案 令和６年度大分県公債管理特別

会計予算 

第 ３号議案 令和６年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算 

第 ４号議案 令和６年度大分県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算 

第 ５号議案 令和６年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計予算 

第 ６号議案 令和６年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計予算 

第 ７号議案 令和６年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計予算 

第 ８号議案 令和６年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計予算 

第 ９号議案 令和６年度大分県県営林事業特

別会計予算 

第１０号議案 令和６年度大分県臨海工業地帯

建設事業特別会計予算 

第１１号議案 令和６年度大分県港湾施設整備

事業特別会計予算 

第１２号議案 令和６年度大分県病院事業会計

予算 

第１３号議案 令和６年度大分県電気事業会計

予算 

第１４号議案 令和６年度大分県工業用水道事

業会計予算 

―――――→…←――――― 

木付副議長 お諮りします。ただいま設置され

た予算特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第５条第１項の規定により、議長を除

く４２人の諸君を指名したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

木付副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した議長を除く４２人

の諸君を予算特別委員に選任することに決定し

ました。 

 なお、予算特別委員会は、委員長及び副委員

長の互選のため、本日の本会議終了後、本議場

において委員会を開催願います。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 以上をもって本日の議事日程は終

了しました。 

 お諮りします。明１２日から１５日まで、１

８日及び２５日は予算特別委員会のため、１９

日、２１日及び２２日は予算特別委員会分科会

及び常任委員会のため並びに２６日は議事整理

のため、それぞれ休会としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

木付副議長 御異議なしと認めます。 

 よって、明１２日から１５日まで、１８日、

１９日、２１日、２２日、２５日及び２６日は

休会と決定しました。 

 なお、１６日、１７日、２０日、２３日及び

２４日は県の休日のため休会とします。 

 次会は、２７日定刻より開きます。日程は、

決定次第通知します。 

―――――→…←――――― 

木付副議長 本日はこれをもって散会します。 

午後２時４１分 散会 
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令和６年第１回大分県議会定例会会議録（第９号） 

 

令和６年３月２７日（水曜日） 

――――――――――――――――――――― 

議事日程第９号 

            令和６年３月２７日 

              午前１０時開議 

第１ 第１号議案から第１４号議案まで 

   （議題、予算特別委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

第２ 第１５号議案、第１７号議案から第４４

号議案まで、第４６号議案及び第４７号

議案 

   （議題、常任委員長の報告、質疑、討論、

採決） 

第３ 第６２号議案から第６４号議案まで 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第４ 議員提出第２号議案から第８号議案まで 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第５ 委員会提出第１号議案から第３号議案ま

で 

   （議題、提出者の説明、質疑、討論、採

決） 

第６ 常任委員の選任 

第７ 議会運営委員の選任 

第８ 閉会中の継続調査の件 

――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した案件 

日程第１ 第１号議案から第１４号議案まで 

     （議題、予算特別委員長の報告、質

疑、討論、採決） 

日程第２ 第１５号議案、第１７号議案から第

４４号議案まで、第４６号議案及び

第４７号議案 

     （議題、常任委員長の報告、質疑、

討論、採決） 

日程第３ 第６２号議案から第６４号議案まで 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第４ 議員提出第２号議案から第８号議案

まで 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第５ 委員会提出第１号議案から第３号議

案まで 

     （議題、提出者の説明、質疑、討論、

採決） 

日程第６ 常任委員の選任 

日程第７ 議会運営委員の選任 

日程第８ 閉会中の継続調査の件 

――――――――――――――――――――― 

出席議員 ４３名 

 議長 元吉 俊博 副議長 木付 親次 

    志村  学     御手洗吉生 

    桝田  貢     穴見 憲昭 

    岡野 涼子     中野 哲朗 

    宮成公一郎     首藤健二郎 

    清田 哲也     今吉 次郎 

    阿部 長夫     小川 克己 

    太田 正美     後藤慎太郎 

    森  誠一     大友 栄二 

    井上 明夫     三浦 正臣 

    古手川正治     嶋  幸一 

    麻生 栄作     阿部 英仁 

    御手洗朋宏     福崎 智幸 

    吉村 尚久     若山 雅敏 

    成迫 健児     高橋  肇 

    木田  昇     二ノ宮健治 

    守永 信幸     原田 孝司 

    玉田 輝義     澤田 友広 

    吉村 哲彦     戸高 賢史 

    猿渡 久子     堤  栄三 

    末宗 秀雄     佐藤 之則 

    三浦 由紀 

欠席議員 なし 

――――――――――――――――――――― 
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出席した県側関係者 

 知事           佐藤樹一郎 

 副知事          尾野 賢治 

 副知事          吉田 一生 

 理事兼教育次長      渡辺  登 

 公安委員長        板井 良助 

 人事委員長        石井 久子 

 代表監査委員       長谷尾雅通 

 総務部長         若林  拓 

 企画振興部長       山田 雅文 

 企業局長         渡辺 文雄 

 病院局長         井上 敏郎 

 警察本部長        種田 英明 

 福祉保健部長       工藤 哲史 

 生活環境部長       高橋  強 

 商工観光労働部長     利光 秀方 

 農林水産部長       佐藤  章 

 土木建築部長       三村  一 

 会計管理者兼会計管理局長 渡辺 栃彦 

 防災局長         岡本 文雄 

 観光局長         渡辺 修武 

 労働委員会事務局長    幸  清二 

――――――――――――――――――――― 

午前１０時 開議 

元吉議長 皆さんおはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

―――――→…←――――― 

 諸般の報告 

元吉議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告を

します。 

 まず、監査委員から地方自治法第２３５条の

２第３項の規定により、２月の例月出納検査の

結果について、また包括外部監査人から同法第

２５２条の３７第５項の規定により、令和５年

度包括外部監査の結果について、それぞれ文書

をもって報告がありました。 

 なお、調書は朗読を省略します。 

 次に、広報委員長から出前県議会について報

告したい旨の申出がありますので、これを許し

ます。広報委員長木付親次君。 

  〔木付議員登壇〕 

木付広報委員長 おはようございます。広報委

員会です。本年度開催した出前県議会について

御報告します。 

 去る２月２日に中津市において、県議会から

議長をはじめ１７人の議員が出席し、多文化共

生の地域づくりをテーマに開催しました。 

 当日は、地域で活動されている３組の方から、

それぞれの取組について意見発表していただき、

その後、意見交換を行いました。 

 伺った意見等については、今後の議会、議員

活動に反映させていきたいと考えています。 

 詳細については、本日、報告書を配布してい

るので、御一読の上、御活用いただきますよう

お願いします。 

 以上で出前県議会の報告を終わります。 

元吉議長 以上で報告は終わりました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 本日の議事は、議事日程第９号によ

り行います。 

―――――→…←――――― 

 日程第１ 第１号議案から第１４号議案まで 

      （議題、予算特別委員長の報告、

      質疑、討論、採決） 

元吉議長 日程第１、日程第１の各案を一括議

題とし、これより予算特別委員長の報告を求め

ます。予算特別委員長森誠一君。 

  〔森議員登壇〕 

森予算特別委員長 おはようございます。予算

特別委員会の審査の経過と結果について御報告

します。 

 今回、本委員会に付託を受けた案件は、予算

議案１４件です。 

 委員会は去る１１日の本会議において設置さ

れ、委員長及び副委員長を互選するとともに、

１２日から１８日までを質疑のための委員会、

１９日及び２１日を分科会、２５日を採決のた

めの委員会とし、それぞれ関係者の出席を求め、

慎重に審査した結果、第１号議案、第６号議案、

第１０号議案、第１１号議案及び第１４号議案

については賛成多数をもって、第２号議案から

第５号議案まで、第７号議案から第９号議案ま

で、第１２号議案及び第１３号議案については

全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決
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すべきものと決定しました。 

 以上をもって予算特別委員会の報告とします。 

元吉議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し、

これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、順次これを許し

ます。猿渡久子君。 

  〔猿渡議員登壇〕 

猿渡議員 日本共産党の猿渡久子です。上程さ

れた予算議案について討論を行います。 

 今、国は、敵基地攻撃能力の保有として陸上

自衛隊湯布院駐屯地に本部がある西部方面特科

隊を第２特科団（仮称）に格上げした上で、ス

タンドオフミサイル配備のための湯布院へのミ

サイル連隊配置を実施しようとしています。ミ

サイル保管が想定される大分分屯地に今後新た

に９棟建設する計画もあります。これらの動き

が攻撃の的になるとして反対の声が広がってお

り、県民の安心が脅かされています。日本が戦

争する国に変質しようとしており、大分県内で

もその動きが身近に進んでいると感じています。

防衛省は抑止力を言いますが、抑止力を強化す

れば相手もさらに抑止力を強化し、軍拡競争に

なるばかりではないでしょうか。本県として、

憲法９条を守るという立場でしっかり国へ要望

すべきだと考えます。この点を初めに指摘して

おきます。 

 まず、第１号議案２０２４年度一般会計予算

についてです。 

 ２０２４年度一般会計予算、総額は約６，８

９８億８００万円です。まず、歳入についての

内訳を見てみます。 

 県税収入は１，３７５億円で、前年比０．２

％増と見込んでいます。法人２税が企業の業績

改善による税収増となっている一方、多数を占

める中小企業・零細事業者は物価高騰の中、経

営悪化で、個人県民税はマイナスとなっていま

す。さらに、追い打ちをかけるようにインボイ

ス制度の導入によって、大分県内では１万事業

者、１２億円の負担増が生じます。ある全国的

なアンケートでは、全て価格転嫁できると答え

た事業者が４．５％、５割以上できるが３８．

７％、全くできないが１２．９％です。消費税

についても身銭を切って納める事業者が多数で

あり、中小企業・零細事業者はますます厳しい

状況です。 

 地方税収の増加に伴い、地方交付税の振替で

ある臨時財政対策債は６７．２％の大幅減少と

なっています。そのことなどにより県民向けの

諸施策を縮小させてはなりません。 

 県内企業の９９．９％を占める中小企業・小

規模事業者は、コロナの５類感染症移行後も疲

弊していることから、中小企業等を応援する施

策により活性化させることが大分県経済の底上

げにつながると考えます。 

 次に、歳出についてです。 

 １点目に、物価高騰から暮らしを守るための

施策の充実を求めます。 

 今回の予算では、県立学校給食費無償化や子

ども医療費助成事業の高校生への拡充、医療的

ケア児等を養育する家庭への支援策充実や児童

福祉司などの増員、児童相談所の施設整備、Ｐ

ＣＲ検査能力向上のための予算、パートナーシ

ップ宣誓制度の導入など、県民世論を反映し前

進した面が多々あり、評価するものです。 

 今、県民生活は、コロナ禍での貸付の返済や

物価高騰の影響でますます厳しい状況にあり、

今後、１８歳までの国保税均等割を廃止するこ

とによる国保税の引下げ、介護保険の負担軽減、

さらなる子育て支援策充実など、一層の暮らし

応援の施策が必要です。 

 教職員の働き方改革に取り組んでいるものの、

長時間労働は解消されておらず、現職死亡・休

職者も一定数で発生しています。一人一人を大

切にする教育を進めるためにも、教職員が健康

に働き続けるためにも、定数増員と高校を含め

た３０人学級を進めることを求めます。 

 また、大分県の正規職員と会計年度任用職員

についての賃金格差は、正規職員の男性は平均

年収５５９万円に対し会計年度任用職員女性は

２２１万円であり、３３８万円、２．５倍以上

の差があります。正規職員の男性を１００とす
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れば会計年度任用職員女性は４０となり、大き

な格差です。会計年度任用職員の賃金アップや

女性職員の管理職への登用などで格差解消を図

るべきです。 

 ２点目に、豊予海峡ルート構想とホーバーク

ラフト関連予算に反対し、中小企業・小規模業

者への手厚い支援を求めます。 

 交通政策局の改編をし、東九州新幹線と豊予

海峡ルート構想などの推進ありきでの事業を進

めようとしていますが、過疎地域についてはバ

ス便、ＪＲ便などの減便で利便性が低くなり、

さらなる過疎が進むことが危惧されます。 

 東九州新幹線の推進については、これまでシ

ンポジウム等を開催し、機運醸成をし、費用対

効果で効果の方が大きいと述べていますが、将

来的に費用が上回る可能性も十分考えられます。

シンポジウムなどで効果のみを訴えるのではな

く、マイナス面を含む様々な影響についての情

報も県民に提供し、議論されるべきです。 

 また、ホーバークラフトについては、２０年

間の平均で、貸付料は年間約１億８，５００万

円、施設使用料は年間約５，４００万円となり、

事業を継続させるため、経営が安定するまでの

間は免除することが明らかになりました。仮に

２０年間免除となれば、約４８億円もの税金が

投入されることになり、赤字補填はしないと説

明してきたことに反します。将来黒字になった

ときには、免除してきた分を負担してもらうよ

う相手企業と再度話合いを持つべきです。 

 県民の税金は、豊予海峡ルート構想など無駄

な事業ではなく、高齢化が進む中で地域交通を

確保する施策にこそ使うべきだと考えます。 

 道路維持修繕費を５億円余り増額したことに

ついて評価するものです。身近な道改善事業や

緊急河床掘削事業、急傾斜地崩壊対策事業など、

身近な道路や防災、安全・安心のために必要な

事業については、さらなる推進を求めます。 

 企業立地に関連する補助金をこれまで２１２

億円、うちキヤノン関係に約７９億円使ってい

ます。中小企業は政府の無策による円安や輸入

物価高騰によって資材費が上がり、営業が厳し

くなっています。その上に消費税インボイスに

よって新たな負担が生じた事業者も約１万人。

大企業誘致や工業団地造成に予算を使うのでは

なく、あまねく中小零細事業者にも行き渡る支

援策を取るべきです。 

 コロナ禍に続き物価高騰で苦労している中小

企業等への支援も重要です。中小企業等が経済

の屋台骨としての役割を果たし、賃上げできる

ように直接支援を強化すべきだと考えます。そ

して何よりも、中小零細企業に大きな負担を強

いる昨年１０月からのインボイス制度の中止と、

消費税は廃止を目指しながらも、当面は５％へ

の減税を実現すべく国に求めるべきです。 

 ３点目に、早急なデジタル化の進行で個人情

報の流出が心配される施策には反対です。 

 デジタル化は県民の利便性の向上のために必

要な面もありますが、個人の情報が漏れないこ

と、情報連携されないことが前提であり、企業

のもうけの対象にするものではありません。 

 自治体ＤＸにおける標準準拠システムを２０

２５年度末までに移行させると言っていました

が、全国の自治体から声が上がり、移行困難シ

ステムとして延期されるものも生じています。

特に各自治体で実施している子ども医療費など

の上乗せ助成については、独自のカスタマイズ

が不可能となれば福祉の後退につながってしま

います。さらに、ガバメントクラウドは米国系

企業であり、自治体がガバメントクラウド上の

ＳａａＳを選択し使用することになりますが、

ガバメントクラウドに移行すれば自治体業務は

ガバメントクラウドの環境に依存しなければ業

務ができなくなります。その際、自治体が保護

してきた住民の個人情報はガバメントクラウド

に集約され、米国企業に使われるという危険性

が伴います。 

 マイナ保険証については、本県としても推進

の姿勢ですが、それでも直近の令和６年１月時

点において国保で５７．３％、後期高齢者医療

で５６．４％の取得率です。そのうち、病院等

の窓口で使用しているのは、直近の令和５年１

１月時点において各々僅かに４．３１％、１．

９７％です。マイナカードのひも付けが進まな

いのは、情報流出や情報の一元管理、プロファ
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イリングの危険性などの不安を感じているから

ではないでしょうか。現行の保険証の廃止を強

行すれば混乱は避けられません。県として現行

の保険証の廃止に反対すべきだと考えます。 

 ４点目に、部落差別解消推進事業としての運

動団体への委託料という名の補助金約８２０万

円に反対です。 

 インターネット上で悪質な書き込みが見られ

るとして予算を正当化し、地域住民で組織して

いる運動団体に事業の一部を委託させようとし

ていますが、それらは一般施策の中で解決でき

るものだと考えます。 

 さらに教育分野でも、文科省も推薦していな

い同和問題についてのフィールドワークを実施

するための予算３３万２千円が計上されていま

す。同和地域という地域もない中、実行するこ

との整合性が問われており、同和教育関連予算

は中止すべきです。 

 ５点目に、防災・減災やインフラ施設の老朽

化対策のための予算などは評価します。 

 住宅改善事業である子育て・高齢者世帯住環

境整備事業費を否定するものではありませんが、

コロナ禍で疲弊している中小建設業者の仕事起

こしに大きく貢献する一般的な住宅リフォーム

助成制度の実施を求めます。 

 ６点目は、県内農林水産業の振興を図ること

です。 

 農林水産業は本県の基幹産業ですが、その産

出額は九州最下位クラスとなっています。輸出

拡大や、白ねぎ、ベリーツなどの生産拡大も大

切ですが、小規模農家等への支援に力を入れ、

国内生産を確保することが今こそ必要です。 

 また、最近の輸入飼料や原油の高騰によって、

ますます経営が厳しくなっています。県内農林

水産業の振興のためには、支援の拡充と、国内

農業を破壊してしまうＴＰＰ、日ＥＵ・ＥＰＡ、

日米ＦＴＡなどから直ちに脱退し、地に足の着

いた農林水産業の振興に取り組むべきです。今

突き付けられている現実は、食料、種、肥料、

飼料などを海外に依存していては国民の命は守

れないということです。また、豊かな海づくり

を進めるためにも、ニーズが高まる環境保全型

農業の推進に力を入れるべきだと考えます。 

 ７点目に、警察の違法捜査をしっかり監視す

る体制をつくることを求めます。 

 最高の個人情報と言われるＤＮＡ型が警察庁

に保管されていることに違和感を覚えます。今

回の予算には、以前、全国的な大問題になった

別府の組合事務所盗撮事件にも使用されたビデ

オカメラ等の借入れとして１４台分、約３６０

万円が計上されています。これまでどのような

事件で使われていたかは明らかにされていませ

ん。このような予算の支出に反対します。 

 以上、一般会計予算について、物価高騰が加

速し賃金は上がらない中で、暮らし・福祉の充

実と所得向上で安心して暮らせる予算への転換、

大企業の身勝手な大量解雇に反対し雇用を守る

こと、大企業に補助金を出すのではなく、疲弊

が進む地場中小企業者等への支援や農林水産業

の振興等を県政の中心に据えることを求め、反

対討論とします。 

 以下、特別会計予算についてです。 

 第６号議案２０２４年度大分県流通業務団地

造成事業特別会計予算及び第１０号議案２０２

４年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計予

算については、塩漬けの土地についての予算で

あり、及び第１１号議案２０２４年度大分県港

湾施設整備事業特別会計予算は、大企業優遇の

予算であり、反対します。 

 また、第１４号議案２０２４年度大分県工業

用水道事業会計予算は、低廉で豊富な水を臨海

工業地帯等の大企業群に供給する事業会計です。

大企業群に供給している水の料金は、一般家庭

の水道代の１４分の１から２４分の１となって

います。正に大企業優遇の水道行政です。また、

日本製鉄、鶴崎共同動力、エネオスなどに工業

用として安く仕入れた水を、船舶などへ飲料水

として１トン当たり１８２円から２０６．８円

で転売し収入を上げていることなど、到底県民

は納得できません。このような予算には反対し

ます。 

 以上、討論終結にあたり、退職される県執行

部及び職員の皆様方、長きにわたり住民サービ

ス向上のために奮闘されてきた皆様に感謝し、
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地方自治法の精神とこれまでの経験を生かし、

今後も御活躍いただきますよう祈念します。 

 これで各予算議案に対する討論を終わります。

（拍手） 

元吉議長 井上明夫君。 

  〔井上議員登壇〕 

井上議員 おはようございます。自由民主党の

井上明夫です。 

 私は自由民主党を代表して、令和６年度大分

県一般会計当初予算案並びにその他の予算議案

に対する予算特別委員長の報告について、賛成

の立場から討論を行います。 

 我が会派では、様々な地域や団体からいただ

いた声を、時機を捉え、知事をはじめ関係部長

に要望、提案してきましたが、それらに十分応

えていただいた予算案となっています。 

 令和６年度予算案においては、物価上昇を上

回る力強い賃上げと脱炭素化やデジタル化など

攻めの投資を加速させることにより、本県経済

の好循環を生み出していく取組に加え、喫緊の

課題である人口減少への対応に向けた子ども・

子育て支援の充実や、様々な分野の人材の確保

・育成、さらには広域交通ネットワークの推進

など、意欲的な施策が盛り込まれています。特

別枠、新おおいた創造挑戦枠に、過去最多に並

ぶ事業本数となる１３３事業、２８億円が計上

されていることからも、その積極的な姿勢がう

かがえます。 

 我が会派としては、デフレからの完全脱却に

向けたまたとない好機にあるという経済情勢や、

持続可能な共生社会の実現への要請といった確

たる時代認識に基づき、全ての県民が幸せに暮

らすことができる大分県を目指し、積極果敢に

施策を講じようとされている佐藤知事の姿勢と

決断力を高く評価するものであり、今後一層の

御尽力をお願いする次第です。 

 さて、予算案の具体的な内容を見てみると、

各分野にきめ細かく的確な施策を講じています。 

 まず、誰もが安全で安心して暮らせる大分県

づくりです。 

 年明け早々の能登半島地震や、昨年の梅雨前

線豪雨など、頻発・激甚化する災害から県民の

安全を守るため、県土強靱化のさらなる推進を

図ることとしています。特に、土砂災害防止対

策やため池の改修に加え、道路の草刈りなどの

インフラの維持管理等に対し重点的に予算措置

いただいたことに、我が会派としても心強く感

じています。 

 また、河川への水位表示マークの設置や防災

情報通信システムの無線回線の大容量化、高所

カメラの高解像度化など、災害時の情報伝達の

充実などのソフト対策や、一連のコロナ対応で

得た経験を基に新興感染症への備えを充実させ

るため、医療機関等と連携した体制整備に関す

る予算が計上されるなど、危機管理の強化にも

重きが置かれています。 

 少子高齢化・人口減少への対処として、三つ

の日本一への取組の深化も図られます。 

 子育て満足度日本一では、子育て世帯に対す

る経済的支援の強化として、子ども医療費の県

による助成対象を高校生の年代まで拡充するほ

か、県立学校の給食費無償化にも取り組むこと

としています。また、医療的ケア児を養育する

御家族の負担軽減や、児童虐待の対応力強化に

向けた児童相談所の施設整備、精神科医師との

連携強化など、困難を抱える子どもたちや家族

への支援も充実されます。 

 子ども・子育て支援については、急速に進む

人口減少に歯止めをかけるラストチャンスと言

われる２０３０年に向けて、我が国を挙げた取

組を進めているところであり、今回の県の積極

的な施策について、我が会派としても引き続き

後押ししていく所存です。 

 健康寿命日本一では、医師会等と連携した在

宅医療提供体制の強化や、介護における外国人

材の確保に向けた助成等の支援拡充など、高齢

者等の健康を支える医療と介護の充実などが図

られます。 

 また、障がい者活躍日本一では、精神・知的

障がい者等の就労促進の取組による雇用率向上

に引き続き取り組みながら、福祉的就労の場の

拡大や、日常生活はもとより、芸術文化やスポ

ーツ活動などにおいても、障がい者が安心して

活躍できる環境を整備していくこととしていま
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す。あわせて、高齢者や障がい者など住まいの

確保にお困りの方への支援も充実されます。 

 次に、県民が元気に活躍できる大分県づくり

です。 

 農林水産業の成長産業化に関して、まず農業

では、短期集中県域支援品目の生産拡大目標達

成に向けた総仕上げとして、高糖度かんしょの

出荷増に対応した広域選果場の整備などの支援

に取り組むこととしています。また、今後のさ

らなる拡大に欠かせない大規模農地の確保に向

け、市町が行う園芸団地化プランの作成を後押

しする予算も盛り込まれています。 

 畜産では、未利用農地を活用した放牧経営の

推進や、増頭のための施設整備等への支援によ

り、生産基盤の強化と低コスト化を促進するこ

ととしています。先に成立した今年度補正予算

における取組ともあわせて、飼料価格の高騰や

子牛価格の低迷に苦しむ畜産農家への万全の支

援をお願いしたいと思います。 

 林業では、持続可能な循環型林業の確立に向

け、今年度補正予算で措置された加工施設整備

への助成等による大径材の利用促進に加えて、

早生樹による再造林の促進に取り組むこととし

ています。 

 水産業では、１１月に本番を迎える全国豊か

な海づくり大会を契機とし、豊かな海というバ

トンを次世代につないでいく取組として、県内

全ての小中学校給食への県産魚の提供等に要す

る経費が計上されています。 

 また、農林水産業を支える担い手の確保・定

着に向け、就農準備資金等を受給しながら研修

に取り組む子育て世帯に対し、新たに県独自の

給付金を上乗せするなど、きめ細かな支援策も

盛り込まれています。 

 商工業の振興に向けては、まず、コロナ禍や

長引く物価高により積み上がった既往債務の返

済や、さらにはダイハツ九州の生産停止等を受

け不安視される資金繰りへの支援として、県制

度資金の新規融資枠を８００億円確保するとと

もに、県の事業を活用し新たな挑戦を行う事業

者向けの資金を創設するなど、資金面の支援策

が充実されます。 

 その上で、賃金と物価の好循環を創出し、県

経済を民需主導の自立的な成長路線へ戻すため、

まずは着実に賃上げを図っていく必要があるこ

とから、補助率などをかさ上げする賃上枠を設

定する事業の拡大や、業務改善奨励金の支援拡

充などに取り組むこととしています。 

 また、賃上げを着実な人材の確保につなげる

べく、工科短大における県独自の給付型奨学金

の創設や、外国人材確保に向けた環境整備支援

の充実等も図られます。 

 観光では、デスティネーションキャンペーン

の開催が間近に迫る中、県民総参加のおもてな

しや、リピーターの確保に向けた取組に総力を

挙げるとともに、ＤＣ後も、切れ目のないプロ

モーションによるさらなる誘客に取り組むこと

としています。さらにインバウンドでは、特に

増加が著しい米国について、戦略パートナーの

新設とともに、県産品の輸出拡大等とあわせた

ＰＲ等が図られます。 

 また、議員提案で制定されたアドベンチャー

ツーリズムについても、インバウンドに対応し

たガイド育成等の経費が計上されています。 

 芸術文化では、リニューアルオープンする総

合文化センターに親子をペアで招待するなど、

質の高い芸術を身近で鑑賞し体感する環境づく

りを進めるとともに、スポーツでは、夏の北部

九州総体に向けた競技力向上や、国際大会に出

場する本県ゆかりの選手への支援が強化されま

す。 

 最後に、本県の新たな魅力を生み出す未来創

造の大分県づくりへの挑戦です。 

 本県発展の基盤となる交通ネットワークでは、

厳しい状況にある地域交通を下支えするため、

乗務員の免許取得やＥＶ車両の導入費用等への

助成、さらには需要の喚起を図るほか、ホーバ

ーの就航が本年秋に控える中、西大分ターミナ

ルからの二次交通対策の検討も進められます。 

 本県の将来の発展に欠かせない広域交通ネッ

トワークの構築については、中津日田道路など

の道路整備に引き続き重点が置かれています。 

 また、東九州新幹線等の整備計画路線への早

期格上げなどに向けた機運醸成や要望活動等の
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一層の充実も図られます。本県の競争力や魅力

の向上を図るための喫緊の課題である東九州新

幹線の実現に向け、我が会派としても引き続き

全力を尽くしていく所存です。 

 企業誘致では、半導体関連産業等の投資の活

性化という機会を逃さず、本県への投資を促進

するため、適地の詳細調査など開発に向けた動

きを加速させるとともに、市町村による工業団

地整備についても、インフラ整備等の補助率や

上限額を引き上げ、今後３年間で集中的に支援

することとしています。 

 人口の社会増に向けた移住促進についても、

好調なスキルアップ移住のさらなる充実などが

図られます。 

 世界的な課題であるカーボンニュートラルに

ついては、産学官連携で取りまとめたグリーン

・コンビナートおおいた推進構想に基づき、水

素の利活用やカーボンリサイクルなどを柱とし

た対策を推進するため、調査・実証への支援や、

今後の整備に向けた補助制度の創設等に取り組

むほか、県全体における水素の利活用促進に向

けた需要の創出や、地熱の普及促進に取り組む

こととしています。 

 急速に進展する先端技術やデジタルの力で新

たな価値を創出するため、空飛ぶクルマなどの

次世代空モビリティ産業への参入を目指す事業

者の研究開発を支援する予算が計上されたほか、

中小企業におけるＤＸの推進に向けたツール導

入や人材育成への支援も強化されます。 

 最後に、本県の宝である子どもたちの夢をか

なえるための教育県大分の創造です。特に、地

域の高校の在り方が問われる中、どの地域にお

いても生徒が希望する教育を受けられるよう、

遠隔授業の体制強化が図られます。 

 また、不登校等の児童生徒に対する学びの支

援や公立中学校における部活動の地域移行の促

進、さらには、私立学校に対するＩＣＴ機器導

入に対する助成制度の充実などにも取り組むこ

ととしています。 

 以上のことから、我が会派としては上程され

た全ての予算案について賛成するものです。 

 最後になりますが、安心元気・未来創造の大

分県づくりに向け、本当初予算案に計上された

事業については、早期に着手し事業効果が速や

かに県民に還元されるよう要望して、我が会派

の賛成討論を終わります。 

元吉議長 二ノ宮健治君。 

  〔二ノ宮議員登壇〕 

二ノ宮議員 皆さんおはようございます。県民

クラブの二ノ宮健治です。 

 第１号議案令和６年度大分県一般会計予算案

に賛成の立場で、県民クラブを代表して討論を

行います。少し長くなりますが、御了承願いま

す。 

 さて、本県の新たなリーダーとして佐藤知事

が就任して、今回が初めての本格的な予算編成

となりました。安心元気・未来創造を柱として、

子ども・子育て支援の充実や人材確保・育成、

そして、広域交通ネットワークの推進など、意

欲的政策を盛り込んだ予算案が今定例会に上程

されました。私たち県民クラブでは、会派で本

予算案を全員で徹底論議し、検討してきました。

本会議や予算特別委員会、また分科会において、

各事業の内容や方向性について意見を述べてき

ました。 

 その上で、本日の議案採決にあたり、各種施

策を進めるにおいて、いくつか留意していただ

きたい内容や課題とすべき点について申し上げ、

討論にします。 

 まず、財政見通しと総務企画関係です。 

 歳入については、国から示された地方財政計

画を軸にして組み立てられており、一定の収入

増が見込まれています。賃金の引上げによる地

域経済の好循環の創出が期待されますが、人口

減少がますます進展する一方、社会保障費等の

義務的経費の増大が想定される中、県債残高の

抑制など、県財政の健全性をしっかりチェック

していかなければならないと思っています。 

 広域交通ネットワークについては、東九州新

幹線と豊予海峡を通じてつながる四国新幹線も

視野に入れた様々な議論が行われましたが、長

期的な大プロジェクトであるだけに、県民への

情報提供を丁寧に行いながら、そして、今後の

方向性について広く議論を進めていくことが大



第１回 大分県議会定例会会議録 第９号 

- 205 - 

切だと思っています。 

 あわせて、地域の公共交通の維持についても、

県民の暮らしを守る視点で推進していくことを

要望します。 

 次の福祉保健関係については、ヤングケアラ

ー支援に向けての実態調査や、児童虐待防止に

向けての児童相談所の強化など、子ども支援の

充実が図られている取組になっていると理解で

きます。 

 また、本県でも人口減少が進み、少子化対策

及び子育て支援策は待ったなしの課題となって

いる中、子ども医療費の助成を高校生まで拡充

する事業や、医療的ケア児を養育する家族に対

する支援については大いに評価できます。 

 さらには、障がい者の就労及び文化、芸術、

スポーツを通じた社会参加の促進が進められよ

うとしており、障がい者活躍日本一が実現する

ことを期待しています。 

 生活環境関係については、県域でのパートナ

ーシップ宣誓制度の導入については大いに評価

できますが、これを機に、性的少数者への理解

促進にとどまらず、多様性が認められる社会の

実現につなげていかなければなりません。 

 また、頻発・激甚化する災害への対応として、

防災士のスキルアップなど地域防災力の強化の

ための取組や防災情報通信システムの更新など

の取組は県民の安心・安全につながると考えま

すが、能登半島地震の教訓を踏まえたさらなる

取組を強化していただきたいと思います。 

 さらに、自家消費型太陽光発電設備等の導入

への補助などによる再生可能エネルギーの推進

については、賃上枠も制定されていますが、さ

らなる環境問題への対応、カーボンニュートラ

ルの実現などに向けた取組を期待しています。 

 次に、商工観光労働関係です。 

 ２０２４年度の大分県経済は、昨年同様の高

水準な賃上げが見込まれるものの、物価高や賃

金上昇による雇用負担の増加や人手不足、さら

にコロナ関連融資の返済など、企業経営を取り

巻く環境は厳しさを増してきています。 

 加えて、本年４月からは時間外労働の上限規

制が適用されることで、収益確保や事業継続が

困難となる企業が増加することが懸念されてい

ます。これらに対応すべく、８００億円の新規

融資枠を設定するとともに、借換え等に対応可

能な資金の継続や中小企業活性化資金の融資要

件の緩和、さらに、賃上げを実施する場合に補

助率などをかさ上げする賃上枠の設定を１０事

業に拡大、加えて、事業場内最低賃金の引上げ

を支援する国の事業改善助成金に対しても、上

乗せする奨励金の上限額を引き上げるなど、地

場中小企業の経営を下支えする予算となってお

り、高く評価しています。 

 さらに、新商品の開発やデジタル化等に取り

組む事業者に向け、資金の創設など新たな挑戦

にもしっかりと支援していただくように要望し

ておきます。 

 観光面では、本年４月から６月にかけて福岡

・大分県内全域を対象としたデスティネーショ

ンキャンペーンの開催により、国内観光客の増

加が期待されることに加え、インバウンド需要

のさらなる拡大が見込まれることから、誘客促

進に取り組むとともに、宿泊業の人手不足によ

る需要の取りこぼしがないよう、経営環境や経

営力の強化にもしっかりと取り組み、地域活性

化を図ってもらいたいと思います。 

 また先端技術、ＤＸ、次世代空モビリティや

水素サプライチェーンなど、今後成長が期待さ

れる産業分野に挑戦する県内企業への支援も力

強く取り組んでいただくよう要望しておきます。 

 次に、農林水産業の振興についてです。 

 今年度予算では、ねぎ、ピーマン、ベリーツ

などの大分園芸産地づくり事業や、遊休地等を

利活用した放牧地整備の助成事業、早生樹造成

を推進する再造林促進事業や県水産物流通拡大

推進事業など、時流に合った工夫された予算と

なっていることは評価します。 

 しかしながら、高齢化や後継者不足、さらに

地球温暖化の影響と思われる異常気象による農

林水産物生産量の減少など、農林水産業を取り

巻く環境は年々悪化しています。 

 加えて、人口増加などから世界的な食糧不足

も懸念されており、食料自給率が３８％前後で

推移している我が国においての自給率向上は最
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重点課題であると考えます。 

 本県農林水産業においても、高齢化や後継者

不足など課題が山積していますが、これまで以

上に、平坦地を中心とした地域でのもうかる農

林水産業を推進して、まず、農業産出額の増加

を図りつつ、一方では、荒廃が進む中山間地域

に対しては、国や県の助成を入れながら、県民

の食料や生活を支える、そして、環境を保持す

るための農林漁業の推進との二極化による対応

がなければ、本県農業の持続は難しいと考えて

います。 

 世界的な食糧不足に対応するなど、将来を見

通した農林水産政策を課題としていくことを強

く要望しておきます。 

 次に、土木建築ですが、まず、防災・減災対

策についてです。 

 今年度も７月に大規模な豪雨災害が発生しま

したが、早期の復旧・復興、さらに、近い将来

に発生が予想される南海トラフ地震への防災・

減災対策に対して、県土強靱化、河川や道路の

改修などの事業を迅速に取り組むように要望し

ます。 

 今年元日に起きた能登半島地震では、家屋の

倒壊等により多くの犠牲者が出ました。委員会

でも議論されていましたが、１９８０年以前の

建物のうち、１６％の家屋がいまだに耐震化さ

れていないことは課題であり、その対策も求め

られています。 

 次に、土木建築職場での人材確保ですが、今

回、委員会で建設女子の雑誌が配布されました

が、意欲ある女性を紹介するこの冊子は、業界

の人材確保策としてはとてもいいアイデアだと

思っています。これは他の業界でも参考になる

取組ではないでしょうか。 

 あわせて、工事の安全確保ですが、昨年７月、

由布市の花合野川の県発注工事で悲惨な事故が

起きました。全ての工事において、このような

事故が再び起こらないよう、安全対策の周知徹

底の取組を行うよう強く指摘しておきます。 

 次に、教育関係ですが、学校給食費無償化は

大いに評価できます。ただ、各市町村での取組

に差が生じている現状があります。県にはさら

に踏み込んだ施策を期待するとともに、国への

働きかけを強めていただくよう要望します。 

 どの地域においても、多様で質の高い高校教

育を提供する遠隔環境システム整備や、児童生

徒が利用する端末を計画的に更新するための公

立学校情報機器整備基金積立金などの事業は、

子どもたち一人一人に豊かな学びを保障するた

めの重要な施策です。 

 一方で、教職員の人材確保とともに、部活動

地域移行に関わる人材の確保は喫緊の課題です。

居住地域で教育水準に偏りが生じてはなりませ

ん。県民は教育に大きな期待を抱いています。 

 大分県立高等学校未来創生ビジョンが示され

ました。急速に進む少子化の中、未来の子ども

たち、そして地域のために、思い切った方針転

換が必要ではないでしょうか。 

 最後に、警察行政についてです。 

 本県の令和５年の犯罪率、犯罪増加率はいず

れも全国比較で良好ですが、懸念されるのは特

殊詐欺の被害状況です。これまで水際阻止対策

に励み、被害件数、被害額ともに一時減少して

いたのですが、一転して増加傾向に転じていま

す。 

 この春の組織改編により組織犯罪対策課特殊

詐欺連合捜査係が設置され、予算には特殊詐欺

等水際対策強化事業費が計上されています。組

織的フィッシングなど、ますます巧妙化する詐

欺手口に対応した注意喚起、広報啓発に取り組

むとともに、事案根絶に向けて、より一層に捜

査活動を強化し、県民と共に歩む強い警察、日

本一安全な大分の実現にしっかりと取り組んで

いただきたいと思います。 

 以上をもって賛成討論を終わりますが、最後

となって申し訳ありませんが、今年度末で退職

される県職員の皆さんに、県民クラブを代表し

て一言お礼を申し上げます。 

 時間の関係でお名前は言いませんが、長年に

わたり県政を支えていただき、また県民のため

心を砕き、県民生活を支えてこられた職員の皆

さんへ感謝と敬意を表します。本当にお世話に

なりました。 

 今後は、県政の主要な目標である健康寿命日
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本一への取組をぜひ実践していただき、健康が

大事であります。御健勝でますますの御活躍を

祈念して、皆さん方のこれからの人生に幸多か

れとお祈りして、賛成討論を終わります。御清

聴ありがとうございました。（拍手） 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし

た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第２号議案から第５号議案まで、第７

号議案から第９号議案まで、第１２号議案及び

第１３号議案について採決します。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、第１号議案、第６号議案、第１０号議

案、第１１号議案及び第１４号議案について起

立により採決します。 

 各案に対する委員長の報告は可決です。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数です。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

―――――→…←――――― 

 日程第２ 第１５号議案、第１７号議案から

第４４号議案まで、第４６号議案

及び第４７号議案 

      （議題、常任委員長の報告、質疑、

      討論、採決） 

元吉議長 日程第２、日程第２の各案を一括議

題とし、これより各常任委員長の報告を求めま

す。福祉保健生活環境委員長今吉次郎君。 

  〔今吉議員登壇〕 

今吉福祉保健生活環境委員長 おはようござい

ます。福祉保健生活環境委員会の審査の経過と

結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案１２件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部局長ほか関

係者の出席を求め、慎重に審査した結果、第２

３号議案病院及び診療所の人員及び施設等に関

する基準を定める条例の一部改正について、第

２４号議案大分県国民健康保険財政安定化基金

条例の一部改正について、第２５号議案大分県

厚生年金住宅貸与条例の廃止について、第２６

号議案指定居宅サービスの事業に係る申請者の

要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部改正について、第２８号

議案大分県安心こども基金条例の一部改正につ

いて、第２９号議案大分県婦人相談所の設置及

び管理に関する条例等の一部改正について、第

３０号議案児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について、第３

１号議案精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関す

る条例の一部改正について、第３２号議案指定

障害福祉サービスの事業に係る申請者の要件並

びに人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例等の一部改正について、第３３号議案権

利の放棄について及び第３４号議案大分県安全

・安心まちづくり条例の一部改正については全

会一致をもって、第２７号議案指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の廃止等については賛成多数をもっ

て、いずれも原案のとおり可決すべきものと決

定します。 

 以上をもって福祉保健生活環境委員会の報告

とします。 

元吉議長 商工観光労働企業委員長清田哲也君。 

  〔清田議員登壇〕 

清田商工観光労働企業委員長 おはようござい

ます。商工観光労働企業委員会の審査の経過と

結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第３５号議案県有地の信託の変更について及び

第３６号議案情報通信技術の効果的な運用のた
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めの規制の見直しに伴う関係条例の整備につい

ては原案のとおり可決すべきものと、いずれも

全会一致をもって決定しました。 

 なお、第３６号議案については、総務企画委

員会、福祉保健生活環境委員会及び農林水産委

員会に合い議し、その結果をも審査の参考にし

ました。 

 以上をもって商工観光労働企業委員会の報告

とします。 

元吉議長 農林水産委員長阿部長夫君。 

  〔阿部（長）議員登壇〕 

阿部（長）農林水産委員長 おはようございま

す。農林水産委員会の審査の経過と結果につい

て御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

３７号議案令和６年度における農林水産関係事

業に要する経費の市町村負担について及び第３

８号議案大分県漁港管理条例等の一部改正につ

いては原案のとおり可決すべきものと、いずれ

も全会一致をもって決定しました。 

 なお、第３８号議案については、福祉保健生

活環境委員会に合い議し、その結果をも審査の

参考にしました。 

 以上をもって農林水産委員会の報告とします。 

元吉議長 土木建築委員長太田正美君。 

  〔太田議員登壇〕 

太田土木建築委員長 おはようございます。土

木建築委員会の審査の経過と結果について御報

告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案６件です。 

 委員会は去る１９日に開催し、部長ほか関係

者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、第

３９号議案令和６年度における土木事業に要す

る経費の市町村負担について、第４０号議案工

事請負契約の締結について、第４１号議案工事

請負契約の締結について、第４２号議案大分県

道路占用料徴収条例の一部改正について、第４

３号議案工事請負契約の締結について及び第４

４号議案大分県建築基準法施行条例の一部改正

については原案のとおり可決すべきものと、い

ずれも全会一致をもって決定しました。 

 以上をもって土木建築委員会の報告とします。 

元吉議長 文教警察委員長森誠一君。 

  〔森議員登壇〕 

森文教警察委員長 文教警察委員会の審査の経

過と結果について御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案２件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、教育長理事及

び警察本部長ほか関係者の出席説明を求め、慎

重に審査した結果、第４６号議案土地の取得に

ついて及び第４７号議案大分県地方警察職員定

数条例の一部改正については原案どおり可決す

べきものと、いずれも全会一致をもって決定し

ました。 

 以上をもって文教警察委員会の報告を終わり

ます。 

元吉議長 総務企画委員長小川克己君。 

  〔小川議員登壇〕 

小川総務企画委員長 改めておはようございま

す。総務企画委員会の審査の経過と結果につい

て御報告します。 

 本委員会で審査した案件は、今回付託を受け

た議案７件です。 

 委員会は去る２１日に開催し、部局長ほか関

係者の出席説明を求め、慎重に審査した結果、

第１５号議案包括外部監査契約の締結について、

第１７号議案行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用等に関する条例等の一部改正

について、第１８号議案知事等の損害賠償責任

の一部免責に関する条例等の一部改正について、

第１９号議案大分県使用料及び手数料条例の一

部改正について、第２０号議案大分県の事務処

理の特例に関する条例の一部改正について、第

２１号議案大分県住民基本台帳法施行条例等の

一部改正について及び第２２号議案大分県用品

調達特別会計条例の廃止については原案のとお

り可決すべきものと、いずれも全会一致をもっ

て決定しました。 
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 なお、第１８号議案については福祉保健生活

環境委員会及び商工観光労働企業委員会に、第

１９号議案については福祉保健生活環境委員会、

商工観光労働企業委員会、土木建築委員会及び

文教警察委員会に、第２０号議案については福

祉保健生活環境委員会に合い議し、その結果を

も審査の参考にしました。 

 以上をもって総務企画委員会の報告とします。 

元吉議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入りま

す。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し、

これより討論に入ります。 

 発言の通告がありますので、これを許します。

堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 おはようございます。日本共産党の堤

です。各議案に対する討論を行います。 

 まず、第１７号議案行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用等に関する条例等の

一部改正についてです。 

 番号法の改正にあたり、マイナンバーが利用

できる事務の範囲は、今までどおり番号法の別

表等で細かく規定されています。しかし、改正

によってマイナンバーの利用が認められている

事務に準ずる事務については、別表に記載され

ていなくても省令で規定することでマイナンバ

ーの利用が可能となりました。さらに、別表第

２に列記されていたマイナンバーによる情報連

携が可能な事務や情報については、法改正によ

りこの表が削除され、省令に規定することで情

報連携が可能となりました。国会で審議の必要

もなく、時の政府の判断で利用範囲が歯止めな

く広がっていく危険性がいよいよ現実的なもの

になりました。 

 次に、マイナンバー制度拡大の問題です。マ

イナンバーは多分野の個人情報をひも付けるも

ので、プライバシー侵害のリスクが避けられな

いもの。それゆえ、現行制度は社会保障、税、

災害対策の３分野に限定し、利用する事務・情

報連携は法律で規定、マイナンバーを含む個人

情報の収集・保管は本人同意があっても禁止し

ています。 

 番号法改正では、マイナンバー利用を全ての

行政分野で推進させるとし、利用対象に理美容

師、教員、調理師等の国家資格の事務等を追加。

法定事務に準ずる事務や、条例で措置した自治

体事務は法定することなく利用可能で、情報連

携は国会審議なしに拡大できるようにしていま

す。制度の仕組みを大きく変えるもので、プラ

イバシー侵害の危険性を一層高めます。 

 マイナンバーカード普及のために、カードの

本人確認を緩めることも問題です。公金受取口

座登録の特例では、年金受取口座を手始めに、

本人から不同意との回答がなければ自動的にマ

イナンバーをひも付けします。本人同意の原則

から１８０度の転換です。また、戸籍等に氏名

の振り仮名を追加する問題は、一般に認められ

ている読み方に限られ、行政が審査を行うこと

になるとのことです。氏名は個人の人格を象徴

するもので、命名に介入することは許されませ

ん。以上の理由から本条例の一部改正には反対

します。 

 第２１号議案大分県住民基本台帳法施行条例

等の一部改正についてです。 

 今回の条例改正に係る住基法の改正について

は、国外転出者によるマイナンバーカード、公

的個人認証の利用を今後実現するため、国外転

出後も削除されない戸籍の附票に本人を同定す

るために必要な基本４情報（氏名、生年月日、

性別、住所）を記載し、これを国外転出後のマ

イナンバーカード、公的個人認証の利用の基礎

となる認証の基盤として活用するため、戸籍の

附票の記載事項に生年月日及び性別を追加する

こととするものです。 

 また、住基法やデジタル手続法の改正で戸籍、

住民票の記載事項に氏名の振り仮名を追加する

ことも盛り込まれました。これにより、マイナ

ンバーカードにも振り仮名を表記することが可

能となります。振り仮名をつければ行政機関等

が保有する個人情報を収めたデータベースでの

氏名による検索がかけやすくなり、同一人物で

あるとの特定もしやすくなる。こうすることに
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よってマイナンバーの利用範囲が３分野以外に

も拡大することが可能となり、振り仮名追加に

よって正確に個人を特定し、ひも付けがやりや

すくなるということです。 

 以上の理由から本条例の一部改正には反対し

ます。 

 最後に、第２７号議案指定介護療養型医療施

設の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の廃止等についてです。 

 自公政権は長きにわたり、社会保障費抑制の

ため、病床削減、病院統廃合、医師数抑制を進

めてきました。その中で、見かけの病床数は他

国より多いが、医師、看護師、スタッフの配置

が薄く、高度医療や専門医療に対応できる機器

や設備は限られ、常にぎりぎりの状態を強いら

れる、現在の医療体制が形づくられました。 

 そうした余裕のない医療体制の脆弱さがコロ

ナ危機によって明らかになったにもかかわらず、

自公政権は地域医療構想に基づいて高度急性期

・急性期病床を２０２５年までに２０万床減ら

すという計画に固執し、４００超の公立・公的

病院を統廃合の対象としてリストアップして、

病床・病院の淘汰を進めるよう自治体に圧力を

かけています。日本医師会も介護療養型医療施

設の廃止に反論しています。そこでは、療養病

床はあくまで医療法に規定する病床であり、社

会保障審議会医療部会等での十分な検討が必要

と指摘。高齢者が増加していく将来の医療提供

体制の構築は、療養病床数の削減、平均在院日

数の短縮を目的とする、財政のみの観点から議

論されるべきものではなく、包括的な国民的議

論を要する課題であると強調しています。 

 日本共産党は、社会保障費削減のために、医

療体制を切り詰める政策を中止させ、拡充へと

切り替えます。長期にわたって壊されてきた医

療と公衆衛生を立て直すため、中長期の展望を

もって戦略的に基盤を強化していく「医療・公

衆衛生 再生・強化プログラム」を提案してい

ます。 

 以上の理由から、国の法律改正によるものと

しても本条例の廃止には反対します。 

 以上で条例に対する討論を終わります。 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし

た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第１５号議案、第１８号議案から第２

０号議案まで、第２２号議案から第２６号議案

まで、第２８号議案から第４４号議案まで、第

４６号議案及び第４７号議案について採決しま

す。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、第１７号議案、第２１号議案及び第２

７号議案について、起立により採決します。 

 各案に対する委員長の報告は可決です。 

 各案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数です。 

 よって、各案は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

―――――→…←――――― 

 日程第３ 第６２号議案から第６４号議案ま

で 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

      論、採決） 

元吉議長 日程第３、第６２号議案から第６４

号議案までを一括議題とし、提出者の説明を求

めます。佐藤知事。 

  〔佐藤知事登壇〕 

佐藤知事 ただいま上程された人事議案につい

て御説明します。 

 第６２号議案人事委員会委員の選任について

は、宮﨑淳一氏の任期が来る３月３１日で満了

するため、宮迫敏郎氏を新たに選任することに

ついて、第６３号議案監査委員の選任について

は、県議会議員のうちから選任する監査委員に

森誠一氏及び守永信幸氏を選任することについ

て、それぞれ議会の同意をお願いするものです。 
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 また、第６４号議案教育委員会教育長の任命

については、岡本天津男氏の辞職に伴い、補欠

の教育長として山田雅文氏を任命し、及び同氏

の任期が来る５月１５日で満了するため、再任

することについて、あらかじめ議会の同意をお

願いするものです。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同いただきます

ようお願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 お諮りします。各案は、委員会付託を省略し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、第６２号議案及び第６４号議案につい

て採決します。 

 両案は、これに同意することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、両案はこれに同意することに決定し

ました。 

 次に、第６３号議案について採決します。 

  〔森議員退場〕 

元吉議長 まず、森誠一君について採決します。 

 森誠一君の監査委員選任に同意することに御

異議ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、森誠一君の監査委員選任に同意する

ことに決定しました。 

  〔森議員入場、守永議員退場〕 

元吉議長 次に、守永信幸について採決します。 

 守永信幸君の監査委員選任に同意することに

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、守永信幸君の監査委員選任に同意す

ることに決定しました。 

  〔守永議員入場〕 

―――――→…←――――― 

 日程第４ 議員提出第２号議案から第８号議

案まで 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

      論、採決） 

元吉議長 日程第４、議員提出第２号議案から

第８号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

議員提出議案第２号 台湾のＣＰＴＰＰ（環太

平洋パートナーシップに

関する包括的及び先進的

な協定）参加を積極的に

支援するよう求める意見

書 

議員提出議案第３号 政治資金規制法違反事件

の徹底解明と実効性のあ

る再発防止策の確立を求

める意見書 

議員提出議案第４号 価格転嫁対策の円滑な実

施と実効性確保を求める

意見書 

議員提出第５号議案 被災者生活再建支援制度

の拡充を求める意見書 

議員提出第６号議案 国の補充的な指示を含む

地方自治法改正案の広く

丁寧な議論を求める意見

書 

議員提出第７号議案 若者のオーバードーズ

（市販薬の過剰摂取）防

止対策の強化を求める意

見書 

議員提出第８号議案 ガザ地区における戦闘行

為の即時停止及び人質解

放並びに恒久平和を求め

る決議 

―――――→…←――――― 
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元吉議長 順次、提出者の説明を求めます。大

友栄二君。 

  〔大友議員登壇〕 

大友議員 ただいま議案となった議員提出第２

号議案台湾のＣＰＴＰＰ参加を積極的に支援す

るよう求める意見書の提案理由を説明します。 

 我が国と台湾とは深い信頼と友情で結ばれて

おり、その関係の重要性はますます高まってい

ます。 

 本県議会においても、平成２７年から約２年

間、行財政改革グローバル戦略特別委員会にお

いて、台湾との交流について調査及び提言を行

い、平成２９年３月に大分県議会日台友好議員

連盟を設立するなど、台湾との交流を深めてい

ます。 

 このような関係にある台湾は、令和３年９月

２２日にＣＰＴＰＰへの加入を申請しています。

台湾がＣＰＴＰＰに加入することは、環太平洋

地域の経済貿易に活力を与え、域内経済に好循

環を生み出すことはもとより、我が国としても、

経済のみならず、様々な分野における日台協力

関係の構築に寄与するものと考えられます。 

 よって、国会及び政府に対して、早急に台湾

のＣＰＴＰＰ参加を積極的に支援するよう求め

るものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。 

 御賛同くださいますようよろしくお願いしま

す。 

元吉議長 御手洗朋宏君。 

  〔御手洗（朋）議員登壇〕 

御手洗（朋）議員 ただいま議題となった議員

提出第３号、第４号、第５号、第６号及び第８

号議案について一括して提案理由を説明します。 

 まず、第３号議案政治資金規正法違反事件の

徹底解明と実効性のある再発防止策の確立を求

める意見書です。 

 派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、

昨年末、東京地検特捜部が強制捜査に入り、国

会議員と会計責任者が政治資金規正法違反の容

疑で相次いで逮捕、あるいは在宅起訴や略式起

訴となりました。 

 政治資金規正法は、政治活動が国民の監視と

批判の下に行われるように、政治資金の収支を

公開し、公明、公正な政治活動の確保や、民主

政治の健全な発達に寄与することを目的として

おり、今般の事件は同法に抵触するもので、政

治への国民の信頼を著しく損ねる行為です。 

 政治への信頼を取り戻すために、徹底した真

相解明が急がれるとともに、違反行為への罰則

強化や政策活動費の使途公開など、再発防止に

向け、実効性のある抜本的な法改正が必要です。 

 よって、国会及び政府に対し、政治資金規正

法違反事件の真相の徹底解明と実効性のある再

発防止策の確立を強く要請するものです。 

 次に、第４号議案価格転嫁対策の円滑な実施

と実効性確保を求める意見書についてです。 

 日本企業の９割以上、雇用の約７割を占める

中小企業・小規模事業者は、日本経済の屋台骨

であるのみならず、地域経済、社会の支え役で

す。 

 しかし、原材料高、物価高が重なる厳しい状

況に加え、人手不足や人件費の上昇などもあい

まって、これらの事業者を取り巻く環境は、正

に大きな変革期の中にあります。 

 政府と公正取引委員会は２０２３年１１月に、

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する

指針を公表しましたが、中小企業には、価格転

嫁を持ち出すことで今後の取引関係に悪影響を

及ぼすことを懸念するあまり、労務費の転嫁を

せず、自社で吸収し、適切な価格転嫁が困難な

要因の一つとなっています。 

 よって、国会及び政府に対し、労務費転嫁ガ

イドラインが契機となり、より実効的な価格転

嫁対策の実施が適切な取引につながるよう、労

務費転嫁ガイドラインの周知徹底を政府全体を

挙げて実施することなど、５点について強く要

望するものです。 

 次に、第５号議案被災者生活再建支援制度の

拡充を求める意見書についてです。 

 今年１月１日、石川県能登半島において最大

震度７の地震が発生し、多くの人的被害をもた

らしたほか、住宅などの建物に甚大な損害を与
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えました。 

 現行の被災者生活再建支援制度は、被災者の

生活再建を支援し、被災地の速やかな復興に資

することを目的として、最大で３００万円の被

災者生活再建支援金を支給する制度です。 

 ２００７年に行われた被災者生活再建支援法

の改正時には、総合的な検討を加えるべきであ

るとする附帯決議がなされていますが、２００

４年の法改正以降、金額は据え置かれたままで

す。 

 現在、国会で支援金の倍増などを盛り込んだ

被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

が提出されていますが、一刻も早く成立させる

べきです。 

 よって、国会及び政府に対し、被災者生活再

建支援制度の拡充及び支給を速やかに行うとと

もに、その際、地方自治体の財政負担が重くな

らないように配慮するよう要請するものです。 

 次に、第６号議案国の補充的な指示を含む地

方自治法改正案の広く丁寧な議論を求める意見

書についてです。 

 地方自治法の一部を改正する法律案が３月１

日に閣議決定され、通常国会に上程される見込

みとなりました。 

 改正案では、大規模な災害など、国民の安全

に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、国

は補充的な指示として、自治体に必要な指示を

行うことができる特例を設けるとしています。

この改正案が成立すれば、自治体は指示に応じ

る法的義務を負うこととなりますが、国民の安

全に重大な影響を及ぼす事態についての規定が

極めて曖昧であり、国が拡大解釈できる余地が

残されているのは大きな問題です。 

 これは国と地方とが対等の関係とされた地方

分権一括法に逆行するものであり、国への権限

の再集中化並びに地方自治の後退につながる恐

れがあります。全国知事会も、国の補充的な指

示が安易に行使されることがないよう求めてい

ます。 

 よって、国会及び政府に対して、国会での本

法案の審議において、広く全国の自治体の声を

聞き、丁寧で慎重な議論を行うよう求めるもの

です。 

 最後に、第８号議案ガザ地区における戦闘行

為の即時停止及び人質解放並びに恒久平和を求

める決議についてです。 

 パレスチナのイスラム組織ハマスとイスラエ

ルの軍事衝突により、パレスチナ自治区ガザ地

区において多くの尊い人命が犠牲となっていま

す。同地区内の人口の８割を超える住民が避難

民となっているほか、拉致され、今なお拘束さ

れている人質が多数存在することも報道されて

います。 

 ガザ地区での即時の人道的停戦を求める決議

が採択されたものの、戦闘状態は解消されず、

今なお多くの人命が深刻な危機的状況にありま

す。どのような歴史的な経緯や理由があるにせ

よ、非戦闘員への攻撃や人質の拉致は断じて容

認することができません。 

 よって、イスラエルとハマスをはじめとする

全ての当事者及び国際社会に対し、戦闘を即座

に停止し、再開しないこと及び人質を即時に無

条件で解放することなどを求めるとともに、こ

の地域の恒久平和を実現するため、関係各国が

協力し、国際社会が求める武力衝突回避の仕組

みをつくり上げることを心から願うものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略します。 

 以上で説明を終わります。 

 御賛同くださるようお願いします。 

元吉議長 澤田友広君。 

  〔澤田議員登壇〕 

澤田議員 ただいま議題となった議員提出第７

号議案について、提案理由の説明を行います。 

 第７号議案若者のオーバードーズ（市販薬の

過剰摂取）防止対策の強化を求める意見書につ

いてです。 

 近年、処方箋なしで購入できる市販薬の乱用

・依存や急性中毒が重大な社会問題となりつつ

あります。厚生労働省の調査によれば、医薬品

の過剰摂取（オーバードーズ）が原因と疑われ

る市販薬物依存患者が２０１２年から２０２０

年にかけて約６倍に増加したといった報告があ

ります。 
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 不安、葛藤、憂鬱な気分など精神的苦痛の緩

和や現実逃避のために若者がオーバードーズに

陥るケースが多く、市販薬を過剰に摂取を繰り

返すことで、肝機能障害、重篤な意識障害、呼

吸不全などを引き起こし、死亡する事例も発生

しています。 

 また、市販薬の乱用は発見しづらいことから、

オーバードーズによる健康被害は、違法薬物に

よるものよりも深刻になる場合もあります。 

 よって、市販薬の過剰摂取による健康被害か

ら一人でも多くの若者を守るために、乱用など

の恐れがある医薬品を販売する際には、購入者

が子どもである場合、その氏名や年齢及び使用

状況を確認することとされてはいますが、これ

に加え、副作用などの説明をすることを必須と

するなどの取組や、過剰摂取防止や環境整備の

検討などを含む四つの項目について政府に求め

ます。 

 以上、案文はお手元に配布しているので、朗

読は省略します。 

 御賛同いただきますようよろしくお願いしま

す。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に質疑もないようですので、質疑を終結し

ます。 

 お諮りします。各案は、委員会付託を省略し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各案は委員会付託を省略することに

決定しました。 

 これより討論に入ります。発言の通告があり

ますので、これを許します。堤栄三君。 

  〔堤議員登壇〕 

堤議員 共産党の堤です。ただいま上程された

意見書案に対して討論を行います。 

 まず、議員提出第２号議案台湾のＣＰＴＰＰ

（環太平洋パートナーシップに関する包括的及

び先進的な協定）参加を積極的に支援するよう

求める意見書に対して反対の立場から討論を行

います。 

 これはＣＰＴＰＰ、いわゆるＴＰＰ１１協定

に台湾を含めるよう求める意見書案です。ＴＰ

Ｐ１１協定は、貿易障壁の削減・撤廃を掲げ、

自由貿易、投資の自由化の名で市場原理、規制

緩和至上主義を各国に押し付け、経済主権を奪

うものです。そのような枠組みに台湾を巻き込

むべきではないと考えます。さらに、その可否

は台湾自身が決定することであり、他国が内政

に立ち入るべきことではありません。 

 ＴＰＰについては、農業分野における関税撤

廃は我が国の農業を破壊すると、かつて多くの

国民が参加に反対してきました。そして、ＴＰ

Ｐ参加後あれこれの国内対策が取られましたが、

それでＴＰＰの打撃を防げなかったことは、今

日の農業と農村の現実を見れば明らかです。か

つての懸念は現実のものとなっています。 

 言うまでもなくＴＰＰの影響は農業分野のみ

にとどまらず、食の安全、医療、保健・共済、

政府調達、ＩＳＤ条項など各分野に及んでいま

す。 

 新しい世界の流れは、各国の経済主権の尊重

と、互恵、平等の貿易、投資のルールづくりに

あります。とりわけ自国の食料の在り方につい

ては自国で決定するという食料主権の尊重は国

際的な流れとなっています。日本は、こうした

互恵、平等の貿易、投資のルールづくりこそ、

アジアの中で進めていくべきです。ＴＰＰ１１

協定、日欧ＥＰＡなどの貿易協定は離脱、廃棄

し、二国間・多国間の貿易・経済連携は、各国

の多様な主権尊重を基本に進めるべきと考えま

す。 

 以上の理由から本意見書には反対します。 

 次に、議員提出３号議案政治資金規正法違反

事件の徹底解明と実効性のある再発防止策の確

立を求める意見書に対して賛成の立場から討論

を行います。 

 相次ぐ政治と金問題で岸田文雄政権への不信

が高まっています。政治資金規正法は、政治活

動が国民の不断の監視と批判の下に行われるた

め、政治活動は疑惑を招かないよう公明正大に

行うことを定めています。自民党の派閥が政治

資金パーティーの収入の一部を所属議員側にキ
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ックバックするなどし、裏金化していた事件で

は、還流を受けた議員らは１００人規模に上り、

政治資金収支報告書への不記載額は、時効にか

からない過去５年分の収入だけでも、安倍派で

計約６億７，５００万円、二階派で計約２億６，

４００万円、岸田派でも計約３千万円だったこ

とが明らかになり、今国会で政治倫理審査会も

開かれています。しかし、この政治倫理審査会

で弁明に応じた議員は、覚えていない、秘書に

任せていたの一点張りでした。事実を明らかに

せず保身に終始し、実態解明を妨げる発言を繰

り返した議員ら、安倍派幹部に対し証人喚問す

ることが必要です。 

 政治資金規正法は１回のパーティーで２０万

円超のパーティー券購入者の名前を報告書に記

載することを義務付けています。ところが、自

民党の５派閥は、２０１８年から２０２１年に

開いたパーティーで、２０万円超の大口購入者

の名前が記載されていないことが発覚しました。

赤旗日曜版が昨年１１月６日号で報じ、連続追

及したのが発端でした。そして、上脇博之神戸

学院大教授が刑事告発し、東京地検特捜部が捜

査し、１０人が立件、起訴されています。 

 政治資金パーティーは、費用をかけずに巨額

な収入を得ることができる手段にもなっていま

す。２０２２年の報告書で見ても、麻生派は開

催費用２，０４２万円で２億３千万円以上の収

入を得ています。 

 企業・団体が支払うパーティー券代は、形を

変えた企業・団体献金です。政治家個人に対す

る企業・団体献金は禁止されているにもかかわ

らず、政党支部を隠れみのにした政治家個人へ

の献金も事実上行われています。抜け道をなく

すことが不可欠です。 

 自民党側への献金の大手は自動車や電機など

の大企業です。営利が目的の企業が献金するの

は見返りを求めるからです。金の力で政治をゆ

がめることを許さないために、企業・団体献金

はパーティー券購入も含め全面禁止すべきです。

税金頼みで政党の劣化を招いている政党助成金

の廃止も一体で進めることが重要です。 

 また、共同通信社の調査で、政党から政治家

個人に支給され、使途を明らかにする必要のな

い政策活動費と同様の制度が自民党の大分など

１６道府県連に設置されていたことが分かった

と報道されています。その額は少額ですが、適

切に使われているかどうか、有権者がチェック

できないという点では問題があります。大分県

連として襟を正し、資金使途を明確にするべき

です。 

 以上を指摘し、本意見書に対する賛成討論を

終わります。 

 以上、討論終結にあたって、今期で退職され

る県執行部及び職員の皆様方へ、長きにわたり

住民サービス向上のため、公務現場で奮闘され

てきた皆様に感謝を申し上げます。今後、地方

自治法の精神と活動されてきた経験をいかし、

地域においても御活躍されることを祈念し、感

謝の言葉とします。 

 以上で討論を終わります。（拍手） 

元吉議長 以上で通告による討論は終わりまし

た。 

 これをもって討論を終結し、これより採決に

入ります。 

 まず、議員提出第７号議案及び第８号議案に

ついて採決します。 

 両案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、両案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第２号議案について、起立に

より採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議員提出第３号議案について、起立に

より採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立少数です。 
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 よって、本案は否決されました。 

 次に、議員提出第４号議案及び第５号議案に

ついて、起立により採決します。 

 両案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立少数です。 

 よって、両案は否決されました。 

 次に、議員提出第６号議案について、起立に

より採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立少数です。 

 よって、本案は否決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第５ 委員会提出第１号議案から第３号

議案まで 

      （議題、提出者の説明、質疑、討

      論、採決） 

元吉議長 日程第５、委員会提出第１号議案か

ら第３号議案までを一括議題とします。 

―――――→…←――――― 

委員会提出第１号議案 大分県議会会議規則の

一部改正について 

委員会提出第２号議案 大分県議会委員会条例

の一部改正について 

委員会提出第３号議案 大分県議会に係る手続

等における情報通信の

技術の利用に関する条

例の制定について 

―――――→…←――――― 

元吉議長 提出者の説明を求めます。議会運営

委員長御手洗吉生君。 

  〔御手洗（吉）議員登壇〕 

御手洗（吉）議員 ただいま議題となった委員

会提出第１号議案、第２号議案及び第３号議案

について、一括して提案理由の説明を行います。 

 議会に係る手続のオンライン化を可能とする

地方自治法の一部改正を踏まえ、大分県議会会

議規則及び大分県議会委員会条例について、所

要の改正を行うとともに、大分県議会に係る手

続等における情報通信の技術の利用に関する条

例を新たに制定するものです。 

 案文はお手元に配布しているので、朗読は省

略します。 

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同を賜りますよ

うお願いします。 

元吉議長 以上で提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 別に御質疑もないようですので、質疑を終結

します。 

 なお、各案は会議規則第３９条第２項の規定

により、委員会に付託しません。 

 これより討論に入りますが、ただいまのとこ

ろ通告がありませんので、討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結し、これより採決し

ます。 

 各案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、各案は原案のとおり可決されました。 

―――――→…←――――― 

 日程第６ 常任委員の選任 

元吉議長 日程第６、常任委員の選任を行いま

す。 

 お諮りします。常任委員の選任については、

委員会条例第５条第１項の規定により、お手元

に配布の常任委員会委員氏名表のとおり指名し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名した諸君をそれぞれの

常任委員に選任することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

  常任委員会委員氏名表 

 総務企画委員 

        岡野涼子 

        阿部長夫 

        嶋 幸一 

        麻生栄作 

        福崎智幸 

        守永信幸 
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        佐藤之則 

 福祉保健生活環境委員 

        中野哲朗 

        清田哲也 

        後藤慎太郎 

        三浦正臣 

        御手洗朋宏 

        成迫健児 

        戸高賢史 

        堤 栄三 

 商工観光労働企業委員 

        穴見憲昭 

        今吉次郎 

        木付親次 

        元吉俊博 

        吉村尚久 

        吉村哲彦 

        末宗秀雄 

 農林水産委員 

        御手洗吉生 

        宮成公一郎 

        小川克己 

        井上明夫 

        若山雅敏 

        二ノ宮健治 

        三浦由紀 

 土木建築委員 

        志村 学 

        桝田 貢 

        森 誠一 

        古手川正治 

        原田孝司 

        玉田輝義 

        澤田友広 

 文教警察委員 

        首藤健二郎 

        太田正美 

        大友栄二 

        阿部英仁 

        高橋 肇 

        木田 昇 

        猿渡久子 

―――――→…←――――― 

 日程第７ 議会運営委員の選任 

元吉議長 日程第７、議会運営委員の選任を行

います。 

 この採決は起立により行います。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例

第５条第１項の規定により、お手元に配布の議

会運営委員会委員氏名表のとおり指名したいと

思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

元吉議長 起立多数です。 

 よって、ただいま指名した諸君を議会運営委

員に選任することに決定しました。 

―――――→…←――――― 

 議会運営委員会委員氏名表 

        志村 学 

        御手洗吉生 

        宮成公一郎 

        小川克己 

        森 誠一 

        大友栄二 

        木付親次 

        古手川正治 

        吉村尚久 

        木田 昇 

        二ノ宮健治 

        玉田輝義 

        戸高賢史 

―――――→…←――――― 

元吉議長 この際、各常任委員会及び議会運営

委員会は、委員長及び副委員長の互選等のため、

お手元に配布の委員会招集通知書のとおり、直

ちに委員会を開催願います。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４４分 休憩 

―――――→…←――――― 

午後０時１５分 再開 

元吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 各委員会の委員長及び副委員長が互選されま

したので、御報告します。 

 総務企画委員長嶋幸一君、同副委員長阿部長

夫君、福祉保健生活環境委員長三浦正臣君、同



第１回 大分県議会定例会会議録 第９号 

- 218 - 

副委員長清田哲也君、商工観光労働企業委員長

木付親次君、同副委員長今吉次郎君、農林水産

委員長井上明夫君、同副委員長小川克己君、土

木建築委員長古手川正治君、同副委員長森誠一

君、文教警察委員長大友栄二君、同副委員長太

田正美君、議会運営委員長御手洗吉生君、同副

委員長志村学君、以上、報告を終わります。 

―――――→…←――――― 

 日程第８ 閉会中の継続調査の件 

元吉議長 日程第８、閉会中の継続調査の件を

議題とします。 

―――――→…←――――― 

 閉会中における常任委員会、議会運営委員会

 の継続調査事件 

総務企画委員会 

 １、職員の進退及び身分に関する事項につい

て 

 ２、県の歳入歳出予算、税その他の財務に関

する事項について 

 ３、市町村その他公共団体の行政一般に関す

る事項について 

 ４、条例の立案に関する事項について 

 ５、県行政の総合企画及び総合調整に関する

事項について 

 ６、国際交流及び文化振興に関する事項につ

いて 

 ７、広報及び統計に関する事項について 

 ８、地域振興及び交通対策に関する事項につ

いて 

 ９、出納及び財産の取得管理に関する事項に

ついて 

１０、他の委員会に属さない事項について 

福祉保健生活環境委員会 

 １、社会福祉に関する事項について 

 ２、保健衛生に関する事項について 

 ３、社会保障に関する事項について 

 ４、県民生活に関する事項について 

 ５、環境衛生、環境保全及び公害に関する事

項について 

 ６、男女共同参画、青少年及び学事に関する

事項について 

 ７、災害対策、消防防災及び交通安全に関す

る事項について 

 ８、県の病院事業に関する事項について 

商工観光労働企業委員会 

 １、商業に関する事項について 

 ２、工・鉱業に関する事項について 

 ３、観光に関する事項について 

 ４、労働に関する事項について 

 ５、情報化の推進に関する事項について 

 ６、電気事業及び工業用水道事業に関する事

項について 

農林水産委員会 

 １、農業に関する事項について 

 ２、林業に関する事項について 

 ３、水産業に関する事項について 

土木建築委員会 

 １、道路及び河川に関する事項について 

 ２、都市計画に関する事項について 

 ３、住宅及び建築に関する事項について 

 ４、港湾その他土木に関する事項について 

文教警察委員会 

 １、市町村教育委員会への助言に関する事項

について 

 ２、県立学校の施設及び設備の充実に関する

事項について 

 ３、教職員の定数及び勤務条件に関する事項

について 

 ４、義務教育及び高校教育に関する事項につ

いて 

 ５、へき地教育及び特別支援教育の振興に関

する事項について 

 ６、社会教育及び体育の振興に関する事項に

ついて 

 ７、文化財の保護に関する事項について 

 ８、治安及び交通安全対策に関する事項につ

いて 

議会運営委員会 

 １、議会の運営に関する事項について 

 ２、議会の会議規則、委員会に関する条例等

に関する事項について 

 ３、議長の諮問に関する事項について 

―――――→…←――――― 

元吉議長 各常任委員長及び議会運営委員長か
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ら、会議規則第７３条の規定により、お手元に

配布のとおり、閉会中の継続調査の申出があり

ました。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、

閉会中の継続調査に付することに御異議ありま

せんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の継続調査にすることに決定

しました。 

  〔木付副議長退場〕 

―――――→…←――――― 

 副議長辞職の件 

元吉議長 ここで副議長木付親次君から副議長

の辞職願が提出されました。 

 お諮りします。この際、副議長辞職の件を日

程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、副議長辞職の件を日程に追加し、直

ちに議題とすることに決定しました。 

 副議長辞職の件を議題とします。 

 まず、その辞職願を朗読させます。 

―――――→…←――――― 

  〔職員朗読〕 

  辞職願 

 今般都合により副議長を辞職したいので、許

可されるよう願い出ます。 

 令和６年３月２７日 

    大分県議会副議長 木付親次 

大分県議会議長 元吉俊博 殿 

―――――→…←――――― 

元吉議長 お諮りします。木付親次君の副議長

辞職を許可することに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、木付親次君の副議長辞職を許可する

ことに決定しました。 

  〔木付議員入場〕 

―――――→…←――――― 

 副議長の選挙 

元吉議長 ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りします。この際、副議長の選挙を日程

に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 御異議なしと認めます。 

 よって、副議長の選挙を日程に追加します。 

 これより副議長の選挙を行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  〔議場閉鎖〕 

元吉議長 ただいまの出席議員数は４３人です。 

 投票用紙を配布させます。 

  〔投票用紙配布〕 

元吉議長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

  〔投票箱点検〕 

元吉議長 異状なしと認めます。 

 投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人

の氏名を記載の上、議席順に順次投票願います。 

  〔各員投票〕 

元吉議長 投票漏れはありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

元吉議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了します。 

 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会

人に穴見憲昭君、若山雅敏君及び澤田友宏君を

指名します。 

 ３人の諸君の立会いを求めます。 

  〔立会人登壇〕 

元吉議長 投票箱を開き、投票の点検をさせま

す。 

  〔投票点検〕 

元吉議長 選挙の結果を報告します。 

 投票総数    ４３票 

  有効投票   ４３票 

 有効投票中 

  井上明夫君  ２７票 

  玉田輝義君  １６票 

 以上のとおりです。 
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 この選挙の法定得票数は１１票です。 

 よって、井上明夫君が副議長に当選しました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

  〔議場開鎖〕 

元吉議長 ただいま副議長に当選された井上明

夫君が議場におられますので、会議規則第３２

条第２項の規定により、本席から当選を告知し

ます。 

 副議長に当選された井上明夫君から当選承諾

及び就任の御挨拶があります。井上明夫君。 

  〔井上副議長登壇〕 

井上副議長 ただいま皆様方の御推挙をいただ

き、第１０４代大分県議会副議長の大役を仰せ

つかった井上明夫です。 

 この上ない光栄であるとともに、その責任の

重大さに身の引き締まる思いです。 

 もとより微力ですが、県民の負託に応えるた

め、議長を補佐しながら、誠心誠意努めていく

所存です。 

 先輩、同僚議員の皆様方並びに執行部の皆様

方の絶大なる御支援、御指導、御鞭撻を心から

お願いし、就任の挨拶とします。どうぞよろし

くお願いします。（拍手） 

―――――→…←――――― 

元吉議長 以上をもって今期定例会に付議され

た諸案件は全て議了しました。 

―――――→…←――――― 

元吉議長 この際、木付親次君から退任の御挨

拶をしたい旨の申出がありましたので、これを

許します。木付親次君。 

  〔木付議員登壇〕 

木付議員 副議長退任にあたり一言御挨拶申し

上げます。 

 昨年５月１８日、皆様の御推挙により副議長

に就任しました。１年足らずの任期でしたが、

元吉議長をはじめ、議員の皆さん、そして、佐

藤知事はじめ執行部の皆さんの御支援、御協力

をいただき、副議長の任を無事務めることがで

きました。 

 なお、政策検討協議会では、おんせん県おお

いたツーリズム条例を制定することができまし

た。議会としての政策立案能力の一端を示した

と思っています。 

 また、広報委員会では、ユースモニターをは

じめ、各世代、各界の皆様方と交流し、県議会

の情報発信ができたと思っています。 

 これからは一議員として、大分県政の発展に

引き続き取り組んでいきます。どうぞ皆さんよ

ろしくお願いします。ありがとうございました。

（拍手） 

―――――→…←――――― 

元吉議長 これをもって令和６年第１回定例会

を閉会します。 

午後０時３４分 閉会 

――――――――――――――――――――― 

 〔閉会後の発言であるが、参考のため掲載す

 る〕 

元吉議長 この際、吉田副知事から御挨拶があ

ります。吉田副知事。 

  〔吉田副知事登壇〕 

吉田副知事 お許しをいただき、一言皆様にお

礼を申し上げます。 

 私はこのたび、知事のお許しをいただき、副

知事の職を辞させていただくこととなりました。 

 令和４年６月に県議会で選任の同意をいただ

き、これまで約２年間、県議会の皆様方に様々

な形で御指導いただきながら、広瀬知事、佐藤

知事の下、いささかなりとも県政の一角に参画

できたことは、私にとって身に余る光栄でした。

改めて、県議会議員の皆様の御支援、御指導に

対し心からお礼を申し上げます。 

 この２年弱を振り返ってみると、着任直後は

コロナ禍で、医療の確保から始まり、その後、

全数把握の見直し、５類への移行、そして、本

年４月からは通常の感染症対策への完全移行、

さらには次の感染症流行に備えた準備と、思え

ばコロナ対応の連続でした。 

 そうした中でも経済活動との両立が進められ、

多くの行事、イベントを経験させていただきま

した。特に印象に残っているのは昨年１１月、

ＡＳＥＡＮ・日本社会保障ハイレベル会合を別

府市に誘致し、盛大に開催できたことです。 

 また、可能な限り現場に足を運んで現場の皆

様から御意見、思いをお聞きし、県政に反映さ
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せられるよう心がけてきました。特に地域住民

の皆様方と互助の支え合いの地域づくりを目指

して議論を重ねたことが思い出されます。 

 福祉保健分野では、子育て満足度、健康寿命、

障害者雇用率の三つの日本一の実現に向けて注

力してきました。特に高齢者介護の分野では、

１０年以上にわたる大分方式の取組の結果、介

護予防、自立支援の効果が着実に見られ、健康

寿命日本一の大きな原動力になりました。 

 こうした取組をさらに充実させるためには、

デジタルの活用が欠かせません。大分市や別府

市で進む要介護認定業務のデジタル化とあわせ、

介護分野のデジタル行財政改革のトップランナ

ーとしての取組を継承、発展していただくこと

を期待します。 

 私は４月から厚生労働省へと復帰させていた

だきますが、安心元気・未来創造を県政の柱と

して、未来に向けて力強く挑戦する世界に誇れ

るおんせん県おおいたを、これからも応援させ

ていただきます。私自身も厚生労働省に戻って、

元気もりもり頑張ってまいります。 

 終わりになりますが、議員の皆様方の一層の

御活躍と御健勝並びに大分県のますますの発展

を心からお祈りし、挨拶とします。 

 どうも本当にありがとうございました。（拍

手） 

元吉議長 以上をもって全てを終了します。 

午後０時３８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


